
令和８年度
第１回 関東ブロック発注者協議会 幹事会

議 事 次 第

日 時：令和８年６月１日（月）   

１４時００分～１６時００分  

会 場：さいたま新都心合同庁舎２号館

共用大会議室５０１  

１．開会

２．挨拶

３．議事

  （１）関東ブロック発注者協議会設置要領の改定等について 【資料１】

  （２）第三次・指標の基準値、目標値について         【資料２】

  （３）熱中症対策について                   【資料３】

  （４）単品スライドの運用について             【資料４】

４．情報提供

  （５）業界団体から寄せられている意見について         【資料５】

５．閉会
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資料1

関東ブロック発注者協議会設置要領の
改定等について
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○公共工事の品質確保の促進に関する施策の実施状況や
その他必要な事項について連絡調整を行う。
【主な連絡調整事項】

１．基本方針等に示された公共工事の品質確保の促進に関する
 施策の実施状況

 ２．発注者間の支援
 ３．上記の事項以外で目的を達成するために必要な事項

○ 連絡調整等の具体的な事務は、幹事会及び分科会に
おいて行う。

公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成１７年法律第１８号）第２４条を踏まえ、国、地方公共団体及び特殊法人等の
各発注者が、公共工事の品質確保の促進に向けた取り組み等について情報交換を行うなどの連携を図り、発注者間の協力
体制を強化し、公共工事の品質確保の促進に寄与することを目的とし、平成２０年１１月に設立。

１．目的・設立経緯

２．組織 ３．協議会の事務

「関東ブロック発注者協議会」設置要綱第６条と第７条第５項に基づき、協議会の効率的な運営を図るため、幹事会及び
分科会を設置。幹事会は６４機関、各分科会には関東甲信地域の全区市町村を含む４７１機関が参画。

４．幹事会・分科会の設置

建設分科会

都県分科会

農政分科会

※各都県単位で設置
・都県 ・政令市 ・区市町村

・関東地方整備局
・都県、政令市建設系部局

〔担当部局との情報共有の場〕

・関東農政局 ・都県農政系部局
・都県土地改良事業団

会 長：関東地方整備局長

副会長：関東農政局農村振興部長

栃木県県土整備部長

委 員：国の機関、都県、特殊法人等は、部長級

政令市は、局長級

各都県の区市町村の代表は、局・部長級

（６省庁１６機関、９都県５政令市、代表９区市、２５特殊法人等）

〔実務担当者との情報共有の場〕

協議会（本体）の構成機関は、６４機関となっている。

【令和８年６月１日時点】

関東ブロック発注者協議会
幹事会

関東ブロック発注者協議会

〔活動方針等の意思決定の場〕

関東ブロック発注者協議会
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担い手３法のこれまでの改正経緯

建設業法 ・ 入契法
 （昭和24年制定） （平成12年制定）

品確法
（平成17年制定）

平成26年 担い手３法

令和元年 新・担い手３法

※５年後見直し規定あり（附則第８条）

５年後

Point

価格のみでなく品質を加味した総合評価の導入

※５年後見直し規定あり（附則第８条）

５年後

令和６年 第３次・担い手３法

※５年後見直し規定あり（附則第２項）

Point

 発注者は、受注者が適正な利潤を確保できるようにすること
 従事する者の賃金その他の労働条件、労働環境の改善

５年後

※５年後見直し規定あり（附則第２項）

Point

元請は、下請が利潤・工期を確保できる発注をすること

Point

ダンピング対策の強化と建設工事の担い手の確保

Point

建設工事の適正な施工の確保・公共工事の入札契約の適正化

Point

働き方改革に向けた適正な工期の確保

Point

労働者の処遇改善と価格高騰時の労務費へのしわ寄せ防止

Point

担い手の休日・賃金の確保と地域建設業等の維持

５年後

※５年後見直し規定あり（附則第２項） ※５年後見直し規定あり（附則第５条）
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●適切な入札条件等による発注
●災害対応力の強化（ＪＶ方式・労災保険加入）

●発注担当職員の育成
●広域的な維持管理
●国からの助言・勧告【入契法改正】

●賃金支払いの実態の把握、必要な施策
●能力に応じた処遇
●多様な人材の雇用管理の改善

●スライド条項の適切な活用（変更契約）

●休日確保の促進 ●学校との連携・広報
●災害等の特別な事情を踏まえた予定価格
●測量資格の柔軟化【測量法改正】

第三次・担い手３法（令和６年改正）の全体像

担
い
手
確
保

インフラ整備の担い手・地域の守り手である建設業等がその役割を果たし続けられるよう、
担い手確保・生産性向上・地域における対応力強化を目的に、担い手３法を改正

生産性
向上

地
域
に
お
け
る

対
応
力
強
化

   議員立法

公共工事品質確保法等の改正
政府提出

建設業法・公共工事入札適正化法の改正

処遇改善

価格転嫁
（労務費への
しわ寄せ防止）

働き方改革
・環境整備

●ＩＣＴ活用（データ活用・データ引継ぎ）

●新技術の予定価格への反映・活用
●技術開発の推進

地域
建設業等
の維持

公共発注
体制強化

●標準労務費の確保と行き渡り
●建設業者による処遇確保

●資材高騰分等の転嫁円滑化
- 契約書記載事項
- 受注者の申出、誠実協議

●工期ダンピング防止の強化
●工期変更の円滑化

●ＩＣＴ指針、現場管理の効率化
●現場技術者の配置合理化

（参考）
◇公共工事品質確保法等の改正

   ・公共工事を対象に、よりよい取組を促進（トップアップ）

 ・誘導的手法（理念、責務規定）

◇建設業法・公共工事入札適正化法の改正
 ・民間工事を含め最低ルールの底上げ（ボトムアップ）
 ・規制的手法など
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インフラ整備の担い手・地域の守り手である建設業等がその役割を果たし続けるため、以下の喫緊の課題の解消に取り組む必要

公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律 概要
※公共工事の品質確保の促進に関する法律（H17法18）、公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律（H12法127）及び測量法（S24法188）の改正

改正の概要

担い手確保
働き方改革・処遇改善の推進、適切な価格転嫁

地域建設業等の維持
適切な入札条件での発注、災害対応力の強化

生産性向上
新技術の活用促進、技術開発推進

これらの課題に対し、公共工事から取組を加速化・牽引することで、将来にわたる公共工事の品質確保・持続可能な建設業等を実現

背景・必要性

公共工事等の発注体制の強化

休日の確保の推進（基本理念・国・地方公共団体・受注者）

・国が実態を把握･公表し、施策の策定･実施

・自治体内の関係部局が連携した平準化の促進

処遇改善の推進（国・発注者・受注者）

・労務費･賃金の支払実態を国が把握･公表し、施策を策定･実施

・能力に応じた適切な処遇の確保

・適切な価格転嫁対策※による労務費へのしわ寄せ防止
※ スライド条項の設定、運用基準の策定、適切な代金変更

担い手確保のための環境整備（国・地方公共団体・受注者）

・担い手の中長期的な育成･確保に必要な措置※の実施
※ 訓練法人支援、学校と業界の連携、 外国人など多様な人材確保

・品質確保や担い手の活動につき国民の関心を深める広報活動

・担い手確保に留意した調査等に係る資格等の評価･運用の検討

・測量士等の確保（養成施設や資格に係る要件の柔軟化、資格の在り方の検討規定） ・測量業の登録に係る暴力団排除規定 等
測量業の
担い手確保

２．地域建設業等の維持に向けた環境整備

適切な入札条件等での発注の推進（発注者）

・地域の実情を踏まえた適切な条件・発注規模等による発注等

災害対応力の強化（受注者・発注者）

・災害対応経験者による被害把握

・技術力ある業者と地域の業者が連携した迅速復旧、技術移転等

・災害工事での労災保険契約の締結促進、予定価格への反映

技術開発の推進（国）

・技術開発の継続的な推進、民間事業者間の連携促進

新技術の活用・脱炭素化の促進（基本理念・発注者）

・調査等や発注から維持管理までのICT活用（データの活用、データ引継等）

・脱炭素化の促進 ・新技術活用の適切な評価、予定価格への反映

３．新技術の活用等による生産性向上

発注者への支援充実（国・地方公共団体）

・発注職員の育成支援、発注事務の実態把握･助言

・維持管理を広域的に行うための連携体制構築

入札契約の適正化に係る実効確保（国）

・国が定める入札契約適正化指針の記載事項に「発注体制の整備」を追加

・指針に即した措置の実施を発注者に助言･勧告

４．公共工事の発注体制の強化

１．担い手の確保のための働き方改革・処遇改善

令和6年6月12日成立
 令和6年6月19日公布・施行※

 （測量法改正の７年４月施行部分を除く。）
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「関東ブロック発注者協議会」設置要領 

（名称） 

第１条  本会は、関東ブロック発注者協議会（以下「協議会」という。）と称する。 

 

（目的） 

第２条  協議会は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成１７年法律第１８号

令和元年６月１４日一部改正）」、「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合

的に推進するための基本的な方針について（平成１７年８月２６日閣議決定 令

和元年１０月１８日改正）」（以下「基本方針」という。）及び「発注関係事務の

運用に関する指針（平成２７年１月３０日策定 令和２年１月３０日改正）」の趣

旨を踏まえ、国、地方公共団体等及び特殊法人等の各発注者が、公共工事の品質

確保の促進に向けた取り組み等について情報交換を行うなどの連携を図り、発注

者間の協力体制を強化し、もって関東ブロックにおける公共工事の品質確保の促

進に寄与することを目的とする。 

 

（事務） 

第３条  協議会は、下記の事項について連絡調整を行う。 

一 基本方針等に示された公共工事の品質確保の促進に関する施策の実施状 

二 発注者間の支援 

三 その他前条の目的を達成するために必要な事項 

 

（協議会の構成） 

第４条  協議会は、別紙１に掲げる委員をもって構成する。 

２  会長は、国土交通省関東地方整備局長をもってあてる。 

３  会長は、会務を総括し、協議会を代表する。 

４  副会長は、農林水産省関東農政局農村振興部長及び都県を代表する委員をもってあて

る。なお、都県を代表する副会長は、任期を２年とし、互選により選任する。 

５  副会長は、会長に事故がある時は、その職務を代理する。 

 

（協議会の会議） 

第５条  協議会の会議は、会長が招集する。 

２  協議会の会議は、会長が議長を務める。 

３  委員は、自ら指名した者を代理として会議に出席させることができる。 

４  会長は、必要がある時は、別紙１に掲げる者以外の者の参加を求めることができる。 

５  協議会の会議は、公開とする。なお、会長の判断により必要に応じて非公開とするこ 

とができる。 

 

（幹事会の構成） 

第６条  協議会の円滑な運営を補助するため、協議会に幹事会を置く。 

２  幹事会は、別紙２に掲げる幹事をもって構成する。 

３  幹事長は、国土交通省関東地方整備局企画部長をもってあてる。 
４  副幹事長は、農林水産省関東農政局農村振興部設計課長及び都県を代表する副会長に 
 

7



 

 

選任された都県の幹事をもってあてる。 

５  副幹事長は、幹事長に事故がある時は、その職務を代理する。 

 

（幹事会の会議） 

第７条 幹事会の会議は、幹事長が招集する 

２  幹事会の会議は、幹事長が議長を務める 

３  幹事は、自ら指名した者を代理として会議に出席させることができる。 

４  幹事長は、必要がある時は、別紙２に掲げる者以外の者の参加を求めることができる。 

５  幹事会の効率的な運営を図るため、必要に応じて分科会を設置することができる。 

６  分科会の会議は、幹事長が招集する。 

７  幹事会及び分科会の会議は、公開とする。なお、幹事長の判断により必要に応じて非

公開とすることができる。 

 

（庶務） 

第８条  協議会の庶務は、関東地方整備局が関係機関の協力を得て処理する。 

 

（雑則） 

第９条  この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が定める。 

 

 

附 則 この要領は、平成２０年１１月６日から施行する。

附 則 この要領は、平成２２年１０月２０日から施行する。 

附 則 この要領は、平成２３年１０月２８日から施行する。
附 則 この要領は、平成２４年１１月１５日から施行する。
附 則 この要領は、平成２５年１１月１５日から施行する。
附 則 この要領は、平成２７年１月２７日から施行する。
附 則 この要領は、平成２７年８月３日から施行する。     
附 則 この要領は、平成２８年３月２４日から施行する。
附 則 この要領は、平成２９年３月２７日から施行する。
附 則 この要領は、平成３０年２月２７日から施行する。
附 則 この要領は、平成３０年７月１７日から施行する。
附 則 この要領は、令和元年５月２９日から施行する。
附 則 この要領は、令和２年７月２２日から施行する。 

附 則 この要領は、令和４年４月１日から施行する。 
附 則 この要領は、令和５年４月１日から施行する。
附 則 この要領は、令和６年４月１日から施行する。 
附 則 この要領は、令和６年１１月２０日から施行する。 
附 則 この要領は、令和７年５月２０日から施行する。 
附 則 この要領は、令和７年１２月１日から施行する。 
附 則 この要領は、令和８年６月１日から施行する。 
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別紙１ 
 

 

第４条関係（委員） 
 所 属 部 署 役 職 
会 長 国土交通省 関東地方整備局 関東地方整備局長 
副会長 農林水産省 関東農政局 農村振興部長 
副会長 栃木県 県土整備部 県土整備部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 

警察庁 関東管区警察局 総務監察部長 
警察庁 科学警察研究所 副所長事務取扱 
警察庁 皇宮警察本部 副本部長 
警察庁 東京都警察情報通信部 情報通信部長 
財務省 関東財務局 管財第一部長 
財務省 関東信越国税局 総務部次長 
財務省 東京国税局 総務部次長 
農林水産省 関東森林管理局 計画保全部長 
国土交通省 関東地方整備局 企画部長 
国土交通省 関東地方整備局 営繕部長 
国土交通省 関東地方整備局 港湾空港部長 
国土交通省 関東運輸局 総務部長 
国土交通省 東京航空局 総務部長 
国土交通省 国土技術政策総合研究所 企画部長 
環境省 関東地方環境事務所 統括自然保護企画官 
防衛省 北関東防衛局 調達部長 
防衛省 南関東防衛局 調達部長 
茨城県 土木部 土木部長 
群馬県 県土整備部 県土整備部長 
埼玉県 県土整備部 県土整備部長 
千葉県 県土整備部 県土整備部長 
東京都 建設局 企画担当部長 
神奈川県 県土整備局 技監兼都市部長 

山梨県 県土整備部 県土整備部長 
長野県 建設部 建設部長 
さいたま市 建設局 建設局長 
千葉市 建設局 建設局長 

横浜市 都市整備局 市街地整備部長 
川崎市 建設緑政局 建設緑政局長 
相模原市 都市建設局 都市建設局長 
茨城県水戸市 財務部 財務部長 
栃木県宇都宮市 建設部 建設部長 
群馬県前橋市 総務部 総務部長 
埼玉県川口市 都市計画部 技監兼都市計画部長 
千葉県船橋市 建設局都市計画部 都市計画部長 
東京都新宿区 みどり土木部 みどり土木部長 
神奈川県横須賀市 財務部 財務部長 
山梨県甲府市 総務部 総務部長 
長野県長野市 建設部 建設部長 
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別紙１ 
 

 

 所 属 部 署 役 職 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 

東日本高速道路㈱ 関東支社 技術部長 
中日本高速道路㈱ 東京支社 環境・技術管理部長 
首都高速道路㈱  技術部長 
成田国際空港㈱  調達部長 
日本中央競馬会  施設部長 
(国立研究開発法人)科学技術振興機構  経理部調達室長 
(独)国際協力機構  国際協力調達部長 
(独)国立科学博物館  経営管理部長 
(独)男女共同参画機構  事務局長 
(独)国立美術館 国立西洋美術館 総務課長 
(独)国立文化財機構 東京国立博物館 総務部長 
(独)国立文化財機構 東京文化財研究所 研究支援推進部長 
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構  経理部長 
(独)中小企業基盤整備機構  財務部長 
(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 東京工事事務所 計画工事部長 
(独)都市再生機構 本社技術監理部 技術監理部長 
(独)日本学生支援機構 財務部 財務部長 
(独)日本芸術文化振興会 財務部 財務担当副部長 
(国立研究開発法人)日本原子力研究開発機構 財務契約部 財務契約部次長 
(独)日本スポーツ振興センター 財務部 財務部長 

(独)水資源機構  技術管理部 技術管理部長 

(独)労働者健康安全機構 医療企画部 営繕企画監 
(国立研究開発法人)産業技術総合研究所 ファシリティマネジメント部 ファシリティマネジメント部長 

(独)製品評価技術基盤機構 経営企画部 経営企画部長 

地方共同法人 日本下水道事業団  事業統括部長 
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別紙２ 
 

 

第６条関係（幹事） 
 所 属 部 署 役 職 
幹事長 国土交通省 関東地方整備局 企画部長 
副幹事長 農林水産省 関東農政局 農村振興部 設計課長 
副幹事長 栃木県 県土整備部 参事兼技術管理課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹 事 

警察庁 関東管区警察局 総務監察部 会計課長 
警察庁 科学警察研究所 総務部 会計課長 
警察庁 皇宮警察本部 会計課長 
警察庁 東京都警察情報通信部 通信庶務課長 
財務省 関東財務局 管財第一部 第一統括国有財産管理官 
財務省 関東信越国税局 総務部 営繕監理官 
財務省 東京国税局 総務部 営繕監理官 
農林水産省 関東森林管理局 森林整備部 森林整備課長 
国土交通省 関東地方整備局 総務部 契約管理官 
国土交通省 関東地方整備局 企画部 技術開発調整官 
国土交通省 関東地方整備局 営繕部 営繕品質管理官 
国土交通省 関東地方整備局 港湾空港部 技術審査官 
国土交通省 関東運輸局 総務部 会計課長 
国土交通省 東京航空局 技術管理官 

国土交通省 国土技術政策総合研究所 企画部 施設課長 
環境省 関東地方環境事務所 自然環境整備課長 
防衛省 北関東防衛局 調達部 調達計画課長 
防衛省 南関東防衛局 調達部 調達計画課長 
茨城県 土木部 

農林水産部農地局 
検査指導課長 
農地整備課長 

栃木県 農政部 農村振興課長 

群馬県 県土整備部 
農政部 

契約検査課長 
農政部参事（農村整備課長） 

埼玉県 県土整備部 
農林部 

建設管理課長 
農村整備課長 

千葉県 県土整備部 
農林水産部 

技術管理課長 
耕地課長 

東京都 建設局総務部 
産業労働局農林水産部 

技術管理課長 
農業基盤整備担当課長 

神奈川県 県土整備局都市部 
環境農政局総務室 

技術管理課長 
経理担当課長 

山梨県 県土整備部 
農政部 

技術管理課長 
耕地課長 

長野県 建設部 建設政策課 技術管理室長 
さいたま市 建設局 技術管理課長 
千葉市 建設局土木部 技術管理課長 

横浜市 都市整備局 市街地整備部 公共事業調整課長 
川崎市 建設緑政局総務部 技術監理課長 
相模原市 都市建設局 技術監理課長 
茨城県水戸市 財務部 契約検査課長 
栃木県宇都宮市 建設部 技術監理課長 
群馬県前橋市 総務部 契約監理課 審査契約室長 
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別紙２ 
 

 

 所 属 部 署 役 職 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹 事 

埼玉県川口市 建設部 建設管理課長 
千葉県船橋市 建設局都市計画部 技術管理課長 
東京都新宿区 みどり土木部 道路課長 
神奈川県横須賀市 財務部 契約課長 
山梨県甲府市 総務部 契約管財室 指導検査課長 
長野県長野市 財政部 契約課長 
東日本高速道路㈱ 関東支社 技術部 技術管理課長 
中日本高速道路㈱ 東京支社 環境・技術管理部 技術管理課長 
首都高速道路㈱  技術部 技術企画課長 
成田国際空港㈱  調達部調達管理グループ マネージャー 
日本中央競馬会  施設部 施設総務課担当課長 
(国立研究開発法人)科学技術振興機構  経理部 調達室企画調整課長 
(独)国際協力機構  計画・調達戦略課長 
(独)国立科学博物館  経営管理部 施設整備主幹 
(独)男女共同参画機構 財務課 財務担当部長 
(独)国立美術館 国立西洋美術館 総務課室長（管理） 
(独)国立文化財機構 東京国立博物館 総務部 環境整備課長 
(独)国立文化財機構 東京文化財研究所 研究支援推進部 管理課長 
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 経理部 契約第一課長 
(独)中小企業基盤整備機構  財務部 施設課長 
(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 東京工事事務所 計画工事部 計画課長 
(独)都市再生機構 本社技術監理部 部付担当課長 
(独)日本学生支援機構 財務部経理課施設整備推進室 施設整備推進室長 
(独)日本芸術文化振興会 財務部 契約課長 
(国立研究開発法人)日本原子力研究開発機構 財務契約部審査管理課 財務契約部 審査管理課長 
(独)日本スポーツ振興センター 財務部調達管財課 財務部 調達管財課長 

(独)水資源機構  技術管理部技術管理課 技術管理部 技術管理課長 

(独)労働者健康安全機構 医療企画部 建築課長 
(国立研究開発法人)産業技術総合研究所 ファシリティマネジメント施設整備室 施設整備室長 

(独)製品評価技術基盤機構 経営企画部 総務課長 

地方共同法人 日本下水道事業団  事業統括部 事業調整課長 
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第三次・指標の基準値、目標値について

資料２－１

13



新たな取組指標の設定方針(運用指針解説資料R7.3.31改正)

○令和６年品確法の改正に伴い、工事だけでなく測量、調査及び設計を含めた「新たな全国統一指標」を

 設定し、取組を強化していく。

○これまでの取組状況等も踏まえ、地域ブロック毎に「地域独自指標」を設定し、取組を推進する。

「第三次・全国統一指標」 ＋「地域独自指標」の設定

※「発注関係事務の運用に関する指針（解説資料） （令和７年３月３１日）」より抜粋
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令和11年度に向けた「第三次・全国統一指標（令和７年度～）」の目標値等を決定

○第三次・全国統一指標について、公共工事や業務に関する品質確保や働き方改革のための取り組み目標を定めました。
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品確法の改正を踏まえた公共工事の発注関係事務に関する

第三次・全国統一指標、関東ブロック独自指標の一覧（工事）

①地域平準化率（閑散期のボトムアップ・繁忙期のピークカット）
国・特殊法人等・都道府県・市区町村の発注工事の稼働件数から算出した平準化率（閑散期のボトムアップ・繁忙期のピークカット）

②週休２日の達成状況（休日の確保）
国・特殊法人等・都道府県・政令市の発注工事の実際の週休２日の達成状況（４週８休以上達成状況）

③低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況（ダンピング対策） 
    都道府県・市区町村の発注工事に対する低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定割合

※調査対象は、都道府県・政令市は４００万円を超える工事（随契除く）、市区町村は２００万円を超える工事（随契除く）。

  ※低入札価格調査基準価格を設定していないが、総合評価方式において入札価格が一定の水準を下回った場合に価格点を低減することでダンピング対策を図っているものを含む。

全国統一指標

関東ブロック独自指標

④工事書類の簡素化の取り組み状況
（受注者との情報共有、協議の迅速化）

       国・特殊法人等・都県・政令市の工事書類の簡素化に関わるガイドライン等の策定、書類の簡素化に関する取り組みの実施状況

⑤情報共有システム（ASP）の導入状況
（情報通信技術を活用した生産性向上）
国・特殊法人等・都県・政令市の情報共有システム(ASP)を導入状況、対象工事の実施状況

  ⑥市区町村における週休２日制工事の取組
発注機関毎に定めた実施要領に基づき、週休２日が確保できる工期設定や積算における補正係数の設定等を実施したうえで、
工事発注時に特記仕様書等で週休２日制対象工事であることを明記している工事の割合

・・・・ 令和８年１月２８日本省記者発表

・・・・ 第１回令和７年度関東ブロック発注者協議会
（令和７年１２月１日開催）
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第三次・全国統一指標、関東ブロック独自指標の設定（工事）

指標
（H27～R1）

指標の項目 対象機関
指標
分類

達成率
継続の
有無

全

国

統

一

指

標

⑤平準化率

国
特殊法人等
都県・政令市
市区町村

平準化率
（4~6月平均稼
働件数・金額

/
年度平均稼働
件数・金額）

H28
28％
↓

H30
42％

（0.6以上の
機関の割合）

○

②単価の更新
頻度

国
特殊法人等
都県・政令市

更新頻度
5段階
（a～e）

H28
92％
↓

H30
96％

終了

④設計変更の実
施工事率

国
特殊法人等
都県・政令市
市区町村

実施率
（実施件数/
完了件数）

H28
66％
↓

H30
72％

終了

①最新の積算基
準の適用状況及
び基準対象外の
際の対応状況
（見積もり等の

活用）

国
特殊法人等
都県・政令市
市区町村

対応状況
3段階
（a～c）

H28
53％
↓

H30
67％

○

③設計変更ガイド
ラインの策定・

活用状況

国
都県・政令市
市区町村

策定・活用状況
3段階
（a～c）

H27
30％
↓

H30
53％

○

見直し

地域独自
指標へ

地域独自
指標へ

指標
（R2～R6）

指標の項目 対象機関
指標
分類

達成率
継続
の

有無

新
・  

全

国

統

一

指

標

①地域平準化率
（施工時期の

平準化）

国
特殊法人等
都県・政令市
市区町村

平準化率
（4~6月平均
稼働件数

/
年度平均稼働

件数）

R1
0.68
↓
R6

0.74

○

②週休２日対象
工事の実施状況
（適正な工期

設定）

国
特殊法人等
都県・政令市

実施状況
対象工事件数

(公告)
/

公告対象件数

R1
26％
↓
R6

99％

○

③低入札価格調
査基準又は最低
制限価格の設定

状況
（ダンピング

対策）

都県・政令市
市区町村

設定状況
設定入札件数

/
発注件数

H30
85％
↓
R6

94％

○

関 

東 

ブ 

ロ 

ッ 

ク 

独 

自 
指 
標

④最新の積算基
準の適用状況及
び基準対象外の
際の対応状況

（予定価格の適正
な設定）

国
特殊法人等
都県・政令市
市区町村

対応状況
3段階
（a～c）

R1
67％
↓
R6

89％
(b以上)
100％

終了

⑤設計変更ガイ
ドラインの策定・

活用状況
（適切な設計

変更）

国
特殊法人等
都県・政令市
市区町村

策定・活用状況
3段階
（a～c）

R1
49％
↓
R6

73％
(b以上)
100％

終了

⑥市区町村にお
ける週休２日制
工事の取組

市区町村
取組状況
5段階
（a～e）

R3
12％
↓
R6

66％

○

指標
（R7～R11）

指標の項目 対象機関
指標
分類

第 

三 

次
・  

全

国

統

一

指

標

①地域平準化率
（閑散期のボトムアッ
プ・繁忙期のピーク

カット）

国
特殊法人等
都県・政令市
市区町村

平準化率
（4～6月・

1～3月平均
稼働件数/
年度平均
稼働件数）

②週休２日の達成状況
（休日の確保）

国
特殊法人等
都県・政令市

達成状況
達成件数/
完了件数

③低入札価格調査基
準又は最低制限価格

の設定状況
（ダンピング対策）

都県・政令市
市区町村

設定状況
設定した入
札件数

/
発注件数

第 

三 

次
・  

関 

東 

ブ 

ロ 

ッ 

ク 

独 

自 

指 

標

④工事書類の簡素化
の取り組み状況

国
特殊法人等
都県・政令市

取組状況
3段階

（a～c）

⑤情報共有システム
（ASP）の導入状況

国
特殊法人等
都県・政令市

導入状況
5段階

（a～e）

⑥市区町村における
週休２日制工事の

取組
市区町村

取組状況
5段階

（a～e）

： 必ず実施すべき事項

： 実施に努める事項

〔新規設定〕

見直し

見直し

継続

都
県
分
科
会
で
継
続
を
検
討

継続
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第三次・全国統一指標、関東ブロック独自指標の定義・分類（工事）

指標 定義 指標分類 備考等

全
国
統
一
指
標

①地域平準化率
（閑散期のボトムアップ・
繁忙期のピークカット）

○平準化率（閑散期のボトムアップ）：
通常閑散期である４～６月期における公共工事の
稼働状況を年度平均と比較した指標

○平準化率（繁忙期のピークカット）：
通常繁忙期である１～３月期における公共工事の
稼働状況を年度平均と比較した指標

※稼働件数：当該月に工期が含まれるもの

○平準化率（閑散期のボトムアップ）
４～６月期の月平均工事稼働件数※

年度全体の月平均工事稼働数※

○平準化率（繁忙期のピークカット）
１～３月期の月平均工事稼働件数※

年度全体の月平均工事稼働数※

「一般財団法人 
日本建設情報総合
センター」のコリ
ンズに登録された
データを活用

②週休２日の達成状況（休日の確保）

実際の週休2日の達成状況（４週８休達成状況）

○４週８休達成：工事対象期間（着手日から完成日の間）において、
実際に４週８休以上（現場閉所・交代制問わず）を
行ったと認められるもの

○工事完了件数：対象期間内に完了した工事件数
（災害緊急復旧工事除く）

・対象期間：当該年度（4月1日～3月31日）
・対象外工事：災害緊急復旧工事、

各機関の要領により対象外としている工事

該当年度に完了した工事
（災害緊急復旧工事等を除く）のうち、

実際に４週８休以上
（現場閉所・交代制問わず）行ったと

認められる工事件数
該当年度の工事完了件数

（災害緊急復旧工事等を除く）

アンケート調査

③低入札価格調査基準又は
最低制限価格の設定状況
（ダンピング対策）

発注工事に対する低入札価格調査基準又は
最低制限価格の設定割合対象

○調査対象：予定価格（設計書金額を含む）について、
都県、政令市については４００万円を超える工事、
市区町村については２００万円を超える工事
（随意契約を除く）

※低入札価格調査基準価格を設定していないが、
総合評価方式において入札価格が一定の水準を下回った場合に
価格点を低減することでダンピング対策を図っているものを含む

※低入札価格調査基準価格と最低制限価格の
両方設定している場合は、重複計上しない

低入札価格調査基準又は
最低制限価格を設定した入札件数

年度の工事発注件数
アンケート調査
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第三次・全国統一指標、関東ブロック独自指標の定義・分類（工事）

指標 定義 指標分類 備考等

関
東
ブ
ロ
ッ
ク
独
自
指
標

④工事書類の簡素化の取り組み状況
（受注者との情報共有、協議の迅速化）

○工事書類の簡素化に関わるガイドライン等を策定しているか
○書類の簡素化に関する取り組みを実施しているか
※ガイドライン等とは、「ガイドライン」「マニュアル」や
運用の通知など、
工事書類の簡素化について、その方法や基準等を明記したもの

※取り組みとは、ガイドライン等以外の工事書類の簡素化に係る
何らかの取り組み

例：リーフレットによる周知、
国土子通省の様式を使用している、など

a：工事書類の簡素化に関わるガイドライ
ン等を策定している

b：工事書類の簡素化に関わるガイドライ
ン等の策定の検討をしている。または、
ガイドライン等の策定はしていないが、
書類の簡素化に関する取り組みを実施
している

c：工事書類の簡素化に関わるガイドライ
ン等の策定の予定がなく、書類の簡素
化に関する取り組みも実施していない

アンケート調査

⑤情報共有システム(ASP)の導入状況
（情報通信技術を活用した生産性向上）

○情報共有システム(ASP)を導入し、
対象となる工事を発注しているか

※ASPとは異なるが、代替措置として別途サービスを利用している
場合などは、ASPの導入と同義とする

a：原則、全ての工事を対象として発注し
ている

b：情報共有システム(ASP)を導入し、実
施対象となる工事を発注している

c：情報共有システム(ASP)を導入してい
るが、実施対象となる工事を 発注して
いない

d：情報共有システム(ASP)の導入に向け
て検討を実施している

（概ね１年以内に試行を実施する予定）
e：情報共有システム(ASP)を導入してお
らず、導入に向けた検討も 実施してい
ない

アンケート調査

⑥市区町村における週休２日制工事の
取組

発注機関としての週休２日制工事の取組状況

○週休２日制対象工事：発注機関毎に定めた実施要領に基づき、
週休２日が確保できる工期設定や積算に
おける補正係数の設定等を実施したうえで、
工事発注時に特記仕様書等で週休２日制
対象工事であることを明記している工事

・対象期間：当該年度（4月1日～3月31日）
・対象外工事：災害緊急復旧工事、各機関の要領により

対象外としている工事

a：全ての対象工事を、週休２日制対象工
事として発注手続きを実施している

b：対象工事の半数以上を、週休２日制対
象工事として発注手続きを実施してい
る

c：対象工事の一部（半数未満）を、週休
２日制対象工事として発注手続きを実
施している

d：週休２日制対象工事を導入していない
が、導入に向けて検討を実施している

（概ね１年以内に試行を実施する予定）
e：週休２日制対象工事を導入しておらず、
導入に向けた検討も実施していない

アンケート調査
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①地域平準化率（履行期限の分散）
      国・特殊法人等・都道府県・政令市の発注業務の第４四半期履行期限設定割合

  ②低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況（ダンピング対策） 
      都道府県・政令市・市区町村の発注業務に対する低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定割合

※土木コンサルタント、測量、地質、建築コンサルタント業務を対象

※都道府県、政令市は２００万円を超える業務、市区町村は１００万円を超える業務（随契除く）。

全国統一指標

関東ブロック独自指標

③ウィークリースタンスの実施（履行状況の確認）
国・特殊法人等・都県・政令市の発注工事に対する業務成果の品質が適切に確保されるよう、適正な業務執⾏を図るため、
ウィークリースタンスの適⽤等により業務環境改善方策の取り組みが実施されているか

・・・・ 令和８年１月２８日本省記者発表

・・・・第１回令和７年度関東ブロック発注者協議会
（令和７年１２月１日開催）

品確法の改正を踏まえた公共工事の発注関係事務に関する

第三次・全国統一指標、関東ブロック独自指標の一覧（業務）
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第三次・全国統一指標・関東ブロック独自指標の設定（業務）

指標
（H27～R1）

指標の項目 対象機関
指標
分類

達成率
継続の
有無

全

国

統

一

指

標

継続

指標
（R2～R6）

指標の項目 対象機関
指標
分類

達成率
継続の
有無

新
・  

全 

国 

統 

一 

指 

標

①地域平準化
率

（施工時期の
平準化）

国
特殊法人等
都県・政令市

平準化率
（1～3月完了

件数/
年度稼働件数）

目標
（0.5以
下）
R1

0.51
↓
R6

0.47

○

②低入札価格
調査基準又は
最低制限価格
の設定状況
（ダンピング

対策）

都県・政令市
設定した入札
件数/発注件数

H30
75％
↓
R6

98％

○

関 

東 

ブ 

ロ 

ッ 

ク

 

独 

自 

指 

標

③ウィークリー
スタンスの

実施

国
特殊法人等
都県・政令市

3段階
（a～c）

R1
1％
↓
R6

77％

○

指標
（R7～R11）

指標の項目 対象機関
指標
分類

第 

三 

次
・  

全 

国 

統 

一 

指 

標

①地域平準化率
（施工時期の

平準化）

国
特殊法人等
都県・政令市

平準化率
（1～3月
完了件数/
年度稼働
「件数）

②低入札価格調査
基準又は最低制限
価格の設定状況
（ダンピング対策）

都県・政令市
市区町村

設定した
入札件数/
発注件数

第
三
次
・ 

関 

東 

ブ 

ロ 

ッ 

ク
独 

自 

指 

標

③ウィークリー
スタンスの実施

国
特殊法人等
都県・政令市

3段階
（a～c）

： 必ず実施すべき事項

： 実施に努める事項

〔継続〕

業務における指標
の設定は無し

継続

拡大
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第三次・全国統一指標、関東ブロック独自指標の定義・分類（業務）

指標 定義 指標分類 備考等

全
国
統
一
指
標

①地域平準化率（履行期限の分散）
発注業務の第4四半期履行期限設定割合
稼働件数：当該年度に稼働（繰越、翌債等

次年度にも渡る業務を含む）

第4四半期[1～3月]に完了する業務件数
年度の業務稼働件数

測量・地質調査・調査設計・発
注者支援業務：業務実績情報シ
ステム(テクリス)および農業農
村整備事業測量設計業務実績情
報サービス（AGRIS）に登録さ
れたデータを活用
営繕業務：公共建築設計者情報
システム（PUBDIS）に登録さ
れたデータを活用

②低入札価格調査基準又は
最低制限価格の設定状況（ダンピング対策）

発注業務に対する低入札価格調査基準又は
最低制限価格の設定割合
対象：都道府県、政令市は２００万円を超

える業務、市区町村は１００万円を
超える業務(随意契約を除く)

低入札価格調査基準又は
最低制限価格を設定した入札件数

年度の発注業務数
アンケート調査

関
東
ブ
ロ
ッ
ク
独
自
指
標

③ウィークリースタンスの実施
（履行状況の確認）

業務成果の品質が適切に確保されるよう、
適正な業務執行を図るため、ウィークリー
スタンスの適用等により業務環境改善方策
の取り組みが実施されているか

a：ウィークリースタンスに関する指針
等の一定の ルール※を整備し、かつ、
取り組みを実施

b：ウィークリースタンスに関する指針
等の一定のルール※を整備していない
が、取り組みを実施

c：実施していない

※他団体の指針等を適用している場合を
含む

アンケート調査
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基準値

(R6)

目標値

(R11)

基準値

(R6)

目標値

(R11)

基準値

(R6)

目標値

(R11)

基準値

(R6)

目標値

(R11)

基準値

(R6)

目標値

(R11)

基準値

(R6)

目標値

(R11)

基準値

(R6)

目標値

(R11)

関東ブロック 0.74 0.80 1.09 1.00 0.96 1.00 0.94 1.00 32/55 全機関a 24/55 全機関a 272/415 全機関c以上

茨城県域 0.66 0.80 1.09 1.00 1.00 1.00 0.85 1.00 1/1 全機関a 1/1 全機関a 24/44 全機関c以上

栃木県域 0.69 0.80 1.14 1.00 0.93 1.00 0.98 1.00 1/1 全機関a 1/1 全機関a 19/25 全機関c以上

群馬県域 0.68 0.80 1.10 1.05 1.00 1.00 0.98 1.00 1/1 全機関a 0/1 全機関a 18/35 全機関c以上

埼玉県域 0.67 0.80 1.13 1.00 0.99 1.00 0.95 1.00 2/2 全機関a 0/2 全機関a 46/62 全機関c以上

千葉県域 0.67 0.80 1.13 1.00 1.00 1.00 0.95 1.00 2/2 全機関a 1/2 全機関a 33/53 全機関c以上

東京都域 0.77 0.80 1.05 1.00 1.00 1.00 0.87 1.00 1/1 全機関a 1/1 全機関a 36/62 全機関c以上

神奈川県域 0.73 0.80 1.14 1.00 0.89 1.00 0.98 1.00 4/4 全機関a 1/4 全機関a 15/30 全機関c以上

山梨県域 0.72 0.80 1.09 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1/1 全機関a 1/1 全機関a 20/27 全機関c以上

長野県域 0.77 0.80 1.05 1.00 1.00 1.00 0.92 1.00 1/1 全機関a 1/1 全機関a 61/77 全機関c以上

工事

低入札価格調査基準

又は

最低制限価格の設定

状況

工事書類の簡素化の

取り組み状況

情報共有システム

（ASP）の導入状況

市区町村における週

休２日制工事の

取組状況

全国統一指標 関東ブロック独自指標

地域平準化率

閑散期

（ボトムアップ）

繁忙期

（ピークカット）

週休２日の

達成状況

関東ブロック発注者協議会 全国統一指標・地域独自指標 目標値（工事）
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基準値

(R6)

目標値

(R11)

基準値

(R6)

目標値

(R11)

基準値

(R6)

目標値

(R11)

関東ブロック 0.47 0.40 0.78 1.00 43/55 全機関a

茨城県域 0.46 0.40 0.59 1.00 1/1 全機関a

栃木県域 0.39 0.35 0.76 1.00 1/1 全機関a

群馬県域 0.43 0.40 0.88 1.00 1/1 全機関a

埼玉県域 0.50 0.40 0.77 1.00 2/2 全機関a

千葉県域 0.49 0.40 0.80 1.00 2/2 全機関a

東京都域 0.49 0.40 0.70 1.00 1/1 全機関a

神奈川県域 0.51 0.40 0.95 1.00 4/4 全機関a

山梨県域 0.47 0.40 0.78 1.00 1/1 全機関a

長野県域 0.35 0.32 0.79 1.00 1/1 全機関a

業務

全国統一指標 関東ブロック独自指標

地域平準化率
低入札価格調査基準又は

最低制限価格の設定状況

ウィークリースタンスの

実施

関東ブロック発注者協議会 全国統一指標・地域独自指標 目標値（業務）
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工事指標①
地域平準化率

（閑散期のボトムアップ・繁忙期のピークカット）

（国、特殊法人等、都県、政令市、市区町村）
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工事名と工期 過年度 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 翌年度

い工事：前年度11/3～9/26

ろ工事：6/5～1/13

は工事：9/17～3/28

に工事：1/21～翌年度5/25

① 当該年度に稼働した工事の工期を把握し、各月における工事
稼働件数をカウント

②  ４～６月において、１月あたり平均何件の工事が稼働したか
（上記青枠内の「４ー６月期の月平均工事稼働数」）を算出
③ 当該年度全体において、１月あたり平均何件の工事が稼働し
たか（緑枠内の「年度全体の月平均工事稼働数」）を算出
④ 「４ー６月期の月平均工事稼働数」を「年度全体の月平均
工事稼働数」を割ることで平準化率を算出

① 当該年度に稼働した工事の工期を把握し、各月における工事
稼働件数をカウント

②  １～３月において、１月あたり平均何件の工事が稼働したか
（上記赤枠内の「１ー３月期の月平均工事稼働数」）を算出
③ 当該年度全体において、１月あたり平均何件の工事が稼働し
たか（緑枠内の「年度全体の月平均工事稼働数」）を算出
④ 「１ー３月期の月平均工事稼働数」を「年度全体の月平均
工事稼働数」を割ることで平準化率を算出

平準化率(繁忙期のピークカット)の計算方法平準化率(閑散期のボトムアップ)の計算方法

各月における工事稼働件数 １件 １件 ２件 ２件 ２件 2件 ２件 ２件 ２件 ３件 3件 ２件

年度全体の月平均工事稼働数 24÷12

4-6月期の月平均工事稼働数 4÷3

1-3月期の月平均工事稼働数 8÷3

平準化率（閑散期のボトムアップ・繁忙期のピークカット）の考え方の比較

〇平準化率(閑散期のボトムアップ)とは、通常閑散期である４～６月期における公共工事の稼働状況を年度平均と比較した指標
〇平準化率(繁忙期のピークカット)とは、通常繁忙期である１～３月期における公共工事の稼働状況を年度平均と比較した指標

工期

※工事稼働件数は、稼働日数に関わらず各月１件ずつカウント （例えば、工期が4/1～5/1の工事の場合、４月と５月の工事の稼働件数はそれぞれ１件としてカウント）

（1～3月期の月平均工事稼働数） ＝
 8÷3  

＝1.33（4～6月期の月平均工事稼働数） ＝
 4÷3  

＝0.67
（年度全体の月平均工事稼働数） 24÷12 （年度全体の月平均工事稼働数） 24÷12 

双方の平準化率を1.00に近づけていく必要
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平準化率（閑散期のボトムアップ・繁忙期のピークカット）の目標イメージ

平準化率(閑散期のボトムアップ) 
平準化率(繁忙期のピークカット)

⇒ともに1.0に近づける

・閑散期の谷を浅く（平準化率のボトムアップ）
・繁忙期の山を小さく（平準化率のピークカット）

目標イメージ（各年度の数値の推移） 目標イメージ（年度での工事稼働率）

ボトムアップ

ピークカット

R11目標：平準化率0.80

R11目標：ピークカット率1.00

閑散期

繁忙期

閑散期 繁忙期

ボトムアップ

ピークカット

27



指標

指

標

①

地

域

平

準

化

率

（

閑

散

期

の

ボ

ト

ム

ア

ッ

プ

）

指

標

①

地

域

平

準

化

率

（

繁

忙

期

の

ピ

ー

ク

カ

ッ

ト

）

関東管区警察局 1.09 1.09

科学警察研究所 0.00 2.40

皇宮警察本部 0.82 0.82

東京都警察情報通信部 － －

関東財務局 0.44 1.39

関東信越国税局 0.42 1.47

財務省　東京国税局 0.99 0.73

関東農政局 0.70 1.25

林野庁関東森林管理局 0.82 0.73

関東地方整備局 0.91 1.05

国土交通省関東運輸局 － －

国土交通省　東京航空局 0.66 1.23

国土技術政策総合研究所 0.80 1.20

関東地方環境事務所 0.76 1.22

北関東防衛局 0.95 1.14

南関東防衛局 0.89 1.21

分類

工事

全国統一指標

指標

指

標

①

地

域

平

準

化

率

（

閑

散

期

の

ボ

ト

ム

ア

ッ

プ

）

指

標

①

地

域

平

準

化

率

（

繁

忙

期

の

ピ

ー

ク

カ

ッ

ト

）

関東管区警察局 0.90 1.00

科学警察研究所 1.00 1.00

皇宮警察本部 0.90 1.00

東京都警察情報通信部 0.80 1.00

関東財務局 0.90 1.00

関東信越国税局 0.50 1.00

財務省　東京国税局 1.00 1.00

関東農政局 0.90 1.00

林野庁関東森林管理局 0.90 1.00

関東地方整備局 1.00 1.00

国土交通省関東運輸局 0.90 1.00

国土交通省　東京航空局 0.90 1.00

国土技術政策総合研究所 0.80 1.20

関東地方環境事務所 0.76 1.22

北関東防衛局 0.95 1.00

南関東防衛局 1.00 1.00

分類

工事

全国統一指標

工事指標①地域平準化率（国、特殊法人等）

＜凡例＞

平準化率0.8以上

平準化率0.7以上0.8未満

平準化率0.6以上0.7未満

平準化率0.6未満

発注工事なし

＜凡例＞

平準化率1.0

平準化率1.01以上1.05以下 または

             0.95以上0.99以下

平準化率1.06以上1.10以下 または

             0.90以上0.94以下

平準化率1.11以上 または 0.89以下

発注工事なし

（閑散期のボトムアップ）

（繁忙期のピークカット）

◆国機関
○基準値（R6） ○目標値（R11）
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指標

指

標

①

地

域

平

準

化

率

（

閑

散

期

の

ボ

ト

ム

ア

ッ

プ

）

指

標

①

地

域

平

準

化

率

（

繁

忙

期

の

ピ

ー

ク

カ

ッ

ト

）

東日本高速道路（株）関東支社 1.00 1.00

中日本高速道路（株）東京支社 1.06 0.95

首都高速道路（株） 0.97 1.05

成田国際空港（株） 0.92 1.16

日本中央競馬会 1.01 0.62

（国研）科学技術振興機構 3.00 0.00

（独）国際協力機構 0.48 1.21

（独）国立科学博物館 0.95 1.33

（独）国立女性教育会館 － －

（独）国立美術館　国立西洋美術館 0.25 1.50

（独）国立文化財機構　東京国立博物館 0.75 1.13

（独）国立文化財機構　東京文化財研究所 0.80 1.07

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 0.84 0.71

（独）中小企業基盤整備機構 0.00 1.18

（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構　東京工事事務所 1.23 0.92

（独）都市再生機構 0.95 0.87

（独）日本学生支援機構 0.46 1.60

（独）日本芸術文化振興会 0.29 1.21

（国研）日本原子力研究開発機構 0.84 1.06

（独）日本スポーツ振興センター 0.40 1.35

（独）水資源機構 0.91 1.11

（独）労働者健康安全機構 0.74 1.29

（国研）産業技術総合研究所 0.74 1.05

（独）製品評価技術基盤機構 0.75 1.50

地方共同法人　日本下水道事業団 0.92 1.06

分類

工事

全国統一指標

指標

指

標

①

地

域

平

準

化

率

（

閑

散

期

の

ボ

ト

ム

ア

ッ

プ

）

指

標

①

地

域

平

準

化

率

（

繁

忙

期

の

ピ

ー

ク

カ

ッ

ト

）

東日本高速道路（株）関東支社 1.00 1.00

中日本高速道路（株）東京支社 1.00 1.00

首都高速道路（株） 1.00 1.00

成田国際空港（株） 0.93 1.10

日本中央競馬会 1.00 1.00

（国研）科学技術振興機構 0.90 1.00

（独）国際協力機構 0.50 1.00

（独）国立科学博物館 0.80 1.00

（独）国立女性教育会館 1.00 1.00

（独）国立美術館　国立西洋美術館 0.90 1.00

（独）国立文化財機構　東京国立博物館 0.80 1.00

（独）国立文化財機構　東京文化財研究所 0.90 1.00

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 0.90 0.71

（独）中小企業基盤整備機構 0.90 1.00

（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構　東京工事事務所 0.80 1.00

（独）都市再生機構 0.90 1.00

（独）日本学生支援機構 0.90 1.00

（独）日本芸術文化振興会 0.30 1.20

（国研）日本原子力研究開発機構 0.85 1.00

（独）日本スポーツ振興センター 0.90 1.00

（独）水資源機構 0.95 1.00

（独）労働者健康安全機構 0.80 1.00

（国研）産業技術総合研究所
必要に応じた、その都度の単

年度発注が主な為、数値目標

を掲げることが困難
1.00

（独）製品評価技術基盤機構 0.75 1.50

地方共同法人　日本下水道事業団 1.00 1.00

分類

工事

全国統一指標

工事指標①地域平準化率（国、特殊法人等）

◆特殊法人等
○基準値（R6） ○目標値（R11）

＜凡例＞

平準化率0.8以上

平準化率0.7以上0.8未満

平準化率0.6以上0.7未満

平準化率0.6未満

発注工事なし

＜凡例＞

平準化率1.0

平準化率1.01以上1.05以下 または

             0.95以上0.99以下

平準化率1.06以上1.10以下 または

             0.90以上0.94以下

平準化率1.11以上 または 0.89以下

発注工事なし

（閑散期のボトムアップ）

（繁忙期のピークカット）
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工事指標①地域平準化率（閑散期のボトムアップ）

凡例
平準化率0.6未満

平準化率0.6～0.7

平準化率0.7～0.8

平準化率0.8以上

「一般財団法人 日本建設情報総合センター」のコリンズに
登録されたデータをもとに算出
対 象：契約金額500万円以上の工事
稼働件数：当該月に工期が含まれるもの

地域平準化率（件数）＝
（閑散期のボトムアップ）

（4～6月期の工事平均稼働件数）

（年度の工事平均稼働件数）

※都県域単位：各都県管内の都県、政令市、市区町村発注の
全ての工事を足し合わせて算出

※ブロック単位は国、特殊法人等の発注機関を含めて算出

0.80

0.80
0.80

0.80

0.80

0.80

0.80
0.80

0.80

目標値（令和１１年度）
関東ブロック：0.80 

※平準化率のデータ抽出時点：令和7年4月17日

基準値（令和６年度）

0.66

0.69
0.68

0.67

0.67

0.77

0.73

0.72

0.77

関東ブロック：0.74 

◆都県域でのR11目標値

・各都県域において、０．８０を目指す。
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凡例
平準化率1.11以上

平準化率1.06～1.10

平準化率1.01～1.05

平準化率1.00以下

「一般財団法人 日本建設情報総合センター」のコリンズに
登録されたデータをもとに算出
対 象：契約金額500万円以上の工事
稼働件数：当該月に工期が含まれるもの

地域平準化率（件数）＝
（繁忙期のピークカット）

（1～3月期の工事平均稼働件数）

（年度の工事平均稼働件数）

※都県域単位：各都県管内の都県、政令市、市区町村発注の
全ての工事を足し合わせて算出

※ブロック単位は国、特殊法人等の発注機関を含めて算出

1.00

1.00
1.05

1.00

1.00

1.00

1.00
1.00

1.00

目標値（令和１１年度）
関東ブロック：1.00 

※平準化率のデータ抽出時点：令和7年4月17日

基準値（令和６年度）

1.09

1.14
1.10

1.13

1.13

1.05

1.14

1.09

1.05

関東ブロック：1.09

◆都県域でのR11目標値

・各都県域において、１．００～１．０５を目指す。

工事指標①地域平準化率（繁忙期のピークカット）
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＜凡例＞

平準化率0.8以上

平準化率0.7以上0.8未満

平準化率0.6以上0.7未満

平準化率0.6未満

発注工事なし

群馬県 栃木県 茨城県

千葉県

埼玉県

東京都
山梨県

神奈川県

長野県

工事指標①：地域平準化率（閑散期のボトムアップ）
（市区町村） 【R６基準値】
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＜凡例＞

平準化率0.8以上

平準化率0.7以上0.8未満

平準化率0.6以上0.7未満

平準化率0.6未満

発注工事なし

群馬県 栃木県 茨城県

千葉県

埼玉県

東京都
山梨県

神奈川県

長野県

工事指標①：地域平準化率（閑散期のボトムアップ）
（市区町村） 【R１１目標値】
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群馬県 栃木県 茨城県

千葉県

埼玉県

東京都
山梨県

神奈川県

長野県

工事指標①：地域平準化率（繁忙期のピークカット）
（市区町村） 【R６基準値】

＜凡例＞

平準化率1.0

平準化率1.01以上1.05以下 または

             0.95以上0.99以下

平準化率1.06以上1.10以下 または

             0.90以上0.94以下

平準化率1.11以上 または 0.89以下
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群馬県 栃木県 茨城県

千葉県

埼玉県

東京都
山梨県

神奈川県

長野県

工事指標①：地域平準化率（繁忙期のピークカット）
（市区町村） 【R１１目標値】

＜凡例＞

平準化率1.0

平準化率1.01以上1.05以下 または

             0.95以上0.99以下

平準化率1.06以上1.10以下 または

             0.90以上0.94以下

平準化率1.11以上 または 0.89以下
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工事指標②
週休２日の達成状況
（休日の確保）

（国、特殊法人等、都県、政令市）
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＜計算方法について＞

週休2日の達成状況 ＝

計算式

○４週８休以上達成件数 : 工事対象期間（着手日から完成日の間）において、実際に４週８休以上（現場閉所・交代制問わず）を
行ったと認められる工事の件数

用語の定義

○該当年度の工事完了件数 : 対象期間中に完了した全ての工事の件数。

○対象期間 : 当該年度（4月1日～3月31日）とする。

・完了時点：完了日  ・金額：設定無し
・部局：全部局  ・契約方式：設定無し
・工種：全工種 （一般競争、指名競争、随意契約等）
・集計対象外：災害緊急復旧工事、各機関の要領により対象外としている工事

４週８休以上達成件数

該当年度の工事完了件数（災害緊急復旧工事等を除く）

工事指標②週休２日の達成状況
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      都県    

・国においては、１．０が達成されている。
・特殊法人等、都県・政令市においても、９割以上の案件で４週８休以上が達成されている。

【国・特殊法人等・都県・政令市】

注１）本調査項目は、関東ブロック発注者協議会構成団体へのアンケート調査結果による。
注２）対象工事：各年度中（4.1～3.31）に完了した全ての工事（災害緊急復旧工事、各機関の要領により対象外としている工事を除く）。

工事指標②週休２日の達成状況

週休２日の達成状況 ＝

（該当年度の工事完了件数（災害緊急復旧工事等を除く））

該当年度に完了した工事（災害緊急復旧工事等を除く）のうち、実際に
４週８休以上（現場閉所・交代制問わず）行ったと認められる工事件数

※都県域単位：各都県管内の都県、政令市発注の対象工事を足し合わせて算出
※ブロック単位は国、特殊法人等の発注機関を含めて算出

◆実際の週休2日の達成状況（４週８休達成状況）
○４週８休達成：工事対象期間（着手日から完成日の間）において、実際に４週８休以上（現場閉所・交代制問わ

 ず）を行ったと認められるもの
○工事完了件数：対象期間内に完了した工事件数（災害緊急復旧工事除く）
・対象期間：当該年度（4月1日～3月31日）
・対象外工事：災害緊急復旧工事、各機関の要領により対象外としている工事
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※データ抽出時点：令和7年4月

1.00

週休２日の達成状況 ＝

（該当年度の工事完了件数（災害緊急復旧工事等を除く））

該当年度に完了した工事（災害緊急復旧工事等を除く）のうち、実際に
４週８休以上（現場閉所・交代制問わず）行ったと認められる工事件数

※都県域単位：各都県管内の都県、政令市発注の対象工事を足し合わせて算出
※ブロック単位は国、特殊法人等の発注機関を含めて算出

凡例
週休2日達成率0.80未満
週休2日達成率0.81～0.90

週休2日達成率0.91～0.99

週休2日達成率1.0

1.00

1.00
1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

目標値(令和１１年度)
関東ブロック：1.00

1.00

0.93
1.00

0.99

1.000.89
0.97

1.00

関東ブロック：0.96
基準値（令和６年度）

◆実際の週休2日の達成状況（４週８休達成状況）
○４週８休達成：工事対象期間（着手日から完成日の間）において、実際に４週８休以上（現場閉所・交代制問わ

 ず）を行ったと認められるもの
○工事完了件数：対象期間内に完了した工事件数（災害緊急復旧工事除く）
・対象期間：当該年度（4月1日～3月31日）
・対象外工事：災害緊急復旧工事、各機関の要領により対象外としている工事

工事指標②週休２日の達成状況

◆都県域でのR11目標値
・各都県域において、１．００を目指す。

39



工事指標③
低入札価格調査基準又は最低制限価格の

設定状況
（ダンピング対策）

（都県、政令市、市区町村）
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1.00

1.00

凡例
設定率0.8未満

設定率0.8～0.9

設定率0.9～1.0

設定率1.0

アンケート調査結果をもとに算出
対 象：予定価格（設計書金額を含む）について、都県、政令市については４００万円を超える

  工事、市区町村については２００万円を超える工事（随意契約を除く）

低入札価格調査基準又は
最低制限価格の設定状況

（低入札価格調査基準又は最低制限価格を
設定した入札件数）

（年度の工事発注件数）

※都県域単位：各都県管内の都県、政令市、市区町村発注の
全ての工事を足し合わせて算出

※ブロック単位は都県、政令市、市区町村の発注機関で算出

1.00

1.00
1.00

1.00

1.00
1.00

1.00

＝

目標値（令和１１年度）
関東ブロック：1.00

※データ抽出時点：令和7年4月

関東ブロック：0.85

基準値（令和６年度）

0.98

0.87

0.85

0.98
0.98

0.95

0.95
1.00

0.92

工事指標③低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況

◆都県域でのR11目標値

・各都県域において、１．００を目指す。
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栃木県 茨城県

千葉県

埼玉県

東京都
山梨県

神奈川県

長野県 群馬県

＜凡例＞

設定率1.0

設定率0.9以上1.0未満

設定率0.8以上0.9未満

設定率0.8未満

発注なし

工事指標③：低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況
（市区町村） 【R６基準値】
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栃木県 茨城県

千葉県

埼玉県

東京都
山梨県

神奈川県

長野県 群馬県

＜凡例＞

設定率1.0

設定率0.9以上1.0未満

設定率0.8以上0.9未満

設定率0.8未満

発注なし

工事指標③：低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況
（市区町村） 【R11目標値】
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工事指標④
工事書類の簡素化の取り組み状況

（国、特殊法人等、都県、政令市）
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注１）本調査項目は、関東ブロック発注者協議会構成団体へのアンケート調査結果による。

・都県、政令市については、概ねガイドライン等が策定されている。
・国機関は約７割、特殊法人等では約２割でガイドライン等が策定されている。

【国・特殊法人等・都県・政令市】
＜単位：機関数＞

＜凡例＞

a:工事書類の簡素化に
関わるガイドライン等を  
策定している

b:工事書類の簡素化に
関わるガイドライン等の
策定の検討をしている

  または、策定はしていな  
いが、書類の簡素化に
関する取り組みを実施し
ている

c:工事書類の簡素化に
関わるガイドライン等の
策定の予定がなく、書類 
の簡素化に関する取り組
みも実施していない
（その他）

工事指標④：工事書類の簡素化の取り組み状況

R6 R11 R6 R11 R6 R11 R6 R11

回答数

a 11 14 7 18 9 9 5 5

b 3 1 11 5 0 0 0 0

c 2 0 7 2 0 0 0 0

ー 0 1 0 0 0 0 0 0

計 16 16 25 25 9 9 5 5

区分
   

25 5

      都県

16 9

R6 R11 R6 R11 R6 R11 R6 R11

回答数

a 68.8% 87.5% 28.0% 72.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

b 18.8% 6.3% 44.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

c 12.5% 0.0% 28.0% 8.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

ー 0.0% 6.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

区分
   

25 5

      都県

16 9

＜単位：機関数＞ ＜単位：％＞
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「土木工事電子書類スリム化ガイド」の更新

■目的
・工事書類を必要最小限に簡素化（スリム化）を図るとともに、受発注者間で作成書類の役割分担の明確化、書類の電子化、遠隔臨場や 

ＷＥＢ会議の活用によりインフラ分野のＤＸを推進し、工事の円滑な施工を図るとともに、受発注者間双方の働き方改革の推進を図る

ことが目的。

■スリム化ガイドのポイント
 工事着手前の設計審査会において、発注者から受注者へスリム化ガイドの説明を実施する。

 スリム化ガイド等に反する指摘等を受けた場合は、スリム化ガイドを発注者等へ提示し共通認識を得る。

 設計審査会（工事着手前）の開催、設計図書修正（構造計算を伴うものや大幅な修正）に係る費用計上や、

改善要望の多かった「ワンデーレスポンス」、「設計図書の照査」、「施工体制台帳」「工事打合せ簿」

「ウィークリースタンス」等についても、引き続き周知徹底を図ります。

 コリンズ（CORINS）登録・・・「登録内容確認システム」の活用による運用方法の見直し。

 週間工程表・・・工場製作中などで現場作業が無い場合は作成不要とする旨を追記。

 産業廃棄物管理表（マニフェスト）・・・マニフェストは電子マニフェストでも可であることを明記。

■最新の主な更新内容（Ｒ３作成以降、関係業団体との意見交換や受注者へのアンケート等実施し４回改訂）

施工体制台帳①・・・施工体制台帳に添付を必要とする書類で、雇用関係を証明できる資料名を修正。

施工体制台帳③・・・施工体系図の様式例を追記。

※「土木工事電子書類スリム化ガイド」、「土木工事電子書類作成マニュアル」は関東地方整備局ホームページに掲載しています。
ホームページアドレス https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000037.html

〇働き方改革等推進の観点が求められる中、関係団体への意見照会も実施し、「土木工事電子書類スリム化ガイド（初版）」を令和３年９月に作成。
〇現在、２０２４問題を見据えた働き方改革の更なる推進が必要であることから更新。
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工事指標⑤
情報共有システム（ASP）の導入状況

（国、特殊法人等、都県、政令市）
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・都県、政令市においてはほぼ全機関でASPが導入され、実施対象工事が発注されている。
・国機関は約６割、特殊法人等では約３割でASPが導入され、実施対象工事が発注されている。

【国・特殊法人等・都県・政令市】
＜凡例＞

a:原則、全ての工事を対象 
として発注している。

b:情報共有システム(ASP)を
導入し、実施対象となる
工事を発注している。

c:情報共有システム(ASP)を
導入しているが、実施対
象となる工事を発注して 
いない

d:情報共有システム(ASP)
の導入に向けて検討を実
施している
（概ね１年以内に試行を
実施する予定）

e:情報共有システム(ASP)を 
導入しておらず、導入に
向けた検討も実施してい
ない

＜単位：機関数＞

工事指標⑤：情報共有システム（ASP）の導入状況

R6 R11 R6 R11 R6 R11 R6 R11

回答数 9 5

a 10 12 7 16 5 9 2 5

b 0 0 2 1 4 0 2 0

c 0 0 3 1 0 0 1 0

d 0 3 0 2 0 0 0 0

e 6 0 13 5 0 0 0 0

ー 0 1 0 0 0 0 0 0

計 16 16 25 25 9 9 5 5

16 25

      都県    
区分

R6 R11 R6 R11 R6 R11 R6 R11

回答数 9 5

a 62.5% 75.0% 28.0% 64.0% 55.6% 100.0% 40.0% 100.0%

b 0.0% 0.0% 8.0% 4.0% 44.4% 0.0% 40.0% 0.0%

c 0.0% 0.0% 12.0% 4.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0%

d 0.0% 18.8% 0.0% 8.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

e 37.5% 0.0% 52.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

ー 0.0% 6.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

16 25

      都県    
区分

注１）本調査項目は、関東ブロック発注者協議会構成団体へのアンケート調査結果による。

＜単位：機関数＞ ＜単位：％＞
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ＡＳＰを活用し書類は電子データで管理

• ASP（情報共有システム）は、書類の作成や受発注者間のやりとりをWEBを通して行うシステ
ムで、書類を電子データで管理。

• 「工事書類の処理の迅速化」を図り、建設現場の働き方改革、生産性向上に寄与。

受注者 発注者

オンライン電子納品

成果品もWEBを通じて納品 ＣＤ納品不要

書類作成 書類管理

書類提出

書類決裁

書類作成

ＡＳＰ
（情報共有システム）

• 全ての工事においてＡＳＰ（情報共有システム）を活用し、全ての書類は電子データで管理。

書類は電子データで管理

ＡＳＰ（情報共有システムについて）
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工事指標⑥
市区町村における週休２日制工事の取組

（市区町村）
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R6 R11 R6 R11 R6 R11 R6 R11 R6 R11 R6 R11 R6 R11 R6 R11 R6 R11

回答数

a 5 8 7 10 5 11 8 16 14 22 16 26 3 3 5 8 23 25

b 2 4 4 5 4 8 4 7 6 6 5 9 2 9 1 3 10 9

c 17 32 8 10 9 16 34 39 13 25 15 27 10 18 14 16 28 43

d 15 0 6 0 13 0 16 0 13 0 16 0 11 0 7 0 13 0

e 5 0 0 0 4 0 0 0 7 0 10 0 4 0 0 0 3 0

計 44 44 25 25 35 35 62 62 53 53 62 62 30 30 27 27 77 77

パーセンテージ

a 11.4% 18.2% 28.0% 40.0% 14.3% 31.4% 12.9% 25.8% 26.4% 41.5% 25.8% 41.9% 10.0% 10.0% 18.5% 29.6% 29.9% 32.5%

b 4.5% 9.1% 16.0% 20.0% 11.4% 22.9% 6.5% 11.3% 11.3% 11.3% 8.1% 14.5% 6.7% 30.0% 3.7% 11.1% 13.0% 11.7%

c 38.6% 72.7% 32.0% 40.0% 25.7% 45.7% 54.8% 62.9% 24.5% 47.2% 24.2% 43.5% 33.3% 60.0% 51.9% 59.3% 36.4% 55.8%

d 34.1% 0.0% 24.0% 0.0% 37.1% 0.0% 25.8% 0.0% 24.5% 0.0% 25.8% 0.0% 36.7% 0.0% 25.9% 0.0% 16.9% 0.0%

e 11.4% 0.0% 0.0% 0.0% 11.4% 0.0% 0.0% 0.0% 13.2% 0.0% 16.1% 0.0% 13.3% 0.0% 0.0% 0.0% 3.9% 0.0%

山梨県 町村 長野県 町村

27 77

千葉県 町村

53 62

東京都区 町村 神奈川県 町村

3044 25 35

埼玉県 町村

62

区分
茨城県 町村 栃木県 町村 群馬県 町村

注１）本調査項目は、関東ブロック発注者協議会構成団体へのアンケート調査結果による。
注２）「各都県（区市町村）」には、政令市を除いている。

・市区町村における週休2日対象工事の実施状況は、都県単位でばらつきはあるが関東ブロック全体の約６割の市区町村で週
休２日制工事として発注している。（ｃ以上）

【市区町村】 ＜単位：機関数＞ ＜凡例＞

a：全ての対象工事を、週
休２日制対象工事とし
て発注手続きを実施し
ている

b：対象工事の半数程度
以上を、週休２日制対
象工事として発注手
続きを実施している

c：対象工事の一部（半数
未満）を、週休２日制
対象工事として発注
手続きを実施している

d：週休２日制対象工事を
導入していないが、導
入に向けて検討を実
施している

 （概ね１年以内に試行
を実施する予定）

e：週休２日制対象工事を
導入しておらず、導入
に向けた検討も実施し
ていない

工事指標⑥：市区町村における週休２日制工事の取組
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長野県 群馬県

山梨県

埼玉県

東京都

千葉県

栃木県

神奈川県

茨城県

＜凡例＞

a：全ての対象工事を、週休２日制対象工事

として発注手続きを実施している

b：対象工事の半数程度以上を、週休２日制

対象工事として発注手続きを実施している

c：対象工事の一部（半数未満）を、週休２

日制対象工事として発注手続きを実施している

d：週休２日制対象工事を導入していないが、

導入に向けて検討を実施している

（概ね１年以内に試行を実施する予定）

e：週休２日制対象工事を導入しておらず、導

入に向けた検討も実施していない

工事指標⑥：市区町村における週休2日対象工事の実施状況（R６基準値）

52



長野県 群馬県

山梨県

埼玉県

東京都

千葉県

栃木県

神奈川県

茨城県

＜凡例＞

a：全ての対象工事を、週休２日制対象工事

として発注手続きを実施している

b：対象工事の半数程度以上を、週休２日制

対象工事として発注手続きを実施している

c：対象工事の一部（半数未満）を、週休２

日制対象工事として発注手続きを実施している

d：週休２日制対象工事を導入していないが、

導入に向けて検討を実施している

（概ね１年以内に試行を実施する予定）

e：週休２日制対象工事を導入しておらず、導

入に向けた検討も実施していない

工事指標⑥：市区町村における週休2日対象工事の実施状況（R11目標値）
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業務指標①
地域平準化率

（国、特殊法人等、都県、政令市）
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業務指標①地域平準化率（国、特殊法人等）

凡例
地域平準化率0.6以上

地域平準化率0.5～0.6

地域平準化率0.4～0.5

地域平準化率0.4未満

◆国機関
○基準値（R6） ○目標値（R11）

全国統一

指標

指標

指

標

①

地

域

平

準

化

率

関東管区警察局 0.50

科学警察研究所 0.50

皇宮警察本部 0.50

東京都警察情報通信部 0.50

関東財務局 0.45

関東信越国税局 0.50

財務省　東京国税局 0.40

関東農政局 0.50

林野庁関東森林管理局 0.40

関東地方整備局 0.40

国土交通省関東運輸局 0.40

国土交通省　東京航空局 0.50

国土技術政策総合研究所 0.50

関東地方環境事務所 0.40

北関東防衛局 0.40

南関東防衛局 0.40

分類

業務

全国統一

指標

指標

指

標

①

地

域

平

準

化

率

関東管区警察局 －

科学警察研究所 －

皇宮警察本部 －

東京都警察情報通信部 －

関東財務局 0.50

関東信越国税局 －

財務省　東京国税局 －

関東農政局 0.79

林野庁関東森林管理局 0.41

関東地方整備局 0.47

国土交通省関東運輸局 1.00

国土交通省　東京航空局 0.83

国土技術政策総合研究所 0.72

関東地方環境事務所 0.88

北関東防衛局 0.20

南関東防衛局 0.31

分類

業務
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全国統一指標

指標

指

標

①

地

域

平

準

化

率

東日本高速道路（株）関東支社 0.35

中日本高速道路（株）東京支社 0.35

首都高速道路（株） 0.20

成田国際空港（株） 0.12

日本中央競馬会 0.35

（国研）科学技術振興機構 0.35

（独）国際協力機構 0.50

（独）国立科学博物館 0.40

（独）国立女性教育会館 －

（独）国立美術館　国立西洋美術館 0.35

（独）国立文化財機構　東京国立博物館 0.35

（独）国立文化財機構　東京文化財研究所 0.50

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 0.35

（独）中小企業基盤整備機構 0.35

（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構　東京工事事務所 0.40

（独）都市再生機構 0.35

（独）日本学生支援機構 0.35

（独）日本芸術文化振興会 －

（国研）日本原子力研究開発機構 0.50

（独）日本スポーツ振興センター 0.35

（独）水資源機構 0.50

（独）労働者健康安全機構
年間における新規案件が少な

いため目標の設定が困難

（国研）産業技術総合研究所
必要に応じた、その都度の単

年度発注が主な為、数値目標

を掲げることが困難

（独）製品評価技術基盤機構 －

地方共同法人　日本下水道事業団 0.35

分類

業務

全国統一

指標

指標

指

標

①

地

域

平

準

化

率

東日本高速道路（株）関東支社 0.18

中日本高速道路（株）東京支社 0.39

首都高速道路（株） 0.19

成田国際空港（株） 0.12

日本中央競馬会 1.00

（国研）科学技術振興機構 －

（独）国際協力機構 0.00

（独）国立科学博物館 －

（独）国立女性教育会館 －

（独）国立美術館　国立西洋美術館 －

（独）国立文化財機構　東京国立博物館 －

（独）国立文化財機構　東京文化財研究所 －

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 0.59

（独）中小企業基盤整備機構 －

（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構　東京工事事務所 1.00

（独）都市再生機構 0.34

（独）日本学生支援機構 －

（独）日本芸術文化振興会 －

（国研）日本原子力研究開発機構 0.50

（独）日本スポーツ振興センター 0.40

（独）水資源機構 0.52

（独）労働者健康安全機構 0.50

（国研）産業技術総合研究所 0.57

（独）製品評価技術基盤機構 －

地方共同法人　日本下水道事業団 0.63

分類

業務◆特殊法人等

業務指標①地域平準化率（国、特殊法人等）

○基準値（R6） ○目標値（R11）

凡例
地域平準化率0.6以上

地域平準化率0.5～0.6

地域平準化率0.4～0.5

地域平準化率0.4未満
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0.40

地域平準化率（件数）＝
（年度の業務稼働件数）

（第4四半期[1～3月]に完了する業務件数）

測量・地質調査・調査設計・発注者支援業務は、「一般財団法人 日本建設情報総合セン
ター」のテクリスおよび「農林水産省関東農政局土地改良技術事務所」の農業農村整備事
業測量設計業務実績情報サービス（AGRIS）に登録されたデータをもとに算出
営繕業務は、「一般社団法人公共建築協会」の公共建築設計者情報システム（PUBDIS）
に登録されたデータをもとに算出

稼働件数：当該年度に稼働（繰越、翌債等次年度にも渡る業務を含む）
※都県域単位：各都県管内の都県、政令市発注の

対象業務を足し合わせて算出
※ブロック単位は国、特殊法人等の発注機関を含めて算出

凡例
地域平準化率0.6以上

地域平準化率0.5～0.6

地域平準化率0.4～0.5

地域平準化率0.4未満

0.40

0.35
0.40

0.40

0.40
0.400.40

0.32

目標値（令和１１年度）
関東ブロック：0.40

対 象：契約金額100万円以上の業務

※TECRIS データ抽出時点：令和7年4月23日

関東ブロック：0.47
基準値（令和６年度）

※AGRIS   データ抽出時点：令和7年5月5日
※PUBDIS データ抽出時点：令和7年4月21日

0.51

0.46

0.39
0.43

0.50

0.49
0.490.47

0.35

業務指標①：地域平準化率

◆都県域でのR11目標値

・各都県域において、０．４０～０．３５を目指す。
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業務指標②
低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況

（ダンピング対策） 

（都県、政令市、市区町村）
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1.00

1.00

凡例
設定率0.8未満

設定率0.8～0.9

設定率0.9～1.0

設定率1.0

基準値；アンケート調査結果をもとに算出
対 象：都道府県、政令市は２００万円を超える業務、市区町村は１００万円を超える

  業務(随意契約を除く)

低入札価格調査基準又は
最低制限価格の設定状況

（低入札価格調査基準又は最低制限価格を
設定した入札件数）

（年度の発注業務数）

※都県域単位：各都県管内の都県、政令市、市区町村発注の
全ての業務を足し合わせて算出

※ブロック単位は都県、政令市、市区町村の発注機関で算出

1.00

1.00
1.00

1.00

1.00
1.00

1.00

＝

目標値（令和１１年度）
関東ブロック：1.00

※データ抽出時点：令和7年4月

関東ブロック：0.78

基準値（令和６年度）

0.95

0.70

0.59

0.76
0.88

0.77

0.80
0.78

0.79

◆都県域でのR11目標値

・各都県域において、１．０を目指す。

業務指標②：低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況
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長野県 群馬県

山梨県

埼玉県

東京都

千葉県

栃木県

神奈川県

茨城県

業務指標②：低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況
（市区町村） 【R６基準値】

＜凡例＞

設定率1.0

設定率0.9以上1.0未満

設定率0.8以上0.9未満

設定率0.8未満

発注なし
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長野県 群馬県

山梨県

埼玉県

東京都

千葉県

栃木県

神奈川県

茨城県

業務指標②：低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況
（市区町村） 【R11目標値】

＜凡例＞

設定率1.0

設定率0.9以上1.0未満

設定率0.8以上0.9未満

設定率0.8未満

発注なし
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業務指標③
ウィークリースタンスの実施（履行状況の確認）

（国、特殊法人等、都県、政令市）
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      都県    

・ウィークリースタンスの実施状況は、国は７割、特殊法人等においては９割程度となっている。
・都県、政令市は、全ての機関でウィークリースタンスが実施されている。 

【国・特殊法人等・都県・政令市】

注１）本調査項目は、関東ブロック発注者協議会構成団体へのアンケート調査結果による。

＜単位：機関数＞

＜凡例＞

a : ウィークリースタンスに関する
指針等の一定のルールを整備
し、かつ、取り組みを実施

b:  ウィークリースタンスに関する
指針等の一定のルールを整備
していないが、取り組みを実施

c: その他

業務指標③：ウィークリースタンスの実施

R6 R11 R6 R11 R6 R11 R6 R11

回答数 5

a 12 16 17 22 9 9 5 5

b 1 0 6 3 0 0 0 0

c 3 0 2 0 0 0 0 0

計 16 16 25 25 9 9 5 5

区分
      都県    

92516

R6 R11 R6 R11 R6 R11 R6 R11

回答数 5

a 75.0% 100.0% 68.0% 88.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

b 6.3% 0.0% 24.0% 12.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

c 18.8% 0.0% 8.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

区分
      都県    

92516

＜単位：機関数＞ ＜単位：％＞
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第三次・全国統一指標・関東ブロック独自指標
令和７年度調査結果公表スケジュール
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第三次・全国統一指標・関東ブロック独自指標 令和７年度調査結果公表スケジュール

R7年度
12／1   第三次・全国統一指標・地域独自指標 基準値・目標値 公表

【令和７年度 関東ブロック発注者協議会】

R8年度

３／11    第三次・全国統一指標・関東ブロック独自指標 令和７年度実績 調査依頼

５／22  第三次・統一指標・関東ブロック独自指標 集計結果提出期限
・全ての指標に関する令和７年度実績値

11月頃 第三次・全国統一指標・関東ブロック独自指標 令和７年度調査結果公表
【令和８年度 関東ブロック発注者協議会】

６／１  令和８年度 第１回 関東ブロック発注者協議会幹事会 （本日）

７月頃～  建設分科会（都県・政令市） 、都県分科会（都県、市区町村）
※適宜開催 農政分科会（農林部局）、連絡調整会議（国機関、特殊法人等）
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第三次・指標の令和 11 年度目標達成に向けた
取組方針について

資料２－２
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第三次・指標の令和 11 年度目標達成に向けた取組方針について

工事①： 地域平準化率（閑散期のボトムアップ・繁忙期のピークカット）
工事②： 週休2日の達成状況
工事③： 低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況

工事④： 工事書類の簡素化の取り組み状況
工事⑤： 情報共有システム（ASP）の導入状況
工事⑥： 市区町村における週休2日制工事の取組

業務①： 地域平準化率
業務②： 低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況

業務③： ウィークリースタンスの実施

■指標に対する取り組み方針

【工事】

R11年度の目標値達成に向け、国・特殊法人・都県・政令市等６４機関
を対象に、各指標に対する取り組み方針の確認を行った。

全国統一指標

関東ブロック独自指標

全国統一指標

関東ブロック独自指標

【業務】
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第三次・指標の令和 11 年度目標達成に向けた取組方針について

工事①：地域平準化率（閑散期のボトムアップ・繁忙期のピークカット）

取組事例
・発注機関である出先事務所ごとの平準化率の見える化の取組みを進める。（山梨県P102）
・予算段階から発注部局毎に見込み値を算出し、部局毎の平準化率を可視化する。
（さいたま市P103）

・新たな繰り越しの手法も検討していく。（千葉市P104）
・「さしすせそ」の取組に積極的に継続する。（横浜市P105）

工事②：週休2日の達成状況

取組事例
・国交省等での取り組みを参考に、週休２日を含めた多様な働き方の実現に向けた
支援を検討する（川崎市P105）

工事③：低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況（都県・政令市・市区町村）

〇各指標に対する、各機関の主な取組方針と取組事例の紹介
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工事④工事書類の簡素化の取り組み状況（市区町村除く）

取組事例
・埼玉県土木工事書類スリム化ガイドの改善を図る。（埼玉県P98）
・令和4年に「土木工事書類スリム化ガイド」を策定し、毎年改定している。（千葉市P104）

工事⑤情報共有システム（ASP）の導入状況（市区町村除く）

取組事例
・システムを利用するメリットや具体的な導入方法を整理し、未実施の部局へ共有する
ことでシステムの活用を働きかける。（埼玉県P98）

・ASP利用によるメリットとデメリットを共有し、全工事を対象として実施に努める。
（千葉県P99）

・全庁的な取組として、目標とする数値や情報共有システムの導入状況を共有していく。
（神奈川県P101）

第三次・指標の令和 11 年度目標達成に向けた取組方針について

工事⑥市区町村における週休2日制工事の取組（市区町村）

取組事例
・要領改定を行い、令和８年度より原則全工事（対象外の条件あり）を週休2日制対象
工事に拡大し、取組を推進する。（水戸市P106）
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第三次・指標の令和 11 年度目標達成に向けた取組方針について

茨城県： ハンズオン支援のフォローアップを通じ直接訪問を行い、取組の支援を図る。

栃木県： 都県分科会等を通じて、取り組みの情報共有を図る。
直接訪問し、週休2日制工事の取り組みの支援を図る。

群馬県： R7ハンズオン支援事業において市町村が作成したロードマップに沿って、取り組みの
促進を図る。

東京都： 区市町村との連絡調整会議を毎年開催し、建設局の取組の周知やアンケート実施による
各自治体の取組実態等を周知・共有・課題解決の支援をしている。

工事⑥市区町村における週休2日制の取組（管内市区町村に対する働きかけについてP111）

その他

・長野県、相模原市、前橋市、甲府市
・首都高速道路（株）
・関東農政局
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第三次・指標の令和 11 年度目標達成に向けた取組方針について

〇各指標に対する、各機関の主な取組方針と取組事例を整理を行った。

業務①：地域平準化率（市区町村除く）

取組事例
・発注機関である出先事務所毎の平準化率の可視化を進める（山梨県P102）※工事①を含め紹介

業務②：低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況（都県政令市対象）

業務③：ウィークリースタンスの実施（市区町村除く）

取組事例
・「工事円滑化ガイドライン」を策定・活用し、受発注者間で引き続き実施。（東日本
高速道路（株）関東支社P81）

・R8年度から、ウィークリースタンス等に関する取り組みを「労働環境の改善、品質向上
等の取組に関する実施要領」として再定義し、発注者・受注者双方の理解度向上を図っ
ている。（成田国際空港㈱P82）

・令和元年度にウィークリースタンス実施要領を策定しており、引き続き取り組んでいく。
（千葉市P104）
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各機関毎の取組方針

72



第三次・指標の令和 11 年度目標達成に向けた取組方針について

●R11年度目標達成に向けた取り組み方針（国）

関東管区警察局
工事①：引き続き取り組んでいく。国交省等での取り組みを参考にルールを定めたい。
工事②：一部工事を除き週休2日の達成済
工事③：ー
工事④：引き続き取り組んでいく。国交省等での取り組みを参考にルールを定めたい。
工事⑤：システムを利用することのメリットとデメリットを整理のうえ、導入を検討する。

業務①：引き続き取り組んでいく。
業務②：ー
業務③：引き続き取り組んでいく。

科学警察研究所
工事①：債務負担行為を活用した実績もあることから、今後も積極的に取り組む。
工事②：週休２日の確保に関して積極的に声をかけ共通認識を高める方策を今後も実行する。
工事③：ー
工事④：上局の指示や調整が必要であるため今後も前向きに取り組む。
工事⑤：システムを利用することのメリットとデメリットを整理のうえ、引き続き導入を

検討する。

業務①：部署間での認識の共有や意見交換の場を設け、取り組みの必要性を深める。
業務②：－
業務③：引き続き取り組んでいく。
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第三次・指標の令和 11 年度目標達成に向けた取組方針について

●R11年度目標達成に向けた取り組み方針（国）

皇宮警察本部
工事①：例外はあるが、所属内で工期情報を共有のうえ、担当者に対し発注時期の調整を

図る。
工事②：例外はあるが、週休２日の確保に関して、既に受発注者で共通の認識がある。

引き続き取り組んでいく。
工事③：ー
工事④：国土交通省の様式を使用している。
工事⑤：導入及び検討の予定はない。

業務①：引き続き取り組む。
業務②：ー
業務③：引き続き取り組む。

東京都警察情報通信部
工事①：積極的に債務負担行為を活用する。
工事②：引き続き取り組んでいく。
工事③：ー
工事④：引き続き取り組んでいく。
工事⑤：システムを利用することのメリットとデメリットを整理のうえ、導入に向けて検討

を図る。

業務①：積極的に債務負担行為を活用する。
業務②：ー
業務③：引き続き取り組んでいく。
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第三次・指標の令和 11 年度目標達成に向けた取組方針について

●R11年度目標達成に向けた取り組み方針（国）

関東財務局
工事①：対応可能な工事では可能な限り取り組みを行うよう努める。
工事②：引き続き対象工事の発注に努める。
工事③：ー
工事④：引き続き取り組んでいく。
工事⑤：業務実態に応じた導入の可否等について、検討する。

業務①：引き続き取組を積極的に行い、より平準化に努める。
業務②：ー
業務③：引き続き取り組んでいく。

関東信越国税局
工事①：積極的に債務負担行為を活用する。
工事②：引き続き継続する。
工事③：ー
工事④：引き続き継続する。
工事⑤：引き続き継続する。

業務①：積極的に債務負担行為を活用する。
業務②：ー
業務③：引き続き継続する。

75



第三次・指標の令和 11 年度目標達成に向けた取組方針について

●R11年度目標達成に向けた取り組み方針（国）

関東農政局
工事①：農閑期（10月以降）に実施する工事が主であるが、対応可能な工事は引き続き取り

組んでいく。
工事②：引き続き適切な工期設定に努めていく。
工事③：ー
工事④：「工事書類省力化の手引き」を策定しており、引き続き簡素化に取り組んでいく。
工事⑤：既に導入済みであり、引き続き活用してく。

業務①：早期発注や債務負担行為等も活用し平準化に努めていく。
業務②：ー
業務③：引き続き取り組んでいく。

東京国税局
工事①：積極的に債務負担行為を活用する
工事②：引き続き取り組んでいく。
工事③：ー
工事④：導入に向けて検討を開始する。
工事⑤：導入に向けて検討を開始する

業務①：積極的に債務負担行為を活用する。
業務②：ー
業務③：引き続き取り組んでいく。
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第三次・指標の令和 11 年度目標達成に向けた取組方針について

●R11年度目標達成に向けた取り組み方針（国）

林野庁 関東森林管理局
工事①：部署間での認識の共有や意見交換の場を設け、取り組みの必要性を深める。

積極的に債務負担行為を活用する。
工事②：引き続き対象工事の発注に努める。
工事③：ー
工事④：引き続き取り組んでいく。
工事⑤：引き続き取り組んでいく。

業務①：部署間での認識の共有や意見交換の場を設け、取り組みの必要性を深める。
積極的に債務負担行為を活用する。

業務②：ー
業務③：引き続き取り組んでいく。

関東地方整備局
工事①：債務負担行為や余裕期間制度を活用する。
工事②：全工事を対象とし、実施している。
工事③：ー
工事④：土木工事電子書類スリム化ガイドを策定し、必要に応じ改定している。
工事⑤：情報共有システム活用ガイドラインを策定し、実施している。

業務①：債務負担行為を活用する。
業務②：ー
業務③：業務環境改善実施要領を定め、実施している。
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第三次・指標の令和 11 年度目標達成に向けた取組方針について

●R11年度目標達成に向けた取り組み方針（国）

関東運輸局
工事①：対応可能な工事で出来る限り取り組みを行うよう努める。
工事②：引き続き取り組んでいく。
工事③：ー
工事④：引き続き取り組んでいくとともに、ガイドライン等の策定を検討する。
工事⑤：システムを利用することのメリットとデメリットを整理のうえ、導入を検討する。

業務①：対応可能な限りで取り組みを行うよう努める。
業務②：ー
業務③：引き続き取り組んでいく。

東京航空局
工事①：部署間で認識の共有を図り、取り組みの必要性を深める。

積算の前倒しや繰越制度の活用等により、平準化に努める。
工事②：引き続き対象工事の発注に努める。
工事③：ー
工事④：引き続き取り組んでいく。
工事⑤：引き続き取り組んでいく。

業務①：部署間で認識の共有を図り、取り組みの必要性を深める。
繰越制度の活用等により、平準化に努める。

業務②：ー
業務③：引き続き取り組んでいく。
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第三次・指標の令和 11 年度目標達成に向けた取組方針について

●R11年度目標達成に向けた取り組み方針（国）

国土技術政策総合研究所
工事①：部署間での認識の共有や意見交換の場を設け、取り組みの必要性を深める。
工事②：受発注者で週休２日の確保に関して共通の認識を図る。
工事③：ー
工事④：導入済み。
工事⑤：導入済み。

業務①：部署間での認識の共有や意見交換の場を設け、取り組みの必要性を深める。
業務②：ー
業務③：引き続き取り組んでいく。

関東地方環境事務所
工事①：国立公園内の整備事業という特性上、工事時期が限られるため、優先順位を考慮

しながら平準化に取り組む。
工事②：引き続き入札要綱や仕様書に基づき、週休二日制対象工事の発注に努める。
工事③：ー
工事④：書類提出様式の簡略化等、工事提出書類の簡素化に取り組んでおり、今後も引き

続き簡素化に取り組む。
工事⑤：情報共有システム運用要領を定め、引き続き受発注者間の情報共有の向上に取組む。

業務①：人材確保や業務分担の検討等により、平準化に取り組む。
業務②：ー
業務③：引き続ウィークリースタンス実施要領等、一定のルールを定めており、今後も引

き続き取り組んでいく。
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第三次・指標の令和 11 年度目標達成に向けた取組方針について

●R11年度目標達成に向けた取り組み方針（国）

北関東防衛局
工事①：情勢に合わせ、関係機関と意思疎通を図ることで施策の質を向上させる。
工事②：これまでの進捗を踏まえ、今後も着実に実施する。
工事③：ー
工事④：事務負担の軽減を目指し、継続して簡略化を推進する。
工事⑤：電子情報の共有基盤の活用を今後も途切れることなく進める。

業務①：適宜、上位組織等との協議を行い、施策の徹底に努める。
業務②：ー
業務③：週単位の業務計画の適正化を継続して図る。

南関東防衛局
工事①：閑散期＝入札参加者が多い傾向にあることは統計データで判明しているので、

当該データを共有して閑散期の発注を促す。
繁忙期＝入札参加者が少ない傾向にあることは統計データで判明しているので、
当該データを共有して繁忙期の発注を避けるよう促す。

工事②：特記仕様書に明記して受発注者間で共通認識が図られているので、今後も同様の
手法を継続する。

工事③：ー
工事④：担当者が余計な資料を抱え込まないように、幹部職員が指導を行う。
工事⑤：特記仕様書に明記しており導入が進んでいるので、今後も同様の手法を継続する。

業務①：工事と同様、閑散期・繁忙期の入札参加者データを共有し、閑散期の発注や繁忙期
の発注を避けることを促す

業務②：ー
業務③：担当者が無理な指示を受注者へ出さないように、幹部職員が指導を行う。
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第三次・指標の令和 11 年度目標達成に向けた取組方針について

●R11年度目標達成に向けた取り組み方針（特殊法人）

東日本高速道路（株）関東支社
工事①：複数年契約及び柔軟な工期設定 （余裕期間制度の活用）を引き続き実施。
工事②：全工事を対象に引き続き実施。
工事③：ー
工事④：全工事を対象に引き続き実施。
工事⑤：全工事を対象に引き続き実施。

業務①：複数年契約及び柔軟な工期設定 （余裕期間制度の活用）を引き続き実施。
業務②：ー
業務③：「工事円滑化ガイドライン」を策定・活用し、受発注者間で引き続き実施。

中日本高速道路（株）東京支社
工事①：中長期的な事業・補修計画に基づいた計画的な発注及び、不調リスクの少ない時期

を配慮した発注により平準化に努める。
工事②：引き続き全工事を対象として取り組む。
工事③：ー
工事④：引き続き受注者含めた関係者意見を踏まえ簡素化に努める。
工事⑤：引き続き全工事を対象として活用する。

業務①：中長期的な事業・補修計画に基づいた計画的な発注及び、不調リスクの少ない時期
を配慮した発注により平準化に努める。

業務②：ー
業務③：引き続き全業務を対象として取り組む。
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第三次・指標の令和 11 年度目標達成に向けた取組方針について

●R11年度目標達成に向けた取り組み方針（特殊法人）

首都高速道路（株）
工事①：引き続き取り組んでいく。
工事②：引き続き取り組んでいく。
工事③：ー
工事④：引き続き取り組んでいく。
工事⑤：引き続き取り組んでいく。

業務①：引き続き取り組んでいく。
業務②：ー
業務③：引き続き取り組んでいく。

成田国際空港（株）
工事①：ホームページに発注見通しを公表。また、履行期限の設定を年度末に集中させない

よう発注担当と調整している。
工事②：R6年度から要領を制定し、原則全工事を対象に実施している。
工事③：ー
工事④：R8年度からの電子入札システム導入に伴い、工事書類を含めた押印省略や簡素化

を進める。
工事⑤：R11年度に全工事を対象として実施することを目指し、上記と併せASPの導入対象

案件拡大を進める。

業務①：工事①と同じ
業務②：ー
業務③：R8年度から、ウィークリースタンス等に関する取り組みを「労働環境の改善、

品質向上等の取組に関する実施要領」として再定義し、発注者・受注者双方の
理解度向上を図っている。
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第三次・指標の令和 11 年度目標達成に向けた取組方針について

●R11年度目標達成に向けた取り組み方針（特殊法人）

日本中央競馬会
工事①：部署間での認識の共有や意見交換の場を設け、取り組みの必要性を深める。
工事②：引き続き達成できるように取り組んでいく。
工事③：ー
工事④：部署間で認識を共有し、必要な取り組みを検討していく。
工事⑤：部署間で認識を共有し、必要な取り組みを検討していく。

業務①：部署間での認識の共有や意見交換の場を設け、取り組みの必要性を深める。
業務②：ー
業務③：引き続き達成できるように取り組んでいく。

（国研）科学技術振興機構
工事①：工事件数は少ないものの、必要に応じて部署間での認識の共有を行い、取り組みの

必要性への理解を深める。
工事②：引き続き取り組んでいく。
工事③：ー
工事④：所属内で調整を図り、R11年に向けて取り組みを実施、R11年までにガイドライン

を策定することを目指す。
工事⑤：システムを利用することのメリットとデメリットを確認のうえ、R11年度導入を

目指し、検討を進める。

業務①：業務件数は少ないものの、必要に応じて部署間での認識の共有を行い、取り組みの
必要性への理解を深める。

業務②：ー
業務③：引き続き取り組んでいく。
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第三次・指標の令和 11 年度目標達成に向けた取組方針について

●R11年度目標達成に向けた取り組み方針（特殊法人）

（独）国際協力機構
工事①：国交省実施の入契法／実態調査の取り纏めや工事実績取り纏めの際に、実態を把握

するとともに、工事担当部署間での認識の共有や取り組みの必要性についての啓発
を図る。

工事②：国交省実施の入契法／実態調査の取り纏めや工事実績取り纏めの際に、実態を把握
するとともに、工事担当部署に対して啓発を行い、受発注者で週休２日の確保に関
して共通の認識を図るよう誘導する。

工事③：ー
工事④：特段の取り組みは予定していない。
工事⑤：特段の取り組みは予定していない。

業務①：国交省実施の発注関係事務／実態調査の取り纏めや発注実績取り纏めの際に、実態
を把握するとともに、担当部署間での認識の共有や取り組みの必要性について啓発
を実施する。

業務②：ー
業務③：国交省実施の発注関係事務／実態調査の取り纏めや発注実績取り纏めの際に、実態

を把握するとともに、担当部署間での認識の共有や取り組みの必要性について啓発
を実施する。
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第三次・指標の令和 11 年度目標達成に向けた取組方針について

●R11年度目標達成に向けた取り組み方針（特殊法人）

（独）国立科学博物館
工事①：原則として予算示達時期に左右されるが、繰越できる予算については、できるうる

限り調整していく。
工事②：引き続き取り組んでいく。
工事③：ー
工事④：各書類の記載文章が違うので適用できない。必要事項を入力するシートを共通化し、

各書式シートにリンクする方法を採用して欲しい。
工事⑤：担当者の対応力次第になってしまうが、共有ボックスの利用を促していく。

業務①：原則として予算示達時期に左右されるが、繰越できる予算については、できるうる
限り調整していく。

業務②：ー
業務③：該当案件があった場合に取り組んでいく。
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第三次・指標の令和 11 年度目標達成に向けた取組方針について

●R11年度目標達成に向けた取り組み方針（特殊法人）

（独）国立女性教育会館
工事①：組織内関係者での認識の共有を図り、取り組みの必要性について検討を行う。
工事②：週休2日制工事の適用については適用を進めているため、対象となる案件があった

場合は目標達成するように取り組む。
工事③：ー
工事④：組織内で調整を図り、ICTや既定の見直し等に取り組み、簡素化に向けた検討を

行う。
工事⑤：システムを利用することのメリット及びデメリットを整理し、導入の必要性につい

て検討を行う。

業務①：組織内関係者での認識の共有を図り、取り組みの必要性について検討を行う。
業務②：ー
業務③：国交省等での事例を参考として、取り組みの必要性について検討を行う。
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第三次・指標の令和 11 年度目標達成に向けた取組方針について

●R11年度目標達成に向けた取り組み方針（特殊法人）

（独）国立美術館 国立西洋美術館
工事①：部署間での認識の共有や意見交換の場を設け、取り組みの必要性を深める。
工事②：受発注者で週休２日の確保に関して共通の認識を図る。
工事③：ー
工事④：所属内で調整を図り、R11年度までに取り組み実施を目指す。
工事⑤：システムを利用することのメリットとデメリットを整理のうえ、導入を検討したい。

業務①：部署間での認識の共有や意見交換の場を設け、取り組みの必要性を深める。
業務②：ー
業務③：引き続き取り組んでいく。

（独）国立文化財機構 東京国立博物館
工事①：積極的に債務負担行為を活用する。
工事②：受発注者で週休２日の確保に関して共通の認識を図るため着工前に現場説明書の

再確認を行う。
工事③：ー
工事④：所属内で調整を図り、R11年度までに取り組み実施を目指す。
工事⑤：システムを利用することのメリットとデメリットを整理のうえ、R11年までの

導入を検討する。

業務①：積極的に債務負担行為を活用する。
業務②：ー
業務③：引き続き取り組んでいく。
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第三次・指標の令和 11 年度目標達成に向けた取組方針について

●R11年度目標達成に向けた取り組み方針（特殊法人）

（独）国立文化財機構 東京文化財研究所
工事①：設計・積算の予算を確保し、発注前年度までに設計・積算を完了させ、年度当初に

工事発注を行う。
工事②：受発注者で週休２日の確保に関して共通の認識を図るため着工前に現場説明書の

再確認を行う。
工事③：ー
工事④：関係部署と調整を図り、R11年までに取組について検討する。
工事⑤：システムを利用することのメリットとデメリットを整理のうえ、R11年までの導入

の可否を検討する。

業務①：該当のある業務が出てくれば目標を達成出来るよう平準化に努める。
業務②：ー
業務③：引き続き取組を継続する。

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構
工事①：取組の必要性について、引き続き組織内に周知していく。
工事②：引き続き対象となる工事について、週休２日工事での調達を行う。
工事③：ー
工事④：機構本部において、引き続き必要書類の見直しを行う。
工事⑤：受注業者へのヒアリング等を行い、一部案件に条件明示する等導入に向け検討する。

※現在ファイル共有サービス（Box）を導入し、設計業務におけるデータの授受を
行っている。

業務①：積極的に債務負担行為を活用する。
業務②：ー
業務③：引き続き取り組んでいく。
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第三次・指標の令和 11 年度目標達成に向けた取組方針について

●R11年度目標達成に向けた取り組み方針（特殊法人）

（独）中小企業基盤整備機構
工事①：令和６年度までに設計業務、入札手続きを完了させ、令和７年度早々に工事発注

できるように取り組んでいる。年度跨ぎ工事も積極的に実施する。
年度末の繁忙期に工事が集中しないように、可能な案件は前倒しで工事を実施して
いる。年度跨ぎ工事も積極的に実施する。

工事②：施工可能日が土日に限定される工事ごとに発注単位を見直し、週休２日工事の確保
に努める。

工事③：ー
工事④：簡素化の取り組みについては未定である。
工事⑤：ASPは導入しておらず、導入に向けた検討も実施していない。

業務①：該当のある業務が出てくれば目標を達成出来るよう平準化に努める。
業務②：ー
業務③：引き続き取組を継続する。

（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構 東京工事事務所
工事①：工事発注がある場合は、積極的に債務負担行為を活用していく。
工事②：工事発注がある場合は、週休2日を考慮した工期設定に努める。
工事③：ー
工事④：ガイドライン策定済みであり、工事発注がある場合は引き続き取り組んでいく。
工事⑤：全工事を対象に導入済みであり、工事発注がある場合は引き続き取り組んでいく。

業務①：可能な限り債務負担行為を活用していく。
業務②：ー
業務③：実施済みであり、引き続き取り組んでいく。
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第三次・指標の令和 11 年度目標達成に向けた取組方針について

●R11年度目標達成に向けた取り組み方針（特殊法人）

（独）都市再生機構
工事①：事業特性を踏まえ、目標達成に向けて取組を進めていく。
工事②：引き続き取り組んでいく。
工事③：ー
工事④：引き続き取り組んでいく。
工事⑤：引き続き取り組んでいく。

業務①：事業特性を踏まえ、目標達成に向けて取組を進めていく。
業務②：ー
業務③：引き続き取り組んでいく。

（独）日本学生支援機構
工事①：所属内での認識の共有や意見交換の場を設け、取り組みの必要性を深める。
工事②：引き続き取り組んでいく。
工事③：ー
工事④：引き続き取り組むとともに、ガイドラインを策定する。
工事⑤：導入済みだが、実施対象工事として発注する。

業務①：可能な限り債務負担行為を活用していく。
業務②：ー
業務③：実施済みであり、引き続き取り組んでいく。
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第三次・指標の令和 11 年度目標達成に向けた取組方針について

●R11年度目標達成に向けた取り組み方針（特殊法人）

（独）日本芸術文化振興会
工事①：時期を限定する工事が主となることが見込まれるが、対応可能な範囲で取り組みを

進めたい。
工事②：関係部署への周知を図り、引き続き取り組みに努める。
工事③：ー
工事④：関係部署への周知を図り、引き続き取り組みに努める。
工事⑤：他団体の取り組みを参考に、導入の是非を検討する。

業務①：時期を限定する業務が主となることが見込まれるが、対応可能な範囲で取り組みを
進めたい。

業務②：ー
業務③：監督官庁の取り組みを参考に、ルールの整備を検討する。

（国研）日本原子力研究開発機構
工事①：同一時期に業務が重ならないよう計画性・優先度を重視した発注に努める。
工事②：当機構が発注する工事については、原則週休２日適用とし、令和７年度においては

100％達成。
工事③：ー
工事④：書類の統廃合等による書類作成の削減に関する取り組みを継続する。
工事⑤：導入したいが、発注者としてのコスト・体制の観点から導入が困難である。

業務①：同一時期に業務が重ならないよう計画性・優先度を重視した発注に努めている。
業務②：ー
業務③：ルール整備は未実施だが、受発注者にて共通認識のもと、適切に対応している。
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第三次・指標の令和 11 年度目標達成に向けた取組方針について

●R11年度目標達成に向けた取り組み方針（特殊法人）

（独）日本スポーツ振興センター
工事①：部署間での認識の共有や意見交換の場を設け、取り組みの必要性を深める。
工事②：引き続き、法人の週休2日の取組ルールについて、必要に応じて見直しを行いな

がら実施する。
工事③：ー
工事④：R11年度までに運用開始できるようガイドライン等の策定を法人内で調整を図り、

取り組む。
工事⑤：R11年度までの導入に向けて、法人のルールを取決めるとともに、受注者へ浸透を

図る。

業務①：部署間での認識の共有や意見交換の場を設け、取り組みの必要性を深める。
業務②：ー
業務③：関東地方整備局の実施要領をもとに、引き続き取り組んでいく。

（独）水資源機構
工事①：引き続き債務負担行為や繰越制度の活用などを積極的に行いより平準化に努める。

余裕工期を活用した工期設定によって平準化に努める。
工事②：発注者側で完全週休2日制を導入しており、適切な工期設定を行っている。
工事③：ー
工事④：スリム化ガイドについてR7.10 策定済み
工事⑤：導入済み

業務①：引き続き債務負担行為や繰越制度の活用などを積極的に行いより平準化に努める。
業務②：ー
業務③：導入済み
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第三次・指標の令和 11 年度目標達成に向けた取組方針について

●R11年度目標達成に向けた取り組み方針（特殊法人）

（独）労働者健康安全機構
工事①：引き続き取り組んでいく。
工事②：引き続き取り組んでいく。
工事③：ー
工事④：引き続き取り組んでいく。
工事⑤：引き続き取り組んでいく。

業務①：年間における新規案件が無いため目標の設定が困難。
業務②：ー
業務③：引き続き取り組んでいく。

（国研）産業技術総合研究所
工事①：数値目標を掲げることが困難ではあるが、引き続き早期発注に努める。
工事②：運用開始に向け引き続き検討する。
工事③：ー
工事④：引き続き取組を継続する。
工事⑤：現時点ではセキュリティ上の懸念等があるため、引き続き情報収集・検討を行う。

業務①：数値目標を掲げることが困難ではあるが、引き続き早期発注に努める。
業務②：ー
業務③：一定のルール整備に向け引き続き検討する。
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第三次・指標の令和 11 年度目標達成に向けた取組方針について

●R11年度目標達成に向けた取り組み方針（特殊法人）

（独）製品評価技術基盤機構
工事①：必要が生じたら、早期の発注に努める。・部署間での認識の共有し取り組みの

必要性を深める。
工事②：原則平日に工事を行うことを仕様書に明記しており、工事の発注に努める。
工事③：ー
工事④：必要な資料以外のものを求めない(?)
工事⑤：現時点で導入の予定はない

業務①：部署間での認識の共有し取り組みの必要性を深める。
業務②：ー
業務③：引き続き取り組んでいく。

地方共同法人 日本下水道事業団
工事①：部署間での認識の共有や意見交換の場を設け、取り組みの必要性を深める。
工事②：引き続き取り組んでいく。
工事③：ー
工事④：引き続き取り組みを継続し、ガイドラインの改定の検討も実施していく。
工事⑤：引き続き取り組んでいく。

業務①：部署間での認識の共有や意見交換の場を設け、取り組みの必要性を深める。
業務②：ー
業務③：引き続き取り組みを継続していく。
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第三次・指標の令和 11 年度目標達成に向けた取組方針について

●R11年度目標達成に向けた取り組み方針（都県）

茨城県
工事①：計画的な工事発注の推進や余裕期間制度の積極的な活用、速やかな繰越による適切

な工期設定。
工期が複数年度にわたる工事等への適切な対応として、債務負担行為の活用を図る。

工事②：引き続き取り組んでいく。
工事③：引き続き取り組んでいく。
工事④：引き続き取り組んでいく。
工事⑤：引き続き取り組んでいく。

業務①：積算の前倒しやゼロ債務負担行為、速やかな繰越などの取組を活用している。
第４四半期に履行期限が集中してしまうのを防ぐため、発注課所に対し３月を履行
期限とした業務発注をしないよう求めている。

業務②：引き続き取り組んでいく。
業務③：引き続き取り組んでいく。

95



第三次・指標の令和 11 年度目標達成に向けた取組方針について

●R11年度目標達成に向けた取り組み方針（都県）

栃木県
工事①：部署間の認識の共有を図り、平準化に努める。

積極的に債務負担行為を活用する。
工事②：全工事で週休2日を達成できるよう、部署間での認識の共有や意見交換の場を設け、

取り組みの必要性を深める。
工事③：引き続き対象工事の発注に努める。
工事④：引き続き工事書類の簡素化に努める。
工事⑤：引き続き情報共有システム（ASP）の活用に努める。

業務①：積極的に債務負担行為を活用する。
業務②：引き続き対象工事の発注に努める。
業務③：引き続きウイークリースタンスの実施に努める。
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第三次・指標の令和 11 年度目標達成に向けた取組方針について

群馬県
工事①：債務負担や繰越の活用促進及び部局間の連携強化により、閑散期の工事稼働件数

増加に努める。
発注時期前倒しの促進及び部局間の連携強化により、繁忙期の工事稼働件数減少
に努める。

工事②：引き続き対象工事の発注に努める。
工事③：引き続き対象工事の発注に努める。
工事④：引き続き対象工事の発注に努める。
工事⑤：制度改正等の検討を速やかに実施し、全ての工事をASP利用対象工事とするよう

努める。

業務①：早期発注や繰越活用の促進及び部局間の連携強化により、第４四半期納期率の低減
に努める。

業務②：引き続き対象業務の発注に努める。
業務③：引き続き対象業務の発注に努める。

●R11年度目標達成に向けた取り組み方針（都県）
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第三次・指標の令和 11 年度目標達成に向けた取組方針について

埼玉県
工事①：会議の場で周知し、部署間で取り組みの必要性を共有

ゼロ債務の活用等により、発注時期の前倒しに積極的に取り組む
工事②：会議の場で周知し、部署間で取り組みの必要性を共有

原則全ての工事において、週休２日を前提に発注
工事③：既に全ての工事において設定しており、引き続き取り組んでいく。
工事④：引き続き取り組んでいく。埼玉県土木工事書類スリム化ガイドの改善を図る。
工事⑤：システムを利用するメリットや具体的な導入方法を整理し、未実施の部局へ

共有することでシステムの活用を働きかける。

業務①：会議の場で周知し、部署間で取り組みの必要性を共有
ゼロ債務の活用等により、発注時期の前倒しに積極的に取り組む

業務②：既に全ての業務委託において設定しており、引き続き取り組んでいく。
業務③：取組内容について関係部署に周知するなど、引き続き取り組んでいく。

●R11年度目標達成に向けた取り組み方針（都県）
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第三次・指標の令和 11 年度目標達成に向けた取組方針について

千葉県
工事①：部署間での認識の共有や意見交換の場を設け、取り組みの必要性を深める。

積極的に債務負担行為を活用する。
工事②：猛暑日を考慮した雨休率を定め、適切な工期を確保した状態での工事発注に努める。
工事③：引き続き適切な執行に努める。
工事④：引き続き、スリム化ガイドの改訂を進めるとともに、ASPや遠隔臨場等、

総合的なデジタル技術の活用に取組、更なる書類の削減、簡素化に努める。
工事⑤：ASP利用によるメリットとデメリットを共有し、全工事を対象として実施に努める。

業務①：部署間での認識の共有や意見交換の場を設け、取り組みの必要性を深める。
業務②：引き続き適切な執行に努める。
業務③：引き続き取り組んでいく。

●R11年度目標達成に向けた取り組み方針（都県）
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第三次・指標の令和 11 年度目標達成に向けた取組方針について

東京都
工事①：【東京都建設局の場合】

債務負担行為及び繰越明許費を活用し、平準化に増加に努めている。
工事②：【東京都建設局の場合】

H30年から土木工事、R６年から土木設備、建築、建築設備工事で週休２日制
確保工事（通期）を適用
土木工事（土木設備工事含む）については、R6年10月から、週休２日制確保
工事（月単位）を原則適用。また、R7年10月から、完全週休２日（土日）の
実現を目指して、要領を改定。

工事③：全工事を対象に実施。
工事④：a 引き続き取り組んでいく。
工事⑤：a 引き続き取り組んでいく。

業務①：【東京都建設局の場合】
債務負担行為及び繰越明許費を活用し、平準化に増加に努めている。

業務②：全業務を対象に実施
業務③：引き続き取り組んでいく。

●R11年度目標達成に向けた取り組み方針（都県）
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第三次・指標の令和 11 年度目標達成に向けた取組方針について

●R11年度目標達成に向けた取り組み方針（都県）

神奈川県
工事①：引き続き、全庁的な取組として目標とする数値や平準化の進捗状況を共有していく。

全庁的な取組として、目標とする数値や平準化の進捗状況を共有していく。
工事②：全庁的な取組として、目標とする数値や週休２日の達成状況を共有していく。
工事③：引き続き対象工事の発注に努める。
工事④：引き続き工事書類の簡素化に取り組んでいく。
工事⑤：全庁的な取組として、目標とする数値や情報共有システムの導入状況を共有して

いく。

業務①：引き続き、全庁的な取組として、目標とする数値や平準化の進捗状況を共有して
いく。

業務②：引き続き対象業務の発注に努める。
業務③：引き続きウィークリースタンスの実施に努める。
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第三次・指標の令和 11 年度目標達成に向けた取組方針について

●R11年度目標達成に向けた取り組み方針（都県）

山梨県
工事①：速やかな繰越手続や債務負担行為を活用する。

発注機関である出先事務所ごとの平準化率の見える化の取組みを進める。
工事②：完全週休２日（土日）達成における評定点の加点を継続し、取組を促す。
工事③：引き続き取り組んでいく。
工事④：引き続き取り組んでいく。
工事⑤：引き続き取り組んでいく。

業務①：速やかな繰越手続や債務負担行為を活用する。
発注機関である出先事務所ごとの平準化率の見える化の取組みを進める。

業務②：引き続き取り組んでいく。
業務③：引き続き取り組んでいく。

長野県
工事①：債務負担行為の活用を継続。
工事②：全案件発注者指定型を継続。
工事③：全案件ダンピング対策実施を継続。
工事④：取組を継続。
工事⑤：取組を継続。

業務①：債務負担行為の活用を継続。
業務②：全案件ダンピング対策実施を継続。
業務③：取組を継続。
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第三次・指標の令和 11 年度目標達成に向けた取組方針について

●R11年度目標達成に向けた取り組み方針（政令市）

さいたま市
工事①：予算段階から発注部局毎に見込み値を算出し、部局毎の平準化率を可視化する。

目標に達していない部局において、債務負設定数の見直しや発注の前倒し等を行う
ことにより、平準化率の向上を図っていく。

工事②：引き続き対象工事の発注に努める。
工事③：引き続き対象工事の発注に努める。
工事④：スリム化ガイドの見直しを必要に応じて行い、引き続き工事書類の簡素化に努める。
工事⑤：引き続き、受注者の意見を踏まえ、実施対象の拡大について検討を行う。

業務①：工事の早期発注に合わせ、債務負担行為を活用するなど設計の前倒しを図り、平準
化に努める。

業務②：引き続き対象工事の発注に努める。
業務③：引き続きウィークリースタンスの実施に取り組んでいく。
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第三次・指標の令和 11 年度目標達成に向けた取組方針について

●R11年度目標達成に向けた取り組み方針（政令市）

千葉市
工事①：債務負担行為及び年度を跨ぐ工期設定を行う継続費を導入し平準化率向上に努め

ているが、新たな繰り越しの手法も検討していく。
工事②：令和7年10月以降の全ての土木工事にて原則完全週休2日（土日）を導入しており、

標準的な取組として定着を図っていく。
また、施工時期が限られた工事にも週休2日を導入出来るように関係部署と調整して
いく。

工事③：引き続き取り組んでいく。
工事④：令和4年に「土木工事書類スリム化ガイド」を策定し、毎年改定している。

引き続き工事書類の簡素化に取り組んでいく。
工事⑤：令和元年度に土木工事にてASPを導入しており、引き続き取り組んでいく。

業務①：債務負担行為を導入し平準化率向上に努めており、引き続き取り組んでいく。
業務②：引き続き取り組んでいく。
業務③：令和元年度にウィークリースタンス実施要領を策定しており、引き続き取り組んで

いく。
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第三次・指標の令和 11 年度目標達成に向けた取組方針について

横浜市
工事①：引き続き「さしすせそ」の取組に積極的に行うことにより平準化に努める。
工事②：達成状況を高められるよう成績評定でインセンティブを付けていく。
工事③：引き続き対象工事の発注に努める。
工事④：ガイドライン等は策定しているので、更新を継続していく。
工事⑤：R8から、原則全ての工事を発注者が利用条件として発注している。

業務①：より債務負担行為を活用するなど、引き続き取組を積極的に行い、より平準化に
努める。

業務②：引き続き制度の適切な運用に取り組む。
業務③：引き続き制度の適切な運用に取り組む。

川崎市
工事①：部署間での意見交換による意識啓発や、情報共有を通じて、引き続き平準化につい

ての意識の向上を図る。
工事②：国交省等での取り組みを参考に、週休２日を含めた多様な働き方の実現に向けた

支援を検討する。
工事③：引き続き、中央公契連モデルの設定状況や公共工事を取り巻く状況等を注視し、

適正な低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定に努めていく。
工事④：R７年に工事書類の簡素化に関するガイドライン等を策定している。
工事⑤：原則、全ての工事を対象として発注している。

業務①：部署間での認識の共有や意見交換の場を設け、取り組みの必要性を深める。
債務負担行為を活用する。

業務②：部署間での認識の共有や意見交換の場を設け、取り組みの必要性を深める。
業務③：引き続き取組を継続。
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第三次・指標の令和 11 年度目標達成に向けた取組方針について

相模原市
工事①：目標の達成に向けて、引き続き取り組んでいく。
工事②：引き続き取り組んでいく。
工事③：引き続き取り組んでいく。
工事④：引き続き取り組んでいくと共に、必要に応じて制度の見直しを行う。
工事⑤：目標達成に向けて、工事担当課における対象工事の拡大を促進する。

業務①：目標の達成に向けて、業務担当課へ平準化の促進を図る。
業務②：最低制限価格の設定について、引き続き取り組んでいく。
業務③：引き続き取り組んでいくと共に、必要に応じて制度の見直しを行う。

水戸市
工事①：各課ヒアリング等を実施した上で、実施計画を作成し、早期発注及び年度内完了に

努める。
工事②：ー
工事③：引き続き取り組んでいく。
工事④：ー
工事⑤：ー
工事⑥：要領改定を行い、令和８年度より原則全工事（対象外の条件あり）を週休2日制対象

工事に拡大し、取組を推進する。

業務①：ー
業務②：引き続き取り組んでいく。
業務③：ー
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第三次・指標の令和 11 年度目標達成に向けた取組方針について

宇都宮市
工事①：記載なし
工事②：ー
工事③：引き続き，対象工事の発注に努める。
工事④：ー
工事⑤：ー
工事⑥：引き続き，対象工事の発注に努める。

業務①：ー
業務②：引き続き，対象業務の発注に努める。
業務③：ー

前橋市
工事①：部署間での認識の共有や意見交換の場を設け、取り組みの必要性を深める。

積極的に債務負担行為を活用する。
工事②：ー
工事③：引き続き対象工事の発注に努める。
工事④：ー
工事⑤：ー
工事⑥：引き続き対象工事の発注に努める。

業務①：ー
業務②：引き続き対象工事の発注に努める。
業務③：ー
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第三次・指標の令和 11 年度目標達成に向けた取組方針について

川口市
工事①：部署間で情報交換の場を設けている。債務負担行為を活用する。
工事②：ー
工事③：すべての発注案件に設定しており、引き続き取り組んでいく。
工事④：ー
工事⑤：ー
工事⑥：原則として全て週休２日制対象工事として発注手続きを実施しているが、一部担当

課の判断で対象としていないものがある。

業務①：ー
業務②：すべての発注案件に設定しており、引き続き取り組んでいく。
業務③：ー

船橋市
工事①：部署間での認識の共有や意見交換の場を設け、取り組みの必要性を深める。
工事②：ー
工事③：引き続き対象工事の発注に努める。
工事④：ー
工事⑤：ー
工事⑥：引き続き目標達成に向けた発注に努める。

業務①：ー
業務②：部署間での認識の共有や意見交換の場を設け、取り組みの必要性を深める。
業務③：ー
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第三次・指標の令和 11 年度目標達成に向けた取組方針について

新宿区
工事①：早期発注に努める。

部署間での認識の共有や意見交換の場を設け、取り組みの必要性を深める。
債務負担行為を検討する。

工事②：ー
工事③：部署間での認識の共有や意見交換の場を設け、取り組みの必要性を深める。
工事④：ー
工事⑤：ー
工事⑥：部署間での認識の共有や意見交換の場を設け、取り組みの必要性を深める。

週休2日制工事の件数を増やしていく。

業務①：ー
業務②：部署間での認識の共有や意見交換の場を設け、取り組みの必要性を深める。
業務③：ー

横須賀市
工事①：部署間での認識の共有や意見交換の場を設け、取り組みの必要性を深める。
工事②：ー
工事③：引き続き対象工事の発注に努める。
工事④：ー
工事⑤：ー
工事⑥：部署間での認識の共有や意見交換の場を設け、取り組みの必要性を深める。

業務①：ー
業務②：部署間での認識の共有や意見交換の場を設け、取り組みの必要性を深める。
業務③：ー
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第三次・指標の令和 11 年度目標達成に向けた取組方針について

甲府市
工事①：部署間での認識の共有や意見交換の場を設け、取り組みの必要性を深める。
工事②：ー
工事③：引き続き対象工事の発注に努める。
工事④：ー
工事⑤：ー
工事⑥：引き続き取り組んでいく。

業務①：ー
業務②：引き続き取り組んでいく。
業務③：ー

長野市
工事①：債務負担行為、早期の繰越及びフレックス工期契約制度を活用する。
工事②：ー
工事③：引き続き対象工事の発注に努める。
工事④：ー
工事⑤：ー
工事⑥：引き続き取り組んでいく。

業務①：ー
業務②：引き続き対象業務委託の発注に努める。
業務③：ー
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第三次・指標の令和 11 年度目標達成に向けた取組方針について

●工事⑥市区町村における週休2日制の取組（管内市区町村に対する働きかけについて）

茨城県 ：ハンズオン支援のフォローアップを通じ直接訪問を行い、取組の支援を図る。

栃木県 ：都県分科会等を通じて、取り組みの情報共有を図る。
直接訪問し、週休2日制工事の取り組みの支援を図る。

群馬県 ：R7ハンズオン支援事業において市町村が作成したロードマップに沿って、取り組みの
促進を図る。

埼玉県 ：分科会等を通じて、取り組みの情報共有を図る。
直接訪問し、取り組みの支援を図る。
ハンズオン支援制度を活用し、進捗管理を図る。

千葉県 ：都県分科会等を通じて、取り組みの情報共有を図る。
R7に実施した入札契約適正化キャラバンのフォローアップを実施する。
要領のひな型を提供する等、要綱・要領の作成を支援する

東京都 ：区市町村との連絡調整会議を毎年開催し、建設局の取組の周知やアンケート実施による
各自治体の取組実態等を周知・共有・課題解決の支援をしている。

神奈川県：引き続き、平準化について、県の事例紹介や、市町村へのヒアリングを実施していく。
県分科会等を通じて、取り組みの情報共有を図る。
直接訪問し、要領や要綱の制定や改定を促す。

山梨県 ：ー

長野県 ：都県分科会等を通じて、取り組みの情報共有を図る。

・各都県において、ハンズオン支援や分科会を通じて取り組みの促進を実施いただいている。
・また、直接訪問し具体的な働きかけを行っていただいている事例も確認され、積極的に働きかけを
行っていただいている。
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熱中症対策について

資料3－1
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

関東地方整備局における熱中症対策について
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関東地方整備局

変形労働時間制を適用した柔軟な働き方

気候（猛暑対策等）を踏まえた働き方

週休２日としての働き方

担い手の多様化に合わせた働き方

ICT・DX等を活用した効率的な働き方

これまでの週休２日の推進と多様な働き方の実現に向けた支援

R7年度の週休２日補正係数（現場閉所）

工期単位（４週８休） 月単位 週単位（完全週休２日（土日））

補正無し
労務費：１．０２
共通仮設費：１．０１
現場管理費：１．０２

労務費：１．０２
共通仮設費：１．０２
現場管理費：１．０３

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度
R7年度

※原則の対象外：緊急復旧工事を想定

※取組を希望しない場合は、月単位
の週休２日に取り組むものとする。

月単位の週休２日
［発注者指定］

工期単位の週休２日
［発注者指定］

受注者希望

週単位の週休２日
（完全週休２日（土日））
［受注者希望］

これまでの週休２日の推進と多様な働き方の実現に
向けた支援

週休２日に係る工事成績評点（現場閉所）

R6年度 R7年度 R8年度

加点：土日を休日とする週休２日を実施した場合は加点

減点：明らかに受注者側に月単位の週休２日に取り組む
姿勢が見られなかった場合については減点

加点：なし

減点：明らかに受注者側に月単位の週休２日に取り組む
姿勢が見られなかった場合については減点

加点・減点なし
（週休２日制適用工事の試行完了）

R8年度は週休２日制適用工事の試行完了
に伴い補正係数は廃止

R8年度～ 多様な働き方の実現～Ｒ５ 週休２日の取組の拡大 Ｒ６～Ｒ７ 週休２日の質の向上

・直轄工事における試行を通じて建設業は完全週休２日を含む週休２日が可能
な業界であることを確認。

・他方、地域の実情や現場の状況等により多様な働き方が求めれている状況を
踏まえ、最新の知見・技術を総動員した多様な働き方の実現を目指していく。
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（１－１）猛暑期間を回避した工事発注
・猛暑日（WBGT値）を考慮した工期設定

・発注者による、猛暑期間の外業を回避する工夫（準備工、工場製作
等）により、工期設定

（１－２）猛暑期間を休工可能とする工事発注

・多様な働き方に向けた取組の効果や必要となる費用・取組の調査を
目的とし、試行工事の実施【新規】

（１－３）猛暑期間における現場施工回避の協議の明記
・宇都宮国道事務所等において、試行的に実施
・特記仕様書への記載を他事務所に展開【新規】

（１－４）猛暑時間の施工回避（早朝・夜間施工）

・現場環境に応じて、作業の開始時間、終了時間を、監督職員と協議
の上、柔軟に設定

・早朝・夜間施工に係る警察や地元への協議について、必要がある場
合、発注者が協力すること等について、特記仕様書へ記載【新規】

（１－５）１年単位の変形労働時間制（１－２～１－３とセット）
・受注者が体制を見通せる工事等での試行

（１－６）設計段階での精度向上

（１－７）労働実態の把握

【概要】
○建設業の担い手を確保するため、他産業と遜色のない労働条件・労働環境の実現が必要
○猛暑は今後も続くと想定され、厳しい作業環境において、地域の実情を踏まえ、最新の知見・技術を総動員した多様な働き方の実現が必要
○地域の実情や現場の状況等に応じて、請負者が施工の時期、時間や方法を柔軟に選択できるよう、工期の設定、新技術の導入や熱中症対策に

係る費用等について支援する取組を「建設工事における猛暑対策サポートパッケージ」としてとりまとめ

来季に向けて実施する具体的な施策・取組

１．猛暑時間・期間中の作業回避 ２．効率的な施工・苦渋作業の軽減・削減

３．猛暑対策に必要な経費等の確保

（２－１）i-Construction 2.0の推進
・施工・データ連携・施工管理のオートメーション化の取組を加速

（２－２）苦渋作業の軽減・削減
・個社毎の取組（定置式水平ジブクレーン、バイタルチェック機器等）
・技術開発の促進（SBIRによる支援にむけた公募実施） 【新規】
・技術提案評価型S型を活用した、苦渋作業の軽減・削減に資する施
工方法・施工計画の工夫促進【新規】

（３－１）熱中症対策に係る経費
・現場管理費、現場環境改善費での熱中症対策費用の計上
・実態に応じた熱中症対策費用の確保【新規】

（３－２）直接工事費
・維持工事等の歩掛がない作業は出面精算
・施工実態に即した歩掛の見直し【新規】

建設工事における猛暑対策サポートパッケージ【概要】

中長期的な課題への対応

・日給制の技能労働者の年間総労働時間・賃金を確保する方策
・１年単位の変形労働時間制・労働安全衛生規則等の運用改善に向けた議論

４．地方公共団体・民間発注者等への周知・要請、好事例の横展開

（４－１）工期における猛暑日考慮の徹底【新規】
・「工期に関する基準」の対応状況調査、働きかけ等

（４－２）工期以外の猛暑対策の推進【新規】

（４－３）好事例の横展開【新規】
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関東地方整備局１（３）工事積算における熱中症対策の充実
令和５年度 国土交通省

土木工事・業務の積算基準等の改定より
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【宇都宮国道】熱中症対策等に資する猛暑を避けた工事発注
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【取組事例】Ｒ７熊谷国道出張所管内舗装修繕他工事（大宮国道事務所）

猛暑期間を休工可能とする工事発注

○多様な働き方に向けた取組の効果や必要となる費用・取組の調査を目的とし、4工事（3事務所）を対象に試行を実施中（R8.4現在）

工事概要 特記仕様書（抜粋）

概略工程表

平面図

工事種別：アスファルト舗装工事A

工事場所：自）埼玉県熊谷市肥塚 至）埼玉県熊谷市代 他１箇所
工 期：約１１ヶ月 （R8.4.1～R9.2.24）
工事概要： 【熊谷市肥塚地区】 切削オーバーレイ工 約8,800m2

【熊谷市東別府地区】 切削オーバーレイ工 約3,000m2

工事発注規模：1億4,000万円以上 2億2,200万円未満
入 札：令和７年度第4四半期
入札方式：総合評価落札方式（施工能力評価型Ⅱ型）

埼玉県熊谷市肥塚

埼玉県熊谷市東別府

Ａ

Ａ’

標準横断図 舗装構成図
A ‐ A’

熊谷市肥塚地区 工事延長 L＝2,140m

熊谷市肥塚地区 工事延長 L＝2,140m
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『総合評価におけて「猛暑対策」の提案を評価』 令和8年4月28日本省記者発表
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現場環境改善費の実施内容の見直しと拡充

○昨今の建設業を取り巻く状況を踏まえ、実施する内容を見直し。
○ より効果的な現場環境改善が図られるよう、実施内容の絞り込みを行うとともに、熱中症対策・防寒対策への充当を強化。

【猛暑対策サポートパッケージ関連】

計上費目 実施する内容（率計上分）

仮設備関係

1.用水・電力等の供給設備
2.緑化・花壇
3.ライトアップ施設
4.見学路及び椅子の設置
5.昇降設備の充実
6.環境負荷の低減

営繕関係

1.現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む）
2.労働者宿舎の快適化
3.デザインボックス（交通誘導員待機室）
4.現場休憩所の快適化
5.健康関連施設および厚生施設の充実等

安全関係
1.工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等）
2.盗難防止対策（警報機等）

地域連携

1.完成予想図
2.工法説明図
3.工事工程表
4.デザイン工事看板（各工事ＰＲ看板含む）
5.見学会等の開催（イベント等の実施含む）
6.見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営
7.パンフレット・工法説明ビデオ
8.地域対策費等（地域行事等の経費含む）
9.社会貢献

現行

計上費目 実施する内容（率計上分）

仮設備関係

1.昇降設備の充実
2.環境対策の充実
3.ＩＣＴ設備の充実
4.作業負荷の低減

営繕関係

1.現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む）
2.労働者宿舎の充実
3.現場休憩所の充実（交通誘導員待機室含む）
4.衛生設備・厚生施設の充実等

安全関係

1.工事標識・照明等安全施設の充実
2.盗難防止対策
3.健康関連施設の充実
4.野生生物・害虫対策等

地域連携

1.広報活動等（完成予想図、パンフレット、工法説明、PR看板等）
2.見学会・イベント等の開催（見学施設等設置・管理運営等含む）
3.社会貢献・地域対策費等（地域行事等の経費含む）
4.現場景観向上（美装化・デザイン看板等）

改定

実施する内容（積み上げ計上分）

主に現場の施設や設備に対する熱中症対策・防寒対策に関する費用については、対策の妥当
性を確認の上、積み上げ計上。なお、積み上げ計上をする場合は、現場管理費に計上される作業
員個人の費用と重複がないことを確認し、率分で計上される額の50％を上限とする。

実施する内容（積み上げ計上分）

主に現場の施設や設備に対する熱中症対策・防寒対策に関する費用については、対策の妥当
性を確認の上、積み上げ計上。なお、積み上げ計上をする場合は、現場管理費に計上される作業

員個人の費用と重複がないことを確認し、率分で計上される額の１００％を上限とする。

計上費目ごとに１内容ずつ（いずれか１費目のみ２内容）の合計５つの内容を実施

計上費目ごとに１内容ずつの合計４つの内容を実施

対象額：Pi
現場環境改善費率：ｉ（％）

大都市・市街地 左記以外

直接工事費（処分費等を除く）
＋

支給品費
＋

無償貸付機械等評価額

５億円以下の場合 ｉ=56.6・Pi-0.174 ｉ=39.9・Pi-0.201

５億円を超える場合 1.73 0.71

対象額：Pi
現場環境改善費率：ｉ（％）

大都市・市街地 左記以外

直接工事費（処分費等を除く）
＋

支給品費
＋

無償貸付機械等評価額

５億円以下の場合 ｉ=45.9・Pi-0.175 ｉ=32.5・Pi-0.202

５億円を超える場合 １．３８ ０．５７
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猛暑等への対応を含めた多様な働き方の実現に向けた取組み状況

１．実施中の取組み

群馬県

猛暑による不稼働等を考慮した新たな工期設定の実施（R6.8～）１

２．令和８年度の新たな取組み

１日の施工時間帯を柔軟に設定可能とし、猛暑時間を回避する働き方を試行１

さらに、工期中の猛暑日日数が当初工期で見込む
日数と乖離する場合には、さらに工期延長が可能

→ 猛暑日日数の算出から工期延長の請求までの
作業を簡略化するための「猛暑日計算アプリ」を
作成・配信（R6.9～）

概 要

工期が夏季（６～９月）にかかる工事については、
現行の標準工期算定式により算出した標準工期に、
工事箇所毎に該当観測地点の猛暑日日数※を
加算した工期設定を行う。

〇猛暑日の不稼働等を考慮した工期設定のイメージ

各工事の標準工期 ＝ 標準工期算定式で算出した工期
＋ 年末年始休暇（６日）

＋ 夏季休暇（３日）
＋ 各観測地点の猛暑日日数※

※ 猛暑日日数 ＝ 過去５年毎のＷＢＧＴ値３１以上の時間を日数
換算し、平均した値（小数第１位を四捨五入）

標準
工期

年末年始６日

夏季休暇３日

猛暑日日数

発
注
工
期

週休２日制に
対応するための
割増係数を含む

現場環境改善費における避暑･避寒対策費の積上げ（R7.4～）２

アプリ画面

令和７年度より、熱中症対策・防寒対策にかかる施設・設備の費用を「現場
環境改善費」(率)の50％を上限として積み上げ計上することを可能とし、
令和８年度にはこれをさらに100％まで引き上げた。

週休２日制現場における「雨振替」の適用拡大（R7.10～）３

突発的な豪雨等により休日の振替を認めるいわゆる「雨振替」の制度を拡大し、
猛暑を理由とする振替にも適用可能とした。

遮光ネット ・ 大型扇風機

写真出典︓「建設現場における熱中症対策事例集」（平成29年3月国⼟交通省大⾂官房技術調査課）

製氷機 給水器

概 要イメージ

日よけテント ・
ミストシャワー

イメージ

概 要

猛暑期間を休工可能とする工事発注の試行や、変形労働時間制の活用検討２

監督員と協議の上、現場環境に応じて、作業の開始時間・終了時間を柔軟に設定可能とすることにより、多様な働き方の試行を後押しする。概 要

・ 猛暑期間を休工可能とする工事発注の実現に向け、試行工事を実施し、効果や課題点等の把握に努める。

・ 労働基準法に基づく「１年単位の変形労働時間制」の活用を検討する。

概 要

資料3－2
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東京都建設局における熱中症対策

○熱中症対策費を工事費に計上するとともに、猛暑日を考慮した工期設定などを実施

建築工事
当初設計
○一般的な項目の費用（送風機、空調服など）
・共通仮設費率及び現場管理費率等に計上
設計変更
○一般的な項目以外の費用（遮光ネットなど）
・直接工事費または共通仮設費に積上げ計上

土木工事
R7年6月より、当初設計では費用は計上せず、設計変更で対応
○現場の施設や設備に対する対策費用（送風機、製氷機など）
・現場環境改善費の率分の50%を上限等として共通仮設費に積上げ計上

○作業員個人に対する対策費用（空調服、経口補水液など）
・現場管理費の補正による率計上

１ 熱中症対策
費の計上

○ 熱中症対策の徹底等を受注者に周知
・熱中症予防の徹底、工期延伸等の協議が可能であることを周知

○ 作業の一時的な中止に関する受注者への助言
・ＷＢＧＴ値が３１以上の場合は作業の一時的な中止を含めた対策などの実施を助言

○ 熱中症対策相談窓口の設置

２ 受注者への
周知・助言

○工期延伸協議時の提出書類の簡素化
・受注者は日報のみを提出し、発注者が一時的な中止を確認

３ 作業中止に
伴う設計変更

○猛暑日を考慮した工期設定
・猛暑による作業不能日を割り増し加算（割増し率5％）

４ 工期設定

これまでの取組
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東京都建設局における熱中症対策

○今夏から、全ての土木工事・土木設備工事を対象に、国土交通省が策定した「建設工事における猛暑対策サポート
パッケージ」に準じた取組等を導入

○工事ごとの事情に応じた柔軟な対応が可能となるよう、適用可能な取組を受注者が選択できる複数のメニューとし
て準備

更なる取組

＜取組メニューの一例＞
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単品スライドの運用について

資料４－１
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単品スライドの運用について

■目的
国土交通省不動産・建設経済局長より、中東情勢の影響でエネルギーコストや原材料費が高騰し、企
業の収益悪化が懸念されることから、取引価格を適切に反映した請負代金の設定や実態を踏まえた適
切な工期の確保などの措置を講じるよう公共工事発注機関に対して要請。（R8.3.31国土交通省不動産・建設経済局長）

受注者の不安の解消に向けて、スライド条項の適切な運用等について、関東地方整備局では工事発
注事務所及 び受注者に対し説明会を実施。引き続き、受注者からの協議の申出等があった場合、適切
に丁寧な対応を図る。

 ・４／２３(木) 関東地方整備局内職員向けＷＥＢ説明会

  当日の説明会の録画をYouTubeに掲載。後日、 YouTube掲載URLを送付致します。

※本動画は発注者向けに限定公開としておりますので、関係者以外への共有はご遠慮下さい。

   ・４／２８（火） 建設業団体へのWEB説明会

【単品スライド運用のポイント】
購入価格が適当と示す証明書類を提出した場合は、実際の購入価格の方が高くても、変更後の単価
として用いて請負代金額を変更することを可とする。

なお、説明会で使用した資料は、一部を除き国土交通省ホームページに掲載されているものですので、
以下をご参照下さい。

■単品スライド条項の運用に関する説明資料 （令和４年１２月）
https://www.mlit.go.jp/tec/content/001577470.pdf

■工事請負契約書第２６条第５項（単品スライド条項）運用マニュアル（案） （令和４年７月）
https://www.mlit.go.jp/tec/content/001579320.pdf

■スライド条項に関するFAQ（単品スライドの運用改定等を含む）
https://www.mlit.go.jp/tec/content/001577480.pdf
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国不入企第３９号 

令和８年３月３１日 

 

 

各省各庁公共工事発注担当局長 殿 

各省各庁特殊法人等所管担当局長 殿 

 

 

                             国土交通省不動産・建設経済局長 

（ 公 印 省 略 ）       

 

 

中東情勢の変化等による原材料費、エネルギーコスト等の取引価格を反映した

適正な請負代金の設定や適正な工期の確保について（要請） 

 

 

現在、中東情勢の変化による影響もあり、原油価格をはじめとするエネルギー

コストや原材料費の上昇によって中小企業・小規模事業者の収益が圧迫される

ことが懸念されております。 
各団体におかれましては、原材料費、エネルギーコスト等の取引価格を反映し

た適正な請負代金の設定や納期の実態を踏まえた適正な工期の確保を図るため、

下記の措置を適切に講じるよう、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関

する法律（平成１２年法律第１２７号。以下「入契法」という。）第２１条第１

項に基づき要請します。 

また、各特殊法人等を所管する局長におかれては、所管する各特殊法人等に対

して、本要請の確実な周知をお願いします。 

なお、受発注者間や元請下請間での価格転嫁に関する相談等については、「建

設業フォローアップ相談ダイヤル」にて受け付けておりますので、あわせてお知

らせいたします。 
 

記 

 
１．適正な請負代金・工期の設定について 

今般の急激な物価変動等を背景に、予定価格が実勢と乖離することや工事契

約後の想定外の資材高騰・納期遅延により、円滑な施工の確保に支障をきたす

おそれがあるため、次に掲げる取組を実施する等の対応に努めること。 

 

〇積算に用いる資材単価については、以下に例示する対応を取ること等に 

より、地域の実情や市場における最新の実勢価格を適切に反映できるよう

努めること。 

・ 民間調査会社が作成する物価資料を活用している場合には、当該物価資

料の毎月の改定にあわせて、月毎など適時に改定を行うこと。 
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・ 独自調査（民間調査会社等に委託する場合を含む。）を実施した上で資材

単価を設定している場合にあっては、物価変動の状況、資材の工事にお

ける使用頻度等を踏まえ、調査時期の前倒しや、月毎に調査を実施する

など調査頻度の増加等の対応をとること。 

・ 個別工事の積算に当たって、可能な限り入札日に近い時点における最新

の単価を適用すること。 

・ 調達が厳しい資材等は必要に応じて見積書を積極的に活用すること。 

〇資機材の納期を勘案した工期の設定を行うほか、受注者の責によらない事

情により資機材の納期が遅れる場合には、工期延長等により必要な工期が

確保されるよう措置を講ずるとともに、その際に必要となる経費の計上を

行うこと。 

 
２．スライド条項の適切な運用等について 
  令和６年に改正された公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成１７

年法律第１８号）において、スライド条項の運用基準の策定や適切な契約変更

の実施等が公共発注者の責務とされたことも踏まえ、次に掲げる取組を実施

する等の対応に努めること。 
 

〇契約後の資材や労務費の高騰等の変動に備えたいわゆるスライド条項（公

共工事標準請負契約約款第２６条）の適切な運用のため、スライド条項の

運用基準についてあらかじめ策定するとともに、当該基準について受注者・

建設企業とあらかじめ共有するよう努めること。 

〇今後契約する工事については、スライド条項を設定し、適切に運用するとと

もに、既契約工事においては設定されているスライド条項の適用や受注者か

らの協議の申出等について適切に対応すること。 

〇入契法第１３条第２項に基づき、資材価格の高騰等の理由で受注者から契約

変更の協議の申し出があった場合には、公共発注者は誠実に協議に応じるこ

と。 

 
 

３．最新の情勢の把握等について 
 情勢が極めて流動的であることから、資機材の調達にあたっての支障の有無

や物価変動等の最新の状況の把握に努めるとともに、発注者として把握してい

る情報に関し受注者に対し可能な限り情報の提供を行うことや、受注者からの

相談に対して誠実に応ずるなどにより、受注者の不安の解消に努めること。 
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総行行第１６１号 

国不入企第３９号 

令和８年３月３１日 

 

 

各 都 道 府 県 知 事 殿 

（市区町村担当課、財政担当課、契約担当課扱い） 

各都道府県議会議長 殿 

（議会事務局扱い） 

各 指 定 都 市 市 長 殿 

 （財政担当課、契約担当課扱い） 

各指定都市議会議長 殿 

 （議会事務局扱い） 

 

 

                             総 務 省 自 治 行 政 局 長 

               （ 公 印 省 略 ）           

 

 

 

                             国土交通省不動産・建設経済局長 

（ 公 印 省 略 ）       

 

 

 

中東情勢の変化等による原材料費、エネルギーコスト等の取引価格を反映した

適正な請負代金の設定や適正な工期の確保について（要請） 

 

 

現在、中東情勢の変化による影響もあり、原油価格をはじめとするエネルギー

コストや原材料費の上昇によって中小企業・小規模事業者の収益が圧迫される

ことが懸念されております。 
各団体におかれましては、原材料費、エネルギーコスト等の取引価格を反映し

た適正な請負代金の設定や納期の実態を踏まえた適正な工期の確保を図るため、

下記の措置を適切に講じるよう、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関

する法律（平成１２年法律第１２７号。以下「入契法」という。）第２１条第２

項に基づき要請します。 

各都道府県におかれては、貴都道府県内の市区町村（指定都市を除く。）に対

しても周知をお願いいたします。 

なお、受発注者間や元請下請間での価格転嫁に関する相談等については、「建

設業フォローアップ相談ダイヤル」にて受け付けておりますので、あわせてお知
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2 
 

らせいたします。 
 

記 

 
１．適正な請負代金・工期の設定について 

今般の急激な物価変動等を背景に、予定価格が実勢と乖離することや工事契

約後の想定外の資材高騰・納期遅延により、円滑な施工の確保に支障をきたす

おそれがあるため、次に掲げる取組を実施する等の対応に努めること。 

 

〇積算に用いる資材単価については、以下に例示する対応を取ること等によ

り、地域の実情や市場における最新の実勢価格を適切に反映できるよう努

めること。 

・ 民間調査会社が作成する物価資料を活用している場合には、当該物価資

料の毎月の改定にあわせて、月毎など適時に改定を行うこと。 

・ 独自調査（民間調査会社等に委託する場合を含む。）を実施した上で資材

単価を設定している場合にあっては、物価変動の状況、資材の工事にお

ける使用頻度等を踏まえ、調査時期の前倒しや、月毎に調査を実施する

など調査頻度の増加等の対応をとること。 

・ 個別工事の積算に当たって、可能な限り入札日に近い時点における最新

の単価を適用すること。 

・ 調達が厳しい資材等は必要に応じて見積書を積極的に活用すること。 

〇資機材の納期を勘案した工期の設定を行うほか、受注者の責によらない事

情により資機材の納期が遅れる場合には、工期延長等により必要な工期が

確保されるよう措置を講ずるとともに、その際に必要となる経費の計上を

行うこと。 

 
２．スライド条項の適切な運用等について 
  令和６年に改正された公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成１７

年法律第１８号）において、スライド条項の運用基準の策定や適切な契約変更

の実施等が公共発注者の責務とされたことも踏まえ、次に掲げる取組を実施

する等の対応に努めること。 
 

〇契約後の資材や労務費の高騰等の変動に備えたいわゆるスライド条項（公

共工事標準請負契約約款第２６条）の適切な運用のため、スライド条項の

運用基準についてあらかじめ策定するとともに、当該基準について受注者・

建設企業とあらかじめ共有するよう努めること。 

〇今後契約する工事については、スライド条項を設定し、適切に運用するとと

もに、既契約工事においては設定されているスライド条項の適用や受注者か

らの協議の申出等について適切に対応すること。 

〇入契法第１３条第２項に基づき、資材価格の高騰等の理由で受注者から契約

変更の協議の申し出があった場合には、公共発注者は誠実に協議に応じるこ

と。 
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３．最新の情勢の把握等について 
 情勢が極めて流動的であることから、資機材の調達にあたっての支障の有無

や物価変動等の最新の状況の把握に努めるとともに、発注者として把握してい

る情報に関し受注者に対し可能な限り情報の提供を行うことや、受注者からの

相談に対して誠実に応ずるなどにより、受注者の不安の解消に努めること。 
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容易に計算できるアプリの提供に向けた検討

令和８年２月
入 札 課

申請までのプロセス 対応の方向性

①対象に該当するか否かのY/N判断

②該当する場合にどのスキームが適用されるかの選択

③各スキームのスライド条項に適用するかのY/N

→簡易診断ツールを作成

④日数や価格、割合等を入力し算出

各工事で積算内容が異なり複雑であるため、
積算システムと同レベルの性能が必要
→アプリ等の作成は困難
（引き続き、積算システムで対応）

⑤申請
→既存システムで対応済
（工事情報共有システム(ASP)で電子申請可能）

スライド制度に係る「簡易診断ツールの提供」に向けた検討について

■ 発端
• 建設業者からスライド制度が複雑で難しいとの意見があった。
• 具体的な手続きの流れや計算事例等を建設業界等に再周知することで理解促進を図る。

埼玉県入札課HP
スライド制度について

https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/a0211/index.html

埼玉県

資料4－2
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Dev.1.2.5

診断②：変更額について

予定価格（税込み） ④（税込み金額）

（予定価格を入力） ¥300,000,000

・ ①～⑬に入力頂くことで、各スライドの適用可能性を簡易に判定します。 請負代金額（税込み） ⑤（税込み金額）

・ 価格変動や協議の結果等により、実際の結果と異なる場合がございます、 （当初請負代金額を入力） ¥290,000,000

事前にご承知のうえ参考としてご活用ください。 落札率 96.67%

・ 全てのスライド制度に関して簡易診断を行うため、 （全体スライド・インフレスライド）

①～⑬全ての項目【黄色枠】へ情報を入力しください。 変動前残工事の工事価格 ⑥

（左記P1の赤字部分を参考に算出し入力）※落札率・消費税は掛け合わせない価格 ¥200,000,000

変動後残工事の工事価格 ⑦

・参考資料 （左記P2の赤字部分を参考に算出し入力）※落札率・消費税は掛け合わせない価格 ¥250,000,000

変動前残工事代金額　=⑥×落札率×（1+消費税率10％） ¥212,666,667

変動後残工事代金額　=⑦×落札率×（1+消費税率10％） ¥265,833,333

予定差額 ¥53,166,667

全体スライド用

負担額（変動前残工事代金額の1.5％） ¥3,190,000

スライド額（予定差額と負担額の差） ¥49,976,667

インフレスライド用

負担額（変動前残工事代金額の1.0％） ¥2,126,667

スライド額（予定差額と負担額の差） ¥51,040,000

（単品スライド）

当初額

鋼材類 ⑧

（M当初鋼に関するpとDの積たちの和ついて、左記赤字部分を参考に算出し入力） ¥10,000,000

燃料油 ⑨

（M当初油に関するpとDの積たちの和ついて、左記赤字部分を参考に算出し入力） ¥500,000

その他工事材料 ⑩

（M当初材料に関するpとDの積たちの和ついて、左記赤字部分を参考に算出し入力） ¥20,000,000

変更額

鋼材類 ⑪

（M変更鋼に関するp'とDの積たちの和ついて、左記赤字部分を参考に算出し入力） ¥12,000,000

燃料油 ⑫

診断①：協議時期について （M変更油に関するp'とDの積たちの和ついて、左記赤字部分を参考に算出し入力） ¥5,000,000

契約締結日 ① その他工事材料 ⑬

（契約締結日を入力） 2025年10月1日 （M変更材料に関するp'とDの積たちの和ついて、左記赤字部分を参考に算出し入力） ¥25,000,000

工期末 ② 変動額

（原則として契約工期の末日を入力） 2026年3月31日 鋼材類　=(⑪－⑧)×落札率×（1+消費税率10％） ¥2,126,667

協議請求予定日 ③ 適用対象か判定（変動額鋼が請負代金額の1.0%を超えた場合、対象） 対象外

（様式による請求予定日を入力） 2025年10月31日 燃料油　=(⑫－⑨)×落札率×（1+消費税率10％） ¥4,785,000

想定される基準日（全体スライド・インフレスライド対象） 適用対象か判定（変動額油が請負代金額の1.0%を超えた場合、対象） 対象

（③から起算して14日として想定しています） 2025年11月14日 その他工事材料　=(⑬－⑩)×落札率×（1+消費税率10％） ¥5,316,667

想定協議請求期限（全体スライド・インフレスライド） 適用対象か判定（変動額材料が請負代金額の1.0%を超えた場合、対象） 対象

（スライドの種類と工期末により想定される請求期限） 2026年1月17日 変動額対象項目計 ¥10,101,667

協議請求期限（単品スライド） 負担額（変動前残工事代金額の1.0％） ¥2,900,000

（スライドの種類と工期末により想定される請求期限） 2026年1月31日 スライド額（変動額と負担額の差） ¥7,201,667

簡易判定

判定①（協議時期）

NG

OK

OK
※実際に各スライド制度の適用が可能かについては、様式による請求により発注機関との協議を行ってください。

各制度について詳しくは、埼玉県庁HP「スライド制度について」のページをご参照ください

簡易判定結果

判定②（変更額）

¥7,201,667

ス ラ イ ド 制 度 簡 易 診 断 ツ ー ル

全体スライド

インフレスライド

単品スライド

スライド制度簡易診断ツールの使用について

対称となるスライド名称

¥51,040,000

想定されるスライド額

判定①が条件を満たしていませんOK

OK

OK

今回作成した
簡易診断ツール

請負者が
入力する箇所

①契約締結日
②工期末
③協議請求予定日

④予定価格
⑤請負金額

⑥⑦変動前、変動後の
残工事の工事価格

⑧～⑫
 当初額、変更額の鋼材類

  燃料油
 その他の工事材料
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主な項目 要望内容

●【日本建設業連合会】
　効率的な施工のためには、発注の平準化や計画的な早期執行が求められることから、債務負担行為や事業加速円滑化国債の活用拡大等により
適切な規模・工期を確保した上で発注していただきたい。
◆【日本道路建設業協会】
　発注者におかれましては、引き続き、適正な工期の設定及び工事の平準化、完全週休二日の実現等、ご支援をお願いします。

◆【神奈川県建設業協会】
　施工時期の平準化について、明許繰越や債務負担行為などの財政制度を市町村発注工事においても、積極的に活用していただくよう働きかけを
お願いします。

●【日本建設業連合会】
　建設業の担い手（技術者・技能労働者）を確保し、時間外労働の上限規制を遵守するためには、土日祝閉所を基本とした週休二日の実現が不可
欠である。国土交通省をはじめとする全ての発注機関において、既契約を含む全ての工事で土日祝閉所による週休二日制工事（完全週休二日）を
原則導入していただきたい。
◆【日本橋梁建設協会】
　時間外労働の削減および週休二日達成に向けた取組みについて、高速道路会社、地方公共団体への更なる指導を要望
◆【プレストレス・コンクリート建設業協会】
　地方自治体やＮＥＸＣＯ等の発注機関についても、各管内のブロック発注者協議会などの場において、完全週休２日制モデル工事の発注への取組
みの継続的な周知をお願いします。
◆【茨城県建設業協会】
　企業の週休2日制に対する取り組みが進まない一因と考えられる事から、市町村並びに民間工事発注者に対し、建設業の働き方・週休2日制の導
入について、より強い指導と周知・啓発を要望いたします。
◆【群馬県建設業協会】
　県工事や市町村工事では週休２日制工事は、まだまだ試行錯誤の状況のなか補正係数の低減は週休２日制への取組が消極的になってしまう恐
れもあるため補正係数を令和５年度並みにしていただきたい。
◆【千葉県建設業協会】
　市町村レベルにおいてはいまだに週休２日制の適用工事が浸透しておらず、工期もそれに合わせた形が多く見受けられます。
　このことから、労働法制を司る国レベルで関係各省庁とも連携のうえ、市町村に対して、週休２日制等の労働施策の浸透に努めていただくようお願
いします。
◆【埼玉県建設業協会】
　国交省から市町村や民間事業者に対し週休２日制の推進について、強い指導、改善をお願いします。

◆【神奈川県建設業協会】
　時間外労働規制や週休２日制などの働き方改革は一部の市町村では対応されていない団体もありますので、強い働きかけをお願いします。
◆【長野県建設業協会】
　市町村における週休２日制につきましては、適正な工期の設定や補正係数の計上の下で、その普及が進むよう国、県から市町村に対し積極的に
働きかけていただきますようお願いいたします。
◆【日本道路建設業協会】
　引き続き、適正な工期の設定及び工事の平準化、完全週休二日の実現等、ご支援をお願いします。

最低制限価格、調査基準価
格制度の設定

◆【神奈川県建設業協会】
　現在、国では最低制限価格の設定や低入札調査基準などで課題のある市町村について、これまで以上に市町村に対して強く働きかけをしていた
だくようお願いします。

書類の削減

●【⽇本建設業連合会】
書類の削減に効果の大きい書類限定検査について、既契約工事も含む全ての工事で導入するとともに、国土交通省以外の発注機関においても書
類限定検査や電子契約を導入していただきたい。

情報共有システム（ＡＳＰ）の
導入

◆【埼玉県建設業協会】
　ＡＳＰや遠隔臨場を活用することにより、業務がかなり効率化されますので、市町村に対してメリットを説明して導入のサポートをお願いします。
◆【神奈川県建設業協会】
　ＡＳＰについても、市町村ではまだ理解されていないこともあり積極的に採用されていない状況ですので、周知、徹底をお願いします。

最新の積算基準の適用
◆【長野県建設業協会】
　最新の取引価格を請負代金へ適切に反映していただける様、地方自治体に指導していただきますようお願いいたします。

設計変更ガイドラインの作成

◆【埼玉県建設業協会】
　地方自治体に対して、適切な設計変更が行われるように設計変更ガイドラインの作成や設計審査会の設置のメリットを説明して導入のサポートを
お願いします。

遠隔臨場の導入・拡大

●【⽇本建設業連合会】
　「遠隔臨場による工事検査に関する実施要領」に基づく中間技術検査や完成検査を含めて遠隔臨場を全ての発注機関において、今後とも積極的
な導入拡大をお願いしたい。
◆【埼玉県建設業協会】
　ＡＳＰや遠隔臨場を活用することにより、業務がかなり効率化されますので、市町村に対してメリットを説明して導入のサポートをお願いします。
◆【神奈川県建設業協会】
　県・市町村に対してもICT施工、遠隔臨場の発注拡大の働き掛けをお願いします。

設計（変更）審査会の設置

◆【埼玉県建設業協会】
　地方自治体に対して、適切な設計変更が行われるように設計変更ガイドラインの作成や設計審査会の設置のメリットを説明して導入のサポートを
お願いします。

スライド条項の取組み強化

●【日本建設業連合会】
　国土交通省に比べて他発注機関における発注工事では、スライド条項適用率が低いことから、適時適切なスライド条項の適用と手続きの円滑化に
向けた取組みを強化していただきたい。

BIM/CIMの活用拡大

●【日本建設業連合会】
　国土交通省発注工事においてはBIM/CIMの活用が原則となっているが、国土交通省以外の発注工事においても活用を拡大していただきたい。

新技術・新工法の現場実装
の推進

●【日本建設業連合会】
  建設施工におけるカーボンニュートラルを実現するためには、施工の効率化・高度化に加え、革新的な資機材を導入することが重要。
　維持管理段階におけるＣＯ２固定化や長寿命化などプロジェクトのライフサイクル全体に渡るカーボンニュートラルの推進について考慮いただくと
ともに、国以外の発注機関への周知をお願いしたい。

CCUS（建設キャリアアップシ
ステム）の普及・拡⼤

●【日本建設業連合会】
　国土交通省以外の発注機関においてもモデル工事の導入・拡大を含め、ＣＣＵＳの普及・活用を積極的に推進していただきたい。
◆【東京都建設業協会】
  地方公共団体や民間発注工事でもシステムの活用が進むよう、働きかけをお願いしたい。

工事書類の様式の統一化
●【⽇本建設業連合会】
　全ての発注機関において、スライド条項に関するものを含め工事関係書類の様式を統一していただきたい。

余裕期間制度（フレックス方式）の
活用拡大

●【⽇本建設業連合会】
　現場の効率的な運営を確保するため、「配置予定技術者の柔軟な運用」、「施工計画の入念な検討」に大きな効果のあるフレックス方式の余裕期
間制度を原則導入するとともに、国土交通省以外の発注機関においても本制度を導入していただきたい。

関東地整と業界団体との意見交換で各発注機関への対応を要望された事項
（工事）

週休２⽇制工事の導入

施工時期の平準化

資料５

●⽇本建設業連合会（R6・R7・R8）

◆都県建設業協会など（R6・R7）
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主な項目 要望内容

履行期限の平準化

◆【建設コンサルタンツ協会】
　関東地方整備局では、建設コンサルタント業務の年度早期の業務発注や年度繰越（当初・変更後）を活用した納期分散に取り組んでいただいて
いるところです。さらなる納期分散の実現のため、設計変更後の目指すべき納期目標と整合を図った施策の強化と計画的展開をお願いします。
① 業務の納期分散の実現、目指すべき納期目標（本省、地整、地方自治体）
② 納期分散目標を実現するための施策の展開（本省、地整、地方自治体）
　（ゼロ国債、2 か年国債等国債、秋納期となる翌債の活用、繰越の柔軟な運用、前倒し発注等発注時期分散化、適切な履行期間の確保、履行
期限の延期）
③ プロポーザル方式・総合評価落札方式業務の公示・提案時期の分散化（地整、地方自治体）
④ 業務スケジュール管理表に基づく的確な契約管理（地整、地方自治体）

最低制限価格制度導入の徹
底

◆【建設コンサルタンツ協会】
　最低制限価格制度導入の徹底および予定価格の事後公表の拡大（事前公表の撤廃）

◆【全国測量設計業協会連合会】
　市町村においては最低制限価格の設定が未実施の地域も残っており、低価格入札による品質低下が懸念されることから、業界全体の健全
な経営を守るためにも、市町村への技術的助言もお願い申し上げます。

ワークライフバランスの推
進・強化
（ウィークリースタンス）

◆【建設コンサルタンツ協会】
　関東地方整備局では、H30 年から業務環境改善の方策を開始し、R3 年度からは「業務環境実施要領」として、「ウィークリースタンス」の全業務
への適用と、実施報告の局提出義務化を開始していただきました。今後も実施結果を踏まえ、ワークライフバランス改善推進への取り組み継続
と、好事例として地方自治体への水平展開の更なる推進をお願いします。
① 「ウィークリースタンス」の確実な推進と地方自治体への展開の一層の強化
② 深夜・休日勤務につながる業務指示・待機指示の削減・手戻り発生の排除（計画系業務）
  深夜・休日勤務につながる業務指示・待機指示の削減
  特記仕様書への具体的な記述
  実態に即した適切な費用計上
③ 業務スケジュール管理表及びワンデーレスポンスの実施等の徹底
④ 入札・契約関連書類の統一ならびに簡素化による事務負担軽減

適切な費用の計上

◆【建設コンサルタンツ協会】
○積算価格と実勢価格との乖離の是正
 点検・診断業務における、積算時の現地条件等の配慮と仕様や積算条件の明確化
 橋梁補修・補強設計における、設計条件の明確化

発注方式の改善

◆【建設コンサルタンツ協会】
○業務の内容や地域の実情等に応じた、技術力を基本とした発注方式の選定（地方自治体）
・斜め象限図の周知と適用促進
 技術力による選定・発注方式（プロポーザル方式・総合評価落札方式）の導入促進、発注増加
 技術力評価を適正に行うための、業務成績評定や業務・技術者表彰の導入促進
○見積徴取時の予定価格設定方法の改善と見積徴取時の歩掛の事前開示
 最低値を採用している地方自治体において、平均値または最頻値の採用
○入札参加資格への建設コンサルタント登録制度の活用
入札参加資格において「建設コンサルタント登録」を必須条件とする審査制度

合同現地踏査の実施

◆【建設コンサルタンツ協会】
・合同現地踏査の継続的実施
 地質情報の不確実性が高い現場では、必要に応じ地質技術者の参加への配慮

災害対応に向けた継続的な環境
改善

◆【建設コンサルタンツ協会】
○災害対応業務への体制整備
①災害対応業務への従事技術者が対応していた既往業務への効果的な対応
②広域（複数の発注者）にまたがる災害対応マネジメントに対する受発注者協働での支援体制・仕組みの整備
③災害対応業務への従事技術者に対し、労働基準法第33 条の適切・確実な適用に関する厚生労働省への働きかけ
○災害申請作業の合理化・適切化
 災害査定の効率化の適用拡大の継続
 大規模災害時の災害査定の効率化及び事前ルール（大規模災害時における公共土木施設災害復旧事業査定方針（H29.2））の適正な運用など
の好事例の水平展開

DX 環境の整備

◆【建設コンサルタンツ協会】
　 テレワーク・WEB 会議の推進（地整、地方自治体）

関東地整と業界団体との意見交換で各発注機関への対応を要望された事項
（業務）

◆建設コンサルタンツ協会（R6・R7）

◆全国測量設計業協会連合会（R7）
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１．第三次・指標の基準値および目標値
(工事・業務)

2



■第三次・指標の基準値および目標値（工事）

年次 目標値 年次 目標値 年次 目標値 年次 目標値 年次 内容 年次 内容 年次 内容

関東ブロック 0.74 R11 0.80 1.09 R11 1.00 0.96 R11 1.00 0.94 R11 1.00 32/55 R11 全機関a 24/55 R11 全機関a 272/415 R11 全機関c以上

茨城県域 0.66 R11 0.80 1.09 R11 1.00 1.00 R11 1.00 0.85 R11 1.00 1/1 R11 全機関a 1/1 R11 全機関a 24/44 R11 全機関c以上

栃木県域 0.69 R11 0.80 1.14 R11 1.00 0.93 R11 1.00 0.98 R11 1.00 1/1 R11 全機関a 1/1 R11 全機関a 19/25 R11 全機関c以上

群馬県域 0.68 R11 0.80 1.10 R11 1.05 1.00 R11 1.00 0.98 R11 1.00 1/1 R11 全機関a 0/1 R11 全機関a 18/35 R11 全機関c以上

埼玉県域 0.67 R11 0.80 1.13 R11 1.00 0.99 R11 1.00 0.95 R11 1.00 2/2 R11 全機関a 0/2 R11 全機関a 46/62 R11 全機関c以上

千葉県域 0.67 R11 0.80 1.13 R11 1.00 1.00 R11 1.00 0.95 R11 1.00 2/2 R11 全機関a 1/2 R11 全機関a 33/53 R11 全機関c以上

東京都域 0.77 R11 0.80 1.05 R11 1.00 1.00 R11 1.00 0.87 R11 1.00 1/1 R11 全機関a 1/1 R11 全機関a 36/62 R11 全機関c以上

神奈川県域 0.73 R11 0.80 1.14 R11 1.00 0.89 R11 1.00 0.98 R11 1.00 4/4 R11 全機関a 1/4 R11 全機関a 15/30 R11 全機関c以上

山梨県域 0.72 R11 0.80 1.09 R11 1.00 0.97 R11 1.00 1.00 R11 1.00 1/1 R11 全機関a 1/1 R11 全機関a 20/27 R11 全機関c以上

⻑野県域 0.77 R11 0.80 1.05 R11 1.00 1.00 R11 1.00 0.92 R11 1.00 1/1 R11 全機関a 1/1 R11 全機関a 61/77 R11 全機関c以上

国 関東管区警察局 1.09 R11 0.90 1.09 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 ー e R11 ー

国 科学警察研究所 0.00 R11 1.00 2.40 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a a R11 a

国 皇宮警察本部 0.82 R11 0.90 0.82 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a e R11 a

国 東京都警察情報通信部 − R11 0.80 - R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a e R11 d

国 関東財務局 0.44 R11 0.90 1.39 R11 1.00 1.00 R11 1.00 b R11 a e R11 d

国 関東信越国税局 0.42 R11 0.50 1.47 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a a R11 a

国 財務省 東京国税局 0.99 R11 1.00 0.73 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 a e R11 a

国 関東農政局 0.70 R11 0.90 1.25 R11 1.00 0.98 R11 1.00 a R11 a a R11 a

国 林野庁関東森林管理局 0.82 R11 0.90 0.73 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a a R11 a

国 関東地方整備局 0.91 R11 1.00 1.05 R11 1.00 0.99 R11 1.00 a R11 a a R11 a

国 国土交通省関東運輸局 − R11 0.90 - R11 1.00 1.00 R11 1.00 b R11 b e R11 d

国 国土交通省 東京航空局 0.66 R11 0.90 1.23 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a a R11 a

国 国土技術政策総合研究所 0.80 R11 0.80 1.20 R11 1.20 1.00 R11 1.00 b R11 a a R11 a

国 関東地方環境事務所 0.76 R11 0.76 1.22 R11 1.22 1.00 R11 1.00 a R11 a a R11 a

国 北関東防衛局 0.95 R11 0.95 1.14 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a a R11 a

国 南関東防衛局 0.89 R11 1.00 1.21 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a a R11 a

特殊法人等
東日本高速道路（株）関東
支社

1.00 R11 1.00 1.00 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a a R11 a

特殊法人等
中日本高速道路（株）東京
支社

1.06 R11 1.00 0.95 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a a R11 a

特殊法人等 首都高速道路（株） 0.97 R11 1.00 1.05 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a a R11 a

特殊法人等 成田国際空港（株） 0.92 R11 0.93 1.16 R11 1.10 1.00 R11 1.00 b R11 a b R11 a

特殊法人等 日本中央競馬会 1.01 R11 1.00 0.62 R11 1.00 1.00 R11 1.00 b R11 a e R11 a

指標⑤

基準値
(R6)

目標

情報共有システム（ASP）の導入状況
（情報通信技術を活用した

生産性向上）

関東ブロック独自指標
指標⑥

市区町村における週休２日制工事の取組

基準値
(R6)

工事書類の簡素化の取り組み状況
（受注者との情報共有、

協議の迅速化）
目標

指標③

基準値
(R6)

目標

指標①
低入札価格調査基準又は最低制限

価格の設定状況
（ダンピング対策）

指標②

週休2日の達成状況
（休日の確保）

地域平準化率
（閑散期のボトムアップ）

地域平準化率
（繁忙期のピークカット）

基準値
(R6)

目標

指標④

基準値
(R6)

目標
基準値
(R6)

目標
基準値
(R6)

目標

全国統一指標
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■第三次・指標の基準値および目標値（工事）

年次 目標値 年次 目標値 年次 目標値 年次 目標値 年次 内容 年次 内容 年次 内容

指標⑤

基準値
(R6)

目標

情報共有システム（ASP）の導入状況
（情報通信技術を活用した

生産性向上）

関東ブロック独自指標
指標⑥

市区町村における週休２日制工事の取組

基準値
(R6)

工事書類の簡素化の取り組み状況
（受注者との情報共有、

協議の迅速化）
目標

指標③

基準値
(R6)

目標

指標①
低入札価格調査基準又は最低制限

価格の設定状況
（ダンピング対策）

指標②

週休2日の達成状況
（休日の確保）

地域平準化率
（閑散期のボトムアップ）

地域平準化率
（繁忙期のピークカット）

基準値
(R6)

目標

指標④

基準値
(R6)

目標
基準値
(R6)

目標
基準値
(R6)

目標

全国統一指標

特殊法人等 （国研）科学技術振興機構 3.00 R11 0.90 0.00 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 a e R11 a

特殊法人等 （独）国際協力機構 0.48 R11 0.50 1.21 R11 1.00 0.76 R11 1.00 c R11 c e R11 e

特殊法人等 （独）国立科学博物館 0.95 R11 0.80 1.33 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c c R11 c

特殊法人等 （独）国立女性教育会館 − R11 1.00 - R11 1.00 - R11 1.00 c R11 a e R11 a

特殊法人等
（独）国立美術館 国立⻄
洋美術館

0.25 R11 0.90 1.50 R11 1.00 0.67 R11 1.00 c R11 b e R11 d

特殊法人等
（独）国立文化財機構 東
京国立博物館

0.75 R11 0.80 1.13 R11 1.00 1.00 R11 1.00 b R11 a e R11 a

特殊法人等
（独）国立文化財機構 東
京文化財研究所

0.80 R11 0.90 1.07 R11 1.00 1.00 R11 1.00 b R11 a c R11 a

特殊法人等
（独）高齢・障害・求職者
雇用支援機構

0.84 R11 0.90 0.71 R11 0.71 1.00 R11 1.00 b R11 a a R11 a

特殊法人等
（独）中小企業基盤整備機
構

0.00 R11 0.90 1.18 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 a e R11 a

特殊法人等
（独）鉄道建設・運輸施設
整備支援機構 東京工事事

1.23 R11 0.80 0.92 R11 1.00 0.00 R11 1.00 a R11 a a R11 a

特殊法人等 （独）都市再生機構 0.95 R11 0.90 0.87 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a b R11 a

特殊法人等 （独）日本学生支援機構 0.46 R11 0.90 1.60 R11 1.00 1.00 R11 1.00 b R11 a c R11 a

特殊法人等 （独）日本芸術文化振興会 0.29 R11 0.30 1.21 R11 1.20 1.00 R11 1.00 b R11 b e R11 e

特殊法人等
（国研）日本原子力研究開
発機構

0.84 R11 0.85 1.06 R11 1.00 1.00 R11 1.00 b R11 b e R11 e

特殊法人等
（独）日本スポーツ振興セ
ンター

0.40 R11 0.90 1.35 R11 1.00 1.00 R11 1.00 b R11 a e R11 b

特殊法人等 （独）水資源機構 0.91 R11 0.95 1.11 R11 1.00 0.93 R11 1.00 a R11 a a R11 a

特殊法人等 （独）労働者健康安全機構 0.74 R11 0.80 1.29 R11 1.00 1.00 R11 1.00 b R11 a e R11 d

特殊法人等
（国研）産業技術総合研究
所

0.74 R11

必要に応
じた、そ
の都度の
単年度発
注が主な
為、数値
目標を掲
げること
が困難

1.05 R11 1.00 - R11 1.00 b R11 b e R11 e

特殊法人等
（独）製品評価技術基盤機
構

0.75 R11 0.75 1.50 R11 1.50 0.77 R11 1.00 c R11 b e R11 e

特殊法人等
地方共同法人 日本下水道
事業団

0.92 R11 1.00 1.06 R11 1.00 0.98 R11 1.00 a R11 a a R11 a

都県 茨城県 0.76 R11 0.80 1.06 R11 1.00 1.00 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a a R11 a

都県 栃木県 0.81 R11 0.90 1.15 R11 1.00 0.93 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a a R11 a

都県 群馬県 0.76 R11 0.80 1.16 R11 1.05 1.00 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a b R11 a

都県 埼玉県 0.84 R11 0.90 1.14 R11 1.00 0.99 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a b R11 a

都県 千葉県 0.74 R11 0.80 1.14 R11 1.00 1.00 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a b R11 a

都県 東京都 0.88 R11 0.90 1.07 R11 1.00 1.00 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a a R11 a

都県 神奈川県 0.74 R11 0.80 1.25 R11 1.00 0.82 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a b R11 a
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■第三次・指標の基準値および目標値（工事）

年次 目標値 年次 目標値 年次 目標値 年次 目標値 年次 内容 年次 内容 年次 内容

指標⑤

基準値
(R6)

目標

情報共有システム（ASP）の導入状況
（情報通信技術を活用した

生産性向上）

関東ブロック独自指標
指標⑥

市区町村における週休２日制工事の取組

基準値
(R6)

工事書類の簡素化の取り組み状況
（受注者との情報共有、

協議の迅速化）
目標

指標③

基準値
(R6)

目標

指標①
低入札価格調査基準又は最低制限

価格の設定状況
（ダンピング対策）

指標②

週休2日の達成状況
（休日の確保）

地域平準化率
（閑散期のボトムアップ）

地域平準化率
（繁忙期のピークカット）

基準値
(R6)

目標

指標④

基準値
(R6)

目標
基準値
(R6)

目標
基準値
(R6)

目標

全国統一指標

都県 山梨県 0.84 R11 0.90 1.12 R11 1.00 0.97 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a a R11 a

都県 ⻑野県 0.93 R11 1.00 1.04 R11 1.00 1.00 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a a R11 a

政令市 さいたま市 0.68 R11 0.80 1.03 R11 1.00 0.99 R11 1.00 0.98 R11 1.00 a R11 a c R11 a

政令市 千葉市 0.81 R11 0.82 1.00 R11 1.00 1.00 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a a R11 a

政令市 横浜市 0.82 R11 0.82 1.09 R11 1.00 0.89 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a b R11 a

政令市 川崎市 0.78 R11 0.80 1.13 R11 1.00 1.00 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a a R11 a

政令市 相模原市 0.79 R11 0.80 0.97 R11 1.00 1.00 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a b R11 a

茨城県（市区町村） 水⼾市 0.62 R11 0.80 1.06 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

茨城県（市区町村） 日立市 0.80 R11 0.66 1.05 R11 1.00 0.70 R11 1.00 a R11 b

茨城県（市区町村） 土浦市 0.60 R11 0.90 1.26 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

茨城県（市区町村） 古河市 0.48 R11 0.56 0.94 R11 1.00 0.38 R11 1.00 d R11 c

茨城県（市区町村） 石岡市 0.63 R11 0.80 1.11 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 b

茨城県（市区町村） 結城市 0.38 R11 0.80 1.09 R11 1.00 0.31 R11 1.00 d R11 c

茨城県（市区町村） 龍ヶ崎市 0.49 R11 0.65 1.54 R11 1.00 0.51 R11 1.00 e R11 c

茨城県（市区町村） 下妻市 0.50 R11 0.65 1.26 R11 1.00 0.00 R11 1.00 c R11 c

茨城県（市区町村） 常総市 0.70 R11 0.80 1.01 R11 1.00 1.00 R11 1.00 b R11 a

茨城県（市区町村） 常陸太田市 0.43 R11 0.66 1.20 R11 1.00 0.46 R11 1.00 e R11 c

茨城県（市区町村） 高萩市 0.73 R11 0.80 1.03 R11 1.00 0.27 R11 1.00 d R11 c

茨城県（市区町村） 北茨城市 0.61 R11 0.65 1.13 R11 1.00 0.55 R11 1.00 d R11 c

茨城県（市区町村） 笠間市 0.65 R11 0.66 1.02 R11 1.00 0.77 R11 1.00 a R11 a

茨城県（市区町村） 取手市 0.62 R11 0.58 1.04 R11 1.00 0.32 R11 1.00 d R11 c

茨城県（市区町村） 牛久市 0.42 R11 0.70 1.26 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

茨城県（市区町村） つくば市 0.49 R11 0.66 1.20 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

茨城県（市区町村） ひたちなか市 0.71 R11 0.80 0.97 R11 1.00 1.00 R11 1.00 d R11 a

茨城県（市区町村） 鹿嶋市 0.41 R11 0.56 1.04 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

茨城県（市区町村） 潮来市 0.31 R11 0.66 1.19 R11 1.00 1.00 R11 1.00 d R11 c

茨城県（市区町村） 守谷市 0.73 R11 0.80 1.13 R11 1.00 0.69 R11 1.00 c R11 c

茨城県（市区町村） 常陸大宮市 0.37 R11 0.50 1.29 R11 1.00 1.00 R11 1.00 d R11 c

茨城県（市区町村） 那珂市 0.60 R11 0.80 0.88 R11 1.00 1.00 R11 1.00 d R11 c

茨城県（市区町村） 筑⻄市 0.32 R11 0.80 1.29 R11 1.00 0.85 R11 1.00 d R11 c

茨城県（市区町村） 坂東市 0.57 R11 0.80 1.12 R11 1.00 0.67 R11 1.00 d R11 c
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■第三次・指標の基準値および目標値（工事）

年次 目標値 年次 目標値 年次 目標値 年次 目標値 年次 内容 年次 内容 年次 内容

指標⑤

基準値
(R6)

目標

情報共有システム（ASP）の導入状況
（情報通信技術を活用した

生産性向上）

関東ブロック独自指標
指標⑥

市区町村における週休２日制工事の取組

基準値
(R6)

工事書類の簡素化の取り組み状況
（受注者との情報共有、

協議の迅速化）
目標

指標③

基準値
(R6)

目標

指標①
低入札価格調査基準又は最低制限

価格の設定状況
（ダンピング対策）

指標②

週休2日の達成状況
（休日の確保）

地域平準化率
（閑散期のボトムアップ）

地域平準化率
（繁忙期のピークカット）

基準値
(R6)

目標

指標④

基準値
(R6)

目標
基準値
(R6)

目標
基準値
(R6)

目標

全国統一指標

茨城県（市区町村） 稲敷市 0.58 R11 0.65 1.07 R11 1.00 0.44 R11 1.00 c R11 c

茨城県（市区町村） かすみがうら市 0.66 R11 0.80 0.96 R11 1.00 0.96 R11 1.00 c R11 c

茨城県（市区町村） 桜川市 0.78 R11 0.80 1.14 R11 1.00 0.32 R11 0.80 d R11 c

茨城県（市区町村） 神栖市 0.44 R11 0.58 1.18 R11 1.00 1.00 R11 1.00 e R11 a

茨城県（市区町村） 行方市 0.51 R11 0.56 0.98 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

茨城県（市区町村） 鉾田市 0.46 R11 0.65 1.27 R11 1.00 0.85 R11 1.00 d R11 c

茨城県（市区町村） つくばみらい市 0.72 R11 0.80 0.88 R11 1.00 0.56 R11 1.00 c R11 c

茨城県（市区町村） 小美玉市 0.50 R11 0.66 1.21 R11 1.00 0.75 R11 1.00 c R11 c

茨城県（市区町村） 茨城町 0.57 R11 0.66 1.38 R11 1.00 0.46 R11 1.00 c R11 c

茨城県（市区町村） 大洗町 0.39 R11 0.80 1.26 R11 1.00 - R11 1.00 a R11 a

茨城県（市区町村） 城里町 0.66 R11 0.90 1.30 R11 1.00 0.62 R11 1.00 d R11 b

茨城県（市区町村） 東海村 0.50 R11 0.80 0.97 R11 1.00 0.96 R11 1.00 c R11 c

茨城県（市区町村） 大子町 0.57 R11 0.66 0.98 R11 1.00 0.32 R11 1.00 c R11 c

茨城県（市区町村） 美浦村 0.89 R11 0.80 1.08 R11 1.00 1.00 R11 1.00 e R11 a

茨城県（市区町村） 阿見町 0.69 R11 0.80 1.10 R11 1.00 0.30 R11 1.00 d R11 c

茨城県（市区町村） 河内町 0.34 R11 0.56 1.08 R11 1.00 0.10 R11 1.00 c R11 c

茨城県（市区町村） 八千代町 0.40 R11 0.66 1.05 R11 1.00 - R11 1.00 a R11 c

茨城県（市区町村） 五霞町 0.47 R11 0.65 0.71 R11 1.00 - R11 1.00 e R11 c

茨城県（市区町村） 境町 0.57 R11 0.70 1.26 R11 1.00 0.00 R11 1.00 c R11 b

茨城県（市区町村） 利根町 0.51 R11 0.80 0.98 R11 1.00 0.33 R11 1.00 b R11 a

栃木県（市区町村） 宇都宮市 0.61 R11 0.69 1.21 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

栃木県（市区町村） 足利市 0.89 R11 0.90 0.88 R11 1.00 1.00 R11 1.00 b R11 b

栃木県（市区町村） 栃木市 0.59 R11 0.69 0.99 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

栃木県（市区町村） 佐野市 0.53 R11 0.60 1.11 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

栃木県（市区町村） 鹿沼市 0.61 R11 0.69 1.06 R11 1.00 1.00 R11 1.00 b R11 b

栃木県（市区町村） 日光市 0.52 R11 0.60 1.12 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

栃木県（市区町村） 小山市 0.47 R11 0.60 1.04 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

栃木県（市区町村） 真岡市 0.75 R11 0.80 1.10 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

栃木県（市区町村） 大田原市 0.48 R11 0.80 1.20 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

栃木県（市区町村） 矢板市 0.17 R11 0.60 1.45 R11 1.00 1.00 R11 1.00 b R11 b

栃木県（市区町村） 那須塩原市 0.56 R11 0.80 1.26 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a
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■第三次・指標の基準値および目標値（工事）

年次 目標値 年次 目標値 年次 目標値 年次 目標値 年次 内容 年次 内容 年次 内容

指標⑤

基準値
(R6)

目標

情報共有システム（ASP）の導入状況
（情報通信技術を活用した

生産性向上）

関東ブロック独自指標
指標⑥

市区町村における週休２日制工事の取組

基準値
(R6)

工事書類の簡素化の取り組み状況
（受注者との情報共有、

協議の迅速化）
目標

指標③

基準値
(R6)

目標

指標①
低入札価格調査基準又は最低制限

価格の設定状況
（ダンピング対策）

指標②

週休2日の達成状況
（休日の確保）

地域平準化率
（閑散期のボトムアップ）

地域平準化率
（繁忙期のピークカット）

基準値
(R6)

目標

指標④

基準値
(R6)

目標
基準値
(R6)

目標
基準値
(R6)

目標

全国統一指標

栃木県（市区町村） さくら市 0.52 R11 0.68 1.05 R11 1.00 0.93 R11 1.00 c R11 c

栃木県（市区町村） 那須烏山市 0.52 R11 0.80 1.30 R11 1.00 1.00 R11 1.00 d R11 c

栃木県（市区町村） 下野市 0.54 R11 0.60 1.06 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

栃木県（市区町村） 上三川町 0.58 R11 0.60 0.98 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 a

栃木県（市区町村） 益子町 0.11 R11 0.68 1.65 R11 1.00 0.68 R11 1.00 d R11 c

栃木県（市区町村） 茂木町 0.72 R11 0.80 0.84 R11 1.00 0.16 R11 1.00 d R11 a

栃木県（市区町村） 市貝町 0.49 R11 0.65 1.48 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

栃木県（市区町村） 芳賀町 0.36 R11 0.70 1.78 R11 1.00 1.00 R11 1.00 d R11 c

栃木県（市区町村） 壬生町 0.41 R11 0.60 1.23 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

栃木県（市区町村） 野木町 0.30 R11 0.60 1.08 R11 1.00 1.00 R11 1.00 d R11 a

栃木県（市区町村） 塩谷町 0.41 R11 0.80 1.29 R11 1.00 0.11 R11 1.00 c R11 b

栃木県（市区町村） 高根沢町 0.34 R11 0.70 1.57 R11 1.00 0.72 R11 1.00 c R11 c

栃木県（市区町村） 那須町 0.47 R11 0.60 1.04 R11 1.00 1.00 R11 1.00 b R11 b

栃木県（市区町村） 那珂川町 0.49 R11 0.68 1.24 R11 1.00 1.00 R11 1.00 d R11 c

群馬県（市区町村） 前橋市 0.54 R11 0.70 1.19 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

群馬県（市区町村） 高崎市 0.94 R11 0.90 0.89 R11 1.00 0.99 R11 1.00 a R11 a

群馬県（市区町村） 桐生市 0.59 R11 0.80 0.91 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

群馬県（市区町村） 伊勢崎市 0.61 R11 0.68 1.00 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

群馬県（市区町村） 太田市 0.69 R11 0.80 1.06 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 b

群馬県（市区町村） 沼田市 0.50 R11 0.68 1.14 R11 1.00 1.00 R11 1.00 d R11 c

群馬県（市区町村） 館林市 0.40 R11 0.56 1.09 R11 1.00 0.99 R11 1.00 d R11 c

群馬県（市区町村） 渋川市 0.59 R11 0.65 0.97 R11 1.00 1.00 R11 1.00 d R11 b

群馬県（市区町村） 藤岡市 0.49 R11 0.56 1.09 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

群馬県（市区町村） 富岡市 0.66 R11 0.80 0.93 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

群馬県（市区町村） 安中市 0.59 R11 0.68 0.90 R11 0.95 1.00 R11 1.00 c R11 b

群馬県（市区町村） みどり市 0.46 R11 0.65 0.91 R11 1.00 1.00 R11 1.00 e R11 c

群馬県（市区町村） 榛東村 0.43 R11 1.00 1.26 R11 1.30 1.00 R11 1.00 e R11 c

群馬県（市区町村） 吉岡町 0.46 R11 0.68 1.06 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 b

群馬県（市区町村） 上野村 0.63 R11 0.80 1.79 R11 1.00 0.00 R11 1.00 d R11 c

群馬県（市区町村） 神流町 0.00 R11 0.60 0.00 R11 1.00 0.00 R11 1.00 d R11 c

群馬県（市区町村） 下仁田町 0.33 R11 0.58 0.93 R11 1.00 0.65 R11 1.00 a R11 a
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■第三次・指標の基準値および目標値（工事）

年次 目標値 年次 目標値 年次 目標値 年次 目標値 年次 内容 年次 内容 年次 内容

指標⑤

基準値
(R6)

目標

情報共有システム（ASP）の導入状況
（情報通信技術を活用した

生産性向上）

関東ブロック独自指標
指標⑥

市区町村における週休２日制工事の取組

基準値
(R6)

工事書類の簡素化の取り組み状況
（受注者との情報共有、

協議の迅速化）
目標

指標③

基準値
(R6)

目標

指標①
低入札価格調査基準又は最低制限

価格の設定状況
（ダンピング対策）

指標②

週休2日の達成状況
（休日の確保）

地域平準化率
（閑散期のボトムアップ）

地域平準化率
（繁忙期のピークカット）

基準値
(R6)

目標

指標④

基準値
(R6)

目標
基準値
(R6)

目標
基準値
(R6)

目標

全国統一指標

群馬県（市区町村） 南牧村 0.70 R11 0.80 0.60 R11 1.00 1.00 R11 1.00 e R11 a

群馬県（市区町村） 甘楽町 0.75 R11 0.68 0.94 R11 1.00 1.00 R11 1.00 b R11 b

群馬県（市区町村） 中之条町 0.73 R11 0.58 0.80 R11 1.00 1.00 R11 1.00 b R11 b

群馬県（市区町村） ⻑野原町 0.65 R11 0.80 0.86 R11 1.00 1.00 R11 1.00 d R11 c

群馬県（市区町村） 嬬恋村 0.78 R11 0.80 0.90 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 b

群馬県（市区町村） 草津町 0.47 R11 0.61 0.93 R11 1.00 1.00 R11 1.00 b R11 a

群馬県（市区町村） 高山村 0.49 R11 0.68 0.92 R11 1.00 0.45 R11 1.00 d R11 c

群馬県（市区町村） 東吾妻町 0.65 R11 0.68 0.89 R11 1.00 1.00 R11 1.00 d R11 a

群馬県（市区町村） 片品村 0.62 R11 0.68 0.92 R11 1.00 0.00 R11 1.00 a R11 a

群馬県（市区町村） 川場村 0.53 R11 0.68 0.98 R11 1.00 0.50 R11 1.00 d R11 c

群馬県（市区町村） 昭和村 0.80 R11 0.68 1.03 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 a

群馬県（市区町村） みなかみ町 0.44 R11 0.80 1.05 R11 1.00 0.88 R11 1.00 d R11 c

群馬県（市区町村） 玉村町 0.64 R11 0.80 0.82 R11 1.00 1.00 R11 1.00 b R11 a

群馬県（市区町村） 板倉町 0.20 R11 0.58 0.90 R11 1.00 1.00 R11 1.00 d R11 c

群馬県（市区町村） 明和町 0.82 R11 0.90 0.78 R11 1.00 0.41 R11 1.00 a R11 a

群馬県（市区町村） 千代田町 0.55 R11 1.00 1.21 R11 0.80 1.00 R11 1.00 e R11 b

群馬県（市区町村） 大泉町 0.27 R11 0.68 1.29 R11 1.00 1.00 R11 1.00 d R11 a

群馬県（市区町村） 邑楽町 0.46 R11 0.68 1.21 R11 1.00 0.76 R11 1.00 d R11 c

埼玉県（市区町村） 川越市 0.65 R11 0.70 1.19 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 a

埼玉県（市区町村） 熊谷市 0.69 R11 0.80 1.14 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

埼玉県（市区町村） 川口市 0.68 R11 0.80 0.92 R11 1.00 1.00 R11 1.00 b R11 b

埼玉県（市区町村） 行田市 0.62 R11 0.90 1.23 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

埼玉県（市区町村） 秩父市 0.43 R11 0.58 1.23 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

埼玉県（市区町村） 所沢市 0.65 R11 0.70 1.05 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

埼玉県（市区町村） 飯能市 0.50 R11 0.80 1.28 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 b

埼玉県（市区町村） 加須市 0.51 R11 0.80 1.18 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

埼玉県（市区町村） 本庄市 0.62 R11 0.65 1.37 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

埼玉県（市区町村） 東松山市 0.54 R11 0.67 1.00 R11 1.00 0.82 R11 1.00 b R11 a

埼玉県（市区町村） 春日部市 0.49 R11 0.60 1.17 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

埼玉県（市区町村） 狭山市 0.37 R11 0.55 1.12 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

埼玉県（市区町村） 羽生市 0.65 R11 0.80 1.21 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c
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■第三次・指標の基準値および目標値（工事）

年次 目標値 年次 目標値 年次 目標値 年次 目標値 年次 内容 年次 内容 年次 内容

指標⑤

基準値
(R6)

目標

情報共有システム（ASP）の導入状況
（情報通信技術を活用した

生産性向上）

関東ブロック独自指標
指標⑥

市区町村における週休２日制工事の取組

基準値
(R6)

工事書類の簡素化の取り組み状況
（受注者との情報共有、

協議の迅速化）
目標

指標③

基準値
(R6)

目標

指標①
低入札価格調査基準又は最低制限

価格の設定状況
（ダンピング対策）

指標②

週休2日の達成状況
（休日の確保）

地域平準化率
（閑散期のボトムアップ）

地域平準化率
（繁忙期のピークカット）

基準値
(R6)

目標

指標④

基準値
(R6)

目標
基準値
(R6)

目標
基準値
(R6)

目標

全国統一指標

埼玉県（市区町村） 鴻巣市 0.58 R11 0.67 1.18 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

埼玉県（市区町村） 深谷市 0.36 R11 0.65 1.40 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 a

埼玉県（市区町村） 上尾市 0.37 R11 0.70 1.07 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

埼玉県（市区町村） 草加市 0.73 R11 0.80 1.04 R11 1.03 0.90 R11 1.00 c R11 c

埼玉県（市区町村） 越谷市 0.50 R11 0.67 1.34 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 b

埼玉県（市区町村） 蕨市 0.63 R11 0.80 0.99 R11 1.00 1.00 R11 1.00 d R11 c

埼玉県（市区町村） ⼾田市 0.65 R11 0.67 1.18 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 b

埼玉県（市区町村） 入間市 0.59 R11 0.67 1.09 R11 1.00 1.00 R11 1.00 b R11 a

埼玉県（市区町村） 朝霞市 0.62 R11 0.67 1.13 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 b

埼玉県（市区町村） 志木市 0.45 R11 0.50 1.22 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

埼玉県（市区町村） 和光市 0.44 R11 0.90 1.19 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

埼玉県（市区町村） 新座市 0.76 R11 0.80 1.01 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

埼玉県（市区町村） 桶川市 0.40 R11 0.65 1.23 R11 1.00 0.78 R11 1.00 c R11 b

埼玉県（市区町村） 久喜市 0.44 R11 0.49 1.28 R11 1.00 0.79 R11 1.00 d R11 c

埼玉県（市区町村） 北本市 0.43 R11 0.53 1.26 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

埼玉県（市区町村） 八潮市 0.67 R11 0.80 1.21 R11 1.00 0.79 R11 1.00 c R11 a

埼玉県（市区町村） 富士見市 0.63 R11 0.65 1.04 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

埼玉県（市区町村） 三郷市 0.79 R11 0.80 1.08 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

埼玉県（市区町村） 蓮田市 0.58 R11 0.60 1.18 R11 1.00 0.92 R11 1.00 c R11 c

埼玉県（市区町村） 坂⼾市 0.72 R11 0.80 0.96 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

埼玉県（市区町村） 幸手市 0.26 R11 0.53 1.60 R11 1.00 0.58 R11 1.00 c R11 c

埼玉県（市区町村） 鶴ヶ島市 0.70 R11 0.80 0.86 R11 1.00 1.00 R11 1.00 d R11 c

埼玉県（市区町村） 日高市 0.48 R11 0.53 1.19 R11 1.00 0.77 R11 1.00 c R11 c

埼玉県（市区町村） 吉川市 0.74 R11 0.80 1.08 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

埼玉県（市区町村） ふじみ野市 0.60 R11 0.67 0.99 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

埼玉県（市区町村） 白岡市 0.48 R11 0.60 1.31 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

埼玉県（市区町村） 伊奈町 0.42 R11 0.65 1.01 R11 1.00 0.57 R11 1.00 b R11 a

埼玉県（市区町村） 三芳町 0.52 R11 0.67 1.15 R11 1.00 0.88 R11 1.00 d R11 c

埼玉県（市区町村） 毛呂山町 0.61 R11 0.67 0.81 R11 1.00 0.20 R11 1.00 d R11 c

埼玉県（市区町村） 越生町 0.11 R11 0.80 1.56 R11 1.00 0.05 R11 1.00 d R11 b

埼玉県（市区町村） 滑川町 0.23 R11 0.56 1.06 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c
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■第三次・指標の基準値および目標値（工事）

年次 目標値 年次 目標値 年次 目標値 年次 目標値 年次 内容 年次 内容 年次 内容

指標⑤

基準値
(R6)

目標

情報共有システム（ASP）の導入状況
（情報通信技術を活用した

生産性向上）

関東ブロック独自指標
指標⑥

市区町村における週休２日制工事の取組

基準値
(R6)

工事書類の簡素化の取り組み状況
（受注者との情報共有、

協議の迅速化）
目標

指標③

基準値
(R6)

目標

指標①
低入札価格調査基準又は最低制限

価格の設定状況
（ダンピング対策）

指標②

週休2日の達成状況
（休日の確保）

地域平準化率
（閑散期のボトムアップ）

地域平準化率
（繁忙期のピークカット）

基準値
(R6)

目標

指標④

基準値
(R6)

目標
基準値
(R6)

目標
基準値
(R6)

目標

全国統一指標

埼玉県（市区町村） 嵐山町 0.95 R11 1.00 0.81 R11 1.00 0.48 R11 1.00 c R11 c

埼玉県（市区町村） 小川町 0.47 R11 0.50 1.18 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

埼玉県（市区町村） 川島町 0.46 R11 0.59 1.20 R11 1.00 0.94 R11 1.00 d R11 c

埼玉県（市区町村） 吉見町 0.34 R11 0.50 1.21 R11 1.00 0.60 R11 1.00 d R11 c

埼玉県（市区町村） 鳩山町 0.38 R11 0.65 1.18 R11 1.00 0.21 R11 1.00 d R11 c

埼玉県（市区町村） ときがわ町 0.46 R11 0.67 0.84 R11 1.00 0.19 R11 1.00 c R11 a

埼玉県（市区町村） 横瀬町 0.21 R11 0.56 1.45 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

埼玉県（市区町村） 皆野町 0.30 R11 0.54 1.00 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 a

埼玉県（市区町村） ⻑瀞町 0.83 R11 0.80 0.83 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

埼玉県（市区町村） 小鹿野町 0.37 R11 0.53 1.61 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

埼玉県（市区町村） 東秩父村 0.60 R11 1.00 1.10 R11 1.00 0.00 R11 1.00 d R11 c

埼玉県（市区町村） 美里町 0.64 R11 0.80 1.14 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

埼玉県（市区町村） 神川町 0.64 R11 0.90 0.85 R11 0.90 0.19 R11 1.00 d R11 c

埼玉県（市区町村） 上里町 0.60 R11 0.80 1.05 R11 1.00 0.48 R11 1.00 d R11 c

埼玉県（市区町村） 寄居町 0.39 R11 0.80 1.15 R11 1.00 0.28 R11 1.00 d R11 c

埼玉県（市区町村） 宮代町 0.28 R11 0.53 1.48 R11 1.00 0.60 R11 1.00 d R11 c

埼玉県（市区町村） 杉⼾町 0.34 R11 0.80 1.11 R11 1.00 0.97 R11 1.00 d R11 c

埼玉県（市区町村） 松伏町 0.56 R11 0.67 1.09 R11 1.00 1.00 R11 1.00 d R11 c

千葉県（市区町村） 銚子市 0.53 R11 0.60 1.22 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 b

千葉県（市区町村） 市川市 0.60 R11 0.80 0.95 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

千葉県（市区町村） 船橋市 0.54 R11 0.70 1.32 R11 1.00 1.00 R11 1.00 b R11 a

千葉県（市区町村） 館山市 0.46 R11 0.60 1.10 R11 1.00 0.68 R11 1.00 a R11 a

千葉県（市区町村） 木更津市 0.59 R11 0.70 1.27 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

千葉県（市区町村） 松⼾市 0.51 R11 0.80 1.22 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

千葉県（市区町村） 野田市 0.67 R11 0.72 1.06 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 b

千葉県（市区町村） 茂原市 0.59 R11 0.72 1.17 R11 1.00 1.00 R11 1.00 d R11 c

千葉県（市区町村） 成田市 0.69 R11 0.70 1.02 R11 1.00 1.00 R11 1.00 b R11 a

千葉県（市区町村） 佐倉市 0.53 R11 0.60 1.07 R11 1.00 1.00 R11 1.00 d R11 a

千葉県（市区町村） 東金市 0.10 R11 0.60 1.42 R11 1.00 0.88 R11 1.00 d R11 c

千葉県（市区町村） 旭市 0.66 R11 0.80 1.11 R11 1.05 1.00 R11 1.00 e R11 c

千葉県（市区町村） 習志野市 0.83 R11 0.80 1.12 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a
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■第三次・指標の基準値および目標値（工事）

年次 目標値 年次 目標値 年次 目標値 年次 目標値 年次 内容 年次 内容 年次 内容

指標⑤

基準値
(R6)

目標

情報共有システム（ASP）の導入状況
（情報通信技術を活用した

生産性向上）

関東ブロック独自指標
指標⑥

市区町村における週休２日制工事の取組

基準値
(R6)

工事書類の簡素化の取り組み状況
（受注者との情報共有、

協議の迅速化）
目標

指標③

基準値
(R6)

目標

指標①
低入札価格調査基準又は最低制限

価格の設定状況
（ダンピング対策）

指標②

週休2日の達成状況
（休日の確保）

地域平準化率
（閑散期のボトムアップ）

地域平準化率
（繁忙期のピークカット）

基準値
(R6)

目標

指標④

基準値
(R6)

目標
基準値
(R6)

目標
基準値
(R6)

目標

全国統一指標

千葉県（市区町村） 柏市 0.56 R11 0.70 1.14 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

千葉県（市区町村） 勝浦市 0.70 R11 0.70 1.10 R11 1.00 0.38 R11 1.00 b R11 a

千葉県（市区町村） 市原市 0.60 R11 0.72 1.04 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

千葉県（市区町村） 流山市 0.64 R11 0.70 1.10 R11 1.00 1.00 R11 1.00 b R11 b

千葉県（市区町村） 八千代市 0.72 R11 0.80 1.08 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 b

千葉県（市区町村） 我孫子市 0.71 R11 0.72 0.90 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

千葉県（市区町村） 鴨川市 0.56 R11 0.70 1.40 R11 1.00 0.53 R11 1.00 e R11 a

千葉県（市区町村） 鎌ケ谷市 0.60 R11 0.70 1.11 R11 1.00 1.00 R11 1.00 b R11 c

千葉県（市区町村） 君津市 0.71 R11 0.80 1.13 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 a

千葉県（市区町村） 富津市 0.60 R11 0.67 0.92 R11 1.00 0.31 R11 1.00 c R11 c

千葉県（市区町村） 浦安市 0.71 R11 0.72 1.32 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

千葉県（市区町村） 四街道市 0.60 R11 0.70 1.00 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

千葉県（市区町村） 袖ケ浦市 0.45 R11 0.60 0.94 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 a

千葉県（市区町村） 八街市 0.49 R11 0.60 1.20 R11 1.00 1.00 R11 1.00 d R11 c

千葉県（市区町村） 印⻄市 0.45 R11 0.70 1.35 R11 1.25 1.00 R11 1.00 c R11 c

千葉県（市区町村） 白井市 0.64 R11 0.80 1.01 R11 1.00 1.00 R11 1.00 e R11 c

千葉県（市区町村） 富里市 0.49 R11 0.55 1.07 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

千葉県（市区町村） 南房総市 0.69 R11 0.70 1.15 R11 1.00 0.14 R11 1.00 d R11 a

千葉県（市区町村） 匝瑳市 0.04 R11 0.55 1.68 R11 1.00 1.00 R11 1.00 d R11 c

千葉県（市区町村） 香取市 0.65 R11 0.72 1.03 R11 1.00 0.85 R11 1.00 a R11 a

千葉県（市区町村） 山武市 0.49 R11 0.60 1.13 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 b

千葉県（市区町村） いすみ市 0.47 R11 0.55 1.41 R11 1.00 1.00 R11 1.00 b R11 a

千葉県（市区町村） 大網白里市 0.27 R11 0.54 1.12 R11 1.00 0.96 R11 1.00 c R11 c

千葉県（市区町村） 酒々井町 0.46 R11 0.80 1.04 R11 1.00 0.00 R11 1.00 e R11 c

千葉県（市区町村） 栄町 0.31 R11 0.60 1.87 R11 1.00 0.28 R11 1.00 e R11 c

千葉県（市区町村） 神崎町 1.20 R11 0.60 1.07 R11 1.00 0.09 R11 1.00 d R11 C

千葉県（市区町村） 多古町 0.57 R11 0.65 0.87 R11 1.00 1.00 R11 1.00 d R11 c

千葉県（市区町村） 東庄町 0.65 R11 0.72 1.12 R11 1.00 1.00 R11 1.00 d R11 c

千葉県（市区町村） 九十九里町 0.71 R11 0.80 1.18 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

千葉県（市区町村） 芝山町 0.63 R11 0.63 0.97 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

千葉県（市区町村） 横芝光町 0.73 R11 0.73 0.79 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c
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■第三次・指標の基準値および目標値（工事）

年次 目標値 年次 目標値 年次 目標値 年次 目標値 年次 内容 年次 内容 年次 内容

指標⑤

基準値
(R6)

目標

情報共有システム（ASP）の導入状況
（情報通信技術を活用した

生産性向上）

関東ブロック独自指標
指標⑥

市区町村における週休２日制工事の取組

基準値
(R6)

工事書類の簡素化の取り組み状況
（受注者との情報共有、

協議の迅速化）
目標

指標③

基準値
(R6)

目標

指標①
低入札価格調査基準又は最低制限

価格の設定状況
（ダンピング対策）

指標②

週休2日の達成状況
（休日の確保）

地域平準化率
（閑散期のボトムアップ）

地域平準化率
（繁忙期のピークカット）

基準値
(R6)

目標

指標④

基準値
(R6)

目標
基準値
(R6)

目標
基準値
(R6)

目標

全国統一指標

千葉県（市区町村） 一宮町 0.47 R11 0.47 1.15 R11 1.00 1.00 R11 1.00 e R11 c

千葉県（市区町村） 睦沢町 1.33 R11 0.70 0.71 R11 1.00 0.00 R11 1.00 e R11 b

千葉県（市区町村） ⻑生村 0.38 R11 0.38 1.51 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

千葉県（市区町村） 白子町 0.18 R11 0.80 1.35 R11 1.00 1.00 R11 1.00 d R11 c

千葉県（市区町村） ⻑柄町 0.77 R11 0.77 1.23 R11 1.00 0.00 R11 1.00 d R11 c

千葉県（市区町村） ⻑南町 0.92 R11 0.92 0.88 R11 1.00 1.00 R11 1.00 d R11 c

千葉県（市区町村） 大多喜町 0.67 R11 0.67 1.07 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 c

千葉県（市区町村） 御宿町 0.46 R11 0.46 1.14 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

千葉県（市区町村） 鋸南町 0.73 R11 0.73 1.14 R11 1.00 1.00 R11 1.00 d R11 c

東京都（市区町村） 千代田区 0.71 R11 0.77 1.07 R11 1.00 0.59 R11 1.00 d R11 c

東京都（市区町村） 中央区 0.65 R11 0.80 1.17 R11 1.00 1.00 R11 1.00 b R11 b

東京都（市区町村） 港区 0.68 R11 0.77 1.04 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

東京都（市区町村） 新宿区 0.54 R11 0.55 1.14 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 b

東京都（市区町村） 文京区 0.67 R11 0.80 0.97 R11 1.00 0.90 R11 1.00 c R11 c

東京都（市区町村） 台東区 0.47 R11 0.80 1.01 R11 1.00 0.82 R11 1.00 c R11 b

東京都（市区町村） 墨田区 0.65 R11 0.66 1.08 R11 1.08 0.96 R11 1.00 a R11 a

東京都（市区町村） 江東区 0.75 R11 0.90 0.99 R11 1.00 1.00 R11 1.00 d R11 b

東京都（市区町村） 品川区 0.55 R11 0.80 1.00 R11 1.00 0.78 R11 1.00 c R11 b

東京都（市区町村） 目⿊区 0.51 R11 0.75 1.09 R11 1.00 0.78 R11 1.00 c R11 b

東京都（市区町村） 大田区 0.61 R11 0.80 1.07 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 a

東京都（市区町村） 世田谷区 0.78 R11 0.80 0.81 R11 1.00 0.87 R11 1.00 a R11 a

東京都（市区町村） 渋谷区 0.68 R11 0.70 1.06 R11 1.00 1.00 R11 1.00 d R11 c

東京都（市区町村） 中野区 0.66 R11 0.77 1.08 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

東京都（市区町村） 杉並区 0.56 R11 0.80 1.11 R11 1.00 1.00 R11 1.00 b R11 a

東京都（市区町村） 豊島区 0.74 R11 0.80 0.99 R11 1.00 0.83 R11 1.00 c R11 c

東京都（市区町村） 北区 0.69 R11 0.77 1.04 R11 1.00 1.00 R11 1.00 d R11 c

東京都（市区町村） 荒川区 0.57 R11 0.90 1.04 R11 1.00 0.94 R11 1.00 c R11 b

東京都（市区町村） 板橋区 0.74 R11 0.80 0.90 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 b

東京都（市区町村） 練馬区 0.69 R11 0.77 1.00 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

東京都（市区町村） 足立区 0.63 R11 0.77 0.78 R11 0.85 1.00 R11 1.00 c R11 a

東京都（市区町村） 葛飾区 0.77 R11 0.90 1.03 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a
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■第三次・指標の基準値および目標値（工事）

年次 目標値 年次 目標値 年次 目標値 年次 目標値 年次 内容 年次 内容 年次 内容

指標⑤

基準値
(R6)

目標

情報共有システム（ASP）の導入状況
（情報通信技術を活用した

生産性向上）

関東ブロック独自指標
指標⑥

市区町村における週休２日制工事の取組

基準値
(R6)

工事書類の簡素化の取り組み状況
（受注者との情報共有、

協議の迅速化）
目標

指標③

基準値
(R6)

目標

指標①
低入札価格調査基準又は最低制限

価格の設定状況
（ダンピング対策）

指標②

週休2日の達成状況
（休日の確保）

地域平準化率
（閑散期のボトムアップ）

地域平準化率
（繁忙期のピークカット）

基準値
(R6)

目標

指標④

基準値
(R6)

目標
基準値
(R6)

目標
基準値
(R6)

目標

全国統一指標

東京都（市区町村） 江⼾川区 0.59 R11 0.80 1.02 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

東京都（市区町村） 八王子市 0.53 R11 0.80 0.98 R11 1.00 0.62 R11 1.00 a R11 a

東京都（市区町村） 立川市 0.73 R11 0.77 1.04 R11 1.00 1.00 R11 1.00 d R11 c

東京都（市区町村） 武蔵野市 0.67 R11 0.70 0.98 R11 1.00 0.27 R11 1.00 a R11 a

東京都（市区町村） 三鷹市 0.50 R11 0.62 1.20 R11 1.00 0.86 R11 1.00 c R11 c

東京都（市区町村） ⻘梅市 0.35 R11 0.65 1.24 R11 1.00 0.64 R11 1.00 c R11 c

東京都（市区町村） 府中市 0.78 R11 0.80 0.98 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

東京都（市区町村） 昭島市 0.71 R11 0.77 0.88 R11 1.00 0.43 R11 1.00 b R11 a

東京都（市区町村） 調布市 0.45 R11 0.77 1.32 R11 1.00 1.00 R11 1.00 b R11 a

東京都（市区町村） 町田市 0.61 R11 0.70 1.10 R11 1.00 0.76 R11 1.00 a R11 a

東京都（市区町村） 小金井市 0.38 R11 0.58 1.30 R11 1.00 1.00 R11 1.00 d R11 c

東京都（市区町村） 小平市 0.65 R11 0.77 0.66 R11 1.00 0.94 R11 1.00 d R11 a

東京都（市区町村） 日野市 0.58 R11 0.60 0.87 R11 1.00 0.77 R11 1.00 d R11 c

東京都（市区町村） 東村山市 0.37 R11 0.80 1.21 R11 1.00 0.23 R11 1.00 a R11 a

東京都（市区町村） 国分寺市 0.72 R11 0.77 0.95 R11 1.00 0.80 R11 1.00 d R11 c

東京都（市区町村） 国立市 0.79 R11 0.80 0.99 R11 1.00 0.36 R11 1.00 a R11 a

東京都（市区町村） 福生市 0.73 R11 0.77 0.75 R11 1.00 0.40 R11 1.00 c R11 b

東京都（市区町村） 狛江市 0.55 R11 0.77 0.97 R11 1.00 0.23 R11 1.00 a R11 a

東京都（市区町村） 東大和市 0.52 R11 0.66 1.32 R11 1.00 0.00 R11 1.00 d R11 c

東京都（市区町村） 清瀬市 0.53 R11 0.80 1.07 R11 1.00 0.51 R11 1.00 d R11 c

東京都（市区町村） 東久留米市 0.42 R11 0.80 1.18 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

東京都（市区町村） 武蔵村山市 0.64 R11 0.77 0.95 R11 1.00 0.23 R11 1.00 e R11 c

東京都（市区町村） 多摩市 0.68 R11 0.90 1.07 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

東京都（市区町村） 稲城市 0.63 R11 0.80 0.79 R11 0.80 1.00 R11 1.00 d R11 a

東京都（市区町村） 羽村市 0.25 R11 0.35 1.50 R11 1.00 1.00 R11 1.00 d R11 a

東京都（市区町村） あきる野市 0.30 R11 0.80 1.52 R11 1.00 0.57 R11 1.00 d R11 c

東京都（市区町村） ⻄東京市 0.68 R11 0.80 0.82 R11 0.90 0.25 R11 1.00 e R11 c

東京都（市区町村） 瑞穂町 0.46 R11 0.77 1.05 R11 1.00 0.37 R11 1.00 d R11 c

東京都（市区町村） 日の出町 0.97 R11 0.70 0.60 R11 1.00 0.58 R11 1.00 e R11 a

東京都（市区町村） 檜原村 0.29 R11 0.66 1.62 R11 1.00 0.00 R11 1.00 d R11 a

東京都（市区町村） 奥多摩町 0.15 R11 0.50 1.47 R11 1.40 1.00 R11 1.00 e R11 c
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■第三次・指標の基準値および目標値（工事）

年次 目標値 年次 目標値 年次 目標値 年次 目標値 年次 内容 年次 内容 年次 内容

指標⑤

基準値
(R6)

目標

情報共有システム（ASP）の導入状況
（情報通信技術を活用した

生産性向上）

関東ブロック独自指標
指標⑥

市区町村における週休２日制工事の取組

基準値
(R6)

工事書類の簡素化の取り組み状況
（受注者との情報共有、

協議の迅速化）
目標

指標③

基準値
(R6)

目標

指標①
低入札価格調査基準又は最低制限

価格の設定状況
（ダンピング対策）

指標②

週休2日の達成状況
（休日の確保）

地域平準化率
（閑散期のボトムアップ）

地域平準化率
（繁忙期のピークカット）

基準値
(R6)

目標

指標④

基準値
(R6)

目標
基準値
(R6)

目標
基準値
(R6)

目標

全国統一指標

東京都（市区町村） 大島町 0.37 R11 0.46 0.96 R11 1.00 1.00 R11 1.00 e R11 c

東京都（市区町村） 利島村 0.19 R11 0.58 1.14 R11 1.00 0.00 R11 1.00 c R11 c

東京都（市区町村） 新島村 0.23 R11 0.50 1.42 R11 1.00 1.00 R11 1.00 e R11 c

東京都（市区町村） 神津島村 0.16 R11 0.40 1.65 R11 0.40 1.00 R11 1.00 b R11 c

東京都（市区町村） 三宅村 0.35 R11 0.50 1.60 R11 1.00 0.00 R11 1.00 e R11 c

東京都（市区町村） 御蔵島村 0.17 R11 0.40 1.65 R11 1.00 0.00 R11 1.00 e R11 c

東京都（市区町村） 八丈町 0.69 R11 0.80 0.93 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

東京都（市区町村） ⻘ヶ島村 0.82 R11 1.00 0.94 R11 1.00 1.00 R11 1.00 e R11 c

東京都（市区町村） 小笠原村 0.59 R11 1.00 1.35 R11 1.00 1.00 R11 1.00 e R11 c

神奈川県（市区町村）横須賀市 0.58 R11 0.64 1.20 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

神奈川県（市区町村）平塚市 0.64 R11 0.80 0.92 R11 1.00 1.00 R11 1.00 b R11 b

神奈川県（市区町村）鎌倉市 0.56 R11 0.80 1.30 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

神奈川県（市区町村）藤沢市 0.52 R11 0.63 1.17 R11 1.00 1.00 R11 1.00 d R11 c

神奈川県（市区町村）小田原市 0.50 R11 0.73 1.26 R11 1.10 1.00 R11 1.00 d R11 c

神奈川県（市区町村）茅ヶ崎市 0.63 R11 0.73 0.91 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 b

神奈川県（市区町村）逗子市 0.47 R11 0.73 1.18 R11 1.00 0.70 R11 1.00 c R11 b

神奈川県（市区町村）三浦市 0.57 R11 0.73 1.27 R11 1.00 1.00 R11 1.00 d R11 b

神奈川県（市区町村）秦野市 0.72 R11 0.80 0.89 R11 1.00 1.00 R11 1.00 d R11 c

神奈川県（市区町村）厚木市 0.41 R11 0.80 1.12 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

神奈川県（市区町村）大和市 0.53 R11 0.73 1.01 R11 1.01 1.00 R11 1.00 b R11 b

神奈川県（市区町村）伊勢原市 0.42 R11 0.70 1.49 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

神奈川県（市区町村）海老名市 0.58 R11 0.73 1.00 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

神奈川県（市区町村）座間市 0.59 R11 0.70 1.07 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

神奈川県（市区町村）南足柄市 0.39 R11 0.70 1.14 R11 1.00 1.00 R11 1.00 d R11 b

神奈川県（市区町村）綾瀬市 0.35 R11 0.65 1.35 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 b

神奈川県（市区町村）葉山町 0.73 R11 0.80 1.30 R11 1.00 0.63 R11 1.00 d R11 c

神奈川県（市区町村）寒川町 0.44 R11 0.54 1.18 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

神奈川県（市区町村）大磯町 0.28 R11 0.80 1.21 R11 1.00 0.55 R11 1.00 d R11 c

神奈川県（市区町村）二宮町 0.46 R11 0.80 1.06 R11 1.00 0.43 R11 1.00 e R11 c

神奈川県（市区町村）中井町 0.53 R11 0.54 0.89 R11 1.00 0.94 R11 1.00 d R11 c

神奈川県（市区町村）大井町 0.19 R11 0.70 1.33 R11 1.00 1.00 R11 1.00 d R11 b
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■第三次・指標の基準値および目標値（工事）

年次 目標値 年次 目標値 年次 目標値 年次 目標値 年次 内容 年次 内容 年次 内容

指標⑤

基準値
(R6)

目標

情報共有システム（ASP）の導入状況
（情報通信技術を活用した

生産性向上）

関東ブロック独自指標
指標⑥

市区町村における週休２日制工事の取組

基準値
(R6)

工事書類の簡素化の取り組み状況
（受注者との情報共有、

協議の迅速化）
目標

指標③

基準値
(R6)

目標

指標①
低入札価格調査基準又は最低制限

価格の設定状況
（ダンピング対策）

指標②

週休2日の達成状況
（休日の確保）

地域平準化率
（閑散期のボトムアップ）

地域平準化率
（繁忙期のピークカット）

基準値
(R6)

目標

指標④

基準値
(R6)

目標
基準値
(R6)

目標
基準値
(R6)

目標

全国統一指標

神奈川県（市区町村）松田町 0.36 R11 0.80 1.02 R11 1.00 0.75 R11 1.00 d R11 c

神奈川県（市区町村）山北町 0.49 R11 0.56 0.78 R11 1.00 0.42 R11 1.00 e R11 c

神奈川県（市区町村）開成町 0.35 R11 0.80 1.51 R11 1.00 1.00 R11 1.00 e R11 c

神奈川県（市区町村）箱根町 0.47 R11 0.90 1.53 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 b

神奈川県（市区町村）真鶴町 0.89 R11 0.90 1.33 R11 1.00 0.50 R11 1.00 d R11 c

神奈川県（市区町村）湯河原町 0.36 R11 0.65 1.30 R11 1.00 0.14 R11 1.00 c R11 c

神奈川県（市区町村）愛川町 0.73 R11 0.80 0.88 R11 0.88 1.00 R11 1.00 c R11 c

神奈川県（市区町村）清川村 0.46 R11 0.46 1.26 R11 1.20 1.00 R11 1.00 e R11 c

山梨県（市区町村） 甲府市 0.55 R11 0.70 1.11 R11 1.10 1.00 R11 1.00 a R11 a

山梨県（市区町村） 富士吉田市 0.68 R11 0.70 0.78 R11 0.80 1.00 R11 1.00 c R11 c

山梨県（市区町村） 都留市 0.47 R11 0.60 1.11 R11 1.05 1.00 R11 1.00 d R11 c

山梨県（市区町村） 山梨市 0.40 R11 0.60 1.11 R11 1.10 1.00 R11 1.00 c R11 b

山梨県（市区町村） 大月市 0.69 R11 0.72 0.96 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 a

山梨県（市区町村） 韮崎市 0.58 R11 0.72 1.02 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

山梨県（市区町村） 南アルプス市 0.49 R11 0.70 1.10 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

山梨県（市区町村） 北杜市 0.68 R11 0.70 0.92 R11 1.00 1.00 R11 1.00 d R11 c

山梨県（市区町村） 甲斐市 0.31 R11 0.70 1.14 R11 1.10 1.00 R11 1.00 d R11 c

山梨県（市区町村） 笛吹市 0.51 R11 0.70 1.10 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

山梨県（市区町村） 上野原市 0.53 R11 0.70 1.16 R11 1.10 1.00 R11 1.00 c R11 c

山梨県（市区町村） 甲州市 0.58 R11 0.60 0.95 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

山梨県（市区町村） 中央市 0.57 R11 0.70 1.24 R11 1.20 1.00 R11 1.00 d R11 c

山梨県（市区町村） 市川三郷町 0.52 R11 0.60 0.90 R11 0.95 1.00 R11 1.00 c R11 a

山梨県（市区町村） 早川町 0.70 R11 0.72 1.10 R11 1.05 1.00 R11 1.00 d R11 c

山梨県（市区町村） 身延町 0.61 R11 0.70 0.81 R11 0.85 1.00 R11 1.00 c R11 c

山梨県（市区町村） 南部町 0.71 R11 0.72 0.78 R11 0.80 1.00 R11 1.00 c R11 c

山梨県（市区町村） 富士川町 0.11 R11 0.70 1.73 R11 1.20 1.00 R11 1.00 c R11 b

山梨県（市区町村） 昭和町 0.79 R11 0.80 0.63 R11 0.65 1.00 R11 1.00 c R11 c

山梨県（市区町村） 道志村 0.10 R11 0.70 1.56 R11 1.20 1.00 R11 1.00 d R11 b

山梨県（市区町村） ⻄桂町 0.70 R11 0.80 1.90 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

山梨県（市区町村） 忍野村 0.67 R11 0.72 1.15 R11 1.15 1.00 R11 1.00 d R11 c

山梨県（市区町村） 山中湖村 0.27 R11 0.54 1.07 R11 1.05 1.00 R11 1.00 c R11 c
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■第三次・指標の基準値および目標値（工事）

年次 目標値 年次 目標値 年次 目標値 年次 目標値 年次 内容 年次 内容 年次 内容

指標⑤

基準値
(R6)

目標

情報共有システム（ASP）の導入状況
（情報通信技術を活用した

生産性向上）

関東ブロック独自指標
指標⑥

市区町村における週休２日制工事の取組

基準値
(R6)

工事書類の簡素化の取り組み状況
（受注者との情報共有、

協議の迅速化）
目標

指標③

基準値
(R6)

目標

指標①
低入札価格調査基準又は最低制限

価格の設定状況
（ダンピング対策）

指標②

週休2日の達成状況
（休日の確保）

地域平準化率
（閑散期のボトムアップ）

地域平準化率
（繁忙期のピークカット）

基準値
(R6)

目標

指標④

基準値
(R6)

目標
基準値
(R6)

目標
基準値
(R6)

目標

全国統一指標

山梨県（市区町村） 鳴沢村 0.00 R11 0.70 0.00 R11 1.00 1.00 R11 1.00 b R11 a

山梨県（市区町村） 富士河口湖町 0.75 R11 0.75 0.70 R11 0.70 1.00 R11 1.00 a R11 a

山梨県（市区町村） 小菅村 0.60 R11 0.72 1.20 R11 1.15 1.00 R11 1.00 c R11 c

山梨県（市区町村） 丹波山村 1.00 R11 0.72 1.00 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

⻑野県（市区町村） ⻑野市 0.64 R11 0.80 1.10 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

⻑野県（市区町村） 松本市 0.62 R11 0.77 1.04 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

⻑野県（市区町村） 上田市 0.67 R11 0.80 1.11 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

⻑野県（市区町村） 岡谷市 0.67 R11 0.77 1.06 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

⻑野県（市区町村） 飯田市 0.64 R11 0.90 1.12 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

⻑野県（市区町村） 諏訪市 0.35 R11 0.75 1.20 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

⻑野県（市区町村） 須坂市 0.63 R11 0.70 0.83 R11 1.00 1.00 R11 1.00 b R11 b

⻑野県（市区町村） 小諸市 0.64 R11 0.80 1.07 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

⻑野県（市区町村） 伊那市 0.74 R11 0.80 1.12 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

⻑野県（市区町村） 駒ヶ根市 0.36 R11 0.77 1.10 R11 1.00 1.00 R11 1.00 b R11 b

⻑野県（市区町村） 中野市 0.53 R11 0.80 1.09 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

⻑野県（市区町村） 大町市 0.62 R11 0.80 1.24 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

⻑野県（市区町村） 飯山市 0.78 R11 0.80 0.98 R11 1.00 0.70 R11 1.00 d R11 c

⻑野県（市区町村） 茅野市 0.62 R11 0.90 0.91 R11 1.00 1.00 R11 1.00 b R11 b

⻑野県（市区町村） 塩尻市 0.65 R11 0.80 0.97 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

⻑野県（市区町村） 佐久市 0.57 R11 0.70 1.21 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

⻑野県（市区町村） 千曲市 0.54 R11 0.80 1.18 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

⻑野県（市区町村） 東御市 0.47 R11 0.77 1.06 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

⻑野県（市区町村） 安曇野市 0.56 R11 0.77 1.17 R11 1.00 0.93 R11 1.00 b R11 a

⻑野県（市区町村） 小海町 0.19 R11 0.80 1.49 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

⻑野県（市区町村） 川上村 1.38 R11 0.80 1.15 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

⻑野県（市区町村） 南牧村 1.14 R11 0.80 0.57 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

⻑野県（市区町村） 南相木村 0.52 R11 0.77 0.87 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

⻑野県（市区町村） 北相木村 0.36 R11 0.77 1.45 R11 1.00 0.00 R11 1.00 c R11 c

⻑野県（市区町村） 佐久穂町 0.38 R11 0.90 0.94 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

⻑野県（市区町村） 軽井沢町 0.73 R11 0.75 1.04 R11 1.00 1.00 R11 1.00 b R11 b

⻑野県（市区町村） 御代田町 0.47 R11 0.90 1.25 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a
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■第三次・指標の基準値および目標値（工事）

年次 目標値 年次 目標値 年次 目標値 年次 目標値 年次 内容 年次 内容 年次 内容

指標⑤

基準値
(R6)

目標

情報共有システム（ASP）の導入状況
（情報通信技術を活用した

生産性向上）

関東ブロック独自指標
指標⑥

市区町村における週休２日制工事の取組

基準値
(R6)

工事書類の簡素化の取り組み状況
（受注者との情報共有、

協議の迅速化）
目標

指標③

基準値
(R6)

目標

指標①
低入札価格調査基準又は最低制限

価格の設定状況
（ダンピング対策）

指標②

週休2日の達成状況
（休日の確保）

地域平準化率
（閑散期のボトムアップ）

地域平準化率
（繁忙期のピークカット）

基準値
(R6)

目標

指標④

基準値
(R6)

目標
基準値
(R6)

目標
基準値
(R6)

目標

全国統一指標

⻑野県（市区町村） 立科町 0.50 R11 0.77 1.30 R11 1.00 0.68 R11 1.00 b R11 b

⻑野県（市区町村） ⻘木村 2.00 R11 0.77 0.00 R11 1.00 1.00 R11 1.00 b R11 b

⻑野県（市区町村） ⻑和町 1.65 R11 0.90 0.47 R11 1.00 0.69 R11 1.00 a R11 a

⻑野県（市区町村） 下諏訪町 0.39 R11 0.70 1.07 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

⻑野県（市区町村） 富士見町 0.59 R11 0.77 0.91 R11 1.00 0.91 R11 1.00 a R11 a

⻑野県（市区町村） 原村 − R11 0.77 - R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

⻑野県（市区町村） 辰野町 0.36 R11 0.90 0.91 R11 1.00 0.71 R11 1.00 c R11 c

⻑野県（市区町村） 箕輪町 0.86 R11 0.90 0.93 R11 1.00 0.42 R11 1.00 c R11 c

⻑野県（市区町村） 飯島町 1.01 R11 0.77 0.92 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

⻑野県（市区町村） 南箕輪村 0.77 R11 0.80 1.04 R11 1.00 0.97 R11 1.00 c R11 c

⻑野県（市区町村） 中川村 0.48 R11 0.64 1.44 R11 1.00 0.18 R11 1.00 a R11 a

⻑野県（市区町村） 宮田村 0.00 R11 0.77 1.64 R11 1.00 0.06 R11 1.00 a R11 a

⻑野県（市区町村） 松川町 1.02 R11 0.77 1.24 R11 1.00 0.97 R11 1.00 d R11 c

⻑野県（市区町村） 高森町 0.65 R11 0.77 1.17 R11 1.00 0.78 R11 1.00 c R11 c

⻑野県（市区町村） 阿南町 0.91 R11 0.80 0.86 R11 1.00 0.00 R11 1.00 a R11 a

⻑野県（市区町村） 阿智村 0.89 R11 0.77 0.89 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

⻑野県（市区町村） 平谷村 2.93 R11 0.77 0.00 R11 1.00 - R11 1.00 c R11 c

⻑野県（市区町村） 根羽村 1.00 R11 0.80 1.00 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

⻑野県（市区町村） 下條村 0.00 R11 0.65 1.85 R11 1.00 0.00 R11 1.00 a R11 a

⻑野県（市区町村） 売木村 1.14 R11 0.77 0.57 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

⻑野県（市区町村） 天龍村 0.00 R11 0.77 1.33 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

⻑野県（市区町村） 泰阜村 1.23 R11 0.80 0.92 R11 1.00 0.00 R11 1.00 c R11 c

⻑野県（市区町村） 喬木村 0.52 R11 0.60 1.57 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

⻑野県（市区町村） 豊丘村 0.92 R11 0.80 0.85 R11 1.00 0.78 R11 1.00 b R11 b

⻑野県（市区町村） 大鹿村 0.00 R11 0.77 2.93 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

⻑野県（市区町村） 上松町 0.75 R11 0.77 0.49 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

⻑野県（市区町村） 南木曽町 0.93 R11 0.90 0.95 R11 1.00 1.00 R11 1.00 d R11 c

⻑野県（市区町村） 木祖村 0.30 R11 0.80 0.90 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 a

⻑野県（市区町村） 王滝村 1.20 R11 0.80 0.00 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

⻑野県（市区町村） 大桑村 0.61 R11 0.77 0.96 R11 1.00 0.90 R11 1.00 b R11 b

⻑野県（市区町村） 木曽町 0.51 R11 0.77 0.92 R11 1.00 1.00 R11 1.00 c R11 c

15/16

17



■第三次・指標の基準値および目標値（工事）

年次 目標値 年次 目標値 年次 目標値 年次 目標値 年次 内容 年次 内容 年次 内容

指標⑤

基準値
(R6)

目標

情報共有システム（ASP）の導入状況
（情報通信技術を活用した

生産性向上）

関東ブロック独自指標
指標⑥

市区町村における週休２日制工事の取組

基準値
(R6)

工事書類の簡素化の取り組み状況
（受注者との情報共有、

協議の迅速化）
目標

指標③

基準値
(R6)

目標

指標①
低入札価格調査基準又は最低制限

価格の設定状況
（ダンピング対策）

指標②

週休2日の達成状況
（休日の確保）

地域平準化率
（閑散期のボトムアップ）

地域平準化率
（繁忙期のピークカット）

基準値
(R6)

目標

指標④

基準値
(R6)

目標
基準値
(R6)

目標
基準値
(R6)

目標

全国統一指標

⻑野県（市区町村） 麻績村 1.00 R11 0.77 1.00 R11 1.00 0.00 R11 1.00 d R11 c

⻑野県（市区町村） 生坂村 0.00 R11 0.77 1.78 R11 1.00 0.00 R11 1.00 d R11 c

⻑野県（市区町村） 山形村 1.00 R11 0.77 0.57 R11 1.00 0.33 R11 1.00 e R11 c

⻑野県（市区町村） 朝日村 0.36 R11 0.77 1.27 R11 1.00 0.23 R11 1.00 b R11 b

⻑野県（市区町村） 筑北村 1.18 R11 0.77 1.18 R11 1.00 1.00 R11 1.00 d R11 c

⻑野県（市区町村） 池田町 0.57 R11 0.77 0.86 R11 1.00 0.67 R11 1.00 a R11 a

⻑野県（市区町村） 松川村 0.30 R11 0.90 1.10 R11 1.00 0.69 R11 1.00 d R11 c

⻑野県（市区町村） 白馬村 0.75 R11 0.77 0.64 R11 1.00 1.00 R11 1.00 d R11 c

⻑野県（市区町村） 小谷村 0.85 R11 0.80 0.69 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

⻑野県（市区町村） 坂城町 1.11 R11 0.80 0.58 R11 1.00 1.00 R11 1.00 a R11 a

⻑野県（市区町村） 小布施町 0.95 R11 0.90 1.53 R11 1.00 1.00 R11 1.00 e R11 c

⻑野県（市区町村） 高山村 0.79 R11 0.90 0.83 R11 1.00 1.00 R11 1.00 d R11 c

⻑野県（市区町村） 山ノ内町 0.62 R11 0.90 0.54 R11 1.00 0.73 R11 1.00 d R11 c

⻑野県（市区町村） 木島平村 − R11 0.77 - R11 1.00 0.24 R11 1.00 d R11 c

⻑野県（市区町村） 野沢温泉村 0.71 R11 0.80 0.94 R11 1.00 0.32 R11 1.00 c R11 c

⻑野県（市区町村） 信濃町 0.83 R11 0.90 1.00 R11 1.00 0.50 R11 1.00 c R11 c

⻑野県（市区町村） 小川村 0.95 R11 0.90 0.68 R11 1.00 0.00 R11 1.00 d R11 c

⻑野県（市区町村） 飯綱町 0.35 R11 0.77 1.11 R11 1.00 0.30 R11 1.00 e R11 c

⻑野県（市区町村） 栄村 0.75 R11 0.77 0.69 R11 1.00 1.00 R11 1.00 d R11 c
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■第三次・指標の基準値および目標値（業務）

年次 目標値 年次 目標値 年次 内容

関東ブロック 0.47 R11 0.40 0.78 R11 1.00 43/55 R11 全機関a

茨城県域 0.46 R11 0.40 0.59 R11 1.00 1/1 R11 全機関a

栃木県域 0.39 R11 0.35 0.76 R11 1.00 1/1 R11 全機関a

群馬県域 0.43 R11 0.40 0.88 R11 1.00 1/1 R11 全機関a

埼玉県域 0.50 R11 0.40 0.77 R11 1.00 2/2 R11 全機関a

千葉県域 0.49 R11 0.40 0.80 R11 1.00 2/2 R11 全機関a

東京都域 0.49 R11 0.40 0.70 R11 1.00 1/1 R11 全機関a

神奈川県域 0.51 R11 0.40 0.95 R11 1.00 4/4 R11 全機関a

山梨県域 0.47 R11 0.40 0.78 R11 1.00 1/1 R11 全機関a

長野県域 0.35 R11 0.32 0.79 R11 1.00 1/1 R11 全機関a

国 関東管区警察局 ー R11 0.5以下 a R11 a

国 科学警察研究所 ー R11 0.50 a R11 a

国 皇宮警察本部 ー R11 0.50 a R11 a

国 東京都警察情報通信部 ー R11 0.50 a R11 a

国 関東財務局 0.5 R11 0.45 c R11 a

国 関東信越国税局 ー R11 0.50 a R11 a

国 財務省　東京国税局 ー R11 0.40 a R11 a

国 関東農政局 0.79 R11 0.50 a R11 a

国 林野庁関東森林管理局 0.41 R11 0.40 a R11 a

国 関東地方整備局 0.47 R11 0.40 a R11 a

国 国土交通省関東運輸局 1.00 R11 0.40 a R11 a

国 国土交通省　東京航空局 0.83 R11 0.50 b R11 a

国 国土技術政策総合研究所 0.72 R11 0.50 a R11 a

国 関東地方環境事務所 0.88 R11 0.40 a R11 a

国 北関東防衛局 0.20 R11 0.40 c R11 a

国 南関東防衛局 0.31 R11 0.40 c R11 a

特殊法人等
東日本高速道路（株）関東支

社
0.18 R11 0.35 a R11 a

特殊法人等
中日本高速道路（株）東京支

社
0.39 R11 0.35 a R11 a

特殊法人等 首都高速道路（株） 0.19 R11 0.20 a R11 a

特殊法人等 成田国際空港（株） 0.12 R11 0.12 a R11 a

特殊法人等 日本中央競馬会 1.00 R11 0.35 a R11 a

特殊法人等 （国研）科学技術振興機構 ー R11 0.35 a R11 a

特殊法人等 （独）国際協力機構 0.00 R11 0.50 c R11 b

特殊法人等 （独）国立科学博物館 ー R11 0.40 a R11 a

特殊法人等 （独）国立女性教育会館 ー R11 ー a R11 a

特殊法人等
（独）国立美術館　国立西洋

美術館
ー R11 0.35 b R11 a

全国統一指標

低入札価格調査基準又は

最低制限価格の設定状況

（ダンピング対策）

基準値

(R6)

目標

基準値

(R6)

目標

関東ブロック独自指標

指標① 指標② 指標③

地域平準化率

（履行期限の分散）

ウィークリースタンスの実施

（履行状況の確認）

基準値

(R6)

目標
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■第三次・指標の基準値および目標値（業務）

年次 目標値 年次 目標値 年次 内容

全国統一指標

低入札価格調査基準又は

最低制限価格の設定状況

（ダンピング対策）

基準値

(R6)

目標

基準値

(R6)

目標

関東ブロック独自指標

指標① 指標② 指標③

地域平準化率

（履行期限の分散）

ウィークリースタンスの実施

（履行状況の確認）

基準値

(R6)

目標

特殊法人等
（独）国立文化財機構　東京

国立博物館
ー R11 0.35 a R11 a

特殊法人等
（独）国立文化財機構　東京

文化財研究所
ー R11 0.50 a R11 a

特殊法人等
（独）高齢・障害・求職者雇

用支援機構
0.59 R11 0.35 a R11 a

特殊法人等 （独）中小企業基盤整備機構 ー R11 0.35 c R11 a

特殊法人等
（独）鉄道建設・運輸施設整

備支援機構　東京工事事務所
1.00 R11 0.40 a R11 a

特殊法人等 （独）都市再生機構 0.34 R11 0.35 a R11 a

特殊法人等 （独）日本学生支援機構 ー R11 0.35 b R11 a

特殊法人等 （独）日本芸術文化振興会 ー R11 ー b R11 b

特殊法人等
（国研）日本原子力研究開発

機構
0.50 R11 0.50 b R11 a

特殊法人等
（独）日本スポーツ振興セン

ター
0.40 R11 0.35 a R11 a

特殊法人等 （独）水資源機構 0.52 R11 0.50 a R11 a

特殊法人等 （独）労働者健康安全機構 0.50 R11

年間におけ

る新規案件

が少ないた

め目標の設

定が困難

b R11 b

特殊法人等 （国研）産業技術総合研究所 0.57 R11

必要に応じ

た、その都

度の単年度

発注が主な

為、数値目

標を掲げる

ことが困難

b R11 a

特殊法人等 （独）製品評価技術基盤機構 ー R11 ー a R11 a

特殊法人等
地方共同法人　日本下水道事

業団
0.63 R11 0.35 a R11 a

都県 茨城県 0.46 R11 0.40 1.00 R11 1.00 a R11 a

都県 栃木県 0.39 R11 0.35 1.00 R11 1.00 a R11 a

都県 群馬県 0.43 R11 0.40 1.00 R11 1.00 a R11 a

都県 埼玉県 0.45 R11 0.40 1.00 R11 1.00 a R11 a

都県 千葉県 0.48 R11 0.40 1.00 R11 1.00 a R11 a

都県 東京都 0.49 R11 0.40 0.65 R11 1.00 a R11 a

都県 神奈川県 0.44 R11 0.40 1.00 R11 1.00 a R11 a

都県 山梨県 0.47 R11 0.40 1.00 R11 1.00 a R11 a

都県 長野県 0.35 R11 0.32 1.00 R11 1.00 a R11 a

政令市 さいたま市 0.63 R11 0.50 1.00 R11 1.00 a R11 a

政令市 千葉市 0.50 R11 0.50 1.00 R11 1.00 a R11 a

政令市 横浜市 0.52 R11 0.50 1.00 R11 1.00 a R11 a

政令市 川崎市 0.57 R11 0.50 0.85 R11 1.00 a R11 a

政令市 相模原市 0.77 R11 0.50 1.00 R11 1.00 a R11 a

茨城県（市区町村） 水戸市 1.00 R11 1.00

茨城県（市区町村） 日立市 0.00 R11 1.00
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■第三次・指標の基準値および目標値（業務）

年次 目標値 年次 目標値 年次 内容

全国統一指標

低入札価格調査基準又は

最低制限価格の設定状況

（ダンピング対策）

基準値

(R6)

目標

基準値

(R6)

目標

関東ブロック独自指標

指標① 指標② 指標③

地域平準化率

（履行期限の分散）

ウィークリースタンスの実施

（履行状況の確認）

基準値

(R6)

目標

茨城県（市区町村） 土浦市 0.69 R11 1.00

茨城県（市区町村） 古河市 0.00 R11 1.00

茨城県（市区町村） 石岡市 1.00 R11 1.00

茨城県（市区町村） 結城市 0.00 R11 0.35

茨城県（市区町村） 龍ヶ崎市 0.00 R11 1.00

茨城県（市区町村） 下妻市 0.00 R11 1.00

茨城県（市区町村） 常総市 1.00 R11 1.00

茨城県（市区町村） 常陸太田市 0.19 R11 0.60

茨城県（市区町村） 高萩市 0.00 R11 1.00

茨城県（市区町村） 北茨城市 0.00 R11 1.00

茨城県（市区町村） 笠間市 0.00 R11 1.00

茨城県（市区町村） 取手市 0.57 R11 1.00

茨城県（市区町村） 牛久市 0.82 R11 0.85

茨城県（市区町村） つくば市 1.00 R11 1.00

茨城県（市区町村） ひたちなか市 1.00 R11 1.00

茨城県（市区町村） 鹿嶋市 0.00 R11 1.00

茨城県（市区町村） 潮来市 1.00 R11 1.00

茨城県（市区町村） 守谷市 0.00 R11 1.00

茨城県（市区町村） 常陸大宮市 0.00 R11 1.00

茨城県（市区町村） 那珂市 0.00 R11 1.00

茨城県（市区町村） 筑西市 0.72 R11 1.00

茨城県（市区町村） 坂東市 0.00 R11 1.00

茨城県（市区町村） 稲敷市 0.00 R11 1.00

茨城県（市区町村） かすみがうら市 0.20 R11 1.00

茨城県（市区町村） 桜川市 0.00 R11 0.40

茨城県（市区町村） 神栖市 1.00 R11 1.00

茨城県（市区町村） 行方市 0.00 R11 1.00

茨城県（市区町村） 鉾田市 0.00 R11 1.00

茨城県（市区町村） つくばみらい市 0.00 R11 1.00

茨城県（市区町村） 小美玉市 0.00 R11 1.00

茨城県（市区町村） 茨城町 0.00 R11 1.00

茨城県（市区町村） 大洗町 ー R11 0.50

茨城県（市区町村） 城里町 0.00 R11 1.00

茨城県（市区町村） 東海村 1.00 R11 1.00

茨城県（市区町村） 大子町 0.00 R11 1.00

茨城県（市区町村） 美浦村 0.00 R11 1.00

3/14

21



■第三次・指標の基準値および目標値（業務）

年次 目標値 年次 目標値 年次 内容

全国統一指標

低入札価格調査基準又は

最低制限価格の設定状況

（ダンピング対策）

基準値

(R6)

目標

基準値

(R6)

目標

関東ブロック独自指標

指標① 指標② 指標③

地域平準化率

（履行期限の分散）

ウィークリースタンスの実施

（履行状況の確認）

基準値

(R6)

目標

茨城県（市区町村） 阿見町 0.00 R11 1.00

茨城県（市区町村） 河内町 0.00 R11 1.00

茨城県（市区町村） 八千代町 0.00 R11 1.00

茨城県（市区町村） 五霞町 0.00 R11 1.00

茨城県（市区町村） 境町 0.00 R11 1.00

茨城県（市区町村） 利根町 0.00 R11 1.00

栃木県（市区町村） 宇都宮市 1.00 R11 1.00

栃木県（市区町村） 足利市 0.95 R11 1.00

栃木県（市区町村） 栃木市 1.00 R11 1.00

栃木県（市区町村） 佐野市 1.00 R11 1.00

栃木県（市区町村） 鹿沼市 0.83 R11 1.00

栃木県（市区町村） 日光市 1.00 R11 1.00

栃木県（市区町村） 小山市 0.00 R11 1.00

栃木県（市区町村） 真岡市 0.00 R11 1.00

栃木県（市区町村） 大田原市 0.00 R11 1.00

栃木県（市区町村） 矢板市 1.00 R11 1.00

栃木県（市区町村） 那須塩原市 0.00 R11 1.00

栃木県（市区町村） さくら市 0.00 R11 1.00

栃木県（市区町村） 那須烏山市 1.00 R11 1.00

栃木県（市区町村） 下野市 0.00 R11 1.00

栃木県（市区町村） 上三川町 0.00 R11 1.00

栃木県（市区町村） 益子町 0.00 R11 1.00

栃木県（市区町村） 茂木町 0.00 R11 1.00

栃木県（市区町村） 市貝町 0.00 R11 1.00

栃木県（市区町村） 芳賀町 0.00 R11 1.00

栃木県（市区町村） 壬生町 0.11 R11 1.00

栃木県（市区町村） 野木町 0.00 R11 1.00

栃木県（市区町村） 塩谷町 0.00 R11 1.00

栃木県（市区町村） 高根沢町 0.00 R11 1.00

栃木県（市区町村） 那須町 0.03 R11 1.00

栃木県（市区町村） 那珂川町 0.00 R11 1.00

群馬県（市区町村） 前橋市 1.00 R11 1.00

群馬県（市区町村） 高崎市 1.00 R11 1.00

群馬県（市区町村） 桐生市 0.00 R11 1.00

群馬県（市区町村） 伊勢崎市 1.00 R11 1.00

群馬県（市区町村） 太田市 1.00 R11 1.00
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■第三次・指標の基準値および目標値（業務）

年次 目標値 年次 目標値 年次 内容

全国統一指標

低入札価格調査基準又は

最低制限価格の設定状況

（ダンピング対策）

基準値

(R6)

目標

基準値

(R6)

目標

関東ブロック独自指標

指標① 指標② 指標③

地域平準化率

（履行期限の分散）

ウィークリースタンスの実施

（履行状況の確認）

基準値

(R6)

目標

群馬県（市区町村） 沼田市 0.60 R11 1.00

群馬県（市区町村） 館林市 1.00 R11 1.00

群馬県（市区町村） 渋川市 1.00 R11 1.00

群馬県（市区町村） 藤岡市 1.00 R11 1.00

群馬県（市区町村） 富岡市 0.96 R11 1.00

群馬県（市区町村） 安中市 1.00 R11 1.00

群馬県（市区町村） みどり市 0.88 R11 1.00

群馬県（市区町村） 榛東村 1.00 R11 1.00

群馬県（市区町村） 吉岡町 1.00 R11 1.00

群馬県（市区町村） 上野村 0.00 R11 1.00

群馬県（市区町村） 神流町 0.00 R11 1.00

群馬県（市区町村） 下仁田町 0.00 R11 1.00

群馬県（市区町村） 南牧村 ー R11 1.00

群馬県（市区町村） 甘楽町 0.00 R11 1.00

群馬県（市区町村） 中之条町 1.00 R11 1.00

群馬県（市区町村） 長野原町 0.00 R11 1.00

群馬県（市区町村） 嬬恋村 1.00 R11 1.00

群馬県（市区町村） 草津町 0.00 R11 1.00

群馬県（市区町村） 高山村 0.00 R11 1.00

群馬県（市区町村） 東吾妻町 0.00 R11 1.00

群馬県（市区町村） 片品村 0.00 R11 1.00

群馬県（市区町村） 川場村 0.00 R11 1.00

群馬県（市区町村） 昭和村 0.00 R11 1.00

群馬県（市区町村） みなかみ町 0.00 R11 1.00

群馬県（市区町村） 玉村町 0.00 R11 1.00

群馬県（市区町村） 板倉町 0.05 R11 1.00

群馬県（市区町村） 明和町 0.00 R11 1.00

群馬県（市区町村） 千代田町 ー R11 1.00

群馬県（市区町村） 大泉町 0.00 R11 1.00

群馬県（市区町村） 邑楽町 0.54 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 川越市 1.00 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 熊谷市 1.00 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 川口市 1.00 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 行田市 1.00 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 秩父市 1.00 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 所沢市 0.99 R11 1.00
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■第三次・指標の基準値および目標値（業務）

年次 目標値 年次 目標値 年次 内容

全国統一指標

低入札価格調査基準又は

最低制限価格の設定状況

（ダンピング対策）

基準値

(R6)

目標

基準値

(R6)

目標

関東ブロック独自指標

指標① 指標② 指標③

地域平準化率

（履行期限の分散）

ウィークリースタンスの実施

（履行状況の確認）

基準値

(R6)

目標

埼玉県（市区町村） 飯能市 1.00 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 加須市 0.91 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 本庄市 0.84 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 東松山市 0.44 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 春日部市 1.00 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 狭山市 0.12 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 羽生市 1.00 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 鴻巣市 0.50 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 深谷市 0.98 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 上尾市 0.71 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 草加市 0.39 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 越谷市 1.00 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 蕨市 1.00 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 戸田市 1.00 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 入間市 0.18 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 朝霞市 1.00 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 志木市 1.00 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 和光市 1.00 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 新座市 1.00 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 桶川市 0.35 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 久喜市 0.67 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 北本市 1.00 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 八潮市 0.64 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 富士見市 1.00 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 三郷市 0.05 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 蓮田市 0.98 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 坂戸市 1.00 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 幸手市 0.04 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 鶴ヶ島市 1.00 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 日高市 0.38 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 吉川市 0.27 R11 1.00

埼玉県（市区町村） ふじみ野市 0.91 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 白岡市 1.00 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 伊奈町 0.27 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 三芳町 0.26 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 毛呂山町 0.18 R11 1.00
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■第三次・指標の基準値および目標値（業務）

年次 目標値 年次 目標値 年次 内容

全国統一指標

低入札価格調査基準又は

最低制限価格の設定状況

（ダンピング対策）

基準値

(R6)

目標

基準値

(R6)

目標

関東ブロック独自指標

指標① 指標② 指標③

地域平準化率

（履行期限の分散）

ウィークリースタンスの実施

（履行状況の確認）

基準値

(R6)

目標

埼玉県（市区町村） 越生町 0.00 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 滑川町 0.00 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 嵐山町 0.13 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 小川町 0.00 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 川島町 0.26 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 吉見町 0.00 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 鳩山町 0.00 R11 1.00

埼玉県（市区町村） ときがわ町 0.00 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 横瀬町 1.00 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 皆野町 1.00 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 長瀞町 0.00 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 小鹿野町 1.00 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 東秩父村 0.00 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 美里町 0.00 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 神川町 0.00 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 上里町 0.00 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 寄居町 0.09 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 宮代町 0.45 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 杉戸町 0.80 R11 1.00

埼玉県（市区町村） 松伏町 0.00 R11 1.00

千葉県（市区町村） 銚子市 1.00 R11 1.00

千葉県（市区町村） 市川市 0.99 R11 1.00

千葉県（市区町村） 船橋市 0.88 R11 1.00

千葉県（市区町村） 館山市 0.16 R11 1.00

千葉県（市区町村） 木更津市 0.16 R11 1.00

千葉県（市区町村） 松戸市 1.00 R11 1.00

千葉県（市区町村） 野田市 1.00 R11 1.00

千葉県（市区町村） 茂原市 0.00 R11 1.00

千葉県（市区町村） 成田市 1.00 R11 1.00

千葉県（市区町村） 佐倉市 1.00 R11 1.00

千葉県（市区町村） 東金市 0.00 R11 1.00

千葉県（市区町村） 旭市 0.00 R11 0.60

千葉県（市区町村） 習志野市 0.31 R11 1.00

千葉県（市区町村） 柏市 0.36 R11 1.00

千葉県（市区町村） 勝浦市 0.00 R11 1.00

千葉県（市区町村） 市原市 1.00 R11 1.00
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■第三次・指標の基準値および目標値（業務）

年次 目標値 年次 目標値 年次 内容

全国統一指標

低入札価格調査基準又は

最低制限価格の設定状況

（ダンピング対策）

基準値

(R6)

目標

基準値

(R6)

目標

関東ブロック独自指標

指標① 指標② 指標③

地域平準化率

（履行期限の分散）

ウィークリースタンスの実施

（履行状況の確認）

基準値

(R6)

目標

千葉県（市区町村） 流山市 0.00 R11 0.00

千葉県（市区町村） 八千代市 1.00 R11 1.00

千葉県（市区町村） 我孫子市 1.00 R11 1.00

千葉県（市区町村） 鴨川市 1.00 R11 1.00

千葉県（市区町村） 鎌ケ谷市 1.00 R11 1.00

千葉県（市区町村） 君津市 0.54 R11 1.00

千葉県（市区町村） 富津市 0.00 R11 1.00

千葉県（市区町村） 浦安市 1.00 R11 1.00

千葉県（市区町村） 四街道市 0.00 R11 1.00

千葉県（市区町村） 袖ケ浦市 0.14 R11 1.00

千葉県（市区町村） 八街市 0.00 R11 1.00

千葉県（市区町村） 印西市 0.00 R11 0.00

千葉県（市区町村） 白井市 0.00 R11 1.00

千葉県（市区町村） 富里市 0.00 R11 1.00

千葉県（市区町村） 南房総市 0.00 R11 1.00

千葉県（市区町村） 匝瑳市 0.00 R11 1.00

千葉県（市区町村） 香取市 0.00 R11 1.00

千葉県（市区町村） 山武市 0.00 R11 1.00

千葉県（市区町村） いすみ市 0.00 R11 1.00

千葉県（市区町村） 大網白里市 0.00 R11 0.50

千葉県（市区町村） 酒々井町 0.00 R11 1.00

千葉県（市区町村） 栄町 0.00 R11 1.00

千葉県（市区町村） 神崎町 0.00 R11 1.00

千葉県（市区町村） 多古町 0.00 R11 1.00

千葉県（市区町村） 東庄町 1.00 R11 1.00

千葉県（市区町村） 九十九里町 0.00 R11 1.00

千葉県（市区町村） 芝山町 0.00 R11 1.00

千葉県（市区町村） 横芝光町 1.00 R11 1.00

千葉県（市区町村） 一宮町 1.00 R11 1.00

千葉県（市区町村） 睦沢町 0.00 R11 1.00

千葉県（市区町村） 長生村 0.00 R11 1.00

千葉県（市区町村） 白子町 0.00 R11 1.00

千葉県（市区町村） 長柄町 0.00 R11 1.00

千葉県（市区町村） 長南町 0.00 R11 1.00

千葉県（市区町村） 大多喜町 0.00 R11 1.00

千葉県（市区町村） 御宿町 ー R11 1.00
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■第三次・指標の基準値および目標値（業務）

年次 目標値 年次 目標値 年次 内容

全国統一指標

低入札価格調査基準又は

最低制限価格の設定状況

（ダンピング対策）

基準値

(R6)

目標

基準値

(R6)

目標

関東ブロック独自指標

指標① 指標② 指標③

地域平準化率

（履行期限の分散）

ウィークリースタンスの実施

（履行状況の確認）

基準値

(R6)

目標

千葉県（市区町村） 鋸南町 0.00 R11 1.00

東京都（市区町村） 千代田区 0.54 R11 1.00

東京都（市区町村） 中央区 1.00 R11 1.00

東京都（市区町村） 港区 1.00 R11 1.00

東京都（市区町村） 新宿区 1.00 R11 1.00

東京都（市区町村） 文京区 0.84 R11 1.00

東京都（市区町村） 台東区 0.67 R11 1.00

東京都（市区町村） 墨田区 0.89 R11 1.00

東京都（市区町村） 江東区 1.00 R11 1.00

東京都（市区町村） 品川区 0.25 R11 1.00

東京都（市区町村） 目黒区 0.36 R11 0.50

東京都（市区町村） 大田区 1.00 R11 1.00

東京都（市区町村） 世田谷区 0.99 R11 1.00

東京都（市区町村） 渋谷区 1.00 R11 1.00

東京都（市区町村） 中野区 1.00 R11 1.00

東京都（市区町村） 杉並区 0.82 R11 1.00

東京都（市区町村） 豊島区 0.81 R11 1.00

東京都（市区町村） 北区 0.84 R11 1.00

東京都（市区町村） 荒川区 0.57 R11 1.00

東京都（市区町村） 板橋区 1.00 R11 1.00

東京都（市区町村） 練馬区 1.00 R11 1.00

東京都（市区町村） 足立区 0.98 R11 1.00

東京都（市区町村） 葛飾区 0.93 R11 1.00

東京都（市区町村） 江戸川区 1.00 R11 1.00

東京都（市区町村） 八王子市 1.00 R11 1.00

東京都（市区町村） 立川市 1.00 R11 1.00

東京都（市区町村） 武蔵野市 0.00 R11 1.00

東京都（市区町村） 三鷹市 0.47 R11 1.00

東京都（市区町村） 青梅市 0.00 R11 1.00

東京都（市区町村） 府中市 1.00 R11 1.00

東京都（市区町村） 昭島市 0.00 R11 0.00

東京都（市区町村） 調布市 0.95 R11 1.00

東京都（市区町村） 町田市 1.00 R11 1.00

東京都（市区町村） 小金井市 0.00 R11 1.00

東京都（市区町村） 小平市 0.48 R11 1.00

東京都（市区町村） 日野市 0.00 R11 1.00
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■第三次・指標の基準値および目標値（業務）

年次 目標値 年次 目標値 年次 内容

全国統一指標

低入札価格調査基準又は

最低制限価格の設定状況

（ダンピング対策）

基準値

(R6)

目標

基準値

(R6)

目標

関東ブロック独自指標

指標① 指標② 指標③

地域平準化率

（履行期限の分散）

ウィークリースタンスの実施

（履行状況の確認）

基準値

(R6)

目標

東京都（市区町村） 東村山市 0.00 R11 1.00

東京都（市区町村） 国分寺市 0.00 R11 1.00

東京都（市区町村） 国立市 0.63 R11 1.00

東京都（市区町村） 福生市 0.00 R11 1.00

東京都（市区町村） 狛江市 0.00 R11 1.00

東京都（市区町村） 東大和市 0.00 R11 1.00

東京都（市区町村） 清瀬市 0.00 R11 1.00

東京都（市区町村） 東久留米市 0.60 R11 1.00

東京都（市区町村） 武蔵村山市 0.00 R11 1.00

東京都（市区町村） 多摩市 1.00 R11 1.00

東京都（市区町村） 稲城市 1.00 R11 1.00

東京都（市区町村） 羽村市 0.00 R11 1.00

東京都（市区町村） あきる野市 0.00 R11 1.00

東京都（市区町村） 西東京市 0.00 R11 1.00

東京都（市区町村） 瑞穂町 0.43 R11 1.00

東京都（市区町村） 日の出町 0.00 R11 1.00

東京都（市区町村） 檜原村 0.33 R11 1.00

東京都（市区町村） 奥多摩町 1.00 R11 1.00

東京都（市区町村） 大島町 ー R11 1.00

東京都（市区町村） 利島村 0.00 R11 1.00

東京都（市区町村） 新島村 1.00 R11 1.00

東京都（市区町村） 神津島村 1.00 R11 1.00

東京都（市区町村） 三宅村 ー R11 1.00

東京都（市区町村） 御蔵島村 0.00 R11 1.00

東京都（市区町村） 八丈町 0.00 R11 1.00

東京都（市区町村） 青ヶ島村 ー R11 1.00

東京都（市区町村） 小笠原村 1.00 R11 1.00

神奈川県（市区町村）横須賀市 1.00 R11 1.00

神奈川県（市区町村）平塚市 1.00 R11 1.00

神奈川県（市区町村）鎌倉市 1.00 R11 1.00

神奈川県（市区町村）藤沢市 1.00 R11 1.00

神奈川県（市区町村）小田原市 1.00 R11 1.00

神奈川県（市区町村）茅ヶ崎市 1.00 R11 1.00

神奈川県（市区町村）逗子市 1.00 R11 1.00

神奈川県（市区町村）三浦市 0.44 R11 0.80

神奈川県（市区町村）秦野市 1.00 R11 1.00
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■第三次・指標の基準値および目標値（業務）

年次 目標値 年次 目標値 年次 内容

全国統一指標

低入札価格調査基準又は

最低制限価格の設定状況

（ダンピング対策）

基準値

(R6)

目標

基準値

(R6)

目標

関東ブロック独自指標

指標① 指標② 指標③

地域平準化率

（履行期限の分散）

ウィークリースタンスの実施

（履行状況の確認）

基準値

(R6)

目標

神奈川県（市区町村）厚木市 1.00 R11 1.00

神奈川県（市区町村）大和市 1.00 R11 1.00

神奈川県（市区町村）伊勢原市 1.00 R11 1.00

神奈川県（市区町村）海老名市 1.00 R11 1.00

神奈川県（市区町村）座間市 1.00 R11 1.00

神奈川県（市区町村）南足柄市 0.73 R11 1.00

神奈川県（市区町村）綾瀬市 1.00 R11 1.00

神奈川県（市区町村）葉山町 0.67 R11 0.80

神奈川県（市区町村）寒川町 1.00 R11 1.00

神奈川県（市区町村）大磯町 1.00 R11 1.00

神奈川県（市区町村）二宮町 ー R11 1.00

神奈川県（市区町村）中井町 1.00 R11 1.00

神奈川県（市区町村）大井町 0.33 R11 0.50

神奈川県（市区町村）松田町 0.00 R11 1.00

神奈川県（市区町村）山北町 0.00 R11 0.41

神奈川県（市区町村）開成町 1.00 R11 1.00

神奈川県（市区町村）箱根町 0.50 R11 1.00

神奈川県（市区町村）真鶴町 0.00 R11 1.00

神奈川県（市区町村）湯河原町 0.00 R11 1.00

神奈川県（市区町村）愛川町 1.00 R11 1.00

神奈川県（市区町村）清川村 1.00 R11 1.00

山梨県（市区町村） 甲府市 0.02 R11 1.00

山梨県（市区町村） 富士吉田市 0.00 R11 1.00

山梨県（市区町村） 都留市 0.00 R11 1.00

山梨県（市区町村） 山梨市 0.00 R11 1.00

山梨県（市区町村） 大月市 0.00 R11 1.00

山梨県（市区町村） 韮崎市 ー R11 1.00

山梨県（市区町村） 南アルプス市 0.63 R11 1.00

山梨県（市区町村） 北杜市 0.00 R11 1.00

山梨県（市区町村） 甲斐市 0.00 R11 1.00

山梨県（市区町村） 笛吹市 1.00 R11 1.00

山梨県（市区町村） 上野原市 0.00 R11 1.00

山梨県（市区町村） 甲州市 0.00 R11 1.00

山梨県（市区町村） 中央市 0.00 R11 1.00

山梨県（市区町村） 市川三郷町 0.00 R11 1.00

山梨県（市区町村） 早川町 1.00 R11 1.00
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■第三次・指標の基準値および目標値（業務）

年次 目標値 年次 目標値 年次 内容

全国統一指標

低入札価格調査基準又は

最低制限価格の設定状況

（ダンピング対策）

基準値

(R6)

目標

基準値

(R6)

目標

関東ブロック独自指標

指標① 指標② 指標③

地域平準化率

（履行期限の分散）

ウィークリースタンスの実施

（履行状況の確認）

基準値

(R6)

目標

山梨県（市区町村） 身延町 0.31 R11 1.00

山梨県（市区町村） 南部町 1.00 R11 1.00

山梨県（市区町村） 富士川町 ー R11 1.00

山梨県（市区町村） 昭和町 0.00 R11 1.00

山梨県（市区町村） 道志村 1.00 R11 1.00

山梨県（市区町村） 西桂町 1.00 R11 1.00

山梨県（市区町村） 忍野村 0.00 R11 1.00

山梨県（市区町村） 山中湖村 0.00 R11 1.00

山梨県（市区町村） 鳴沢村 0.00 R11 1.00

山梨県（市区町村） 富士河口湖町 0.00 R11 1.00

山梨県（市区町村） 小菅村 1.00 R11 1.00

山梨県（市区町村） 丹波山村 1.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 長野市 1.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 松本市 1.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 上田市 0.95 R11 1.00

長野県（市区町村） 岡谷市 0.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 飯田市 1.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 諏訪市 0.28 R11 1.00

長野県（市区町村） 須坂市 1.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 小諸市 1.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 伊那市 1.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 駒ヶ根市 1.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 中野市 1.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 大町市 1.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 飯山市 0.70 R11 1.00

長野県（市区町村） 茅野市 1.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 塩尻市 1.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 佐久市 1.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 千曲市 1.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 東御市 1.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 安曇野市 0.98 R11 1.00

長野県（市区町村） 小海町 1.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 川上村 1.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 南牧村 1.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 南相木村 1.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 北相木村 ー R11 1.00
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■第三次・指標の基準値および目標値（業務）

年次 目標値 年次 目標値 年次 内容

全国統一指標

低入札価格調査基準又は

最低制限価格の設定状況

（ダンピング対策）

基準値

(R6)

目標

基準値

(R6)

目標

関東ブロック独自指標

指標① 指標② 指標③

地域平準化率

（履行期限の分散）

ウィークリースタンスの実施

（履行状況の確認）

基準値

(R6)

目標

長野県（市区町村） 佐久穂町 0.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 軽井沢町 1.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 御代田町 0.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 立科町 0.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 青木村 0.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 長和町 0.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 下諏訪町 0.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 富士見町 0.74 R11 1.00

長野県（市区町村） 原村 0.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 辰野町 0.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 箕輪町 0.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 飯島町 0.29 R11 1.00

長野県（市区町村） 南箕輪村 0.10 R11 1.00

長野県（市区町村） 中川村 0.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 宮田村 0.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 松川町 0.62 R11 1.00

長野県（市区町村） 高森町 0.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 阿南町 0.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 阿智村 1.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 平谷村 ー R11 1.00

長野県（市区町村） 根羽村 ー R11 1.00

長野県（市区町村） 下條村 0.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 売木村 1.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 天龍村 1.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 泰阜村 0.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 喬木村 0.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 豊丘村 0.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 大鹿村 0.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 上松町 1.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 南木曽町 0.63 R11 1.00

長野県（市区町村） 木祖村 1.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 王滝村 1.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 大桑村 1.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 木曽町 1.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 麻績村 0.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 生坂村 0.00 R11 1.00
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■第三次・指標の基準値および目標値（業務）

年次 目標値 年次 目標値 年次 内容

全国統一指標

低入札価格調査基準又は

最低制限価格の設定状況

（ダンピング対策）

基準値

(R6)

目標

基準値

(R6)

目標

関東ブロック独自指標

指標① 指標② 指標③

地域平準化率

（履行期限の分散）

ウィークリースタンスの実施

（履行状況の確認）

基準値

(R6)

目標

長野県（市区町村） 山形村 0.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 朝日村 0.40 R11 1.00

長野県（市区町村） 筑北村 0.47 R11 1.00

長野県（市区町村） 池田町 0.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 松川村 0.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 白馬村 ー R11 1.00

長野県（市区町村） 小谷村 1.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 坂城町 1.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 小布施町 1.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 高山村 1.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 山ノ内町 0.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 木島平村 0.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 野沢温泉村 0.91 R11 1.00

長野県（市区町村） 信濃町 0.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 小川村 0.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 飯綱町 0.00 R11 1.00

長野県（市区町村） 栄村 ー R11 1.00
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２．令和６年度 調査結果
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国土交通省
関東地方整備局

指標
Ｒ１

基準値
Ｒ２

実績値
Ｒ３

実績値
Ｒ４

実績値
Ｒ５

実績値
Ｒ６

実績値
Ｒ６

目標値
取り組み状況及び考察

全国
統一
指標

地域平準化率
（施工時期の平準化）

0.68 0.71 0.72 0.71 0.72 0.74 0.80
・R６年度実績値は０．７４で前年から
上昇した。
・５年間で０．０６上昇した。

週休２日対象工事の実
施状況※１

（適正な工期設定）
0.26 0.44 0.78 0.91 0.95 0.99 1.00

・Ｒ６年度実績値は０．９９で、前年から
上昇した。
・５年間で０．７３上昇し、目標値を概ね
達成した。

低入札価格調査基準又
は最低制限価格の設定
状況
（ダンピング対策）

0.85
（H30基準値）

0.88
（R1実績値）

0.90 0.90 0.90 0.92 0.94 1.00
・Ｒ６年度実績値は０．９４と前年から
上昇した。
・６年間で０．０９上昇した。

関東
ブロック
独自
指標

最新の積算基準の適用
状況及び基準対象外の
際の対応状況
（予定価格の適正な設
定）

317 / 
471

362 / 
471

380 /
471

395 / 
471

407 / 
471

419 / 
471

全機関ａ

・Ｒ６年度は、４０７機関から４１９機関
に取組機関が増加。（１２機関増）
・５年間で１０２機関が増加。
・全機関で最新の積算基準を適用して
いる。（b以上）

設計変更ガイドラインの
策定・活用状況
（適切な設計変更）

231 / 
471

273 / 
471

295 / 
471

309 / 
471

332 / 
471

346 / 
471

全機関ａ

・Ｒ６年度は、３３２機関から３４６機関
に取組機関が増加。（１４機関増)
・５年間で１１５機関が増加。
・全機関で設計変更を実施している。
（b以上）

区市町村における週休
２日制工事の取組状況
（適正な工期設定）

50 / 415
C以上の機関

数
（R3基準値）

67 / 415 116/ 415 272/ 415
ブロック
目標
未設定

・Ｒ６年度は、１１６機関から２７２機関
に取組機関が増加（１５６機関増）。
・３年間で２２２機関が増加。

関東ブロック５年間（R2～R6）の取り組み結果（工事）

※１ Ｒ３年度より、定義の見直しを行うとともに、あわせて目標値の見直しを行った。

◆関東ブロック実績値（工事）
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年次 目標値 年次
目標

値
年次 内容 年次 内容

関東管区警察局 1.00 0.00 － － － 1.09 0.00 R6
上半期の早期

執行に努める
0.00 ー － 1.00 1.00 1.00 0.00 R6 1.00 b b a a a a a R6 a b b a a a a a R6 a

科学警察研究所 ー ー 0.00 0.00 － 0.00 0.50 R6
第１四半期に６割

以上の発注数を目

標とする。

ー ー － － 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 c a a a a a a R6 a b a a a a a a R6 a

皇宮警察本部 0.00 0.31 0.38 0.75 1.33 0.82 0.77 R6 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b a a a a a a R6
ａ（受注者へ

浸透を図る）

東京都警察情報通信部 1.00 ー ー 0.00 ー － 0.41 R6 現状維持 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a b b b b b b b R6 a

関東財務局 0.54 0.46 0.63 0.52 0.88 0.44 0.90 R6 0.90 0.00 0.06 0.40 0.00 0.73 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
ａ（受注者へ

浸透を図る）

関東信越国税局 0.36 0.08 0.30 0.67 0.21 0.42 0.50 R6

第一四半期に5

割の発注を目標

とする

0.00 0.00 0.82 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 ａ a a a a a a a R6 ａ

財務省　東京国税局 0.28 0.20 0.42 0.57 0.68 0.99 0.78 R6 0.78 0.97 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 ａ a a a a a a a R6 a

関東農政局 0.48 0.68 0.81 0.82 0.73 0.70 0.30 R6 0.90 0.97 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
ａ（受注者へ

浸透を図る）

林野庁関東森林管理局 0.66 0.82 0.89 0.86 1.00 0.82 0.90 R6 0.90 0.00 0.79 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6 ａ

関東地方整備局 0.82 0.84 0.84 0.89 0.93 0.91 0.90 R6 0.90 0.93 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
ａ（受注者へ

浸透を図る）

国土交通省関東運輸局 0.86 0.75 0.00 0.00 0.62 － 0.00 R6 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a

国土交通省　東京航空局 0.76 0.95 0.68 0.69 0.60 0.66 0.90 R6 0.90 0.30 0.31 1.00 0.89 1.00 1.00 0.90 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
ａ（受注者へ

浸透を図る）

国土技術政策総合研究所 0.12 0.16 1.88 0.72 0.15 0.80 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.67 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
ａ（受注者へ

浸透を図る）

関東地方環境事務所 0.27 0.06 0.26 0.93 0.21 0.76 0.70 0.00 0.00 0.94 0.88 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
ａ（受注者へ

浸透を図る）

北関東防衛局 0.94 0.91 1.07 1.00 1.02 0.95 0.80 R6 0.90 0.58 0.59 0.95 0.96 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6 a

南関東防衛局 0.97 0.99 0.98 0.97 0.91 0.89 0.90 R6 0.90 0.08 0.25 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
ａ（受注者へ

浸透を図る）

東京高等裁判所 0.09 0.10 0.43 0.26 0.52 0.29 0.59 R6
早期発注に

努める
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.06 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
ａ（現状維持

に努める）

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

国

発注工事が少なく、金額も安

定していないため、目標値を

掲げることが難しい。

第1四半期に5割の発

注を目標とする

目標

実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標

基

準

値

(R1)

実

績

値

(R6)

見

込

み

値

(R6)

目標

基

準

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R6)

発注機関名

全国統一指標 関東ブロック独自指標

指標① 指標② 指標④ 指標⑤

地域平準化率(件数) 週休2日対象工事の実施状況 最新の積算基準の適用状況及び基準対象外の際の対応状況 設計変更ガイドラインの策定・活用状況

基

準

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標

（参考資料）各発注機関の取り組み状況【工事】

【国】

注）全国統一指標 指標②週休2日対象工事の実施状況について、Ｒ３年度より、定義の見直しを行うとともに、あわせて目標値の見直しを行った。 35



年次 目標値 年次
目標

値
年次 内容 年次 内容

東日本高速道路（株）

関東支社
1.05 0.98 0.97 0.93 0.98 1.00 0.90 R6 0.90 0.16 0.16 0.90 0.99 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
ａ（受注者へ

浸透を図る）

中日本高速道路（株）

東京支社
0.98 0.94 1.04 1.10 1.00 1.06 1.00 R6 0.90 0.19 0.67 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
ａ（受注者へ

浸透を図る）

首都高速道路（株） 1.02 1.06 0.97 0.98 0.94 0.97 0.90 R6 0.90 0.22 0.40 0.56 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a

成田国際空港（株） 0.94 1.84 1.02 0.93 0.85 0.92 0.92 R6 0.90 0.00 0.00 0.00 0.03 0.08 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

a（改訂内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b a a R6
ａ（受注者へ

浸透を図る）

日本中央競馬会 0.91 0.87 0.86 0.94 0.97 1.01 0.90 R6 現状維持 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 ａ a a a a a a a R6 a

（国研）科学技術振興

機構
0.23 0.63 0.21 0.00 0.00 3.00

第一四半期

に５割の発

注を目標と

する。

R6

第一四半期に５

割の発注を目標

とする。

0.04 0.13 0.37 0.57 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b b b a a a a R6 ａ b b b b a a a R6
a（R5年度か

ら運用開始）

（独）国際協力機構 0.00 0.46 0.63 1.23 0.55 0.48 1.00 R6
基準値を維

持する
1.00 1.00 1.00 0.33 0.29 0.76 0.65 R6 1.00 b a a a a a a R6 a b a a a a a a R6 a

（独）国立科学博物館 0.38 0.00 0.68 0.63 1.17 0.95 0.50 R6 0.50 0.00 0.00 0.00 － － 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a b a a a a a a R6 b

（独）国立女性教育会

館
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 － － R6

第一四半期の

発注を目標と

する

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 － － R6 1.00 c b b b a a a R6 a b b a a a a a R6 a

（独）国立美術館　国

立西洋美術館
ー ー 0.91 0.40 ー 0.25 1.00 R6

第一四半期に

５割の発注を

目標とする。

- 0.33 1.00 1.00 1.00 0.67 0.50 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
ａ（受注者へ

浸透を図る）

（独）国立文化財機構

東京国立博物館
1.02 0.00 － 0.13 0.00 0.75 1.40 R6

第一四半期に

５割の発注を

目標とする

- 0.00 － 0.75 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a

（独）国立文化財機構

東京文化財研究所
0.00 0.92 0.00 － 0.00 0.80 0.90 R6 0.90 - 0.00 1.00 － － 1.00 0.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a

（独）高齢・障害・求

職者雇用支援機構
0.62 0.55 0.69 0.77 0.49 0.84 － R6 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 － 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a b b b b a a a R6 a

（独）中小企業基盤整

備機構
0.84 2.14 0.80 1.08 0.70 0.00 0.20 R6 0.90 0.00 0.00 － － － － 0.00 R6 1.00 b b b b b b b R6

ｂ（件数が少ない

ため、国土交通省

基準に準拠）

b b b b b b b R6

ｂ（発注件数が少

ないため、独自基

準の制定予定な

し）

（独）鉄道建設・運輸施設

整備支援機構　東京工事事

務所

0.75 0.88 1.01 1.26 1.24 1.23 1.00 R6 0.90 0.24 0.29 0.18 － 0.50 － 1.00 R6 1.00 b a a a a a a R6 ａ a a a a a a a R6
ａ（当該マニュアル

は随時更新している。

（最終更新R2.8）)

（独）都市再生機構 0.93 0.90 0.93 0.93 0.93 0.95 0.90 R6 0.90 0.00 0.02 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b a a a R6
ａ（R5年度運用開

始予定）

（独）日本学生支援機

構
0.00 0.00 0.27 0.95 0.74 0.46 ー 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b a a a a a a R6
a（R2年度運用開

始済）

（独）日本芸術文化振

興会
0.39 0.24 0.43 0.22 0.41 0.29 0.80 R6 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.33 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

a(改定内容に基

づき速やかに対

応）

a a a a a a a R6 a

発注機関名

全国統一指標 関東ブロック独自指標

指標① 指標② 指標④

基

準

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

指標⑤

地域平準化率 週休2日対象工事の実施状況 最新の積算基準の適用状況及び基準対象外の際の対応状況 設計変更ガイドラインの策定・活用状況

実

績

値

(R2)

見

込

み

値

(R6)

目標目標

基

準

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

実

績

値

(R6)

特

殊

法

人

等

稼働件数が極端に少ないた

め、目標設定は不可能である

が、早期発注に努める。

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標

基

準

値

(R1)

基

準

値

(R1)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

（参考資料）各発注機関の取り組み状況【工事】

【特殊法人等】

注）全国統一指標 指標②週休2日対象工事の実施状況について、Ｒ３年度より、定義の見直しを行うとともに、あわせて目標値の見直しを行った。 36



年次 目標値 年次
目標

値
年次 内容 年次 内容

（国研）日本原子力研

究開発機構
0.59 0.99 0.67 0.66 0.81 0.84

事業の特性（許認可）

及び予算制度等によ

り、発注時期及び工期

のコントロールが困難

なものもあるが、平準

化に努める。

R6

事業の特性（許認可）及び

予算制度等により、発注時

期及び工期のコントロール

が困難なものもあるが、平

準化に努める。

0.18 0.00 0.01 0.43 0.95 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b a R6 a

（独）日本スポーツ振

興センター
0.92 1.92 0.11 0.89 0.00 0.40 0.80 R6 現状維持 0.00 0.00 0.00 0.64 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b a a a R6

a(R6までの運用開始を目

標とします。ただし、監督

官庁における策定状況を踏

まえ実施します。)

（独）水資源機構 0.82 0.87 0.88 0.85 0.86 0.91 0.90 R6 0.90 0.00 0.12 0.16 0.62 0.74 0.93 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
ａ（受注者へ浸透

を図る）

（独）労働者健康安全

機構
0.69 0.66 0.70 0.82 0.86 0.74 1.33 R6

年間における新規

案件が少ないため

目標の設定が困難

0.00 0.00 0.00 － 1.00 1.00 0.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b b R6 ｂ

（国研）産業技術総合

研究所
0.49 0.69 0.63 0.65 0.82 0.74 0.66 R6

必要に応じた、その都

度の単年度発注が主な

為、数値目標を掲げる

ことが困難

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 R6 1.00 b a a a a a a R6 ａ a a a a a a a R6 a

（独）製品評価技術基

盤機構
0.06 1.09 － 0.08 0.63 0.75 － 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 R6 1.00 b b b b a a a R6

a（最新の積算基

準もしくは見積書

を活用）

b b b b b a a R6

a（他所のガイドライン

を参照もしくはコンサ

ル業事業者等の有識者

を交えて判断）

地方共同法人　日本下

水道事業団
0.90 0.87 0.88 0.89 0.89 0.92 0.90 R6 0.90 0.00 0.00 0.05 0.11 0.40 0.93 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 ａ a a a a a a a R6 a

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

特

殊

法

人

等

目標値の設定は

していません。

年間発注件数が少なく、かつ年度

により発注件数も異なるため、特

定年度での目標設定は困難。

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標

基

準

値

(R1)

基

準

値

(R1)

実

績

値

(R2)

見

込

み

値

(R6)

目標目標

基

準

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

実

績

値

(R6)

発注機関名

全国統一指標 関東ブロック独自指標

指標① 指標② 指標④

基

準

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

指標⑤

地域平準化率 週休2日対象工事の実施状況 最新の積算基準の適用状況及び基準対象外の際の対応状況 設計変更ガイドラインの策定・活用状況

（参考資料）各発注機関の取り組み状況【工事】

【特殊法人等】

注）全国統一指標 指標②週休2日対象工事の実施状況について、Ｒ３年度より、定義の見直しを行うとともに、あわせて目標値の見直しを行った。
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年次 目標値 年次
目標

値
年次 目標値 年次 内容 年次 内容

茨城県 0.74 0.70 0.63 0.76 0.76 0.76 0.80 R6 0.80 0.52 0.59 0.90 0.84 0.91 1.00 1.00 R6 1.00 0.97 0.99 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

a（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
a（受注者へ浸

透を図る）

栃木県 0.73 0.81 0.83 0.80 0.90 0.81 0.80 R6 0.80 0.66 0.76 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 ａ

群馬県 0.68 0.81 0.86 0.77 0.78 0.76 0.80 R6 0.80 0.02 0.26 0.84 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 0.90 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6
ａ（実施

済）
a a a a a a a R6 ａ

埼玉県 0.70 0.73 0.71 0.80 0.86 0.84 0.90 R6 0.90 0.02 0.10 0.39 0.95 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a

千葉県 0.65 0.70 0.66 0.69 0.71 0.74 0.69 R6 0.80 0.21 0.30 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
ａ（受注者へ

浸透を図る）

東京都 0.80 0.84 0.82 0.85 0.85 0.88 0.90 R6 0.90 0.61 0.77 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 0.99 0.99 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a

神奈川県 0.64 0.67 0.71 0.77 0.78 0.74 0.82 R6 0.80 0.14 0.25 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a

山梨県 0.77 0.82 0.76 0.82 0.78 0.84 0.80 R6 0.80 0.37 0.58 0.86 0.96 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a

長野県 0.78 0.89 0.90 0.86 0.89 0.93 0.80 R6 0.90 0.01 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 0.93 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a

さいたま市（埼玉県域） 0.75 0.70 0.69 0.62 0.70 0.68 0.71 R6 0.80 0.44 0.46 0.85 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 1.00 0.94 1.00 0.98 0.98 0.98 0.98 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
ａ（受注者へ

浸透を図る）

千葉市（千葉県域） 0.51 0.66 0.68 0.86 0.77 0.81 0.80 R6 0.80 0.22 0.51 0.54 0.88 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 ａ a a a a a a a R6 ａ

横浜市（神奈川県域） 0.68 0.65 0.68 0.68 0.74 0.82 0.80 R6 0.80 0.05 0.12 0.64 0.89 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 ａ a a a a a a a R6 ａ

川崎市（神奈川県域） 0.70 0.79 0.76 0.74 0.76 0.78 0.80 R6 0.80 0.03 0.06 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a

相模原市（神奈川県域） 0.68 0.69 0.78 0.71 0.75 0.79 0.80 R6 0.80 0.78 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a

発注機関名

全国統一指標 関東ブロック独自指標

指標① 指標② 指標③ 指標④

基

準

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

指標⑤

地域平準化率 週休2日対象工事の実施状況 低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況 最新の積算基準の適用状況及び基準対象外の際の対応状況 設計変更ガイドラインの策定・活用状況

見

込

み

値

(R6)

目標

基

準

値

(H30)

実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

目標

基

準

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

実

績

値

(R6)

都

県

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標

基

準

値

(R1)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標

基

準

値

(R1)

実

績

値

(R2)

政

令

市

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

（参考資料）各発注機関の取り組み状況【工事】

【都県・政令市】

注）全国統一指標 指標②週休2日対象工事の実施状況について、Ｒ３年度より、定義の見直しを行うとともに、あわせて目標値の見直しを行った。
※１ 長野県のR2年度実績値は、一部災害復旧等の緊急を要する工事と現場施工期間が１週間未満の工事を除く

※１
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年次 目標値 年次 目標値 年次 内容 年次 内容 年次 内容

水戸市 0.59 0.69 0.73 0.66 0.60 0.62 0.70 R6 0.80 0.91 0.91 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

a（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
a（H30.4運

用開始）
c c c c b R6 b

日立市 0.62 0.44 0.53 0.44 0.53 0.80 0.51 R6 0.65 0.70 0.71 0.78 0.74 0.75 0.72 0.70 0.72 R6 1.00 a a a a a a a R6

a（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b a a a a a a R6
a（受注者へ浸

透を図る）
b b b a b R6 a

土浦市 0.76 0.73 0.80 0.60 0.79 0.60 0.90 R6 0.90 1.00 0.97 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

a（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6

a（ガイドラインを

活用し，これに基

づき設計変更を実

施）

e d c c c R6 c

古河市 0.46 0.61 0.54 0.52 0.51 0.48 0.57 R6 0.56 0.41 0.44 0.39 0.43 0.50 0.37 0.38 0.60 R6 1.00 a a a a a a a R6

a（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
a（受注者へ浸

透を図る）
e e d d d R6 d

石岡市 0.52 0.27 0.53 0.55 0.37 0.63 0.80 R6 0.80 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

a（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
a（担当者へ浸

透を図る）
c c c c c R6 c

結城市 0.84 0.39 0.25 0.49 0.45 0.38 0.80 R6 0.80 0.38 0.22 0.28 0.30 0.28 0.27 0.31 1.00 R6 1.00 b b b b b a a R6

a（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
a（受注者へ浸

透を図る）
e e d d c R6 c

龍ケ崎市 0.56 0.69 0.38 0.49 0.48 0.49 0.65 R6 0.65 0.53 0.47 0.39 0.39 0.48 0.45 0.51 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a b b a a a a a R6 b e e e e c R6 c

下妻市 0.88 0.32 0.61 0.39 0.49 0.50 0.65 R6 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 R6 1.00 b b b b a a a R6

a（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
a（受注者へ浸

透を図る）
e e d c c R6 c

常総市 0.49 0.78 0.74 0.72 0.44 0.70 0.65 R6 0.65 0.13 0.13 0.15 0.11 0.06 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6

a（県ガイドラ

インに準じて運

用）

e e d b b R6 c

常陸太田市 0.63 0.63 0.42 0.34 0.73 0.43 0.65 R6 0.65 0.46 0.28 0.41 0.38 0.28 0.33 0.46 0.40 R6 1.00 a a a a a a a R6

a（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b a a a R6
a（策定に向け

検討中）
e e e e e R6 d

高萩市 0.86 0.52 0.98 0.28 0.48 0.73 0.28 R6
基準値(R1)

を維持する
0.18 0.21 0.10 0.13 0.26 0.35 0.27 0.18 R6 1.00 b a a a a a a R6

a（aを目指

す)
b a a a a a a R6

a（aを目指

す)
e e e d e R6 c

北茨城市 0.46 0.69 0.74 0.28 0.46 0.61 0.65 R6 0.65 0.18 0.29 0.33 0.18 0.25 0.60 0.55 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

a（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b b R6 a d d d d c R6 d

笠間市 0.53 0.49 0.80 0.40 0.39 0.65 0.60 R6 0.60 0.73 0.68 0.69 0.68 0.60 0.64 0.77 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

a（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6 a e e d a a R6 c

取手市 0.52 0.68 0.49 0.41 0.49 0.62 0.53 R6 0.56 0.24 0.41 0.40 0.42 0.30 0.43 0.32 0.35 R6 1.00 b b a a a a a R6 b b b b b b b a R6 b e e d d d R6 c

牛久市 0.60 0.47 0.61 0.67 0.46 0.42 0.70 R6 0.70 0.00 0.00 0.78 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a e e e c c R6 c

つくば市 0.54 0.58 0.51 0.41 0.50 0.49 0.70 R6 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

a（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
a（受注者へ浸

透を図る）
e d c a a R6 a

ひたちなか市 0.59 0.47 0.54 0.46 0.67 0.71 0.60 R6 0.60 0.91 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6
a(改定内容基づ

き速やかに対応)
b a a a a a a R6

a（R2年度運

用開始済み）
e e d d c R6 c

鹿嶋市 0.46 0.60 0.55 0.59 0.57 0.41 0.50 R6 0.56 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a e e d c c R6 c

最新の積算基準の適用状況及び基準対象外の際の対応状況 設計変更ガイドラインの策定・活用状況 市区町村における週休2日対象工事の実施状況

発注機関名

全国統一指標 関東ブロック独自指標

指標① 指標③ 指標④ 指標⑤ 指標⑥

基

準

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

地域平準化率 低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況

基

準

値

(H30)

実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

目標
実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標

茨

城

県

（

市

町

村

）

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R1)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

（参考資料）各発注機関の取り組み状況【工事】

【茨城県内市町村】
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年次 目標値 年次 目標値 年次 内容 年次 内容 年次 内容

潮来市 0.46 0.48 0.47 0.41 0.30 0.31 0.40 R6 0.90 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a b b b b b b b R6 a e e e d e R6 c

守谷市 0.64 0.70 0.59 0.65 0.60 0.73 0.54 R6 0.70 0.45 0.74 0.80 0.83 0.73 0.74 0.69 0.83 R6 1.00 b a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a e e e c d R6 d

常陸大宮市 0.45 0.75 0.37 0.43 0.44 0.37 0.31 R6 0.50 0.26 0.27 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b b a a a a a R6 a b b a a a a a R6 a e d d d c R6 c

那珂市 0.63 0.53 0.64 0.48 0.41 0.60 0.80 R6 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

a（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b a a a R6
a（R6年度まで

に整備予定）
e e d d d R6 d

筑西市 0.79 0.40 0.44 0.49 0.34 0.32 0.80 R6 0.80 0.66 0.50 0.53 0.65 0.72 0.52 0.85 0.53 R6 1.00 b b a a a a a R6

a（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b a a a a a R6 a e e e d d R6 e

坂東市 0.50 0.43 0.48 0.31 0.51 0.57 0.80 R6 0.80 0.71 0.76 0.60 0.70 0.62 0.64 0.67 0.66 R6 1.00 b b b a a a a R6

a（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b a a a a R6
a（策定に向けて

少しづつ事例を精

査していく）

e e e d d R6 c

稲敷市 0.43 0.60 0.49 0.52 0.91 0.58 0.65 R6 0.65 0.63 0.49 0.63 0.43 0.49 0.52 0.44 1.00 R6 1.00 b b a a a a a R6 a b b b b b b b R6 ｂ e e c c c R6 c

かすみがうら市 0.27 0.18 0.40 0.37 0.53 0.66 0.56 R6 0.56
集計対

象外
0.96 1.00 1.00 1.00 0.95 0.96 1.00 R6 1.00 b b a a a a a R6 ａ a a a a a a a R6 ａ e e e c e R6 c

桜川市 0.82 0.31 0.44 0.53 0.56 0.78 0.50 R6 0.90 0.50 0.26 0.32 0.35 0.43 0.36 0.32 0.50 R6 1.00 b a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a e e e d d R6 c

神栖市 0.43 0.35 0.29 0.19 0.31 0.44 0.60 R6 0.80 0.99 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b b b b b a b R6 a a a a a a a a R6 a e e e e e R6 a

行方市 0.40 0.30 0.40 0.36 0.55 0.51 0.56 R6 0.56 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a b b b b b a a R6 a d d c c c R6 c

鉾田市 0.51 0.52 0.58 0.63 0.62 0.46 0.65 R6 0.65 0.74 0.98 0.80 0.76 0.65 0.94 0.85 1.00 R6 1.00 b b b b b b a R6 a a a a a a a a R6 a d d d d c R6 c

つくばみらい市 0.42 0.40 0.81 0.44 0.43 0.72 0.80 R6 0.80 0.00 0.39 0.44 0.33 0.49 0.54 0.56 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a b b a a a a a R6 a e c c c c R6 c

小美玉市 0.27 0.39 0.32 0.29 0.45 0.50 0.50 R6 0.50 0.00 0.00 0.00 0.47 0.39 0.62 0.75 1.00 R6 1.00 b b b b b b b R6 b b b b b b b b R6 b e e d c c R6 c

茨城町 0.22 0.34 0.48 0.40 0.58 0.57 0.56 R6 0.56 0.30 0.34 0.51 0.39 0.45 0.58 0.46 1.00 R6 1.00 b a a a a a a R6 a b b a a a a a R6 a e e c c c R6 c

大洗町 0.76 0.61 0.30 0.52 0.22 0.39 0.80 R6 0.80 0.04 0.03 0.03 0.00 0.03 0.00 - 1.00 R6 1.00 b a a a a a a R6

a（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b b R6
a（R6年度運

用開始予定）
e d a a a R6 a

城里町 0.91 0.98 0.96 0.66 1.01 0.66 0.90 R6 0.90 0.75 0.63 0.69 0.73 0.68 0.64 0.62 0.65 R6 1.00 b a a a a a a R6 b b b a a a a a R6 b d d d d d R6 b

東海村 0.55 0.58 0.55 0.54 0.58 0.50 0.77 R6 0.80 0.97 0.96 1.00 1.00 0.98 0.92 0.96 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a b a a a a a a R6 a e e e c e R6 e

最新の積算基準の適用状況及び基準対象外の際の対応状況 設計変更ガイドラインの策定・活用状況 市区町村における週休2日対象工事の実施状況

発注機関名

全国統一指標 関東ブロック独自指標

指標① 指標③ 指標④ 指標⑤ 指標⑥

基

準

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

地域平準化率 低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況

基

準

値

(H30)

実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

目標
実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R1)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

茨

城

県

（

市

町

村

）

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

（参考資料）各発注機関の取り組み状況【工事】

【茨城県内市町村】
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年次 目標値 年次 目標値 年次 内容 年次 内容 年次 内容

大子町 0.20 0.94 0.66 0.89 0.53 0.57 0.80 R6

第一四半期に7

割発注を目標

とする

0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.06 0.32 1.00 R6 1.00 b b b b b a a R6

a（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b a a a R6
a（受注者へ浸

透を図る）
e e d c c R6 c

美浦村 0.53 0.26 0.61 0.75 0.36 0.89 0.80 R6 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

a（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
a（現状維

持）
e e e e c R6 c

阿見町 0.64 0.66 0.56 0.63 0.62 0.69 0.50 R6 0.80 0.40 0.35 0.31 0.26 0.21 0.25 0.30 0.20 R6 1.00 b a a a a a a R6 a b b b b b a b R6 b e e d d d R6 c

河内町 0.13 0.25 0.21 0.24 0.68 0.34 0.60 R6 0.56 0.10 0.00 0.00 0.00 0.09 0.05 0.10 1.00 R6 1.00 b b b b b b b R6 a b b b b a a a R6 a e e d c d R6 c

八千代町 1.13 0.24 0.48 0.14 0.48 0.40

前年度の数

値と同じ数

値を目標と

する

R6

前年度の数値

と同じ数値を

目標とする

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 1.00 R6 1.00 b b b b a a b R6

a（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b a a a a a a R6
a（R6年度運

用開始予定）
a a a a a R6 a

五霞町 0.22 0.45 0.79 0.37 0.81 0.47 0.65 R6 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 1.00 R6 1.00 b a a a a a a R6 ａ b b a a a a a R6 ａ e e e e d R6 e

境町 0.39 0.68 0.44 0.56 0.81 0.57 0.53 R6 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a e e e c c R6 c

利根町 0.48 0.28 0.39 0.54 0.26 0.51 0.80 R6 0.80 0.33 0.00 0.03 0.00 0.00 1.00 0.33 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a e d d b a R6 a

最新の積算基準の適用状況及び基準対象外の際の対応状況 設計変更ガイドラインの策定・活用状況 市区町村における週休2日対象工事の実施状況

発注機関名

全国統一指標 関東ブロック独自指標

指標① 指標③ 指標④ 指標⑤ 指標⑥

基

準

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

地域平準化率 低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況

基

準

値

(H30)

実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

目標
実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R1)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

茨

城

県

（

市

町

村

）

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

（参考資料）各発注機関の取り組み状況【工事】

【茨城県内市町村】
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年次 目標値 年次 目標値 年次 内容 年次 内容 年次 内容

宇都宮市 0.47 0.63 0.56 0.63 0.62 0.61 0.60 R6
早期発注に努

める
0.99 0.86 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a c c c a b R6 b

足利市 0.64 0.76 0.70 0.65 0.62 0.89 0.70 R6 0.70 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a e d c b c R6 c

栃木市 0.41 0.74 0.49 0.51 0.57 0.59 0.17 R6 0.60 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a d d d a c R6 c

佐野市 0.41 0.57 0.61 0.53 0.50 0.53 0.60 R6 0.60 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a d d d a b R6 a

鹿沼市 0.34 0.89 0.80 0.69 0.82 0.61 0.60 R6 0.60 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b b b a a a a R6 a a a a a a a a R6 a e e d b b R6 b

日光市 0.55 0.66 0.66 0.76 0.40 0.52 0.65 R6 0.60 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6
ａ（改定内容に基

づき速やかに対

応）

a a a a a a a R6
ａ（受注者へ

浸透を図る）
e e d c c R6 c

小山市 0.46 0.37 0.31 0.29 0.39 0.47 0.40 R6 0.60 0.00 0.64 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6
ａ（改定内容に基

づき速やかに対

応）

b a a a a a a R6 a d c c a a R6 a

真岡市 0.39 0.42 0.47 0.45 0.52 0.75 0.60 R6 0.60 0.76 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6
ａ（改定内容に基

づき速やかに対

応）

a a a a a a a R6
ａ（受注者へ

浸透を図る）
a a a a a R6 a

大田原市 0.60 0.71 0.88 0.48 0.30 0.48 0.80 R6 0.80 0.99 1.00 0.99 0.99 0.97 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a e d d c b R6 c

矢板市 0.53 0.36 0.59 0.67 0.20 0.17 0.60 R6 0.60 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6
ａ（現状維

持）
a a a a a a a R6

a（県の設計変更ガイ

ドラインに順じ、策

定する）

e e c b c R6 c

那須塩原市 0.69 0.71 0.62 0.63 0.81 0.56 0.80 R6 0.80 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b a a a a a a R6
a（改定内容に基

づき速やかに対

応）

b a a a a a a R6
a（県の設計変更ガイ

ドラインに準じ、策

定する。）

d c a a a R6 a

さくら市 0.22 0.45 0.34 0.33 0.39 0.52 0.50 R6
早期発注に努

める
0.90 0.77 0.92 0.92 0.88 0.92 0.93 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6

a(他団体が策定したガ

イドラインを準用す

る。)

e e d c c R6 c

那須烏山市 0.53 0.90 0.49 0.20 0.55 0.52 0.80 R6 0.80 1.00 0.71 1.00 0.91 0.90 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b b b b a a a R6
a（基準範囲外の

場合の要領を整備

する）

a a a a a a a R6 a d d d d c R6 a

下野市 0.35 0.46 0.36 0.64 0.33 0.54 0.39 R6 0.60 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a d c c c c R6 c

上三川町 0.46 0.65 0.59 0.52 0.65 0.58 0.60 R6 0.60 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6
ａ（改定内容に基

づき速やかに対

応）

a a a a a a a R6 a e d d c c R6 a

益子町 0.73 0.12 0.76 0.30 0.14 0.11 0.60 R6
第一四半期の

発注に努める
0.81 0.70 0.66 0.62 0.57 0.45 0.68 0.50 R6 1.00 a a a a a a a R6 ａ a a a a a a a R6 a e d d d c R6 a

茂木町 0.78 1.01 0.81 0.67 0.86 0.72 0.80 R6 0.80 0.00 - 0.11 0.26 0.13 0.05 0.16 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a d d d d b R6 a

市貝町 0.47 0.59 0.35 0.38 0.55 0.49 0.65 R6 0.65 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6
ａ（改定内容に基

づき速やかに対

応）

b b b b a a a R6
ａ（今後、策定に

努める）
d d d c c R6 a

発注機関名

全国統一指標 関東ブロック独自指標

指標① 指標③ 指標④ 指標⑤

基

準

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

指標⑥

地域平準化率 低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況 最新の積算基準の適用状況及び基準対象外の際の対応状況 設計変更ガイドラインの策定・活用状況 市区町村における週休2日対象工事の実施状況

基

準

値

(H30)

実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

目標
実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標

栃

木

県

（

市

町

村

）

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R1)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

（参考資料）各発注機関の取り組み状況【工事】

【栃木県内市町村】
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年次 目標値 年次 目標値 年次 内容 年次 内容 年次 内容

芳賀町 0.14 0.42 0.65 0.63 0.72 0.36 0.70 R6 0.70 1.00 0.88 1.00 0.70 0.49 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b b b a a a a R6
ａ（改定内容に基

づき速やかに対

応）

b b b a a a a R6
a(県の設計変更ガ

イドラインに準

じ、策定を目指す)

d d d d c R6 a

壬生町 0.34 0.52 0.58 0.33 0.45 0.41 0.60 R6 0.60 0.05 0.09 0.14 0.17 0.14 0.10 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6
ａ（改定内容に基

づき速やかに対

応）

a a a a a a a R6
ａ（受注者へ浸透

を図る）
a a a a a R6 a

野木町 0.00 0.31 0.33 0.07 0.15 0.30 0.60 R6 0.60 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6
ａ（改定内容に基

づき速やかに対

応）

b b b b a a a R6
a（R6年度までに

運用開始予定）
d d d d c R6 c

塩谷町 1.50 0.29 0.59 0.83 1.13 0.41 0.80 R6 0.80 0.23 0.06 0.16 0.16 0.12 0.12 0.11 0.12 R6 1.00 b b b b b a b R6 a b b b b b b b R6 a d d d c b R6 a

高根沢町 0.64 0.36 0.73 0.28 0.49 0.34 0.70 R6 0.70 0.00 0.67 0.79 0.93 0.88 0.78 0.72 0.50 R6 0.50 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a c c c c c R6 c

那須町 0.60 0.90 0.45 0.57 0.38 0.47 0.60 R6 0.60 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b b b b b a b R6 a b b b b a a a R6
a(Ｒ5年度運用

開始)
d d d b c R6 c

那珂川町 0.53 0.68 0.61 0.68 0.42 0.49 0.60 R6
第一四半期に6割

の発注を目標とす

る

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6
ａ（改定内容に基

づき速やかに対

応）

a a a a a a a R6
a（R4年度運

用開始予定）
e e e d c R6 c

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

栃

木

県

（

市

町

村

）

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R1)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

基

準

値

(H30)

実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

目標
発注機関名

全国統一指標 関東ブロック独自指標

指標① 指標③ 指標④ 指標⑤

基

準

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

指標⑥

地域平準化率 低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況 最新の積算基準の適用状況及び基準対象外の際の対応状況 設計変更ガイドラインの策定・活用状況 市区町村における週休2日対象工事の実施状況

（参考資料）各発注機関の取り組み状況【工事】

【栃木県内市町村】

注）報告に誤りがあったため、塩谷市については、指標⑥の実績値（R3、R4、R5）をbからdに修正しました。
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年次 目標値 年次 目標値 年次 内容 年次 内容 年次 内容

前橋市 0.50 0.53 0.43 0.48 0.54 0.54 0.50 R6 0.70 0.95 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6 a e d d a a R6 c

高崎市 0.64 0.71 0.70 0.72 0.68 0.94 0.80 R6 0.80 0.99 0.98 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 ａ a a a a a a a R6 ａ d d b a b R6 a

桐生市 0.55 0.71 0.44 0.44 0.54 0.59 0.50 R6 0.90 1.00 0.76 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a e d d c d R6 c

伊勢崎市 0.66 0.50 0.51 0.56 0.58 0.61 0.23 R6 検討中 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
a（引き続

き活用）
e e e c c R6 d

太田市 0.56 0.56 0.55 0.42 0.39 0.69 0.70 R6 0.70 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6

1.00

（低入目標値を

0.01）

a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
a（策定済

み）
e e c c c R6 c

沼田市 0.70 0.61 0.42 0.56 0.83 0.50 0.50 R6

第一四半期に7

割の発注を目標

とする

0.88 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6 a e d d d d R6 c

館林市 0.35 0.36 0.49 0.36 0.38 0.40 0.28 R6 0.56 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.98 0.99 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応

a a a a a a a R6 a（運用中) e e e d d R6 d

渋川市 0.56 0.51 0.36 0.43 0.48 0.59 0.65 R6 0.65 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
a（策定・運

用中）
e e d d d R6 d

藤岡市 0.42 0.51 0.49 0.53 0.47 0.49 0.30 R6 0.56 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a e e d c c R6 c

富岡市 0.67 0.70 0.72 0.47 0.51 0.66 0.33 R6 0.80 0.01 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b b b b b b b R6 a b b b b b b b R6 a e e e c e R6 e

安中市 0.38 0.56 0.58 0.58 0.67 0.59 0.60 R6 0.56 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a e e e c d R6 d

みどり市 0.57 0.43 0.60 0.47 0.57 0.46 0.50 R6 0.65 0.29 0.22 0.29 0.30 1.00 0.74 1.00 1.00 R6 1.00 b b b a a a a R6 a b b b b b b b R6 a e e e e e R6 c

榛東村 0.43 0.26 0.03 0.19 0.05 0.43 0.10 R6

適切な時期に繰越処理

を行うこととし、年度

当初発注を行うことと

している。

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.95 1.00 1.00 R6 1.00 b b b b b b b R6 a b b b b b b b R6 a e e e e e R6 d

吉岡町 0.61 0.65 0.86 0.88 1.01 0.46 0.39
検討

中
検討中 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b b b b b a b R6 a b b b b b b b R6 a e e e c d R6 d

上野村 1.00 0.57 1.04 1.71 0.92 0.63 0.04 R6
第一四半期により

早期の発注を目標

とする

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 R6 1.00 b b a a a a a R6 a b b b b b b b R6 a e e e d e R6 e

神流町 0.90 1.54 0.50 1.09 4.00 0.00 0.90 R6

第一四半期より

早期の発注を目

標とする

0.00 0.55 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a b b b b b b b R6 a d d d d d R6 c

下仁田町 0.09 0.93 1.28 0.35 0.94 0.33 0.30 R6
第一四半期の早

期の発注をする

発注件

数未入

力

0.43 0.78 0.71 0.69 0.72 0.65 0.70 R6 1.00 b a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a e e d a b R6 b

南牧村 0.77 0.90 1.20 0.77 0.95 0.70 0.40 R6

第一四半期に7

割の発注を目標

とする

0.85 1.00 0.00 0.42 0.68 0.90 1.00 1.00 R6 1.00 b b b b b b b R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b b R6 a e e e e e R6 e

最新の積算基準の適用状況及び基準対象外の際の対応状況 設計変更ガイドラインの策定・活用状況 市区町村における週休2日対象工事の実施状況

発注機関名

全国統一指標 関東ブロック独自指標

指標① 指標③ 指標④ 指標⑤ 指標⑥

基

準

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

地域平準化率 低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況

基

準

値

(H30)

実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

目標

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標

群

馬

県

（

市

町

村

）

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標

実

績

値

(R1)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標

実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

（参考資料）各発注機関の取り組み状況【工事】

【群馬県内市町村】
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年次 目標値 年次 目標値 年次 内容 年次 内容 年次 内容

甘楽町 0.30 1.00 0.74 0.23 0.38 0.75

第一四半期

により早期

の発注を目

標とする

R6

第一四半期の早

期発注を目標と

する

0.24 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a e e d b d R6 c

中之条町 0.45 0.86 0.84 0.32 0.60 0.73 0.80 R6 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b b R6
a（R4年度運

用開始予定）
b b b b d R6 a

長野原町 0.55 1.61 0.90 1.00 0.64 0.65 0.80 R6 0.80 0.00 1.00 0.88 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a b a a a a a a R6 a e e e d d R6 d

嬬恋村 1.04 0.93 0.98 1.11 0.84 0.78 0.35 R6 0.56 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b b b a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b b R6 a c c c c c R6 b

草津町 0.25 0.34 0.35 0.44 0.71 0.47 0.51 R6 0.56 1.00 1.00 1.00 0.91 0.98 1.00 1.00 0.00 R6 1.00 b b a a a a b R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b a a b b b R6 a a a b b b R6 a

高山村 0.65 1.09 0.29 1.04 0.25 0.49 0.80 R6

第一四半期に8

割の発注を目標

とする

0.50 0.52 0.44 0.50 0.64 0.38 0.45 0.60 R6 1.00 b a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b a a a a a a R6 a e e e d e R6 d

東吾妻町 0.85 0.89 0.86 0.71 0.52 0.65 0.64 R6 現状維持 0.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b b R6
a（策定に向け

て検討する）
e e e d e R6 d

片品村 0.25 0.52 0.62 0.60 1.38 0.62 0.70 R6

第一四半期に7

割の発注を目標

とする

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 R6 1.00 a a a a a a a R6
県のものを

適用
a a a a a a a R6

ａ（県のも

のを準用）
e e e a e R6 e

川場村 1.02 0.60 0.80 0.71 0.41 0.53 0.50 R6

第一四半期に６

割の発注を目標

とする

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.10 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b a a a a a R6 a d d d d d R6 c

昭和村 0.81 0.55 0.74 0.58 0.37 0.80 0.60 R6

第一四半期に6

割の発注を目標

とする

0.00 0.00 0.00 0.07 0.03 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b b b b a a a R6

ａ(改訂内容に基

づき速やかに対

応)

b b b b b b a R6
ａ（県のも

のを準用）
e e d c d R6 c

みなかみ町 0.65 0.36 0.83 0.70 0.37 0.44 0.80 R6 0.80 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.91 0.88 0.91 R6 1.00 a a a a a a a R6 a b b b b b b b R6 a e e e d e R6 d

玉村町 0.69 0.74 0.65 0.76 0.48 0.64 0.89 R6 0.80 0.66 0.97 0.91 0.94 0.98 0.75 1.00 0.75 R6 1.00 b b b b b a a R6 a b b b b b a a R6 a e e e b c R6 c

板倉町 0.00 0.67 － 0.27 1.14 0.20 0.50 R6

第一四半期に5

割の発注を目標

とする

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b b b a a a a R6 a b b b b b b b R6 a a a a d a R6 a

明和町 0.16 0.56 0.79 0.15 0.75 0.82 0.60 R6

第一四半期の早

期発注を目標と

する

発注件

数未入

力

0.74 0.45 0.50 0.45 0.29 0.41 0.30 R6 0.20 a a a a a a a R6 a b b b b b b b R6 a d d d a d R6 a

千代田町 0.41 0.42 0.35 0.17 0.72 0.55 0.40 R6 0.80 0.00 0.27 0.33 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 0.20 b b a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき対応を検

討）

c b b b b b a R6
a（R4年度策

定予定）
e e e e e R6 e

大泉町 0.44 0.20 0.28 0.30 0.54 0.27 0.40 R6

第一四半期に3

割の発注を目標

とする

0.34 0.31 0.26 0.20 0.21 0.50 1.00 1.00 R6 0.34 b b a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a e e e d e R6 e

邑楽町 0.12 0.41 0.51 0.48 0.55 0.46 0.50 R6

第一四半期に6

割の発注を目標

とする

発注件

数未入

力

0.76 0.86 0.82 0.93 0.79 0.76 0.80 R6 1.00 b b b b b b b R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b a R6 a e e e d e R6 c

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

群

馬

県

（

市

町

村

）

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標

実

績

値

(R1)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標

実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

基

準

値

(H30)

実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

目標

最新の積算基準の適用状況及び基準対象外の際の対応状況 設計変更ガイドラインの策定・活用状況 市区町村における週休2日対象工事の実施状況

発注機関名

全国統一指標 関東ブロック独自指標

指標① 指標③ 指標④ 指標⑤ 指標⑥

基

準

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

地域平準化率 低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況

（参考資料）各発注機関の取り組み状況【工事】

【群馬県内市町村】
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年次 目標値 年次 目標値 年次 内容 年次 内容 年次 内容

川口市 0.45 0.56 0.67 0.67 0.58 0.68 0.70 R6 0.60 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b b b b b b b R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b b R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

d c c b b R6 b

蕨市 0.54 0.58 0.75 0.58 0.66 0.63 0.80 R6 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a b b b b b b b R6 a e e d d d R6 c

戸田市 0.62 0.69 0.74 0.75 0.62 0.65 0.73 R6 0.65 0.84 0.89 0.85 0.87 0.78 0.99 1.00 1.00 R6 0.85 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

e e e c c R6 c

朝霞市 0.58 0.55 0.45 0.42 0.58 0.62 0.59 R6 0.59 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

e e e c c R6 c

志木市 0.35 0.66 0.54 0.67 0.57 0.45 0.50 R6 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a b b b b b b b R6
a（R6年度まで

に策定・活用）
e e d c c R6 c

和光市 0.65 0.71 0.69 0.58 0.86 0.44 0.68 R6 0.90 0.89 1.00 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

e e e a a R6 a

新座市 0.86 0.73 0.73 0.46 0.63 0.76 0.61 R6 0.80 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

e e d a a R6 a

鴻巣市 0.37 0.47 0.40 0.47 0.52 0.58 0.70 R6 0.53 0.96 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b b b b a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b a a a a a R6
a（R3年度運用

開始）
e e a a a R6 d

上尾市 0.58 0.55 0.52 0.85 0.51 0.37 0.70 R6 0.70 1.00 1.00 0.97 0.95 0.96 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

e e d a a R6 a

桶川市 0.65 0.60 0.22 0.51 0.29 0.40 0.40 R6 0.65 0.82 0.84 0.75 0.68 0.65 0.75 0.78 0.75 R6 1.00 a a a a a a a R6

a（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b a a a a a a R6
a（R2年度

運用開始）
e e d c d R6 d

北本市 0.21 0.26 0.25 0.09 0.72 0.43 0.53 R6 0.53 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b a a a a R6 ｂ e e c c c R6 c

伊奈町 0.34 0.43 0.66 0.40 0.38 0.42 0.65 R6 0.65 0.02 0.28 0.38 0.44 0.57 0.53 0.57 0.80 R6 1.00 b b b b b b b R6 b b b b b b b b R6 b e e d b c R6 c

川越市 0.46 0.49 0.56 0.47 0.53 0.65 0.59 R6 0.53 0.92 0.73 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6

a（改定内容に

基づき速やかに

対応）

c c c c c R6 c

所沢市 0.42 0.47 0.56 0.50 0.63 0.65 0.61 R6 0.70 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
a（R6年度運用

開始予定）
c c c c c R6 a

狭山市 0.38 0.38 0.55 0.40 0.58 0.37 0.55 R6 0.55 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

e e d c c R6 d

富士見市 0.44 0.95 0.73 0.62 0.66 0.63 0.45 R6 0.65 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b b b a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b a R6 ｂ e d d c c R6 c

ふじみ野市 0.50 0.57 0.83 0.52 0.64 0.60 0.80 R6
上半期の発

注に努める
0.93 0.75 0.86 0.81 0.81 1.00 1.00 0.80 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

e e d c c R6 c

三芳町 0.67 0.60 0.43 0.49 0.46 0.52 0.32 R6
第一四半期の

発注に努める
1.00 0.85 1.00 0.98 0.98 1.00 0.88 1.00 R6 1.00 b b b b b b b R6

a（基準範囲外の

場合の要領の整備

に努める）

b b b b b b b R6
a（設計変更ガイド

ラインの策定に努

める）

e e e d d R6 c

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標

埼

玉

県

（

市

町

村

）

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標 実

績

値

(R1)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標 実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

基

準

値

(H30)

実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

目標

最新の積算基準の適用状況及び基準対象外の際の対応状況 設計変更ガイドラインの策定・活用状況 市区町村における週休2日対象工事の実施状況

発注機関名

全国統一指標 関東ブロック独自指標

指標① 指標③ 指標④ 指標⑤ 指標⑥

基

準

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

地域平準化率 低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況

（参考資料）各発注機関の取り組み状況【工事】
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年次 目標値 年次 目標値 年次 内容 年次 内容 年次 内容

飯能市 0.36 0.58 0.63 0.35 0.64 0.50 0.40 R6 0.53 0.98 0.94 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

d d d c d R6 c

入間市 0.50 0.60 0.43 0.62 0.67 0.59 0.60 R6 0.53 0.66 0.59 1.00 0.77 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b b R6 a e e e b d R6 d

坂戸市 0.32 0.57 0.37 0.61 0.68 0.72 0.69 R6 0.53 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

d d d c c R6 c

鶴ヶ島市 0.63 0.57 0.69 0.59 0.69 0.70 0.90 R6 0.70 0.23 0.24 0.29 0.89 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b b b b b b b R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

e e d d d R6 c

日高市 0.48 0.73 1.12 0.92 0.83 0.48 0.60 R6 0.53 0.90 0.86 0.81 1.00 0.92 0.87 0.77 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

e e e c d R6 d

毛呂山町 0.34 0.39 0.53 0.29 0.66 0.61 0.56 R6 0.56 0.09 0.11 0.05 0.03 0.13 0.28 0.20 0.30 R6 1.00 b b b b b b b R6 aを目指す b b b b b b b R6 aを目指す e e e d d R6 c

越生町 0.00 0.78 0.00 1.19 1.20 0.11 0.21 R6 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 R6 1.00 b b b b b b b R6 b b b b b b b b R6 a e e d d d R6 d

東松山市 0.61 0.66 0.66 0.49 0.48 0.54 0.90 R6 0.90 0.59 0.85 0.72 0.81 0.86 0.76 0.82 0.75 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b a a a a a a R6 a e e d b a R6 a

滑川町 0.09 0.29 0.11 0.21 0.08 0.23 0.56 R6 0.56 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b b R6 a e e e c d R6 c

嵐山町 0.60 1.32 0.49 0.26 0.60 0.95 0.65 R6 0.65 0.26 0.33 0.21 0.38 0.38 0.54 0.48 0.55 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b b R6 b e e c c c R6 c

小川町 0.15 0.76 0.46 0.21 0.29 0.47 0.50 R6 0.50 0.57 0.48 0.47 0.36 0.45 0.59 1.00 0.60 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b a R6

a（R6年度運用

開始を

目指す）

e e d c d R6 d

川島町 0.46 0.15 0.33 0.40 0.28 0.46 0.59 R6 0.59 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 0.94 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b b R6 b d d d d d R6 d

吉見町 0.19 0.28 0.34 0.33 0.45 0.34 0.50 R6 0.50 1.00 0.53 0.41 0.42 0.46 0.55 0.60 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

a（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b a a a a a a R6
ａ（R6年度運用

開始を目指す）
e e e d d R6 d

鳩山町 0.63 1.27 0.66 0.47 1.00 0.38 0.60 R6 0.65 0.77 0.00 0.00 0.02 0.09 0.10 0.21 0.10 R6 1.00 b b b b b b b R6 b a a a a a a a R6 a d d d d d R6 d

ときがわ町 0.10 0.61 0.72 0.32 0.28 0.46 0.41 R6 0.20 0.05 0.06 0.03 0.04 0.00 0.06 0.19 0.21 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
a（県に準

じ対応）
e e d c c R6 c

東秩父村 0.29 0.48 1.23 1.00 0.46 0.60 0.80 R6 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 R6 1.00 b b b b a a a R6
a（R6年度運用

開始予定）
a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

d d d d c R6 c

秩父市 0.45 0.53 0.79 0.56 0.48 0.43 0.59 R6 0.53 0.91 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b b R6 b d d d a a R6 a

横瀬町 0.09 0.77 0.61 0.60 0.56 0.21 0.56 R6 0.56 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b b b b b b b R6 ｂ b b b b b b b R6 ｂ e e e c d R6 c

最新の積算基準の適用状況及び基準対象外の際の対応状況 設計変更ガイドラインの策定・活用状況 市区町村における週休2日対象工事の実施状況

発注機関名

全国統一指標 関東ブロック独自指標

指標① 指標③ 指標④ 指標⑤ 指標⑥

基

準

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

地域平準化率 低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況

基

準

値

(H30)

実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

目標 実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標 実

績

値

(R1)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標 実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

埼

玉

県

（

市

町

村

）

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)
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【埼玉県内市町村】

47



年次 目標値 年次 目標値 年次 内容 年次 内容 年次 内容

皆野町 0.54 0.36 0.09 0.27 0.15 0.30 0.80 R6 0.54 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b b b b b b b R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b b R6
a（R6年度運用

開始予定）
e e e c d R6 d

長瀞町 0.15 0.17 0.59 0.24 0.11 0.83 0.50 R6 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b a a a a a a R6
a（R4年度運用

開始予定）
e e e c d R6 d

小鹿野町 0.35 0.34 0.54 0.42 0.53 0.37 0.05 R6 0.53 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b a a a a R6 a e d d c a R6 c

本庄市 0.48 0.87 0.67 0.79 0.66 0.62 0.80 R6 0.65 0.98 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

d d c c c R6 c

美里町 0.69 0.58 0.47 0.69 0.56 0.64 0.80 R6 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a b b b b b b b R6 a e e e c d R6 d

神川町 0.62 0.61 0.44 0.37 0.45 0.64 0.61 R6 0.90 0.13 0.18 0.28 0.18 0.15 0.12 0.19 0.16 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

e e e d d R6 d

上里町 0.52 0.33 0.58 0.80 0.44 0.60 0.65 R6 0.65 0.52 0.26 0.61 0.51 0.46 0.51 0.48 0.50 R6 1.00 a a a a a a a R6 ａ b b b b b b b R6 a e e e d d R6 c

熊谷市 0.26 0.47 0.54 0.57 0.67 0.69 0.55 R6 0.55 1.00 0.91 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

d c c a a R6 c

深谷市 0.59 0.53 0.57 0.46 0.35 0.36 0.65 R6 0.65 0.98 0.87 0.88 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b a a a R6
a（R5年度運用

開始予定）
e d d c c R6 c

寄居町 0.28 0.14 0.60 0.62 0.53 0.39 0.38 R6 0.80 0.36 0.30 0.25 0.24 0.20 0.17 0.28 0.20 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b a a R6

a（改定内容に

基づき速やかに

対応）

d d d d d R6 c

行田市 0.50 0.59 0.40 0.65 0.74 0.62 0.61 R6 0.90 1.00 0.71 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

c c c a a R6 a

加須市 0.46 0.23 0.33 0.70 0.29 0.51 0.32 R6 0.80 0.86 0.61 0.72 0.43 0.39 0.68 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

e e d c c R6 c

羽生市 0.53 0.44 0.32 0.51 0.75 0.65 0.55 R6
第一四半期の発

注に努める。
0.93 1.00 0.88 0.85 0.91 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

e e d c c R6 c

春日部市 0.49 0.58 0.55 0.65 0.42 0.49 0.55 R6 0.60 1.00

発注件

数集計

不可

0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

e e c a b R6 a

草加市 0.52 0.52 0.58 0.65 0.66 0.73 0.53 R6 0.53 0.93 0.74 0.93 0.92 0.91 0.90 0.90 0.90 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b a a a a a a R6 a d d d c c R6 c

越谷市 0.52 0.38 0.51 0.40 0.48 0.50 0.59 R6 0.59 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b a a a a R6 b e d c c c R6 c

八潮市 0.35 0.36 0.45 0.66 0.69 0.67 0.54 R6 0.50 0.80 0.72 0.81 0.81 0.80 0.79 0.79 0.80 R6 0.80 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

e e e c c R6 c

三郷市 0.65 0.62 0.60 0.64 0.69 0.79 0.59 R6 0.66 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

e e d c c R6 c

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

埼

玉

県

（

市

町

村

）

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標 実

績

値

(R1)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標 実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

基

準

値

(H30)

実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

目標

最新の積算基準の適用状況及び基準対象外の際の対応状況 設計変更ガイドラインの策定・活用状況 市区町村における週休2日対象工事の実施状況

発注機関名

全国統一指標 関東ブロック独自指標

指標① 指標③ 指標④ 指標⑤ 指標⑥

基

準

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

地域平準化率 低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況

（参考資料）各発注機関の取り組み状況【工事】

【埼玉県内市町村】
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年次 目標値 年次 目標値 年次 内容 年次 内容 年次 内容

吉川市 0.33 0.53 0.62 0.71 0.70 0.74 0.43 R6 0.53 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

e e d c c R6 c

松伏町 0.27 0.24 0.32 0.85 0.70 0.56 0.50 R6

第一四半期に５

割の発注を目標

とする

1.00 0.20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b b R6
a（R6までに運

用開始)
e e e d d R6 a

久喜市 0.39 0.50 0.44 0.33 0.37 0.44 0.35 R6 0.49 0.32 0.90 0.72 0.77 0.78 0.72 0.79 0.70 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b a a a R6 a e e d d d R6 c

蓮田市 0.49 0.41 0.44 0.45 0.41 0.58 0.50 R6 0.60 0.42 0.37 0.24 0.77 0.90 0.90 0.92 0.95 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b a a a a a a R6
a（R2年度

運用開始）
e e c c c R6 c

幸手市 0.40 0.47 0.40 0.30 0.23 0.26 0.53 R6 0.53 0.82 0.56 0.54 0.40 0.43 0.43 0.58 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b b R6 a e e d c c R6 c

宮代町 0.24 0.14 0.53 0.50 0.55 0.28 0.53 R6 0.53 0.53 0.58 0.36 0.38 0.61 0.45 0.60 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b b R6 ａ e e d d d R6 d

白岡市 0.19 0.14 0.30 0.41 0.38 0.48 0.60 R6 0.60 0.60 0.46 0.57 0.44 0.49 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b b R6 b e e e c c R6 c

杉戸町 0.57 0.34 0.62 0.47 0.49 0.34 0.60 R6 0.60 0.64 0.62 0.88 0.61 0.56 0.74 0.97 0.90 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b b R6
a(R6年度運用

開始予定）
e e d d d R6 c

最新の積算基準の適用状況及び基準対象外の際の対応状況 設計変更ガイドラインの策定・活用状況 市区町村における週休2日対象工事の実施状況

発注機関名

全国統一指標 関東ブロック独自指標

指標① 指標③ 指標④ 指標⑤ 指標⑥

基

準

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

地域平準化率 低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況

基

準

値

(H30)

実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

目標 実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標 実

績

値

(R1)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標 実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

埼

玉

県

（

市

町

村

）

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

（参考資料）各発注機関の取り組み状況【工事】

【埼玉県内市町村】
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年次 目標値 年次 目標値 年次 内容 年次 内容 年次 内容

銚子市 0.38 0.34 0.36 0.34 0.39 0.53 0.35 R6 0.60 1.00 0.89 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b a a a R6
a（R4年度運

用開始予定）
d d d c d R6 c

市川市 0.53 0.71 0.55 0.58 0.53 0.60 0.42 R6 0.80 1.00 0.61 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
a（受注者へ浸

透を図る）
d d d c c R6 c

船橋市 0.61 0.53 0.68 0.59 0.60 0.54 0.70 R6 0.70 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b a a a a a a R6
a（受注者へ浸

透を図る）
c c c b a R6 a

館山市 0.89 0.58 0.63 0.52 0.65 0.46 0.60 R6 0.60 0.81 0.49 0.65 0.69 0.69 0.77 0.68 0.68 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
a（受注者へ浸

透を図る）
e d c a c R6 c

木更津市 0.38 0.61 0.44 0.66 0.56 0.59 0.69 R6 0.70 0.38 0.54 0.42 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b a a a a a R6
a（受注者へ浸

透を図る）
d d d a c R6 c

松戸市 0.53 0.38 0.59 0.63 0.53 0.51 0.58 R6 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
a（受注者へ浸

透を図る）
c c c a b R6 a

野田市 0.32 0.29 0.63 0.71 0.66 0.67 0.71 R6 0.60 0.53 0.49 0.83 0.80 0.74 0.93 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
ａ（受注者へ

浸透を図る）
e d c c c R6 c

茂原市 0.28 0.75 0.54 0.36 0.50 0.59 0.98 R6 0.55 0.47 0.55 0.38 0.43 0.41 0.49 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
a（受注者へ浸

透を図る）
e e d d d R6 c

成田市 0.57 0.51 0.65 0.55 0.55 0.69 0.59 R6 0.70 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
a（受注者へ浸

透を図る）
d d d b b R6 b

佐倉市 0.56 0.47 0.54 0.56 0.38 0.53 0.56 R6 0.60 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b a R6
a（R5年度運

用開始予定）
e e d d d R6 a

東金市 0.68 0.34 0.16 0.15 0.23 0.10 0.26 R6 0.60 1.00 0.74 0.74 0.69 0.81 0.90 0.88 0.96 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b b R6
a（R6年度運

用開始予定）
e d d d d R6 c

旭市 0.50 0.71 0.56 0.61 0.44 0.66 0.35 R6 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（契約内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
a（受注者へ浸

透を図る）
e e e e e R6 c

習志野市 0.60 0.77 0.51 0.49 0.63 0.83 0.71 R6 0.80 1.00 1.00 0.00 0.94 0.85 1.00 1.00 0.98 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
a（受注者へ浸

透を図る）
e d c a b R6 c

柏市 0.55 0.50 0.61 0.60 0.60 0.56 0.70 R6 0.70
集計対

象外
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
a（受注者へ浸

透を図る）
c c c a a R6 c

勝浦市 0.36 0.00 0.84 0.75 0.46 0.70
上半期の

発注に努

める

R6
上半期の発

注に努める
0.67 0.59 0.50 0.50 0.36 0.31 0.38 0.30 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
a（受注者へ浸

透を図る）
e e d b b R6 c

市原市 0.37 0.46 0.61 0.36 0.53 0.60 0.60 R6 0.60 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
a（受注者へ浸

透を図る）
c c c a a R6 a

流山市 0.85 0.64 0.78 0.61 0.82 0.64 0.60 R6 0.70 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b b R6
a（R6年度運

用開始予定）
c c c b b R6 a

八千代市 0.67 0.62 0.62 0.83 0.66 0.72 0.70 R6 0.70 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
a（受注者へ浸

透を図る）
d c c c b R6 b

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標

千

葉

県

（

市

町

村

）

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R1)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

基

準

値

(H30)

実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

目標
発注機関名

全国統一指標 関東ブロック独自指標

指標① 指標③ 指標④

基

準

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

指標⑤ 指標⑥

地域平準化率 低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況 最新の積算基準の適用状況及び基準対象外の際の対応状況 設計変更ガイドラインの策定・活用状況 市区町村における週休2日対象工事の実施状況

（参考資料）各発注機関の取り組み状況【工事】

【千葉県内市町村】
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年次 目標値 年次 目標値 年次 内容 年次 内容 年次 内容

我孫子市 0.72 0.54 0.72 0.86 0.75 0.71 0.66 R6 0.70 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
a（受注者へ浸

透を図る）
d c c a a R6 a

鴨川市 0.49 0.68 0.68 0.69 0.59 0.56 0.50 R6 0.70 0.48 0.45 0.39 0.37 0.40 0.43 0.53 0.42 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b b R6
a（R6年度運

用開始予定）
e e e e e R6 d

鎌ケ谷市 0.55 0.34 0.39 0.52 0.46 0.60 0.54 R6 0.70 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
a（受注者へ浸

透を図る）
c c b b b R6 a

君津市 0.64 0.57 0.64 0.64 0.61 0.71 0.15 R6 0.70 0.80 0.89 0.68 0.81 0.76 0.70 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
a（受注者へ浸

透を図る）
e d c c c R6 c

富津市 0.67 0.88 0.64 0.70 0.55 0.60 0.24 R6 0.60 0.54 0.23 0.52 0.40 0.02 0.72 0.31 0.60 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b a a a a a a R6
a（R2年度よ

り運用）
e e d c c R6 c

浦安市 0.55 0.78 0.50 0.50 0.41 0.71 0.29 R6 0.70 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
a（受注者へ浸

透を図る）
d c c a a R6 c

四街道市 0.55 0.79 0.51 0.59 0.61 0.60 0.70 R6 0.70 0.11 0.05 0.06 0.13 0.08 0.14 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b a b R6
a（R6年度運

用開始予定）
e e d a c R6 c

袖ケ浦市 0.57 0.38 0.38 0.71 0.56 0.45 0.45 R6 0.60 0.47 0.38 0.40 0.42 0.34 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b a a a a a R6
a（受注者へ浸

透を図る）
e d d c c R6 c

八街市 0.55 0.55 0.43 0.28 0.58 0.49 0.42 R6 0.60 1.00

発注件

数未入

力

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b a a a a a R6
a（R４年度運用

開始予定）
d d d d d R6 c

印西市 0.30 0.39 0.52 0.45 0.58 0.45 0.55 R6 0.70 0.88 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
a（受注者へ浸

透を図る）
e d d c c R6 c

白井市 0.94 0.58 0.51 0.51 0.68 0.64 0.33 R6 0.60 0.51 0.42 0.41 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
a（受注者へ浸

透を図る）
e e e e a R6 a

富里市 0.38 0.51 0.39 0.24 0.40 0.49 0.55 R6 0.55 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
a（受注者へ浸

透を図る）
e d d a a R6 a

南房総市 0.72 0.77 0.52 0.61 0.70 0.69 0.40 R6 0.70 0.06 0.09 0.04 0.19 0.13 0.12 0.14 0.10 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
a（受注者へ浸

透を図る）
d d d d d R6 c

匝瑳市 0.50 0.34 0.44 0.12 0.06 0.04 0.55 R6 0.55 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
a（受注者へ浸

透を図る）
e e d d d R6 c

香取市 0.61 0.30 0.51 0.69 0.66 0.65 0.69 R6 0.60 0.53 0.69 0.71 0.67 0.82 0.72 0.85 0.82 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
a（受注者へ浸

透を図る）
e d c a a R6 c

山武市 0.37 0.41 0.37 0.45 0.62 0.49 0.36 R6 0.60 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
a（受注者へ浸

透を図る）
d d d c d R6 c

いすみ市 0.76 0.60 0.19 0.54 0.49 0.47 0.69 R6 0.55 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
a（受注者へ浸

透を図る）
d d b b b R6 a

大網白里市 0.64 0.70 0.12 0.40 0.08 0.27 0.54 R6
第一四半期の

発注に努める
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b a a a R6
a（受注者へ浸

透を図る）
d d d c c R6 b

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

千

葉

県

（

市

町

村

）

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R1)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

基

準

値

(H30)

実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

目標
発注機関名

全国統一指標 関東ブロック独自指標

指標① 指標③ 指標④

基

準

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

指標⑤ 指標⑥

地域平準化率 低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況 最新の積算基準の適用状況及び基準対象外の際の対応状況 設計変更ガイドラインの策定・活用状況 市区町村における週休2日対象工事の実施状況

（参考資料）各発注機関の取り組み状況【工事】

【千葉県内市町村】

注）報告に誤りがあったため、白井市については、指標⑥の実績値（R3、R4、R5）をaからeに修正しました。
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年次 目標値 年次 目標値 年次 内容 年次 内容 年次 内容

酒々井町 0.75 0.55 0.37 0.48 0.66 0.46 1.08 R6 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b b R6
a（R4年度運

用開始予定）
e e d e c R6 c

栄町 0.57 0.34 0.77 0.08 0.60 0.31 0.60 R6 0.60
集計対

象外
0.41 0.40 0.21 0.25 0.19 0.28 0.10 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b b R6
a（R4年度運

用開始予定）
e e e e e R6 a

神崎町 ― 0.00 1.60 0.00 0.00 1.20 0.60 R6
上半期発注を

目標とする。
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.09 0.60 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b a a R6
a（R4年度運

用開始予定）
d d d d a R6 a

多古町 0.64 0.42 0.41 0.53 0.65 0.57 0.08 R6 0.65 0.07 0.13 0.04 0.14 0.10 0.13 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b a a a a R6
a（受注者へ浸

透を図る）
e e e d e R6 d

東庄町 0.80 1.03 0.38 0.00 0.40 0.65 0.30 R6 0.60 0.68 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
a（受注者へ浸

透を図る）
e e d d d R6 c

九十九里町 0.00 ー 0.32 4.00 － 0.71 0.38 R6
上半期発注を

目標とする。
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b b R6
a（R4年度運

用開始予定）
e e e a d R6 c

芝山町 0.30 0.48 0.64 0.39 0.09 0.63 0.19 R6
第一四半期の

発注に努める
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b b R6
a（R6年度運

用開始予定）
e d d a a R6 c

横芝光町 0.30 0.28 0.24 0.28 0.20 0.73 0.40 R6
上半期の4割発

注に努める
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b b R6
a（R6年度運

用開始予定）
e e d c c R6 c

一宮町 0.28 0.00 0.11 0.15 0.32 0.47 0.20 R6

上半期に4割の

発注を目標と

する

1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
a（受注者へ浸

透を図る）
e e e e e R6 d

睦沢町 0.48 0.53 0.50 0.33 0.17 1.33 0.60 R6 0.70 0.00 0.00 0.00 - 0.04 0.09 0.00 0.50 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b b R6
a（R4年度運

用開始予定）
e e e e e R6 c

長生村 0.44 0.31 0.31 0.22 0.13 0.38 0.70 R6

上半期に7割の

発注を目標と

する

1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
a（受注者へ浸

透を図る）
e c c c b R6 b

白子町 2.00 0.43 0.57 1.00 0.19 0.18 0.46 R6 0.80

発注件

数未入

力

1.00 1.00 0.48 0.10 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b b R6
a（R4年度運

用開始）
e d d d d R6 c

長柄町 0.26 0.44 1.26 0.74 0.64 0.77 0.58 R6

上半期7割の発

注を目的とす

る。

0.00 0.05 0.30 0.13 0.04 0.14 0.00 0.14 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b a a a R6
a（R4年度運

用開始予定）
d d d d d R6 a

長南町 0.67 0.52 1.18 0.63 0.25 0.92 0.07 R6

第一四半期の

発注に努め

る。

1.00 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.70 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b b R6
a（R6年度運

用開始予定）
d d d d d R6 c

大多喜町 0.88 0.73 1.00 0.48 0.71 0.67 0.81 R6

上半期に7割の

発注を目標と

する。

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
a（受注者へ浸

透を図る）
d d d a d R6 a

御宿町 0.59 0.43 0.73 0.32 0.33 0.46 0.10 R6
上半期の発注

に努める
0.25 0.24 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b a a a R6
a（R4年度運

用開始予定）
e e d c d R6 c

鋸南町 0.43 1.25 0.32 0.70 0.70 0.73 0.33 R6
上半期の発注

に努める
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
a（受注者へ浸

透を図る）
e e e d d R6 c

発注機関名

全国統一指標 関東ブロック独自指標

指標① 指標③ 指標④

基

準

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

指標⑤ 指標⑥

地域平準化率 低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況 最新の積算基準の適用状況及び基準対象外の際の対応状況 設計変更ガイドラインの策定・活用状況 市区町村における週休2日対象工事の実施状況

基

準

値

(H30)

実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

目標
実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R1)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

千

葉

県

（

市

町

村

）

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

（参考資料）各発注機関の取り組み状況【工事】

【千葉県内市町村】
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年次 目標値 年次 目標値 年次 内容 年次 内容 年次 内容

千代田区 0.60 0.76 0.61 0.69 0.70 0.71 0.70 R6 0.70 0.72 0.49 0.65 0.76 0.66 0.64 0.59 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

a(改定内容に基

づき速やかに対

応）

a a a a a a a R6
a（R3年度以

降も活用）
e e d d d R6 c

中央区 0.62 0.63 0.74 0.62 0.66 0.65 0.52 R6 0.80 0.72 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a
a（都積算

基準を準

用）

a a a a a R6 a a
a（都ガイ

ドライン

準用）

a a a a a R6 a e e c b c R6 c

港区 0.63 0.65 0.62 0.59 0.60 0.68 0.61 R6 0.63 0.95 0.78 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a e e c a a R6 e

新宿区 0.48 0.33 0.42 0.49 0.49 0.54 0.51 R6 0.55 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a c c c c c R6 b

文京区 0.54 0.56 0.74 0.71 0.69 0.67 0.65 R6 0.80 0.81 0.90 0.88 0.89 0.87 0.89 0.90 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a b b b b b b a R6

a(東京都の設計変

更

ガイドラインを準

用）

e e d c d R6 e

台東区 0.50 0.43 0.74 0.64 0.55 0.47 0.60 R6 0.60 0.78 0.83 0.87 0.74 0.72 0.78 0.82 0.73 R6 1.00 a a a a a a a R6 a b b b b b b b R6
b（策定時期

を検討中）
b b b c c R6 b

北区 0.46 0.64 0.63 0.66 0.58 0.69 0.50 R6 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a b b a a a a a R6 a e e e d e R6 e

荒川区 0.83 0.65 0.67 0.34 0.67 0.57 0.62 R6 0.90 0.77 0.88 0.91 0.92 0.88 0.91 0.94 0.90 R6 1.00 a a a a a a a R6 a b b b b b b b R6 a e e d c c R6 c

品川区 0.48 0.61 0.64 0.50 0.59 0.55 0.60 R6 0.80 0.40 0.36 0.49 0.81 0.77 0.76 0.78 0.79 R6 1.00 b b a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a c c c c c R6 b

目黒区 0.40 0.45 0.56 0.57 0.46 0.51 0.73 R6 0.75 0.94 0.43 0.86 0.80 0.72 0.87 0.78 0.78 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a e e d c c R6 d

大田区 0.54 0.47 0.53 0.56 0.53 0.61 0.68 R6 0.60 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 ａ a a a a a a a R6 a e d d c c R6 b

世田谷区 0.82 0.90 1.00 0.69 0.87 0.78 0.70 R6 0.70 0.96 1.00 0.90 0.93 0.87 0.87 0.87 0.90 R6 1.00 b a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a e e d a b R6 c

渋谷区 0.77 0.76 0.69 0.58 0.77 0.68 0.65 R4 0.70 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

a（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6

a(東京都の設計変

更

ガイドラインを使

用）

d d d d d R6 d

中野区 0.60 0.61 0.71 0.47 0.53 0.66 0.65 R6 0.65 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a d d c a a R6 b

杉並区 0.68 0.68 0.56 0.74 0.64 0.56 0.60 R6 0.80
集計対

象外
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a c c c b c R6 c

豊島区 1.05 0.73 0.72 0.72 0.61 0.74 0.80 R6 1.00 0.60 0.61 0.58 0.69 0.79 1.00 0.83 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a c c c c c R6 c

板橋区 0.64 0.61 0.70 0.54 0.65 0.74 0.68 R6 0.90 0.99 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

a（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6

a

平成３１年３月

作成

e e d c c R6 d

練馬区 0.74 0.80 0.96 0.68 0.74 0.69 0.60 R6 0.60 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b b b b a a a R6
a（都積算基

準を準用）
b b b b a a a R6

a(都策定の設計変

更ガイドラインを

準用）

e e e a,d a,d R6 d

発注機関名

全国統一指標 関東ブロック独自指標

指標① 指標③ 指標④ 指標⑤

基

準

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

指標⑥

地域平準化率 低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況 最新の積算基準の適用状況及び基準対象外の際の対応状況 設計変更ガイドラインの策定・活用状況 市区町村における週休2日対象工事の実施状況

基

準

値

(H30)

実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

目標
実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標

東

京

都

（

市

区

町

村

）

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R1)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)
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年次 目標値 年次 目標値 年次 内容 年次 内容 年次 内容

墨田区 0.46 0.68 0.45 0.49 0.56 0.65 0.64 R6 0.65 1.00 0.95 0.94 0.93 0.96 0.93 0.96 0.93 R6 1.00 b b b b b a a R6 a b b b b b a b R6 a e e d a b R6 b

江東区 0.54 0.46 0.54 0.75 0.63 0.75 0.85 R6 0.90 1.00 0.63 0.92 0.91 0.93 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b a a a a a a R6 a b a a a a a a R6 a e e e d e R6 b

足立区 0.55 0.43 0.64 0.54 0.59 0.63 0.55 R6 0.55 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

a（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b a a a a R6

a(設計変更ガイドラインで

はないが、区独自のルール

に基づき、工事変更審議委

員会等を実施）

d d d c d R6 c

葛飾区 0.47 0.53 0.93 0.68 0.67 0.77 0.77 R6 0.80 0.99 0.99 1.00 0.99 0.98 0.98 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a a a a a a R6 a

江戸川区 0.53 0.70 0.68 0.61 0.74 0.59 0.65 R6 0.60 0.91 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a e d c a a R6 b

八王子市 0.74 0.48 0.44 0.50 0.56 0.53 0.80 R6 0.80 0.59 0.57 0.59 0.66 0.69 0.68 0.62 0.69 R6

0.59（R6年度までに入札

制度の改正を予定していな

いため、指標③については

現状を維持する）

a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6

a（八王子市工事請負

設計変更ガイドライン

に基づき、設計変更

を実施）

e d d a a R6 d

青梅市 0.63 0.39 0.38 0.57 0.46 0.35 0.29 R6 0.65 0.32 0.39 0.42 0.41 0.47 0.65 0.64 0.64 R6 1.00 a a a a a a a R6
a（改定内容に

基づき対応）
b b b b b b b R6

b（策定時期

を検討中）
e e d c c R6 d

町田市 0.64 0.65 0.69 0.48 0.48 0.61 0.61 R6 0.70 0.71 0.71 0.54 0.75 0.74 0.62 0.76 0.70 R6 0.71 b a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a a a a a a R6 a

日野市 0.45 0.34 0.70 0.51 0.77 0.58 0.60 R6 0.60 0.55 0.67 0.66 0.65 0.67 0.68 0.77 0.60 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a e e e d e R6 e

福生市 0.53 0.63 0.64 0.77 0.74 0.73 0.70 R6

上半期に７割の

発注を目標とす

る。

0.48 0.40 0.41 0.39 0.27 0.45 0.40 1.00 R6 1.00 b b b b b b a R6 a b a a a a a a R6 a d d c c c R6 c

多摩市 0.85 0.50 0.91 0.87 0.78 0.68 0.80 R6 0.90 0.95 1.00 0.96 1.00 1.00 0.94 1.00

0.95

単価契約で最低

制限等を設けら

れない発注が毎

年数件はあるた

め

R6

0.95

単価契約で最低制限等

を設けられない発注が

毎年数件はあるため

a a a a a a a R6 ａ b b b b b b b R6
ｂ（Ｒ6年度

運用開始）
b b a a a R6 b

稲城市 0.82 0.86 0.51 0.40 0.47 0.63 0.50 R6 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a b b b a a a a R6 a e e e d e R6 c

あきる野市 0.83 0.67 0.59 0.41 0.46 0.30 0.32 R6 0.90 0.39 0.41 0.51 0.59 0.45 0.43 0.57 0.51 R6 1.00 a a a a a a b R6 a b b b b b b b R6 a e e d d d R6 d

羽村市 0.32 0.66 0.40 0.26 0.32 0.25
上半期の

発注に努

める

R6
上半期の発

注に努める
1.00 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b a a a a b a R6 a b b b b b b b R6 a d d d d a R6 a

立川市 0.51 0.50 0.63 0.69 0.57 0.73 0.84 R6 0.60 0.51 0.84 1.00 0.91 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6 a e e e d e R6 e

昭島市 0.54 0.64 0.47 0.60 0.52 0.71 0.90 R6 0.90 0.54 0.60 0.48 0.64 0.67 0.46 0.43 0.31 R6 1.00 b b b b b b b R6 a b a a a a a a R6 a d c c b c R6 b

国分寺市 0.63 0.72 0.39 0.47 0.55 0.72 0.47 R6

第一四半期に３

割の発注を目標

とする。

0.89 0.76 0.89 0.95 0.95 0.93 0.80 0.83 R6 1.00 a a a a a a a R6 ａ a a a a a a a R6 a d d d d d R6 c

国立市 0.68 0.48 0.50 0.74 0.59 0.79 0.78 R6

第二四半期に5

割の発注を目標

とする

0.68 0.52 0.39 0.41 0.50 0.51 0.36 0.50 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a e d d a d R6 a

発注機関名

全国統一指標 関東ブロック独自指標

指標① 指標③ 指標④ 指標⑤

基

準

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

指標⑥

地域平準化率 低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況 最新の積算基準の適用状況及び基準対象外の際の対応状況 設計変更ガイドラインの策定・活用状況 市区町村における週休2日対象工事の実施状況

基

準

値

(H30)

実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

目標
実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R1)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

東

京

都

（

市

区

町

村

）

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)
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年次 目標値 年次 目標値 年次 内容 年次 内容 年次 内容

東大和市 0.54 0.69 0.39 0.50 0.53 0.52 0.23 R6 0.80 0.03 0.03 0.02 0.00 0.00 0.07 0.00 0.18 R6 1.00 b a a a a a a R6 a b a a a a a a R6 a e e d d d R6 d

武蔵村山市 0.53 0.41 0.61 0.27 0.77 0.64 0.65 R6 0.90 0.08 0.05 0.13 0.06 0.15 0.21 0.23 0.27 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a e e e e e R6 c

武蔵野市 0.48 0.52 0.68 0.57 0.50 0.67 0.60 R6 0.60 0.16 0.30 0.28 0.21 0.23 0.30 0.27 1.00 R6 1.00 b b b b b b b R6
b（現状維

持）
b b b b b b b R6

b（現状維

持）
d d d a c R6 c

三鷹市 0.34 0.35 0.51 0.48 0.57 0.50 0.47 R6 0.50 0.55 0.51 0.53 0.62 0.66 0.71 0.86 0.66 R6 1.00 a a a a a a a R6 a b b b b b b b R6 b d d d c c R6 c

府中市 0.61 0.58 0.47 0.52 0.64 0.78 0.92 R6 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b a a a a a a R6 ａ b b b b b b b R6
b（必要に応じ

て設計変更）
e e e c e R6 c

調布市 0.44 0.57 0.82 0.61 0.49 0.45

第一四半期

に5割の発

注を目標と

する

R6

第一四半期に5

割の発注を目標

とする

1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b b b b b b a R6 aを目指す b b b b b b a R6 aを目指す e e e b b R6 e

小金井市 0.67 0.31 0.38 0.48 0.45 0.38 0.56 R6
令和４年度以降第

一四半期の発注に

努める

0.85 0.84 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a e e e d d R6 c

狛江市 0.76 0.58 0.82 0.99 0.78 0.55 0.47 R6 0.77 0.33 0.21 0.30 0.30 0.32 0.18 0.23 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 ａ a a a a a a a R6 ａ e d d a a R6 a

小平市 0.37 0.74 0.40 0.61 0.54 0.65 0.61 R6 0.56 0.83 0.93 0.93 0.97 0.97 1.00 0.94 0.96 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b b R6
小平市においては、設計変更が生

じた際、その都度協議を行い内容

を決定しているため、設計変更ガ

イドラインは未策定である。

e e e d e R6 e

東村山市 0.69 0.38 0.56 0.43 0.46 0.37 0.60 R6 0.90 0.23 0.25 0.27 0.25 0.39 0.32 0.23 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 ａ a a a a a a a R6 ａ e e c a a R6 c

西東京市 0.46 0.77 0.38 0.57 0.49 0.68 0.50 R6 0.60 0.57 0.37 0.42 0.41 0.44 0.48 0.25 0.40 R6 1.00 b a a a a a a R6 a b a a a a a a R6 a e e e e e R6 e

清瀬市 0.53 0.48 0.90 0.42 0.64 0.53 0.30 R6

第一四半期に3

割の発注を目標

とする

0.56 0.55 0.73 0.62 0.56 0.51 0.51 0.51 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6 a e e e d e R6 d

東久留米市 0.30 0.39 0.36 0.28 0.39 0.42 0.34 R6 0.80 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a e e c a b R6 c

瑞穂町 0.37 0.40 0.40 0.40 0.15 0.46
上半期に

７割の発

注

R6
上半期に

７割の発注
0.50 0.44 0.45 0.36 0.52 0.36 0.37

0.6

※町の基

準により

設定

R6

0.6

※町の基準によ

り設定

a a a a a a a R6 a b b b b a a a R6 a e e e d d R6 d

日の出町 0.61 0.08 0.61 0.57 0.73 0.97 0.61 R6

原則、9月まで

に発注してい

る。

0.65 0.58 0.48 0.38 0.38 0.18 0.58 0.18 R6 1.00 b b b b b b b R6 a b b b b b b b R6

b（町の契約内容の変

更に関する基本方針

に基づき対応してい

る。）

e e e e e R6 e

奥多摩町 0.26 0.13 0.44 0.33 0.32 0.15 0.50 R6 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b b b b b b b R6 a b b b b b b b R6 a e e e e e R6 a

檜原村 0.21 0.61 0.66 0.56 0.24 0.29 0.25 R6

第一四半期に3

割の発注を目標

とする。

0.00 0.00 0.00 0.22 0.13 0.17 0.00 0.75 R6 1.00 b b b b b b b R6 a a a a a a a a R6 a d d d d a R6 b

大島町 0.46 0.63 0.43 0.29 0.34 0.37 0.83 R6 0.46 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b b b b b b a R6 a b b b b b b a R6 a e e e e e R6 e

発注機関名

全国統一指標 関東ブロック独自指標

指標① 指標③ 指標④ 指標⑤

基

準

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

指標⑥

地域平準化率 低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況 最新の積算基準の適用状況及び基準対象外の際の対応状況 設計変更ガイドラインの策定・活用状況 市区町村における週休2日対象工事の実施状況

基

準

値

(H30)

実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

目標
実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R1)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

東

京

都

（

市

区

町

村

）

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)
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年次 目標値 年次 目標値 年次 内容 年次 内容 年次 内容

八丈町 0.67 0.50 0.60 0.76 0.72 0.69 0.62 R6 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b b b b b a b R6 ａ b b b b b a b R6 a c c c a c R6 b

利島村 0.73 0.77 0.00 1.33 0.00 0.19 0.19 R6

0.73（発注数が極端に

少ないため、昨年度

の数値を目標値とす

る）

0.25 0.50 0.00 - - - 0.00 1.00 R6 1.00 b b b b b b b R6
全機関aを

目指す
b b b b b b b R6

全機関aを

目指す
c c c c c R6 c

新島村 0.36 0.47 0.51 0.38 0.22 0.23 0.36 R6 0.36 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 全機関a a a a a a a a R6 全機関a e e e e e R6 e

神津島村 0.29 0.31 0.15 0.24 0.11 0.16 0.30 R6 0.40 0.62 1.00 0.77 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b b b b b b b R6 a b b b b b b b R6 a b b b b b R6 b

三宅村 0.28 0.25 0.32 0.52 0.07 0.35 0.50 R6 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 R6 1.00 b b b b b b b R6 a b b b b b b b R6 a e e e e e R6 d

御蔵島村 0.33 0.07 0.12 0.37 0.26 0.17 0.30 R6 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 R6 1.00 b b b b a a a R6 a b b b b a a a R6 a e e e e e R6 a

青ヶ島村 0.57 1.11 0.52 0.92 0.63 0.82 1.00 R6
上半期の発注に

努める
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b b b b b b b R6 a b b b b b b b R6 a e e e e e R6 e

小笠原村 0.37 0.43 0.40 0.41 0.46 0.59 0.20 R6
上半期中の発注

に努める
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b b b b b b b R6 a b b b b b b b R6 a e e e e e R6 d

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

東

京

都

（

市

区

町

村

）

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R1)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

基

準

値

(H30)

実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

目標
発注機関名

全国統一指標 関東ブロック独自指標

指標① 指標③ 指標④ 指標⑤

基

準

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

指標⑥

地域平準化率 低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況 最新の積算基準の適用状況及び基準対象外の際の対応状況 設計変更ガイドラインの策定・活用状況 市区町村における週休2日対象工事の実施状況

（参考資料）各発注機関の取り組み状況【工事】

【東京都内区市町村】
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年次 目標値 年次 目標値 年次 内容 年次 内容 年次 内容

横須賀市 0.44 0.45 0.64 0.63 0.61 0.58 0.64 R6 0.64 0.85 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6 a（運用中） e d c a a R6 c

平塚市 0.70 0.60 0.88 0.50 0.57 0.64 0.80 R6 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a d d c b c R6 c

鎌倉市 0.75 0.66 0.41 0.96 0.82 0.56 0.75 R6 0.75 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6

a（適宜見直し

を行い運用して

いく）

e e d c c R6 c

藤沢市 0.44 0.49 0.52 0.56 0.47 0.52 0.53 R6 0.63 0.95 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a d d d d d R6 a

小田原市 0.47 0.40 0.41 0.55 0.56 0.50 0.55 R6 0.55 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a d d d d d R6 c

茅ヶ崎市 0.83 0.76 0.59 0.64 0.41 0.63 0.63 R6 0.70 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a c c c c c R6 a

逗子市 0.17 0.21 0.59 0.43 0.55 0.47 0.40 R6 0.50 0.00 0.00 0.12 0.03 0.02 0.03 0.70 0.03 R6 1.00 b b b b b b b R6 ａ b b b b b b b R6 a e e d c d R6 a

三浦市 0.47 0.29 0.31 0.60 0.66 0.57 0.48 R6 0.90 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b b b b b b b R6 ａ a a a a a a a R6 ａ e e e d e R6 c

秦野市 0.55 0.60 0.49 0.45 0.62 0.72 0.76 R6 0.80 0.88 0.90 0.90 0.89 0.89 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b b b b a a a R6 a b b b a a a a R6 a e e d d c R6 c

厚木市 0.45 0.44 0.47 0.40 0.41 0.41 0.50 R6 0.80 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b b b b a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
a（受注者へ浸

透を図る）
c c a a a R6 c

大和市 0.53 0.42 0.71 0.69 0.47 0.53 0.56 R4 0.53 1.00 0.98 1.00 0.99 0.99 0.99 1.00 0.99 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a e e e b c R6 c

伊勢原市 0.42 0.47 0.42 0.49 0.67 0.42 0.56 R6 0.70 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b b b b b a a R6 a b b a a a a a R6 a e d c c c R6 b

海老名市 0.41 0.45 0.61 0.46 0.54 0.58 0.38 R6
上半期の発

注に努める

発注件

数未入

力

0.82 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b b b a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b b R6 a e e c c c R6 e

座間市 0.18 0.41 0.58 0.41 0.58 0.59 0.50 R4 0.50 0.77 0.85 1.00 0.88 0.90 0.89 1.00 1.00 R6 1.00 b b b b b b b R6

a(積算基準範囲

外の統一基準を

定める)

a a a a a a a R6
a(H30策定

済み)
e e d a b R6 c

南足柄市 0.18 0.29 0.21 0.31 0.66 0.39 0.50 R6

第一四半期の発

注件数増に努め

る。

0.97 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a e e e d d R6 c

綾瀬市 0.85 0.44 0.76 0.76 0.51 0.35 0.60 R6 現状維持 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b a a R6
a（必要性を検

討、具現化）
e d d c c R6 c

葉山町 0.12 0.80 0.38 0.61 0.67 0.73 0.60 R6
上半期の発

注に努める
0.54 0.36 0.32 0.50 0.56 0.74 0.63 0.80 R6 1.00 a a a a a a a R6 a b b b b b b b R6 a e e d d d R6 d

寒川町 0.99 0.18 0.30 0.23 0.50 0.44 0.33 R6

第一四半期に６

割の発注を目標

とする

0.82 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a e d d c c R6 c

発注機関名

全国統一指標 関東ブロック独自指標

指標① 指標③ 指標④

基

準

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

指標⑤ 指標⑥

地域平準化率 低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況 最新の積算基準の適用状況及び基準対象外の際の対応状況 設計変更ガイドラインの策定・活用状況 市区町村における週休2日対象工事の実施状況

基

準

値

(H30)

実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

目標
実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標

神

奈

川

県

（

市

町

村

）

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R1)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

（参考資料）各発注機関の取り組み状況【工事】

【神奈川県内市町村】
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年次 目標値 年次 目標値 年次 内容 年次 内容 年次 内容

大磯町 0.40 0.24 0.33 0.43 0.12 0.28 0.58 R6 0.45 0.75 0.48 0.54 0.59 0.59 0.46 0.55 0.57 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b b R6

a（ガイドライ

ン策定の検討を

行う）

e e e d e R6 c

二宮町 0.85 0.48 0.38 0.36 0.71 0.46 0.59 R6

第2四半期に9割

の発注を目標と

する

0.07 0.00 0.75 0.23 0.50 0.63 0.43 0.52 R6 1.00 b b b b b b b R6 a a a a a a a a R6 a e e e e d R6 c

中井町 0.23 0.06 0.30 0.28 0.24 0.53 0.33 R6

上半期に5割の

発注を目標とす

る

0.93 0.63 0.64 0.60 0.56 0.62 0.94 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
a（R4年度運用

開始予定）
d d d d d R6 a

大井町 0.30 0.16 0.29 0.34 0.43 0.19 0.70 R6
上半期の発

注に努める

発注件

数未入

力

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b b b a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b a a R6 a e e e d d R6 c

松田町 0.11 0.91 0.00 0.31 0.49 0.36 0.75 R6
上半期の発

注に努める
0.63 0.52 0.35 0.15 0.32 0.19 0.75 0.35 R6 1.00 b b b b b b b R6 a b b b b b b b R6 a e d d d c R6 c

山北町 0.33 0.22 0.32 0.27 0.22 0.49 0.36 R6

上半期に7割の

発注を目標とす

る

0.65 0.40 0.50 0.39 0.42 0.41 0.42 0.41 R6 1.00 b b b b b b a R6
a（要領を整備

し対応）
b b b b b b a R6

a（ガイドライ

ンを策定し対

応）

e e e e e R6 e

開成町 0.38 0.47 0.67 0.44 0.31 0.35 0.27 R6
早期発注に

努める

集計対

象外
1.00 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b b a a a a a R6 ａ b b a a a a a R6 ａ e e e e e R6 e

箱根町 0.26 0.27 0.29 0.28 0.23 0.47 0.50 R6 0.90 0.97 0.74 0.69 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b b b a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b a a a a a R6
a（R4年度以降

に実施予定）
e d d c c R6 b

真鶴町 0.07 0.39 0.80 0.67 0.00 0.89 0.67 R6
第一四半期の

発注に努める
0.77 0.68 0.77 0.60 0.47 0.14 0.50 0.42 R6 1.00 b b b b b b b R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b b R6
a（R6年度運用

開始予定）
d d d d d R6 c

湯河原町 0.43 0.40 0.25 0.51 0.48 0.36 0.51 R6

第一四半期に7

割の発注を目標

とする

0.31 0.11 0.23 0.16 0.24 0.19 0.14 0.21 R6 1.00 b b b b b b b R6 a b b b b a a a R6 a e e d c c R6 c

愛川町 0.40 0.38 0.41 0.61 0.65 0.73 0.50 R6 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b a a a a a a R6
ａ（受注者へ

浸透を図る）
d d c c c R6 c

清川村 0.00 0.00 0.50 0.72 1.02 0.46 0.30 R6

件数や金額を用い

た平準化率の達成

目標は設けていな

い。

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b b a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
ａ（受注者へ

浸透を図る）
e e e e e R6 e

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

神

奈

川

県

（

市

町

村

）

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R1)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

基

準

値

(H30)

実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

目標
発注機関名

全国統一指標 関東ブロック独自指標

指標① 指標③ 指標④

基

準

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

指標⑤ 指標⑥

地域平準化率 低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況 最新の積算基準の適用状況及び基準対象外の際の対応状況 設計変更ガイドラインの策定・活用状況 市区町村における週休2日対象工事の実施状況

（参考資料）各発注機関の取り組み状況【工事】

【神奈川県内市町村】
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年次 目標値 年次 目標値 年次 内容 年次 内容 年次 内容

甲府市 0.65 0.66 0.64 0.59 0.50 0.55 0.70 R6 0.70 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a d d c a a R6 a

富士吉田市 0.51 0.56 0.45 0.61 0.45 0.68 0.70 R6 0.70 0.49 0.52 0.50 0.57 0.48 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a b a a a a a a R6 a e d d c c R6 c

都留市 0.44 0.55 0.31 0.44 0.63 0.47 0.50 R6 0.60 0.21 0.17 0.23 0.14 0.25 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a e e d d c R6 a

山梨市 0.21 0.31 0.42 0.36 0.38 0.40 0.70 R6 0.80 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a d d c c b R6 a

大月市 1.05 0.78 0.48 0.23 0.49 0.69 0.70 R6 0.80 0.36 0.45 0.53 0.45 0.43 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a e e d c b R6 a

韮崎市 0.38 0.33 0.36 0.33 0.62 0.58 0.80 R6 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a e e c a c R6 c

南アルプス市 0.43 0.30 0.48 0.47 0.50 0.49 0.70 R6 0.70 1.00 0.97 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a e e d a c R6 c

北杜市 0.67 0.51 0.73 0.51 0.50 0.68 0.70 R6 0.70 0.25 0.19 0.17 0.13 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a e e d d c R6 c

甲斐市 0.40 0.57 0.50 0.56 0.46 0.31 0.70 R6 0.70 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a e d d d c R6 c

笛吹市 0.61 0.84 0.56 0.46 0.40 0.51 0.70 R6 0.70 0.97 0.97 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b b a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a e e d c c R6 c

上野原市 0.75 0.81 0.98 0.53 0.56 0.53 0.70 R6 0.70 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b b b b b a a R6 a a a a a a a a R6 a e d d c c R6 c

甲州市 0.52 0.49 0.65 0.24 0.58 0.58 0.52 R6 0.60 0.00 0.02 0.04 0.04 0.28 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b b b b b a a R6 a a a a a a a a R6 a d c d c c R6 b

中央市 0.86 0.77 0.33 0.46 0.71 0.57 0.56 R6 0.70 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a e d d d c R6 c

市川三郷町 1.16 0.91 0.69 0.43 0.39 0.52 0.70 R6 0.70 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a e e d c c R6 c

早川町 0.93 0.52 0.78 0.47 0.65 0.70 0.70 R6 0.70 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b b b b b b a R6 a a a a a a a a R6 a e e e d c R6 c

身延町 0.68 0.58 0.64 0.29 1.03 0.61 0.68 R6 0.70 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a e e d c c R6 c

南部町 0.18 0.39 0.41 1.53 0.21 0.71 0.50 R6 0.50 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a e d c c b R6 b

富士川町 0.69 0.85 0.57 0.45 1.11 0.11 0.70 R6 0.70 0.71 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b b a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a e e d c c R6 c

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

最新の積算基準の適用状況及び基準対象外の際の対応状況

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標

山

梨

県

（

市

町

村

）

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R1)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

目標

設計変更ガイドラインの策定・活用状況 市区町村における週休2日対象工事の実施状況

発注機関名

全国統一指標 関東ブロック独自指標

指標① 指標③ 指標④ 指標⑤ 指標⑥

基

準

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

地域平準化率 低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況

基

準

値

(H30)

（参考資料）各発注機関の取り組み状況【工事】

【山梨県内市町村】

注）報告に誤りがあったため、北杜市については、指標⑥の実績値（R5）をcからdに修正しました。
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年次 目標値 年次 目標値 年次 内容 年次 内容 年次 内容

昭和町 0.26 0.67 0.59 0.50 0.94 0.79 0.70 R6 0.70 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a e d c c b R6 c

道志村 0.80 0.62 0.56 0.84 0.93 0.10 0.70 R6 0.70 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b a a a a a a R6 a b a a a a a a R6 a e d d d c R6 b

西桂町 1.44 0.00 0.20 0.35 0.75 0.70 0.50 R6 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b b b a a a a R6 a b b b a a a a R6 a e e e a c R6 c

忍野村 0.25 0.77 0.83 0.59 0.50 0.67 0.50 R6 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b a a a a a a R6 a b b a a a a a R6 a e e d d c R6 c

山中湖村 0.14 0.00 0.95 0.00 0.46 0.27 0.60 R6 0.60 0.43 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a e e d c c R6 c

鳴沢村 ― 0.00 － 0.57 0.57 0.00 0.66 R6 0.70 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a b b b b b R6 a

富士河口湖町 0.69 0.43 0.65 0.76 1.02 0.75 0.70 R6 0.70 0.49 1.00 0.47 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b a a a a a a R6 a b a a a a a a R6 a e e d a c R6 c

小菅村 0.00 1.21 0.36 0.09 0.63 0.60 0.50 R6 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b b b b b b a R6 a b b b b b b a R6 a d d d c c R6 b

丹波山村 0.17 2.00 0.00 1.41 0.00 1.00 0.50 R6 0.50 0.83 0.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b b b b b b a R6 a b b b b a a a R6 a d d d c c R6 c

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

最新の積算基準の適用状況及び基準対象外の際の対応状況

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R1)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

目標

設計変更ガイドラインの策定・活用状況 市区町村における週休2日対象工事の実施状況

発注機関名

全国統一指標 関東ブロック独自指標

指標① 指標③ 指標④ 指標⑤ 指標⑥

基

準

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

地域平準化率 低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況

基

準

値

(H30)

（参考資料）各発注機関の取り組み状況【工事】

【山梨県内市町村】
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年次 目標値 年次 目標値 年次 内容 年次 内容 年次 内容

長野市 0.70 0.84 0.67 0.61 0.59 0.64 0.55 R6 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b a a a a a a R6 b b b b b b b b R6 b d c c a a R6 a

松本市 0.45 0.44 0.65 0.53 0.52 0.62 0.67 R6 現状維持 1.00 0.70 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6 a d c c a a R6 a

上田市 0.83 0.79 0.93 0.75 0.74 0.67 0.65 R6 0.80 0.68 0.88 0.87 0.87 0.83 0.99 1.00 1.00 R6 0.90 a a a a a a a R6 a b b b b a a a R6 a e d c a a R6 a

岡谷市 0.61 0.58 0.60 0.61 0.60 0.67 0.50 R6 0.50 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b b R6 a e e d c c R6 c

飯田市 0.70 0.52 0.77 0.73 0.54 0.64 0.77 R6 0.90 0.95 0.98 0.99 0.98 0.98 1.00 1.00 0.95 R6 0.95 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a e d d a b R6 b

諏訪市 0.56 0.44 0.46 0.63 0.57 0.35 0.60 R6 0.75 0.02 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 ａ a a a a a a a R6 ａ e e d c c R6 c

須坂市 0.68 0.75 0.74 0.83 0.76 0.63 0.50 R6 0.70 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b b b b b b b R6 a b a a a a a a R6 a c c c b c R6 b

小諸市 0.67 0.79 0.96 0.57 0.56 0.64 0.60 R6 0.80 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a b b b b b b b R6 b e d d c c R6 b

伊那市 0.78 0.58 0.71 0.48 0.61 0.74 0.80 R6 0.80

発注件

数未入

力

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a b b b b b b b R6 b e e c a a R6 a

駒ヶ根市 1.01 0.49 0.48 0.50 0.55 0.36 0.45 R6 現状維持 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b a a a a a a R6
ａ（基準対象外の

際の内部統一ルー

ルを作成）

b a a a a a a R6
a（県の策定した

ガイドラインを準

用し運用予定）

e d c b a R6 c

中野市 0.46 0.83 0.49 0.50 0.49 0.53 0.36 R6 0.80
集計対

象外
0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a d c c a a R6 a

大町市 0.59 0.60 0.48 0.76 0.70 0.62 0.23 R6 0.80 0.87 1.00 1.00 0.80 0.80 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

a（最新の積算基

準を適用、基準範

囲の場合は要領を

整備し活用）

a a a a a a a R6

a(設計変更ガイドライ

ンを策定・活用しこ

れに基づき設計変更

を実施)

a a a a a R6 a

飯山市 1.08 0.75 0.47 0.57 0.81 0.78 0.50 R6 現状維持 0.22 0.30 0.27 0.19 0.65 0.95 0.70 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6
a（最新の積算

基準を適用）
a a a a a a a R6

ａ（設計変更ガイ

ドラインを策定・

活用）

e d d d c R6 c

茅野市 0.18 1.13 0.21 0.71 0.90 0.62 0.63 R6 0.90 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 ａ a a a a a a a R6 a e d b b a R6 a

塩尻市 0.63 0.52 0.57 0.68 0.67 0.65 0.70 R6 0.80 0.15 0.17 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a b b b a a a a R6 a d c c c c R6 c

佐久市 0.41 0.57 0.90 0.80 0.53 0.57 0.70 R6 0.70 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a c c b a b R6 b

千曲市 1.39 0.93 0.79 0.38 0.45 0.54 0.80 R6 0.80
集計対

象外
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a a a a a a R6 a

東御市 0.99 0.47 0.84 1.26 0.47 0.47
現状維持

(0.60)
R6 現状維持 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b b a a a a a R6

b（現在の運用方法に

おいて特段問題等は

発生していないため）

b b b b b b b R6
b（現在の運用方法に

おいて特段問題等は

発生していないため）

e e d c c R6 c

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

長

野

県

（

市

町

村

）

目標
実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R1)

目標
実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

実

績

値

(R6)

発注機関名

全国統一指標 関東ブロック独自指標

指標① 指標③ 指標④ 指標⑤ 指標⑥

地域平準化率 低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況 最新の積算基準の適用状況及び基準対象外の際の対応状況 設計変更ガイドラインの策定・活用状況 市区町村における週休2日対象工事の実施状況

基

準

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

基

準

値

(H30)

実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

見

込

み

値

(R6)

（参考資料）各発注機関の取り組み状況【工事】

【長野県内市町村】
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年次 目標値 年次 目標値 年次 内容 年次 内容 年次 内容

安曇野市 0.79 0.50 0.69 0.59 0.66 0.56 0.25 R6

第一四半期に7

割の発注を目標

とする

0.94 0.90 1.00 1.00 1.00 0.99 0.93 0.99 R6 1.00 b a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6 a c c c b a R6 a

小海町 0.40 1.17 2.00 1.20 0.67 0.19 0.50 R6 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 1.00 0.90 R6 1.00 a a a a a a a R6 a b a a a a a a R6 a e d d c c R6 c

川上村 0.56 0.76 0.73 0.77 0.49 1.38 0.40 R6 1.00 0.00

発注件

数集計

不可

発注件

数集計

不可

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b b b a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b a a a a R6

a（運用開始に

向け準備を行

う）

e e d c c R6 c

南牧村 1.17 0.41 4.00 0.00 0.77 1.14 0.80 R6 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
a（県ガイドラ

インに準ずる）
d d d a c R6 c

南相木村 0.67 1.02 0.71 1.67 0.86 0.52 0.50 R6

第一四半期に8

割の発注を目標

とする

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b a R6
a   （県の変更ガイ

ドラインを準用し

策定する）

e d c c c R6 c

北相木村 0.00 0.38 1.00 0.00 0.00 0.36 0.50 R6

第一四半期に7

割の発注を目標

とする

発注件

数未入

力

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 R6 1.00 b a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b a R6 a a a c c c R6 a

佐久穂町 0.86 0.84 1.05 1.85 0.82 0.38 0.10 R6 0.90

発注件

数未入

力

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b b R6

a（R6年度まで

に運用開始を目

指す）

d d d c d R6 c

軽井沢町 0.74 0.67 0.91 0.84 0.52 0.73 0.67 R6 0.75 1.00 0.99 0.85 0.80 0.97 0.97 1.00 0.80 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
a（県版を準

用）
d d d b c R6 c

御代田町 0.89 0.84 0.23 0.58 0.53 0.47 0.32 R6 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

a（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b a a a a a R3 a a a a a a R6 a

立科町 2.00 0.94 0.76 0.70 0.50 0.50 0.70 R6

第一四半期に7

割の発注を目標

とする

0.97 0.88 0.00 0.94 1.00 0.71 0.68 1.00 R6 1.00 b b b b b b b R6 a b b b b b b b R6 a d d d b a R6 c

青木村 1.20 0.00 1.50 0.00 4.00 2.00
早期発注

に努める

(0.60)

R6

上半期に5割程

度の発注を目標

とする。

0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.20 1.00 1.00 R6 1.00 b b b b b b b R6 ｂ b b b b b b b R6 ｂ e e b b b R6 b

長和町 0.94 0.81 0.35 1.17 1.54 1.65 0.80 R6
現状維持を

目標とする
1.00 1.00 0.96 1.00 0.87 0.79 0.69 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b a R6 a e e d a a R6 a

下諏訪町 1.31 0.31 0.19 0.40 0.77 0.39 0.50 R6 0.70 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b b R6
b（今後も必要に

応じて設計変更に

て対応）

e d d c c R6 c

富士見町 0.78 0.52 0.54 0.41 0.22 0.59 0.40 R6

前年度の数値と

同じ数値を目標

とする

0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 0.91 0.90 R6 1.00 b b b a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6 a e e d a c R6 c

原村 0.73 ー 1.00 0.86 0.00 － 0.03 R6

上半期に7割の

発注を目標とす

る

1.00

発注件

数集計

不可

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b b b b b b b R6
b（現状維

持）
b b b b b b b R6

b（現状維

持）
e e d c c R6 c

辰野町 0.50 0.67 0.52 0.68 0.63 0.36 0.90 R6 0.90 0.84 0.75 0.77 0.82 0.78 0.75 0.71 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 ａ b b b b b b b R6 ａ e e d c c R6 c

箕輪町 1.13 0.61 0.47 0.58 0.51 0.86 0.50 R6 現状維持 0.47 0.47 0.41 0.34 0.49 0.54 0.42 0.60 R6 1.00 b b b b b b a R6

a（基準対象外

の際の要領等を

作成）

b b b b b b a R6

a（設計変更ガ

イドラインの策

定）

e e d c c R6 c

飯島町 0.81 0.96 0.69 0.65 0.41 1.01 0.69 R6 現状維持 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6

a（長野県のガ

イドラインを準

用）

e e d c c R6 c

発注機関名

全国統一指標 関東ブロック独自指標

指標① 指標③ 指標④ 指標⑤ 指標⑥

地域平準化率 低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況 最新の積算基準の適用状況及び基準対象外の際の対応状況 設計変更ガイドラインの策定・活用状況 市区町村における週休2日対象工事の実施状況

基

準

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

基

準

値

(H30)

実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

見

込

み

値

(R6)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

実

績

値

(R6)

長

野

県

（

市

町

村

）

目標
実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R1)

目標
実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

（参考資料）各発注機関の取り組み状況【工事】

【長野県内市町村】

62



年次 目標値 年次 目標値 年次 内容 年次 内容 年次 内容

南箕輪村 1.64 0.20 0.70 0.54 0.88 0.77 0.30 R6 現状維持 1.00 1.00 0.96 0.59 0.73 1.00 0.97 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a b b b a a a a R6 a e e d c b R6 a

中川村 0.20 0.85 1.13 0.60 0.61 0.48 0.90 R6

上半期に４割の

発注を目標とす

る

0.06 0.16 0.07 0.02 0.06 0.08 0.18 0.11 R6 0.20 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b b R6
b（未策定だが、

必要に応じて設計

変更を実施）

e e c a b R6 b

宮田村 0.64 0.72 0.19 1.00 0.11 0.00 0.20 R6
第一四半期の発

注に努める
0.09 0.10

発注件

数集計

不可

0.10 0.13 0.11 0.06 0.10 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6 a d d a a a R6 a

松川町 0.91 1.04 0.77 0.68 0.63 1.02 0.60 R6
現状維持を目標

とする
0.80 0.92 0.92 1.00 1.00 0.99 0.97 1.00 R6 1.00 b b b b b b a R6

a （改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b a R6
a  (R6年度

策定目標）
e d d d a R6 a

高森町 0.68 0.36 0.57 0.68 0.56 0.65 0.50 R6

第一四半期に7

割の発注を目標

とする

0.00 1.00 0.79 0.85 0.88 0.77 0.78 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b a a a a a R6 a d d d c b R6 a

阿南町 0.57 0.40 0.88 0.60 1.08 0.91 0.30 R6 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b b R6 a c b b a b R6 a

阿智村 0.00 0.32 1.69 0.00 1.33 0.89 0.40 R6

第一四半期に7

割の発注を目標

とする

0.00 0.23 0.46 0.53 0.38 0.38 1.00 0.40 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b b R6 a e d d c d R6 c

平谷村 1.23 0.10 0.67 0.69 0.65 2.93 0.70 R6

第一四半期に7

割の発注を目標

とする

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.20 R6 0.20 b a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b a a a a a a R6 a d d d c d R6 a

根羽村 0.00 ー － － 0.00 1.00 0.10 R6 0.65

発注件

数未入

力

発注件

数集計

不可

発注件

数集計

不可

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a b b b b b a b R6 b b b b a b R6 b

下條村 0.00 ー 0.00 0.00 1.00 0.00 0.28 R6 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 R6 1.00 b a a a a a a R6 ａ b b b b b b b R6 a e e e a d R6 a

売木村 0.00 0.29 1.20 2.00 0.40 1.14 0.20 R6
上半期の発

注に努める
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 1.00 1.00 R6 1.00 b b b b b a a R6 b b b b b b a a R6 b e e e c c R6 c

天龍村 1.00 0.40 0.55 0.74 0.67 0.00 0.60 R6
第一四半期の発

注に努める
1.00 1.00 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b b b b b b b R6 b b b b b b b b R6 b e e d a a R6 a

泰阜村 2.18 0.92 1.00 0.00 0.63 1.23 1.00 R6 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b a R6
a　（県の設計変

更ガイドラインに

順じ策定）

d c c c a R6 b

喬木村 0.00 0.00 0.00 0.74 0.71 0.52 0.70 R6 0.60 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b b R6
ａ（改定内容に基

づき速やかに対

応）

d c c c b R6 b

豊丘村 0.48 1.03 1.05 0.94 0.74 0.92 1.00 R6 0.80 0.98 0.77 0.60 0.23 0.57 0.72 0.78 0.70 R6 1.00 b b a a a a a R6 a b b b b b b b R6 a e e d b b R6 c

大鹿村 4.00 0.80 － － － 0.00 0.57 R6

第一四半期に4

割の発注を目標

とする

0.59 0.29 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b a a a a a a R6

a（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b a a a a R6
a（県の設計変更

ガイドラインに準

じ策定する）

d d b c c R6 a

上松町 0.57 0.60 0.52 0.62 1.04 0.75 0.23 R6 0.68 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b b b a a a a R6 a b b b b b b b R6 a d d d a c R6 c

南木曽町 0.72 1.00 0.60 0.62 0.85 0.93 0.70 R6

第一四半期に7

割の発注を目標

とする

0.88 0.77 0.82 0.82 0.90 0.81 1.00 0.80 R6 1.00 a a a a a a b R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b b R6 a e d d d c R6 c

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

長

野

県

（

市

町

村

）

目標
実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R1)

目標
実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

実

績

値

(R6)

発注機関名

全国統一指標 関東ブロック独自指標

指標① 指標③ 指標④ 指標⑤ 指標⑥

地域平準化率 低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況 最新の積算基準の適用状況及び基準対象外の際の対応状況 設計変更ガイドラインの策定・活用状況 市区町村における週休2日対象工事の実施状況

基

準

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

基

準

値

(H30)

実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

見

込

み

値

(R6)
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年次 目標値 年次 目標値 年次 内容 年次 内容 年次 内容

木祖村 0.55 0.42 0.47 0.96 0.87 0.30 0.66 R6 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 ａ b b b b b b b R6 a c c c c c R6 b

王滝村 0.36 0.61 0.54 0.68 1.33 1.20 0.30 R6
第一四半期の発

注に努める

発注件

数未入

力

1.00 1.00 1.00 1.00 0.80 1.00 1.00 R6 1.00 b b a a a a a R6 a b b b b b b b R6 a e d d c c R6 c

大桑村 0.82 0.63 0.32 1.05 0.44 0.61 0.30 R6

第一四半期に8

割の発注を目標

とする

0.86 1.00 1.00 1.00 1.00 0.88 0.90 0.90 R6 1.00 a a a a a a a R6 a b b b b b b b R6 a e e e b d R6 c

木曽町 0.63 0.44 0.58 0.50 0.81 0.51 0.70 R6
第一四半期の発

注に努める
0.23 0.26 0.25 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 0.50 b b b b a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b a a a R6 a d d d c c R6 a

麻績村 ― 0.00 2.15 － 0.00 1.00 0.40 R6

第一四半期に7

割の発注を目標

とする

発注件

数未入

力

発注件

数集計

不可

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b a a a a a a R6 a e e d d d R6 c

生坂村 1.04 0.55 1.09 － － 0.00 0.00 R6

第一四半期に7

割の発注を目標

とする

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6 a e d d d d R6 c

山形村 0.00 0.71 1.50 0.00 0.96 1.00 0.54 R6

第一四半期に7

割の発注を目標

とする

0.50 0.67 0.60 0.75 0.50 1.00 0.33 1.00 R6 1.00 b a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b a a a a a a R6 a e e e e e R6 c

朝日村 0.57 0.77 1.24 0.22 0.49 0.36 0.70 R6

第一四半期に7

割の発注を目標

とする

0.67 0.57 0.00 0.00 0.38 0.21 0.23 0.70 R6 0.70 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b b R6 a b b b b b R6 a

筑北村 0.80 0.54 1.17 1.04 0.55 1.18 0.80 R6
第一四半期の発

注を目標とする
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 1.00 1.00 R6 1.00 b b b b b b a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b b R6 a d d d d d R6 c

池田町 0.83 1.02 0.75 0.35 0.75 0.57 0.70 R6
第一四半期に７

割の発注を目標

とする

集計対

象外
0.92 0.87 1.00 1.00 0.90 0.67 1.00 R6 1.00 b a a a a a a R6 a b a a a a a a R6 a d d d a c R6 c

松川村 0.61 0.25 0.09 0.62 0.10 0.30 0.60 R6 0.90 0.96 0.86 0.80 0.91 0.86 0.71 0.69 0.70 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6
a（H28.3策

定）
c d d d d R6 a

白馬村 0.52 0.86 0.98 1.41 0.62 0.75 0.68 R6 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.87 1.00 0.90 R6 1.00 a a a a b b b R6 a b b b b b b b R6 a e d d d b R6 a

小谷村 0.76 1.22 0.49 0.74 0.58 0.85 0.66 R6 0.80 0.83 1.00

発注件

数集計

不可

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

a(改定内容に基

づき速やかに対

応）

b a a a a a a R6 a e d d a b R6 c

坂城町 0.72 0.75 0.88 0.66 0.99 1.11 0.45 R6 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a b R6 a a a a a a a b R6 a a a a a a R6 a

小布施町 0.90 1.70 0.55 1.04 0.72 0.95 0.60 R6

第一四半期に９

割の発注を目標

とする

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 b a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

b b b b b b b R6
a（R5年度運用

開始予定）
e e e e e R6 c

高山村 0.66 1.55 0.96 0.64 0.93 0.79 0.80 R6 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 R6 1.00 b a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a e e d d b R6 c

山ノ内町 0.81 0.73 0.71 1.14 0.50 0.62 0.54 R6 0.90 0.00 0.00 0.00 0.37 0.73 1.00 0.73 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a e e d d a R6 c

木島平村 1.50 0.21 0.71 0.89 1.33 － 0.50 R6 現状維持 0.32 0.37 0.35 0.86 0.88 0.18 0.24 0.90 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a e e e d c R6 c

発注機関名

全国統一指標 関東ブロック独自指標

指標① 指標③ 指標④ 指標⑤ 指標⑥

地域平準化率 低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況 最新の積算基準の適用状況及び基準対象外の際の対応状況 設計変更ガイドラインの策定・活用状況 市区町村における週休2日対象工事の実施状況

基

準

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

基

準

値

(H30)

実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

見

込

み

値

(R6)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

実

績

値

(R6)

長

野

県

（

市

町

村

）

目標
実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R1)

目標
実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

（参考資料）各発注機関の取り組み状況【工事】

【長野県内市町村】

64



年次 目標値 年次 目標値 年次 内容 年次 内容 年次 内容

野沢温泉村 1.22 1.11 1.50 0.80 0.89 0.71 0.80 R6

第一四半期に7

割の発注を目標

とする

0.23 0.17 0.31 1.00 1.00 0.35 0.32 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a a a a a a a a R6 a e d d c c R6 a

信濃町 1.21 0.83 0.98 0.36 0.88 0.83 0.50 R6 現状維持 0.00 0.44 0.42 0.27 0.23 0.27 0.50 0.20 R6 1.00 a a a a a a b R6 a a a a a a a b R6 a e d d c a R6 a

小川村 0.68 0.17 0.91 0.49 1.17 0.95 0.50 R6

第一四半期に7

割の発注を目標

とする

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

ａ（改定内容に

基づき速やかに

対応）

a a a a a a a R6 a e d d d a R6 a

飯綱町 0.60 0.84 0.76 0.63 0.34 0.35 0.63 R6

第一四半期に7

割の発注を目標

とする

0.38

発注件

数集計

不可

0.52 0.54 0.77 0.18 0.30 0.57 R6 1.00 b b b b b b b R6 a b b b b b b b R6 a e e e e c R6 c

栄村 0.16 0.83 1.23 0.17 0.83 0.75 0.50 R6

第一四半期に７

割の発注を目標

とする

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 1.00 0.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 ａ a a a a a a b R6 a d d d d b R6 b

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

長

野

県

（

市

町

村

）

目標
実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R1)

目標
実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

目標
実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

実

績

値

(R6)

発注機関名

全国統一指標 関東ブロック独自指標

指標① 指標③ 指標④ 指標⑤ 指標⑥

地域平準化率 低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況 最新の積算基準の適用状況及び基準対象外の際の対応状況 設計変更ガイドラインの策定・活用状況 市区町村における週休2日対象工事の実施状況

基

準

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R5)

基

準

値

(H30)

実

績

値

(R1)

実

績

値

(R2)

見

込

み

値

(R6)

（参考資料）各発注機関の取り組み状況【工事】

【長野県内市町村】
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国土交通省
関東地方整備局

指標
Ｒ１

基準値
Ｒ２

実績値
Ｒ３

実績値
Ｒ４

実績値
Ｒ５

実績値
Ｒ６

実績値
Ｒ６

目標値
取り組み状況及び考察

全国統一
指標

地域平準化率
（履行期限の分
散）

0.51 0.48 0.49 0.49 0.48 0.47 0.50以下

・Ｒ６年度実績値は０．４７で前年
から若干改善した。
・５年間で０．０４改善した。
・R2年度より５年連続で目標を満
足している。

低入札価格調
査基準又は最
低制限価格の
設定状況
（ダンピング対
策） 

0.77
（R1実績値）

0.75
（H30基準
値）

0.86 0.95 0.95 0.95 0.98 1.00

・Ｒ６年度実績値は０．９８で前年
から改善した。
・６年間で０．２３改善し、目標値
を概ね達成した。

関東ブロック
独自指標

ウィークリースタ
ンスの実施
（履行状況の確
認）

23/56 23/56 25/56 31/56 37/56 43/56 全機関ａ
・Ｒ６年度は３７機関から４３機関
に取組機関が増加。（６機関増）
・５年間で２０機関が増加した。

◆関東ブロック実績値（業務）

関東ブロック５年間（R2～R6）の取り組み結果（業務）
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年次 目標値 年次 内容

関東管区警察局 ー ー ー ー ー ー 0.00 R6 0.50 c c c a a a a R6 a

科学警察研究所 ー ー 1.00 ー ー ー 0.50 R6 0.50 c a a a a a a R6 a

皇宮警察本部 ー ー ー 0.00 ー ー 0.00 R6 0.50 a a a a a a a R6
ａ（受注者へ

浸透を図る）

東京都警察情報通信部 ー ー ー ー ー ー 0.00 R6 0.50 a a a a a a a R6
ａ（受注者へ

浸透を図る）

関東財務局 0.75 0.67 0.20 0.75 0.40 0.50 0.50 R6 0.50 c c c c c c b R6 ｂ

関東信越国税局 ー ー ー ー ー ー 0.50 R6
早期発注に

努める
b b b b b a a R6 ａ

財務省　東京国税局 ー ー 1.00 0.00 1.00 ー 0.86 R6

第３四半期まで

に完了するよう

努める

c c c b a a a R6 a

関東農政局 0.76 0.63 0.42 0.70 0.74 0.79 0.50 R6 0.50 a a a a a a a R6
ａ（受注者へ

浸透を図る）

林野庁関東森林管理局 0.67 0.43 0.38 0.45 0.40 0.41 0.50 R6 0.50 b b b a a a a R6
ａ（受注者へ

浸透を図る）

関東地方整備局 0.63 0.58 0.61 0.58 0.54 0.47 0.50 R6 0.50 a a a a a a a R6
ａ（受注者へ

浸透を図る）

国土交通省関東運輸局 1.00 ー 1.00 ー 1.00 1.00 0.00 R6 0.50 a a a a a a a R6 a

国土交通省　東京航空局 0.80 0.61 0.67 0.82 0.84 0.83 0.50 R6 0.50 b b b b b b a R6
ａ（受注者へ

浸透を図る）

国土技術政策総合研究所 0.71 0.61 0.60 0.68 0.71 0.72 0.79 R6 0.50 b b a a a a a R6
ａ（受注者へ

浸透を図る）

関東地方環境事務所 0.65 0.67 0.71 0.80 0.94 0.88 0.66 R6 0.60 c c c c c a a R6 a

北関東防衛局 0.42 0.39 0.40 0.41 0.34 0.20 0.50 R6 0.50 c c c c c c a R6 a

南関東防衛局 0.44 0.29 0.42 0.38 0.42 0.31 0.50 R6 0.50 c c c c c c c R6
ａ（受注者へ

浸透を図る）

東京高等裁判所 ー ー ー 1.00 1.00 1.00 1.00 R6
早期発注に

努める
c c c c c c c R6

a（R6年度まで

に運用開始予

定）

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

目標

国

基

準

値

(R1)

実

績

値

(R2)

発注機関名

全国統一指標 関東ブロック独自指標

指標① 指標③

地域平準化率 ウィークリースタンスの実施

基

準

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

目標

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

（参考資料）各発注機関の取り組み状況【業務】

【国】
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年次 目標値 年次 内容

東日本高速道路（株）

関東支社
0.26 0.21 0.16 0.15 0.22 0.18 0.40 R6 0.40 a a a a a a a R6

a（受注者へ浸

透を図る）

中日本高速道路（株）

東京支社
0.25 0.32 0.33 0.39 0.33 0.39 0.40 R6 0.40 a a a a a a a R6

ａ（受注者へ

浸透を図る）

首都高速道路（株） 0.13 0.19 0.16 0.15 0.14 0.19 0.40 R6 0.40 a a a a a a a R6 a

成田国際空港（株） 0.25 0.08 0.08 0.17 0.19 0.12 0.15 R6 0.40 c c c a a a a R6
ａ（受注者へ

浸透を図る）

日本中央競馬会 0.00 0.00 0.00 ー 0.00 1.00 0.00 R6 現状維持 c c c c c a a R6 a

（国研）科学技術

振興機構
ー ー 1.00 ー ー ー

第４四半期に

５割の業務が

完了すること

を目標とす

る。

R6

第４四半期に５割

の業務が完了する

ことを目標とす

る。

c c c c b a a R6

a（R5年度中の

運用開始を目指

す）

（独）国際協力機構 0.33 0.36 0.45 0.00 0.75 0.00 0.63 R6
基準値を維

持する
c c c c c c c R6

a（R6年度運

用開始予定）

（独）国立科学博

物館
ー ー ー ー ー ー 0.50 R6 0.50 c c c b a a a R6 b

（独）国立女性教

育会館
ー ー ー 0.50 0.00 ー 0.00 R6 0.50 c c c a a a a R6 a

（独）国立美術館

国立西洋美術館
ー ー ー ー ー ー 1.00 R6

第一四半期に５

割の発注を目標

とする。

b b b b b b b R6

a（R6年度まで

に指針等を整備

する）

（独）国立文化財機

構　東京国立博物館
ー ー ー ー ー ー 1.00 R6

第一四半期に５

割の発注を目標

とする

a a a a a a a R6 a

（独）国立文化財機構

東京文化財研究所
ー ー ー ー ー ー 0.90 R6 ー c c b b b a a R6 a

（独）高齢・障害・求

職者雇用支援機構
0.00 0.00 0.00 ー 0.25 0.59 － R6 0.40 c c c c a a a R6 a

実

績

値

(R6)

特

殊

法

人

等

全国統一指標 関東ブロック独自指標

指標① 指標③
発注機関名

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

地域平準化率

基

準

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

目標
実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

ウィークリースタンスの実施

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

目標
基

準

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R6)

（参考資料）各発注機関の取り組み状況【業務】

【特殊法人等】
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年次 目標値 年次 内容

（独）中小企業基

盤整備機構
ー ー ー ー ー ー 0.00 ー ー ー c c c c c c ー ー

（独）鉄道建設・運輸施設

整備支援機構　東京工事事

務所

0.27 0.24 0.18 0.55 0.60 1.00 0.20 R6 0.40 c c c b a a a R6 a

（独）都市再生機構 0.31 0.34 0.24 0.28 0.30 0.34 0.40 R6 0.40 c b b b a a a R6 a

（独）日本学生支

援機構
ー ー 0.00 1.00 0.33 ー ー b b b b b b a R6

a（R6年度運

用開始予定）

（独）日本芸術文

化振興会
ー ー 0.00 1.00 ー ー 0.50 R6 0.50 a b b b b b b R6

a（R6年度まで

に運用開始を目

指す）

（国研）日本原子

力研究開発機構
0.75 0.55 0.00 1.00 0.00 0.50

事業の特性及び予算制

度等により、発注時期

及び納期のコントロー

ルが困難なものもある

が、平準化に務める。

R6
事業の特性及び予算制度等に

より、発注時期及び納期のコ

ントロールが困難なものもあ

るが、平準化に務める。

c c c c b b a R6 a

（独）日本スポー

ツ振興センター
0.33 0.33 ー 0.00 0.17 0.40 0.50 R6 現状維持 c c c c b a a R6

a（R6までの運用開始を目

標とします。ただし、監督

官庁の策定状況を踏まえ実

施します。）

（独）水資源機構 0.51 0.50 0.60 0.47 0.51 0.52 0.40 R6 0.40 a a a a a a a R6
ａ（受注者へ

浸透を図る）

（独）労働者健康

安全機構
0.50 0.60 ー 1.00 0.25 0.50 0.00 R6

年間における新規

案件が少ないため

目標の設定が困難

b b b b b b b R6 ｂ

（国研）産業技術

総合研究所
0.50 1.00 0.83 0.75 0.60 0.57 0.65 R6

必要に応じた、その

都度の単年度発注が

主な為、数値目標を

掲げることが困難

c b b b b b a R6
a（R6年度運

用開始予定）

（独）製品評価技

術基盤機構
ー ー ー ー ー ー － b b b b a a a R6

a（受注者へ浸

透を図る）

地方共同法人　日

本下水道事業団
0.69 0.57 0.67 0.67 0.67 0.63 0.40 R6 0.40 c c c a a a a R6 a

実

績

値

(R6)

特

殊

法

人

等

稼働件数が極端に少ないた

め、目標設定は不可能である

が、早期発注に努める。

対象件数が少ないため、

特定年度での目標設定は

困難。

全国統一指標 関東ブロック独自指標

指標① 指標③
発注機関名

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

地域平準化率

基

準

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

目標
実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

ウィークリースタンスの実施

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

目標
基

準

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R6)

（参考資料）各発注機関の取り組み状況【業務】

【特殊法人等】
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年次 目標値 年次

目

標

値

年次 内容

茨城県 0.44 0.43 0.43 0.48 0.46 0.46 0.40 R6 0.40 0.95 1.00 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a

栃木県 0.39 0.37 0.37 0.40 0.39 0.39 0.40 R6 0.40 0.93 0.89 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6
ａ（取組を

推進する）

群馬県 0.40 0.41 0.44 0.45 0.44 0.43 0.40 R6 0.40
未集

計
0.92 0.99 0.98 1.00 0.98 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6

a（ただし災

害を除く）

埼玉県 0.47 0.42 0.44 0.44 0.46 0.45 0.40 R6 0.47 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a

千葉県 0.50 0.47 0.48 0.45 0.47 0.48 0.50 R6 0.50 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6
a（受注者へ浸

透を図る）

東京都 0.59 0.56 0.53 0.54 0.51 0.49 0.50 R6 0.50 0.00 0.00 0.00 0.02 0.06 0.19 0.65 0.50 R6 1.00 a a a a a a a R6 a

神奈川県 0.48 0.52 0.49 0.46 0.46 0.44 0.48 R6 0.48 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a

山梨県 0.51 0.49 0.48 0.47 0.47 0.47 0.41 R6 0.50 0.02 0.01 0.95 0.95 0.96 0.98 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a

長野県 0.35 0.32 0.38 0.34 0.34 0.35
現状維持

(0.35)
R6 現状維持 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a

さいたま市（埼玉県域） 0.57 0.55 0.58 0.57 0.62 0.63 0.50 R6 0.50 0.99 1.00 0.56 0.99 1.00 0.99 1.00 1.00 R6 1.00 c c a a a a a R6

a（ルールの整

備及び取り組み

を実施）

千葉市（千葉県域） 0.59 0.55 0.52 0.59 0.51 0.50 0.50 R6 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a

横浜市（神奈川県域） 0.75 0.70 0.68 0.67 0.59 0.52 0.50 R6 0.50 0.94 0.89 0.89 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 ａ

川崎市（神奈川県域） 0.61 0.62 0.60 0.59 0.53 0.57 0.50 R6 0.50
未集

計
1.00 0.76 0.87 0.85 0.85 0.85 0.85 R6 1.00 b b b a a a a R6 ａ

相模原市（神奈川県域） 0.71 0.55 0.72 0.72 0.70 0.77 0.50 R6 0.50 1.00 0.40 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R6 1.00 a a a a a a a R6 a

実

績

値

(R6)

実

績

値

(R6)

都

県

政

令

市

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

目標
基

準

値

(H30)

発注機関名

基

準

値

(R1)

指標②

低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況

目標
実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

指標①

地域平準化率

基

準

値

(R1)

全国統一指標

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

実

績

値

(R5)

見

込

み

値

(R6)

関東ブロック独自指標

指標③

ウィークリースタンスの実施

実

績

値

(R3)

実

績

値

(R4)

目標
基

準

値

(R1)

実

績

値

(R2)

実

績

値

(R6)

（参考資料）各発注機関の取り組み状況【業務】

【都県・政令市】
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令和８年６月 関東ブロック発注者協議会 発行

令和８年６月

関東ブロック発注者協議会

（仮）公共工事発注者の心得
（ver.1.1）

1

参考資料



品確法基本方針のポイント

 予定価格の適正な設定
• 最新の取引価格や法定福利費等を的確に反映
• 総合的に価値の最も高い資材の採用と必要な費用の適正な計上
• 週休2日の確保に必要となる経費を適正に計上

 災害時の緊急対応の充実・強化
• 災害工事における労災保険契約の締結促進と予定価格への反映
• 復旧・復興建設工事共同企業体（復旧・復興ＪＶ）の活用

 ダンピング受注の防止
• 低入札価格調査の基準価格または最低制限価格の適切な設定

 計画的な発注と施工時期の平準化
• 繰越明許費や債務負担行為の活用による翌年度にわたる工期設定
• 地域の実情に応じた発注者間の連携による公共工事の中長期的な発注
見通しの公表

• 平準化推進に向けた関係部局間の緊密な連携の確保

 適正な工期設定および設計変更
• 工期基準に基づく適切な工期設定
• 週休２日制工事の確実な実施と対象工事の拡大
• スライド条項の設定・運用基準の策定・適切な代金変更

 発注関係事務の環境整備
• 公共工事の手続や書類の簡素化・電子化の推進
• 電子入札システム、電子契約システム、ASP等の導入・活用
• 「建設キャリアアップシステム」等の活用による施工体制の確認

 担い⼿の中⻑期的な育成・確保
• 工業高校等と建設業者団体等と連携
• 快適トイレの活用等、働きやすい現場環境を整備
• 建設産業のイメージアップを図るため、広報・啓発活動を充実

出典： 公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針
（令和6年12月13日 閣議決定）

2



■適切な設計図書の作成
 現場の実態に即した施工条件を明示し、積算内容との整合を図る

 発注者は、建設現場での情報通信技術の活用を促進するため、受
注者による遠隔臨場や情報共有システム等の取組に配慮

 総合的に価値の最も高い資材等の採用に努める

 新技術の活用が価格のみを理由に妨げられないよう配慮

■予定価格の適正な設定
 取引の実例価格、需要の状況、履行の難易度、数量・履行期間を
考慮し、適正な価格を設定

 最新の労務単価や資材・機材の実勢価格を的確に反映

 労働安全衛生法令に基づき、安全衛生経費や建設業退職金共済
制度の掛金を正確に反映

 週休2日の確保等の重要性を踏まえ、必要な経費を適正に計上

 積算価格や資機材等の価格が実勢価格と乖離している場合、見
積りを徴収し、妥当性を確認した上で価格を設定

 総合的に価値の最も高い資材等を採用する際、その採用に必要
な費用を反映した予定価格を設定

 歩切りは行わない（品確法改正に伴い、歩切りによる予定価格の
設定は法律違反とされている）

工事発注準備段階

3

○

×

「歩切り」の廃止による予定価格の適正な設定について

出典：国土交通省HP
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk1_000001_00018.html



■適切な工期設定
 公共工事の工期は、施工手順を踏まえた期間を確保することを前提に
設定

 工事の性格、地域の実情、自然条件、週休2日の確保等による不稼働
日を見込んで適切に工期を決定

■適切な評価項目の設定
 総合評価落札方式の実施方針や複数工事に共通する評価方法を定め
る際、学識経験者の意見を聴取

 地方公共団体における総合評価落札方式に関する学識経験者の意見
聴取は、地方自治法施行令第167条の10の2第4項等に定める手続
により実施

工事発注準備段階

4

【参考】関東地方整備局における週休２日の取組状況

注1）一般競争入札で実施した場合を示す。

注2）※1において、2人以上の学識経験者からの
意見聴取が必要となる。

注3）※2においては※1の意見聴取時に再度の
意見聴取が必要とされた場合には必要とな
る。

注4）各手続きの所要日数（土日・祝日は除く。）は、
概ねの目安を示したものであり、発注者の
体制や入札案件により異なってくることに
留意。

出典︓地方公共団体向け総合評価実施
マニュアル（平成20年3月）



■計画的な発注と施工時期の平準化
 閑散期となりやすい年度当初からの予算執行を徹底し、年度末の
工事集中を回避

 債務負担行為の積極活用や迅速な繰り越し手続きにより施工時
期を調整

 入札契約担当部局や財政担当部局等との緊密な連携を図り、予
算編成時から必要な調整を実施

■地域の実情を踏まえた発注
 公共事業の効率的執行を通じたコスト縮減のため、適切な発注
ロットを設定

 技術者や技能労働者の不足が懸念される地域では、複数の工区
をまとめて発注するなど、適切な規模の発注を行う

 工事の内容等に応じた入札契約方式の選択

工事発注準備段階

5

施工時期の平準化について

出典：国土交通省HP https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000105.html

工事調達の入札契約方式の全体像

出典：公共工事の入札契約方式の適用に関するガイドライン（国土交通省）一部加工



■適切な競争参加資格の設定
 工事の内容や地域の実情を考慮し、公共工事の担い手の育成・確
保に配慮した競争参加資格を設定

■適切な利潤の確保
 予定価格の適正な設定や適切な工期設定を行い、入札不調・不落
の発生を極力回避

■技術提案の評価内容の設定
 発注者は、工事内容に応じて競争参加者に技術提案を求めるよう
努める

 技術提案は高度な技術だけでなく、施工計画の工程管理や品質
管理方法などの工夫も含めることが可能

 技術提案の評価には、中立かつ公正な立場の学識経験者の意見
を聴取

■若⼿や女性技術者の登用
 中長期的な担い手の育成・確保の観点から、若手や女性技術者の
登用を促す工事の発注に努める

工事入札契約段階

6

出典：入札・契約、総合評価適用ガイドブック〔工事〕（関東地方整備局）一部加工

【参考】関東地方整備局における若手技術者・女性技術者活用評価型【試行】の取組



■社会保険等未加入の建設業者を元請業者から排除
 法令上負担すべき法定福利費を負担しない建設業者を排除

 公平で健全な競争環境の構築を目的に、社会保険等未加入者を
元請業者から排除

■ダンピング受注の防止
 低入札による受注は、工事品質の低下、下請業者への負担増、労
働条件の悪化、安全対策の不徹底につながる懸念あり

 低入札価格調査制度や最低制限価格制度の適切な活用を徹底し、
ダンピング受注を防止

■予定価格の事後公表
 入札前に予定価格を公表すると、適切な積算を行わなかった入札
参加者が受注する事態が生じ、技術力・経営力による競争を損ね
る可能性があるため、原則として事後公表

 事前公表を行う場合は適否を十分検討し、公正な競争を損ねるこ
とがないよう適切に対応

■書類・図面等の簡素化・統一化
 工事帳票の処理の迅速化と整理作業の軽減

 検査準備作業の負担軽減

 情報共有の迅速化を通じた受発注者の業務効率化

工事入札契約段階

7

出典：地方公共団体におけるダンピング対策取組状況の「見える化」（国土交通省）

最低制限価格制度及び低入札価格調査制度の概要



■適切な設計変更
 受注者が契約締結までに発注者へ主要資材の供給減少や価格高騰の
情報を通知し、関係者間での把握・共有を推進

 施工の一時中止など受注者の責によらない事由が発生した場合、設
計図書の変更や請負代金・工期の適切な変更を実施

 賃金水準や物価水準の変動による請負代金額の変更を可能とする
「スライド条項」を工事請負契約書に規定し、適用基準を策定

 資材高騰など請負代金額や工期に影響を及ぼす事象が発生した際、
受注者からの契約変更協議の申し出に誠実に対応

■労働環境の改善
 施工体制台帳に基づく点検で元請・下請を含めた施工体制を把握し、
必要に応じて元請業者へ適切な指導を実施

 社会保険等未加入業者との契約締結を禁止する措置を講じ、下請業
者も含めて排除を徹底

 前払金制度の適切な運用、中間前払金・出来高部分払制度の活用に
より、元請業者の資金調達を円滑化

工事施工段階

●工事工程クリティカルパスの共有、工事工程の照合
●協議資料作成等の受発注者間の役割分担
●設計変更の妥当性審議（設計変更ガイドライン活用）

●設計変更手続きに伴う工事中止の判断等

設計変更、先行施行承認に反映

8

【参考】関東地方整備局における設計審査会の取組



■受注者との情報共有や協議の迅速化
 発注者、設計者、施工者（工事受注者）が参加し、以下の内容について
情報共有および意見交換を行う場を設ける

事業目的

設計思想（設計の意図）・条件

関係機関との協議状況

施工上の課題

新たな技術提案に対する意見交換 等

 ASP等の情報共有システムを活用し、
工事関係書類の電子化に取り組む

■迅速な対応と施工環境の改善
 受注者からの協議には即日対応を基本とする「ワンデーレスポンス」
を実施

 計画的な工事施工を確保しつつ、工事現場の非効率な環境改善に向
け「ウィークリースタンス」を導入

工事施工段階

【参考】 関東地方整備局における
ウェークリースタンスの取組

【参考】 関東地方整備局における
ワンデーレスポンスの取組

【参考】 関東地方整備局
における
三者会議の取組

9



発注者が心得ておくべき「発注事務」に関するポイント（１／２）

 適切な工期設定
 パーティ数（班体制）は基本1パーティ（班）

 施工箇所が点在する工事でも、個別の施工体制ではなく1パーティに
よる施工を前提

 不稼働日数（雨休率、猛暑日、地域行事など）を適切に計上

 条件明示の徹底
 関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続、現場の実態（自
然条件含む）を踏まえた工程計画を検討

 概略工程表のほか、工期に関する条件明示に資する資料（条件チェッ
クシート等）の公表を検討

 概算概略発注の場合、当初発注時に施工条件を明示し、詳細設計確
定後に契約変更を実施

 工事環境の改善
 受注者の会社方針や工事現場の状況を踏まえ、工事ごとに「ウィーク
リースタンス」等を設定

 受注者からの協議には「その日のうち」に回答、または回答日を協議
のうえ決定し、迅速対応（ワンデーレスポンス）

 工事書類のスリム化の徹底
 工事着手前の設計審査会などで、受注者・発注者の作成書類を明確
化し、役割分担を徹底

 説明資料は既存の協議・照査資料を活用し、詳細図面や写真に代え
て動画の活用や遠隔臨場を実施することも検討

10



発注者が心得ておくべき「発注事務」に関するポイント（２／２）

 適切な設計変更
 概算概略発注であっても、発注者側の都合で一方的な減工を行って
はならない

 設計変更手続きの透明性・公平性の向上及び迅速化を図るため、設計
変更の妥当性や工事中止等の協議・審議を行う場を必要に応じて設置

 設計変更の権限を持つ者が協議・審議を行う場に参加することに努
める

 変更見込金額が請負代金額の一定の割合（30％等）を超えたことの
みを理由に設計変更に応じない、または必要な請負代金の額や工期
の変更を行わないことは避ける

 労務単価や資材・機材等の価格変動を注視し、賃金水準・物価水準の
変動による請負代金額の変更請求があった場合、迅速かつ適切に判
断し、請負代金額の変更を実施

 検査の効率化
 資料検査では、施工管理や品質管理等の各種基準で受注者が作成・
管理することを規定しているもの以外は求めない

 受注者による説明資料等の書類削減を進め、検査業務の効率化を図る

 材料検査や出来形確認などの現場臨場を要する検査には、ウェアラ
ブルカメラ等を活用し、発注者・受注者双方の省力化を推進

 情報通信技術や設計・施工のデジタル技術を積極活用し、施工中に
取得されたデータを検査にも活用

 検査書類の簡素化や作業の効率化に努める

11

【参考】 関東地方整備局における遠隔臨場の実施状況



令和７年１２月 初版

「発注者の心得」 はコチラ

▼ 関東地方整備局HP

https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/index00000019.html

問い合せ先

関東地方整備局 企画部 技術管理課・技術調査課
ＴＥＬ：０４８－６０１－３１５１（代） 12

「公共工事発注者の心得」の記載については、

「発注関係事務の運用に関する指針（解説資料） （令和７年３月３１日）」
（公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議事務局（国土交通省））

に基づくものであり、詳細は下記ＵＲＬより確認されたい。

https://www.mlit.go.jp/tec/tec_reiwaunyoshsishin.html
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